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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
二
〇
）

三　

大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯

　
　
（
一
）
内
乱
罪
を
二
分
す
る

　
　
（
二
）
死
刑
廃
止
を
退
け
る

　
　

お
わ
り
に

は
じ
め
に

│
朝
憲
紊
乱
と
は
何
か

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
刑
法
は
創
定
し
た
内
乱
罪
を
目
的
犯
と
し
、
そ
の
目
的
を
「
政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他

朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
」
と
記
し
た
。
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
刑
法
も
内
乱
罪
を
同
じ
く
目
的
犯
と
し
、
右
の
箇
所
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
た
。
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
年
）
の
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
皇
室
に
対
す
る
罪
の
章
を
削
除
し
、
外
患
に
関
す
る
罪

の
章
を
大
き
く
修
正
し
た
さ
い
も
、
内
乱
に
関
す
る
罪
の
章
は
何
ら
手
を
加
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
の

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
表
記
平
易
化
を
標
榜
し
て
、
内
乱
罪
の
条
文
か
ら
こ
の
語
を
削
る
ま
で
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代

に
亘
っ
て
、
朝
憲
紊
乱
の
語
は
内
乱
罪
の
条
文
を
飾
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

明
治
一
三
年
刑
法
、
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
は
、
こ
れ
を
公
布
し
た
政
府
自
ら
、
繰
り
返
し
全
面
改
正
を
試
み
た
。
施
行
直
後
の
参
事
院
の

改
正
案
を
別
と
し
て
、
政
府
が
帝
国
議
会
に
全
面
改
正
案
を
提
出
す
る
こ
と
、
五
回
に
及
ん
だ
。
改
正
案
が
提
出
さ
れ
た
議
会
は
、
第
一

議
会
、
第
一
五
議
会
、
第
一
六
議
会
、
第
一
七
議
会
、
第
二
三
議
会
で
、
第
二
三
議
会
の
改
正
案
が
貴
族
院
・
衆
議
院
で
そ
れ
ぞ
れ
修
正

さ
れ
、
両
院
協
議
会
を
へ
て
、
明
治
四
〇
年
刑
法
が
成
立
し
た
。

ま
ず
、
第
一
六
議
会
貴
族
院
の
本
会
議
審
議
の
さ
い
、
改
正
案
第
九
二
条
の
内
乱
罪
に
つ
い
て
、
加
藤
弘
之
が
「
朝
憲
と
云
ふ
の
か
私

二



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
二
一
）

は
分
り
ま
せ
ぬ
か
、
是
は
国
憲
と
も
違
ひ
憲
法
と
も
違
ふ
。
是
ま
て
も
斯
う
云
ふ
字
か
あ
り
ま
す
か
。
一
体
朝
憲
と
云
ふ
こ
と
の
定
義
は

と
う
考
へ
て
宜
し
う
こ
さ
い
ま
す
か
」
と
質
問
し
た
（
1
）

。
こ
れ
に
政
府
委
員
石
渡
敏
一
が
「
朝
憲
の
文
字
は
現
行
法
か
ら
使
つ
て
あ
り
ま
す

の
て
、
現
行
法
の
百
二
十
一
条
に
在
り
ま
す
の
て
、
成
る
程
此
意
味
は
極
て
広
く
し
て
、
如
何
な
る
も
の
か
這
入
る
か
と
云
ふ
の
は
現
行

法
と
雖
も
困
難
た
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
故
に
草
案
て
は
此
文
字
を
其
儘
に
用
ひ
た
の
て
あ
り
ま
す
」
と
答
え
た
（
2
）

。
す
な
わ
ち
、
政
府
委
員

は
、
朝
憲
の
意
味
が
広
す
ぎ
る
た
め
内
容
を
確
定
で
き
ず
、
現
行
法
の
ま
ま
用
い
て
い
る
と
認
め
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
三
議
会
衆
議
院
の
委
員
会
中
、
小
委
員
会
審
議
の
さ
い
、
改
正
案
第
七
七
条
の
内
乱
罪
に
つ
い
て
、
花
井
卓
蔵
が
「
政
府

顛
覆
と
は
と
う
云
ふ
こ
と
て
あ
る
か
、
邦
土
僣
窃
と
は
と
う
云
ふ
こ
と
て
あ
る
か
、
朝
憲
紊
乱
と
は
と
う
云
ふ
こ
と
て
あ
る
か
、
其
解
釈

并
に
実
例
を
示
し
て
載
き
た
い
。
現
行
法
は
無
理
に
斯
う
云
ふ
文
字
を
使
ひ
来
つ
て
居
る
の
て
あ
る
。
学
者
も
裁
判
官
も
刑
法
典
の
執
筆

者
も
分
ら
ぬ
儘
書
い
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
は
明
白
て
あ
る
か
ら
、
私
は
之
を
問
ひ
た
い
」
と
尋
ね
た
（
3
）

。
こ
れ
に
政
府
委
員
倉
富
勇
三
郎
が

政
府
顛
覆
、
邦
土
僣
窃
の
解
釈
に
続
き
「
朝
憲
紊
乱
と
云
ふ
の
は
、
是
は
余
程
広
き
こ
と
て
あ
り
ま
す
か
、
憲
法
に
規
定
し
て
あ
る
事
を

想
像
す
れ
は
種
々
な
事
か
あ
り
ま
す
。
之
を
言
ふ
と
甚
た
如
何
は
し
い
事
件
に
な
り
ま
す
け
れ
と
も
、
私
事
（
私
が
）
皇
室
に
関
す
る
と

云
つ
た
の
は
必
し
も
不
当
て
な
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
天
皇
の
大
権
を
規
定
し
て
あ
る
、
其
大
権
を
変
更
す
る
と
云
ふ
や
う
な
事
を
目
的

と
し
て
暴
動
を
起
す
な
ら
は
、
則
ち
そ
れ
か
朝
憲
紊
乱
て
あ
る
」
と
答
弁
し
た
（
4
）

。
こ
こ
で
、
舌
鋒
を
以
て
な
る
花
井
が
、
朝
憲
紊
乱
の
語

は
「
刑
法
典
の
執
筆
者
も
分
ら
ぬ
儘
書
い
て
居
る
」
と
指
摘
し
た
の
が
、
実
に
印
象
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
政
府
委
員
は
、
さ
ら
り
と

聞
き
流
し
、
単
純
な
解
釈
論
へ
話
を
そ
ら
せ
た
。

こ
の
よ
う
に
旧
刑
法
改
正
案
の
議
会
審
議
を
一
瞥
し
た
と
こ
ろ
、
朝
憲
紊
乱
の
語
の
意
味
が
必
ず
し
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
い
わ
ば
漠
と

し
て
空
を
掴
む
感
じ
を
残
す
こ
と
か
ら
、
想
起
さ
れ
る
の
は
旧
刑
法
の
草
案
編
纂
時
の
議
論
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
八
七
条
を
模
倣

三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
二
二
）

す
る
内
乱
罪
の
原
案
を
刑
法
草
案
編
纂
委
員
ら
が
見
直
す
過
程
で
、
編
纂
委
員
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
、
条
文
の
中
に
朝
憲
の
紊
乱
か
蔑
如

の
語
を
用
い
る
こ
と
を
求
め
た
（
5
）

。
編
纂
委
員
は
こ
の
と
き
、
朝
憲
云
々
と
記
す
と
「
国
事
犯
中
何
事
に
も
通
し
用
ゆ
へ
き
の
便
利
あ
ら
ん

と
す
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
日
本
文
の
朝
憲
蔑
如
の
語
は
所
謂
不
応
為
の
罪
名
と
同
し
く
国
事
犯
中
何
事
に
も
通
し
用
ゆ
へ
き
も
の
」
だ

と
か
主
張
し
た
（
6
）

。
編
纂
委
員
は
こ
の
語
が
一
般
条
項
と
し
て
の
利
便
性
を
も
つ
こ
と
を
、
十
分
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

話
が
と
ぶ
が
、
旧
刑
法
の
草
案
編
纂
か
ら
半
世
紀
近
く
後
、
第
四
五
議
会
は
、
政
府
提
出
の
過
激
社
会
運
動
取
締
法
案
を
巡
り
、
議
会

の
内
外
で
反
対
運
動
に
曝
ら
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
、
第
一
条
第
一
項
「
無
政
府
主
義
共
産
主
義
其
ノ
他
ニ
関
シ
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
事
項

ヲ
宣
伝
シ
又
ハ
宣
伝
セ
ム
ト
シ
タ
ル
者
ハ
七
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮
ニ
処
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
貴
族
院
の
法
案
審
議
中
、
刑
法
学

者
の
牧
野
英
一
が
、
法
律
新
聞
紙
上
「
朝
憲
紊
乱
と
は
何
ぞ
」
と
い
う
論
説
を
発
表
し
た
。
牧
野
は
、
朝
憲
紊
乱
は
「
其
の
概
念
に
於
て

は
甚
だ
明
か
で
な
い
。
之
を
以
て
、
国
家
の
基
本
組
織
の
不
法
な
る
変
革
と
解
す
る
の
が
一
般
の
説
明
」
な
が
ら
、
国
家
の
基
本
組
織
の

何
た
る
か
は
必
ず
し
も
明
白
で
な
く
「
従
来
の
判
例
に
於
て
も
、
第
一
審
第
二
審
第
三
審
の
見
る
所
に
そ
れ
ぞ
れ
相
異
る
も
の
あ
る
こ
と

が
寧
ろ
常
例
た
る
か
の
如
き
観
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
其
の
内
容
が
時
勢
の
如
何
に
依
つ
て
変
遷
し
得
る
長
所
が
あ
る
。
な
ほ
民
法

に
於
け
る
『
公
の
秩
序
善
良
の
風
俗
』
の
適
用
の
そ
れ
の
如
し
と
考
ふ
る
も
不
可
な
か
ら
う
」
と
論
じ
た
（
7
）

。
こ
こ
で
牧
野
は
、
新
聞
紙
法

の
定
め
る
朝
憲
紊
乱
（
第
四
二
条
）
や
森
戸
辰
男
事
件
の
判
決
（
三
審
と
も
大
正
九
年
）
を
と
り
あ
げ
て
、
朝
憲
紊
乱
は
概
念
が
明
確
で

な
い
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
語
が
公
序
良
俗
と
同
じ
一
般
条
項
だ
と
考
え
て
よ
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
明
治
一
〇
年
頃
ま
で
は
、
政
府
（
裁
判
機
関
を
含
む
）
は
、
百
姓
一
揆
を
朝
廷
、
あ
る
い
は
朝
憲
を
憚
ら
ざ
る
所
業
だ
と
し
て

断
罪
し
た
し
、
不
平
士
族
の
暴
発
を
、
こ
れ
も
同
じ
く
朝
憲
を
憚
ら
ざ
る
所
業
だ
と
し
て
断
罪
し
た
（
8
）

。
前
に
み
た
よ
う
に
、
旧
刑
法
草
案

の
編
纂
時
、
編
纂
委
員
が
こ
の
朝
憲
を
憚
ら
ざ
る
の
句
を
、
朝
憲
紊
乱
・
蔑
如
の
語
と
し
て
内
乱
罪
に
も
ち
こ
ん
だ
。
し
か
も
、
こ
の
語

四



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
二
三
）

が
一
般
条
項
と
し
て
の
利
便
性
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
て
、
も
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
旧
刑
法
改
正
案
を
審
議
す
る
帝
国
議
会
で
、
朝
憲

紊
乱
の
語
の
意
味
が
政
府
委
員
に
も
議
員
ら
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
当
然
の
話
で
あ
る
。
こ
の
事
情
も
あ
っ
て
、
過
激
社
会
運
動

取
締
法
案
は
結
局
廃
案
に
お
い
こ
ま
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
内
乱
罪
の
目
的
た
る
朝
憲
紊
乱
は
、
元
々
、
概
念
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
昭
和
に
入
る
と
、
五
・
一
五
事
件
（
昭
和
七

年
）
の
大
川
周
明
ら
の
裁
判
で
、
大
審
院
が
、
こ
の
点
を
と
り
あ
げ
、
朝
憲
紊
乱
と
は
「
国
家
の
政
治
的
基
本
組
織
の
破
壊
」
だ
と
言
及

し
た
（
9
）

。
こ
れ
は
、
牧
野
の
「
国
家
の
基
本
組
織
の
不
法
な
る
変
革
」
と
い
う
解
釈
と
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
審
院
は
一
方
で
、
朝
憲

紊
乱
の
例
示
た
る
政
府
顛
覆
と
は
「
行
政
組
織
の
中
枢
た
る
内
閣
制
度
を
不
法
に
破
壊
す
る
如
き
こ
と
を
指
称
す
る
も
の
」
だ
（
10
）

と
限
定
的

に
解
釈
し
て
、
五
・
一
五
事
件
に
つ
い
て
内
乱
罪
の
成
立
を
退
け
た
。
拡
大
可
能
な
概
念
を
、
い
わ
ば
方
向
を
逆
に
し
て
縮
小
し
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
こ
の
こ
と
を
追
究
し
な
い
。
本
稿
は
、
朝
憲
紊
乱
の
語
が
長
く
使
い
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
乱
罪

と
大
逆
罪
、
正
確
に
は
内
乱
罪
と
皇
室
に
対
す
る
罪
が
交
錯
し
た
事
情
を
追
究
し
よ
う
と
思
う
。
舞
台
は
、
明
治
四
〇
年
刑
法
の
成
立
に

至
る
立
法
の
過
程
で
あ
る
。

（
1
） 

高
橋
治
俊
・
小
谷
二
郎
編
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
増
補
版
（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
一
九
九
〇
年
）
五
九
一
頁
。
引
用
の
さ
い
、

片
カ
ナ
書
き
を
平
か
な
書
き
に
直
し
た
。
濁
点
が
な
い
の
は
元
の
ま
ま
。
原
本
は
一
九
二
三
年
の
発
行
。
な
お
、
こ
の
第
一
六
議
会
貴
族
院
の
委
員

会
審
議
の
さ
い
も
、
菊
池
武
夫
が
朝
憲
の
語
を
曖
昧
だ
と
指
摘
し
、
政
府
委
員
（
石
渡
）
が
率
直
に
そ
れ
を
認
め
た
（
本
書
九
七
二
頁
）。

（
2
） 

注（
1
）と
同
じ
。

（
3
） 

注（
1
）一
九
一
六
頁
。
花
井
の
質
問
中
、
実
例
を
示
し
て
「
載
」
き
た
い
、
と
い
う
の
は
誤
植
。

（
4
） 

注（
1
）一
九
一
七
頁
。
倉
富
の
答
弁
中
、
私
「
事
」
と
い
う
の
は
、
本
文
で
訂
正
し
た
よ
う
に
誤
植
。

五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
二
四
）

（
5
） 

新
井
勉
「
近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
」（
日
本
法
学
第
七
九
巻
第
二
号
、
二
〇
一
三
年
）
一
一
〜
一
二
頁
。

（
6
） 

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
二
巻
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
）
六
四
〇
頁
、
六
四
一
頁
。

引
用
の
さ
い
、
片
カ
ナ
書
き
を
平
か
な
書
き
に
直
し
た
。
濁
点
が
な
い
の
は
元
の
ま
ま
。

（
7
） 
牧
野
英
一
「
朝
憲
紊
乱
と
は
何
ぞ
」（
法
律
新
聞
第
一
九
五
六
号
、
大
正
一
一
年
三
月
二
〇
日
発
行
）
一
一
頁
。

（
8
） 

さ
し
あ
た
り
、
新
井
勉
「
明
治
四
〇
年
刑
法
の
成
立
と
内
乱
罪
」（
日
本
法
学
第
七
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
一
九
頁
以
下
。

（
9
） 

団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
』
各
則
①
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
一
〇
頁
。

（
10
）　

注（
9
）と
同
じ
。
政
府
顛
覆
に
関
す
る
大
審
院
の
解
釈
は
、
五
・
一
五
事
件
（
昭
和
一
〇
・
一
〇
・
二
四
）
も
、
神
兵
隊
事
件
（
昭
和

一
六
・
三
・
一
五
）
も
、
ほ
ぼ
同
じ
。

一　

大
逆
罪
の
確
定

旧
刑
法
は
、
第
二
編
公
益
に
関
す
る
重
罪
軽
罪
の
第
一
章
と
し
て
、
皇
室
に
対
す
る
罪
を
お
い
た
。
第
一
章
は
、
第
一
一
六
条
天
皇
ら

に
対
す
る
危
害
罪
、
第
一
一
七
条
天
皇
ら
に
対
す
る
不
敬
罪
、
第
一
一
八
条
皇
族
に
対
す
る
危
害
罪
、
第
一
一
九
条
皇
族
に
対
す
る
不
敬

罪
、
第
一
二
〇
条
不
敬
罪
に
監
視
を
附
加
す
る
こ
と
、
と
い
う
五
箇
条
で
あ
る
。
第
一
章
の
中
核
は
、
第
一
一
六
条
「
天
皇
三
后
皇
太
子

ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
で
あ
る
。
こ
の
第
一
一
六
条
に
も
、
第
一
章
の
他
の
箇
条
に
も
、
さ
ら

に
旧
刑
法
の
ど
こ
に
も
、
大
逆
や
、
大
逆
罪
と
い
う
語
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
一
一
六
条
の
定
め
る
天
皇
も
し
く
は
（
天
皇
に

準
じ
る
）
三
后
・
皇
太
子
に
対
し
危
害
を
加
え
、
ま
た
は
加
え
ん
と
し
た
行
為
を
、
一
般
に
大
逆
罪
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
明
治
四
〇
年
刑
法
も
、
第
二
編
罪
の
第
一
章
と
し
て
、
皇
室
に
対
す
る
罪
を
お
い
た
。
第
一
章
は
同
じ
く
、
第
七
三
条
天
皇
ら

に
対
す
る
危
害
罪
、
第
七
四
条
天
皇
ら
に
対
す
る
不
敬
罪
、
第
七
五
条
皇
族
に
対
す
る
危
害
罪
、
第
七
六
条
皇
族
に
対
す
る
不
敬
罪
、
と

六



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
二
五
）

い
う
順
の
四
箇
条
で
あ
る
。
こ
の
刑
法
は
附
加
刑
を
没
収
一
つ
を
除
き
廃
止
し
た
か
ら
、
監
視
を
定
め
る
条
文
が
お
ち
て
い
る
。
こ
こ
で

も
、
第
一
章
の
中
核
は
、
第
七
三
条
「
天
皇
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
、
皇
太
子
又
ハ
皇
太
孫
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト

シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
で
あ
る
。
新
旧
刑
法
の
大
逆
規
定
を
比
べ
る
と
、
一
目
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
四
〇
年
刑
法
第
七
三
条

の
方
に
皇
太
孫
が
追
加
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、
内
容
が
同
じ
で
あ
る
。

（
一
）
前
史

旧
刑
法
第
一
一
六
条
の
母
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
第
八
六
条
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
、
第
八
六
条
の
皇
帝
（
国
王
）
に
対
す
る

侵
害
（
ア
タ
ン
タ
）
と
、
第
八
七
条
の
政
府
顛
覆
な
ど
を
目
的
と
す
る
侵
害
を
、
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
第
八
八
条
既
遂
・
未
遂
を
区
別

す
る
こ
と
な
く
処
罰
し
、
第
八
九
条
予
備
も
陰
謀
も
処
罰
し
た
。
こ
の
点
は
一
八
一
〇
年
の
刑
法
、
一
八
三
二
年
の
改
正
法
、
一
八
五
三

年
の
改
正
法
、
皆
同
じ
で
あ
る
（
11
）

。

旧
刑
法
の
草
案
編
纂
の
さ
い
、
編
纂
委
員
が
大
逆
罪
も
内
乱
罪
に
揃
え
て
ほ
し
い
と
希
望
し
た
た
め
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス

刑
法
の
第
八
九
条
に
倣
い
自
ら
も
工
夫
し
て
、
二
人
以
上
の
協
議
に
よ
る
前
条
（
天
皇
ら
の
身
体
に
対
す
る
犯
罪
）
の
欠
効
犯
は
任
意
的

一
等
減
刑
、
未
遂
犯
（
狭
義
）
は
一
等
減
刑
、
予
備
犯
は
二
等
減
刑
、
陰
謀
に
止
ま
る
と
き
は
三
等
減
刑
、
単
な
る
陰
謀
の
発
言
は
四
等

減
刑
、
と
い
う
一
条
を
お
い
た
（
12
）

。
こ
れ
を
編
纂
中
の
草
案
と
比
較
す
る
と
、
総
則
が
定
め
る
通
常
の
欠
効
犯
・
未
遂
犯
や
、
第
三
編
人
に

対
す
る
重
罪
軽
罪
中
、
尊
属
親
（
あ
る
い
は
祖
父
母
父
母
）
に
対
す
る
罪
の
章
の
、
幾
分
か
加
重
さ
れ
た
欠
効
犯
・
未
遂
犯
よ
り
、
な
お

一
、
二
等
重
い
。

し
か
し
、
司
法
省
の
編
纂
委
員
は
、
一
人
の
場
合
は
通
常
の
減
刑
、
二
人
以
上
の
場
合
は
特
例
の
減
刑
と
、
人
数
で
区
別
し
て
二
様
に

七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
二
六
）

罰
す
る
の
は
不
都
合
だ
と
批
判
し
た
。
編
纂
委
員
は
、
天
皇
ら
に
対
す
る
犯
罪
は
子
孫
が
祖
父
母
父
母
に
対
す
る
犯
罪
に
同
じ
と
定
め
る

か
ら
に
は
、
未
遂
以
下
も
そ
の
場
合
と
同
じ
と
し
な
け
れ
ば
刑
法
の
体
裁
を
失
す
る
と
論
じ
て
、
特
例
を
求
め
た
の
は
編
纂
委
員
の
方
だ

と
不
満
顔
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
尻
目
に
、
こ
の
一
条
を
削
っ
て
し
ま
っ
た
（
13
）

。
こ
の
と
き
の
編
纂
委
員
の
言
葉
を
、
次
に
掲
げ
る
（
14
）

。

○
編
纂
委
員
・
鶴
田
皓
（
明
治
一
〇
年
下
期
）

元
来
天
皇
に
対
し
已
に
謀
殺
を
行
は
ん
為
め
に
着
手
し
た
る
者
は
仮
令
其
目
的
の
罪
は
遂
け
さ
る
と
も
、
之
に
減
等
法
を
用
ひ
其

本
罪
と
同
刑
に
処
せ
さ
る
は
、
却
て
世
道
人
心
に
背
馳
す
る
場
合
あ
ら
ん
と
す
。
故
に
此
未
遂
犯
罪
の
法
（
特
例
規
定
）
は
刑
法
上

に
判
然
と
示
し
置
か
さ
る
方
、
日
本
の
実
際
に
於
て
は
大
に
便
利
な
る
事
あ
る
へ
し
と
思
考
す
。

（
中
略
）

然
ら
は
寧
ろ
此
第
百
三
十
条
（
特
例
規
定
）
は
全
く
之
を
削
る
へ
し
。
天
皇
陛
下
と
雖
も
、
其
天
皇
に
対
す
る
罪
は
総
て
子
孫
の

祖
父
母
父
母
に
対
す
る
罪
と
同
し
く
論
す
れ
は
、
格
別
不
満
足
に
も
あ
ら
さ
る
べ
し
。
一
体
此
天
皇
に
対
す
る
罪
は
刑
法
中
各
罪
の

開
巻
第
一
に
置
く
へ
き
正
条
に
付
、
成
丈
け
不
都
合
な
く
奇
麗
に
立
て
ん
こ
と
を
要
す
。

こ
の
う
ち
目
を
ひ
く
の
は
前
段
で
あ
る
。
天
皇
の
謀
殺
に
着
手
し
て
果
さ
な
か
っ
た
者
を
、
総
則
の
減
等
法
に
よ
り
本
罪
の
殺
親
罪
の

刑
（
死
刑
）
に
し
な
い
の
は
世
道
人
心
に
背
馳
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
初
め
草
案
中
に
天
皇
に
対
す
る

罪
を
お
く
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
、
編
纂
委
員
が
天
皇
に
対
す
る
罪
だ
け
は
未
遂
犯
・
欠
効
犯
を
本
罪
と
同
じ
く
死
刑
に
し
た
い
と
主
張

し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
長
々
と
論
争
を
続
け
た
こ
と
で
あ
る
（
15
）

。
こ
れ
は
、
編
纂
委
員
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
か
ら
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
輪
郭
を

学
び
な
が
ら
、
依
然
律
の
思
考
法
を
残
し
て
い
る
こ
と
の
片
鱗
か
も
し
れ
な
い
。
唐
律
は
反
を
謀
る
だ
け
で
皆
斬
に
処
し
、
明
律
・
清
律

は
謀
反
大
逆
を
共
に
謀
る
だ
け
で
皆
凌
遅
し
て
（
斬
り
刻
ん
で
）
死
に
処
す
る
の
で
あ
る
。

八



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
二
七
）

結
局
、
司
法
省
の
「
日
本
刑
法
草
案
」
は
、
第
一
三
一
条
「
天
皇
皇
后
及
ヒ
皇
太
子
ノ
身
体
ニ
対
シ
タ
ル
犯
罪
ハ
子
孫
其
祖
父
母
父
母

ノ
身
体
ニ
対
シ
テ
犯
シ
タ
ル
重
罪
軽
罪
ニ
同
シ
」
と
定
め
、
予
備
や
陰
謀
の
規
定
を
お
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
第
四
〇
九
条
祖
父
母

父
母
に
対
す
る
罪
の
加
重
（
総
則
は
欠
効
犯
は
一
、
二
等
減
刑
、
未
遂
犯
は
二
、
三
等
減
刑
）
に
よ
り
、
欠
効
犯
は
一
等
減
刑
、
未
遂
犯

は
二
等
減
刑
と
な
る
。
予
備
も
陰
謀
も
、
処
罰
さ
れ
な
い
。
実
は
、
元
々
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
や
編
纂
委
員
が
母
法
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
刑
法

第
八
六
条
を
選
ん
だ
と
き
か
ら
、
編
纂
さ
れ
る
草
案
の
大
逆
規
定
は
律
の
伝
統
と
縁
を
き
っ
て
い
た
。
何
よ
り
も
象
徴
的
な
の
は
、
犯
罪

の
客
体
と
し
て
、
皇
后
・
皇
太
子
を
天
皇
と
同
列
に
並
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
政
府
が
特
設
し
た
刑
法
草
案
審
査
局
は
、
こ
の
日
本
刑
法
草
案
を
修
正
し
て
「
刑
法
審
査
修
正
案
」
を
纏
め
た
。
こ
の
修
正
案

は
、
第
一
一
六
条
「
天
皇
皇
后
及
ヒ
皇
太
子
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
と
し
て
、
祖
父
母
父
母
に

対
す
る
罪
と
切
り
離
し
て
大
逆
規
定
を
お
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
法
の
模
倣
を
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
危
害
を
「
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル

者
」
も
死
刑
に
処
す
る
と
し
て
（
16
）

、
日
本
刑
法
草
案
を
大
き
く
修
正
す
る
一
方
で
、
第
一
一
八
条
皇
族
に
対
す
る
危
害
（
危
害
を
加
え
た
者

は
死
刑
、
加
え
ん
と
し
た
者
は
無
期
徒
刑
）
の
規
定
を
お
い
た
。
続
く
元
老
院
は
元
老
院
で
、
第
一
一
六
条
の
皇
后
を
修
正
し
て
、
三
后

と
改
め
た
。
こ
の
よ
う
に
客
体
を
広
げ
る
こ
と
は
、
律
の
思
考
法
か
ら
隔
た
る
こ
と
遠
い
も
の
が
あ
っ
た
。

（
二
）
前
期
の
改
正
論

繰
り
返
す
と
、
旧
刑
法
は
、
第
一
一
六
条
天
皇
、
三
后
、
皇
太
子
に
対
す
る
大
逆
規
定
を
お
い
た
。
①
草
案
編
纂
段
階
の
特
例
規
定
は

削
除
し
た
ま
ま
、
こ
れ
を
復
活
さ
せ
な
か
っ
た
。
②
行
為
を
規
定
す
る
の
に
「
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者
」
に
止
め
ず
、
危
害
を
「
加
ヘ
ン
ト

シ
タ
ル
者
」
を
追
加
し
た
。
こ
の
加
え
ん
と
し
た
る
者
が
未
遂
（
広
義
）
を
さ
す
の
な
ら
、
刑
法
草
案
審
査
局
は
一
方
で
フ
ラ
ン
ス
刑
法

九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
二
八
）

第
八
六
条
の
殺
親
罪
の
刑
に
倣
う
の
を
や
め
な
が
ら
、
他
方
で
第
八
八
条
の
ア
タ
ン
タ
の
処
罰
法
に
倣
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
を
確
か
め
る
恰
好
の
書
物
が
、
法
制
官
僚
村
田
保
の
著
し
た
『
刑
法
註
釈
』
で
あ
る
。
巻
三
の
巻
頭
で
、
村
田
は
第
一
一
六
条

に
注
釈
を
ふ
し
て
「
天
皇
、
三
后
及
ひ
皇
太
子
の
玉
体
に
対
し
危
難
、
傷
害
を
加
へ
た
る
者
は
（
謀
故
殺
、
殴
打
創
傷
、
若
く
は
健
康
を

害
す
可
き
物
品
を
施
用
し
、
其
他
、
監
禁
、
脅
迫
、
遺
棄
等
の
罪
を
云
ふ
）
勿
論
、
之
を
加
へ
ん
と
し
た
る
未
遂
犯
罪
の
時
と
雖
も
死
刑

に
処
す
」
と
い
い
き
っ
て
い
る
（
17
）

。
刑
法
草
案
審
査
委
員
の
一
人
で
、
元
老
院
で
内
閣
委
員
と
し
て
刑
法
審
査
修
正
案
の
説
明
に
あ
た
っ
た

村
田
が
危
害
を
加
え
ん
と
し
た
る
者
を
未
遂
犯
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
審
査
局
は
未
遂
犯
も
死
刑
に
す
る
た
め
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
た
め

に
こ
の
箇
所
を
追
加
し
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

旧
刑
法
は
無
論
、
総
則
中
に
未
遂
規
定
を
お
い
て
い
る
。
第
一
一
二
条
「
罪
ヲ
犯
サ
ン
ト
シ
テ
已
ニ
其
事
ヲ
行
フ
ト
雖
モ
犯
人
意
外
ノ

障
礙
（
し
ょ
う
が
い
）
若
ク
ハ
舛
錯
（
せ
ん
さ
く
、
手
違
い
）
ニ
因
リ
未
タ
遂
ケ
サ
ル
時
ハ
已
ニ
遂
ケ
タ
ル
者
ノ
刑
ニ
一
等
又
ハ
二
等
ヲ

減
ス
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
一
六
条
の
危
害
を
「
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
」
は
、
こ
の
罪
を
「
犯
サ
ン
ト
シ
テ
」
の
言
い
回
し
と
同
じ
で

あ
る
。
村
田
が
加
え
ん
と
し
た
る
者
を
未
遂
犯
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
審
査
局
に
お
い
て
何
ら
議
論
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
た
め
、
同
じ
法
制
官
僚
で
、
最
初
の
頃
刑
法
草
案
審
査
委
員
を
務
め
た
井
上
毅
が
、
古
律
は
謀
反
や
謀
大
逆
を
予
謀
の
と
き
誅
鋤

す
る
（
殺
し
つ
く
す
）
が
、
第
一
一
六
条
は
危
害
を
謀
る
者
を
罰
し
な
い
、
と
旧
刑
法
の
大
逆
規
定
を
激
し
く
批
判
し
た
。
井
上
の
批
判

は
、
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
分
離
と
い
う
旧
刑
法
の
編
成
に
も
及
ん
だ
。
井
上
の
強
力
な
働
き
か
け
も
あ
っ
て
、
参
事

院
は
、
旧
刑
法
の
全
面
改
正
案
を
纏
め
た
（
18
）

。
問
題
の
第
一
一
六
条
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
参
事
院
改
正
案
（
明
治
一
六
年
七
月
）

　

第
百
十
六
条　

皇
室
ニ
対
シ
悖
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

一
〇



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
二
九
）

こ
こ
で
、
危
害
を
加
え
ん
と
し
た
る
者
が
未
遂
を
さ
す
か
ど
う
か
の
一
点
に
焦
点
を
あ
わ
せ
よ
う
。
司
法
省
法
学
校
第
一
期
生
の
高
木

豊
三
は
、
こ
れ
を
単
純
に
未
遂
を
さ
す
と
解
釈
し
た
。
高
木
は
、
こ
の
点
を
「
総
則
に
拠
れ
は
未
遂
の
犯
罪
は
既
遂
の
罪
に
一
等
若
く
は

二
等
を
減
す
る
を
以
て
例
と
す
。
然
る
に
此
条
危
害
を
加
へ
ん
と
し
た
る
者
、
即
ち
未
遂
犯
罪
に
し
て
既
に
危
害
を
加
へ
た
る
者
と
同
く

之
を
死
刑
に
処
す
る
は
何
そ
や
。
蓋
し
此
条
の
罪
の
如
き
は
前
既
に
云
へ
る
如
く
実
に
重
罪
中
の
最
も
重
大
な
る
者
な
れ
は
、
特
に
其
罰

を
厳
に
し
之
を
他
の
罪
と
別
ち
た
る
に
過
き
さ
る
な
り
」
と
記
し
て
い
る
（
19
）

。
一
方
で
、
高
木
は
、
重
大
の
危
害
を
加
え
た
る
者
と
軽
小
の

危
害
を
加
え
ん
と
し
た
る
者
を
同
じ
く
死
刑
に
処
す
る
の
は
「
実
に
太
疎
の
法
律
に
し
て
不
権
衡
も
亦
甚
し
」
と
記
し
て
い
る
（
20
）

。

同
じ
司
法
省
法
学
校
第
一
期
生
の
磯
部
四
郎
は
、
高
木
と
は
逆
に
、
こ
の
加
え
ん
と
し
た
る
者
は
「
未
遂
犯
及
ひ
未
遂
犯
に
至
ら
さ
る

者
を
包
含
す
る
も
の
と
解
釈
せ
さ
る
へ
か
ら
す
。
即
ち
意
思
、
隠
謀
、
予
備
の
所
為
と
雖
も
之
を
同
一
に
論
せ
さ
る
へ
か
ら
す
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
磯
部
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
仏
文
草
案
の
中
で
お
い
た
特
例
規
定
を
、
編
纂
委
員
が
和
文
草
案
を
作
成

す
る
と
き
削
除
し
て
し
ま
っ
た
が
「
其
精
神
を
も
削
除
し
た
る
に
あ
ら
す
。
唯
『
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
云
々
』
の
法
語
を
用
ゐ
て
、
其
中
に

各
等
の
所
為
を
包
括
し
た
る
に
過
き
す
」
と
論
じ
て
い
る
（
21
）

。
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
特
例
規
定
（
22
）

は
、
欠
効
犯
以
下
、
未
遂
犯
、
予
備

犯
と
刑
を
逓
減
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
無
差
別
に
死
刑
に
処
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

二
人
と
同
じ
司
法
省
法
学
校
第
一
期
生
で
、
法
学
校
で
受
講
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
講
義
を
『
性
法
講
義
』
や
『
仏
国
刑
法
撮
要
』
と

題
し
て
翻
訳
し
た
井
上
操
も
、
こ
の
加
え
ん
と
し
た
る
者
は
未
遂
に
止
ま
ら
な
い
と
い
う
。
井
上
は
「
余
思
ふ
に
、
此
皇
室
に
対
す
る
罪

は
、
草
案
の
意
を
以
て
、
論
す
へ
き
に
あ
ら
す
。
反
て
是
れ
我
古
法
に
傚
ひ
、
唐
律
に
基
き
し
も
の
な
り
」
と
論
じ
て
、
日
本
刑
法
草
案

の
天
皇
・
祖
父
母
父
母
の
同
視
を
退
け
る
一
方
で
、
大
宝
律
の
謀
反
の
注
釈
「
臣
下
将
に
逆
節
を
図
ら
ん
と
す
。
君
を
無
（
な
）
み
す
る

の
心
あ
り
」
や
、
唐
律
疏
議
の
ひ
く
公
羊
伝
の
「
君
親
に
将
（
ま
さ
に
せ
ん
と
す
）
な
し
。
将
れ
ば
必
ず
誅
す
」
を
特
記
し
て
「
葢
し
之

一
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
三
〇
）

に
基
き
し
な
り
。
故
に
既
遂
、
未
遂
は
勿
論
、
予
備
、
予
謀
も
、
亦
尽
く
極
刑
に
処
す
」
と
記
し
て
い
る
（
23
）

。

磯
部
の
解
釈
は
一
見
フ
ラ
ン
ス
法
の
思
考
法
を
根
拠
と
す
る
か
に
み
え
る
が
、
論
理
性
を
欠
き
、
高
木
の
非
難
す
る
不
権
衡
を
広
げ
る

ば
か
り
で
あ
る
。
井
上
の
解
釈
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
君
主
・
尊
属
親
の
同
視
を
退
け
る
あ
ま
り
、
ひ
た
す
ら
律
の
思
考
法
に
傾
倒
し
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
も
し
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
教
え
子
た
る
磯
部
や
井
上
の
主
張
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
、
さ
ぞ
落
胆
し
た
に
違
い

な
い
。
そ
れ
は
、
二
人
の
解
釈
、
特
に
井
上
の
解
釈
を
以
て
第
一
一
六
条
を
修
正
し
た
改
正
案
を
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
酷
評
し
た
か
ら
で

あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
明
治
一
六
年
五
、
六
月
の
交
、
参
事
院
で
旧
刑
法
の
改
正
作
業
が
進
行
す
る
中
、
議
長
の
山
県
有
朋
か
ら
法
制

部
の
纏
め
た
改
正
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
れ
を
精
査
し
逐
条
批
判
す
る
と
と
も
に
、
条
約
改
正
交
渉
上

の
不
利
益
を
指
摘
す
る
意
見
書
を
、
七
月
九
日
、
山
県
に
提
出
し
た
。
第
一
一
六
条
に
関
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
批
判
は
、
次
の
よ
う
で

あ
る
（
24
）

。
○
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
批
判
（
明
治
一
六
年
七
月
）

皇
室
に
対
し
悖
逆
を
謀
る
と
は
如
何
な
る
意
義
な
る
や
、
明
瞭
な
ら
す
。
悖
逆
を
遂
け
若
く
は
試
み
た
る
と
な
れ
は
其
意
を
解
す

可
し
と
雖
も
、
悖
逆
を
謀
る
と
の
文
字
は
了
解
す
る
能
は
さ
る
な
り
。

（
中
略
）

此
の
如
き
条
款
の
、
単
た
一
箇
に
て
も
存
す
る
と
き
は
、
日
本
刑
法
は
遂
に
世
界
中
最
も
野
蛮
な
る
法
律
中
に
排
置
せ
ら
る
ゝ
に

至
る
可
し
。

さ
て
、
外
務
省
か
ら
司
法
省
へ
移
管
さ
れ
た
法
律
取
調
委
員
会
は
、
裁
判
所
構
成
法
を
は
じ
め
、
民
法
、
商
法
、
民
事
訴
訟
法
、
刑
事

訴
訟
法
を
編
纂
し
た
。
政
府
は
こ
れ
ら
を
、
明
治
二
三
年
中
に
数
回
に
わ
け
て
公
布
し
た
。
委
員
会
は
同
年
五
月
、
旧
刑
法
の
改
正
案
を

一
二



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
三
一
）

議
了
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
公
布
し
な
か
っ
た
。
政
府
が
第
一
議
会
に
旧
刑
法
の
改
正
案
を
提
出
し
た
の

は
、
翌
二
四
年
一
月
一
七
日
で
あ
る
。
天
皇
ら
に
対
す
る
大
逆
規
定
、
お
よ
び
皇
族
に
対
す
る
危
害
罪
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
25
）

。

○
第
一
議
会
提
出
案
（
明
治
二
四
年
一
月
）

第
百
十
八
条　

天
皇
、
三
后
、
皇
嗣
、
皇
嗣
ノ
妃
及
ヒ
摂
政
ノ
生
命
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者
ハ
已
（
い
）
遂
、
未
遂
ヲ
分
タ
ス

死
刑
ニ
処
ス

其
身
体
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者
ハ
已
遂
、
未
遂
ヲ
分
タ
ス
無
期
懲
役
ニ
処
ス

第
百
十
九
条　

①
略
（
皇
族
の
生
命
に
対
す
る
危
害
は
死
刑
、
未
遂
犯
は
無
期
懲
役
）

②
略
（
皇
族
の
身
体
に
対
す
る
危
害
は
無
期
懲
役
、
未
遂
犯
は
一
等
有
期
懲
役
）

第
百
二
十
条　

前
二
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
重
罪
ノ
予
備
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
未
遂
犯
ノ
刑
ニ
一
等
ヲ
減
シ
其
二
人
以
上
陰
謀
ヲ
為
シ
タ
ル

ニ
止
マ
ル
者
ハ
二
等
若
ク
ハ
三
等
ヲ
減
ス

こ
の
改
正
案
は
、
第
一
一
八
条
の
客
体
と
し
て
皇
嗣
の
妃
・
摂
政
を
加
え
る
一
方
、
生
命
に
対
す
る
危
害
の
、
既
遂
・
未
遂
は
死
刑
に

処
す
る
が
、
予
備
は
無
期
懲
役
、
陰
謀
は
一
等
（
一
〇
〜
一
五
年
）
か
二
等
の
有
期
懲
役
（
七
年
〜
一
二
年
）
に
処
す
る
。
こ
の
よ
う
に

客
体
を
広
げ
る
の
も
、
予
備
・
陰
謀
の
刑
を
逓
減
す
る
の
も
、
律
の
思
考
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
刑
の
逓
減
に
つ
い
て
、
司
法

省
の
「
改
正
刑
法
案
説
明
書
」
が
、
旧
刑
法
の
危
害
を
加
え
ん
と
し
た
る
者
が
未
遂
を
さ
す
の
か
、
予
備
、
陰
謀
を
含
め
る
の
か
明
瞭
で

な
く
「
未
遂
犯
の
み
を
指
し
た
る
も
の
と
せ
ん
か
其
予
備
、
陰
謀
の
所
為
は
之
を
不
問
に
措
か
さ
る
へ
か
ら
す
。
若
し
其
予
備
、
陰
謀
を

も
包
含
し
た
る
も
の
と
為
す
と
き
は
其
刑
厳
酷
に
過
く
る
や
の
感
あ
り
。
因
て
改
正
法
に
於
て
は
未
遂
犯
と
予
備
、
陰
謀
と
を
区
別
し
て

相
当
の
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
と
せ
り
」
と
説
明
し
て
い
る
（
26
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の
改
正
案
は
、
衆
議
院
で
審
議
ら
し
い
審
議
も
な
く
、
審
議

一
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
三
二
）

未
了
に
終
っ
た
。

（
三
）
後
期
の
踏
襲
論

司
法
省
は
、
明
治
二
五
年
一
月
、
旧
刑
法
の
改
正
を
進
め
る
た
め
、
刑
法
改
正
審
査
委
員
を
任
命
し
た
。
二
月
、
三
好
退
蔵
（
総
務
局

長
）
を
委
員
長
と
す
る
委
員
会
組
織
に
改
め
た
。
横
田
国
臣
、
倉
富
勇
三
郎
、
古
賀
廉
造
、
石
渡
敏
一
ら
が
委
員
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会

が
、
明
治
二
八
年
改
正
案
、
お
よ
び
明
治
三
〇
年
改
正
案
を
纏
め
た
。
明
治
二
八
年
改
正
案
の
作
成
に
係
わ
る
「
刑
法
改
正
審
査
委
員
会

決
議
録
」
が
、
明
治
二
七
年
ま
で
の
三
年
分
残
さ
れ
て
い
る
。
大
逆
規
定
の
箇
所
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
27
）

。

○
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
（
明
治
二
七
年
五
、
六
月
）

第
七
十
七
条　

天
皇
、
三
后
、
皇
太
子
、
皇
太
孫
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

本
条
は
甚
た
漠
然
た
る
規
定
に
し
て
用
語
の
範
囲
更
に
分
ち
難
し
。
之
を
以
て
多
少
修
正
を
加
へ
ん
と
の
説
出
て
し
も
、
本
条
は

猥
り
に
臣
子
の
議
す
へ
き
所
に
あ
ら
さ
れ
は
、
暫
ら
く
現
行
法
の
儘
存
せ
し
む
。
只
皇
太
孫
の
文
字
を
加
へ
た
る
は
、
不
測
の
こ
と

に
因
り
皇
太
子
の
薨
去
あ
ら
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
皇
太
孫
は
即
ち
皇
位
を
継
か
せ
ら
る
可
き
地
位
に
あ
ら
せ
玉
ふ
こ
と
な
れ
は
、

皇
太
子
に
対
す
る
犯
罪
と
均
し
く
厳
刑
を
以
て
処
分
す
る
の
必
要
あ
る
も
の
と
認
め
た
る
に
因
る
。

漠
然
た
る
規
定
だ
と
い
う
の
は
、
危
害
と
は
何
か
漠
然
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
一
方
、
用
語
の
範
囲
が
区
別
で
き
な
い

と
い
う
の
は
、
太
上
天
皇
は
天
皇
に
入
る
か
、
皇
妃
は
三
后
に
入
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
加
え
ん
と
し
た
る
者
が
未
遂
に
止
ま
る

か
、
予
備
・
陰
謀
を
含
む
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
も
あ
れ
、
委
員
会
は
「
本
条
は
猥
り
に
臣
子
の
議
す
へ
き

所
に
あ
ら
さ
れ
は
、
暫
ら
く
現
行
法
の
儘
存
せ
し
む
」
る
、
と
い
う
方
針
を
き
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
委
員
会
の
作
成
し
た
明
治

一
四



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
三
三
）

二
八
年
改
正
案
の
大
逆
規
定
た
る
第
九
〇
条
も
、
明
治
三
〇
年
改
正
案
の
大
逆
規
定
た
る
第
九
一
条
も
、
右
の
第
七
七
条
と
全
く
同
一
で

あ
る
（
28
）

。
商
法
・
民
法
が
施
行
延
期
と
な
っ
た
の
を
う
け
て
、
政
府
は
、
明
治
二
六
年
三
月
、
法
典
調
査
会
を
設
置
し
、
再
び
法
典
編
纂
に
着
手

し
た
。
調
査
会
の
努
力
が
実
を
結
ん
で
、
政
府
は
、
同
三
二
年
三
月
に
は
、
法
例
、
民
法
、
民
法
施
行
法
、
商
法
、
商
法
施
行
法
な
ど
の

公
布
を
お
え
た
。
そ
こ
で
調
査
会
を
改
組
し
、
第
三
部
を
し
て
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
の
起
案
・
審
議
を
担
当
さ
せ
た
。
第
三
部
は
、
横
田

が
部
長
、
倉
富
、
古
賀
、
石
渡
が
起
草
委
員
、
富
井
政
章
、
三
好
退
蔵
、
村
田
保
ら
が
委
員
で
あ
る
。
第
三
部
は
、
明
治
三
〇
年
改
正
案

を
基
礎
と
し
て
旧
刑
法
の
全
面
改
正
作
業
を
進
め
た
。
第
三
部
が
改
正
案
第
九
一
条
「
天
皇
、
三
后
、
皇
太
子
、
皇
太
孫
ニ
対
シ
危
害
ヲ

加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
を
審
議
し
た
の
は
、
第
二
四
回
の
会
議
（
明
治
三
二
年
一
二
月
四
日
）
で
、
そ
の
日
の

会
議
日
誌
は
「
第
九
十
一
条
よ
り
審
議
し
、
第
九
十
一
条
は
原
案
の
通
可
決
し
（
中
略
）
第
九
十
六
条
は
重
大
の
問
題
な
る
を
以
て
連
合

会
に
於
て
議
決
す
る
こ
と
に
決
す
」
と
記
し
て
い
る
（
29
）

。
第
九
六
条
は
内
乱
罪
、
連
合
会
は
各
部
連
合
会
で
あ
る
。

そ
の
後
、
政
府
は
、
調
査
会
の
纏
め
た
明
治
三
四
年
改
正
案
、
明
治
三
五
年
改
正
案
を
、
次
々
に
第
一
五
議
会
、
第
一
六
議
会
に
提
出

し
た
。
ど
ち
ら
も
、
審
議
未
了
と
な
っ
た
。
続
い
て
、
政
府
は
、
法
律
取
調
委
員
会
（
明
治
三
九
年
六
月
設
置
。
横
田
、
倉
富
、
古
賀
ら

が
委
員
）
の
纏
め
た
明
治
三
九
年
改
正
案
を
、
第
二
三
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
改
正
案
が
貴
衆
両
院
を
通
過
し
、
成
立
し
た
。
三
四
年

案
が
三
后
を
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
に
改
め
、
三
五
年
案
が
皇
太
子
「
又
ハ
」
皇
太
孫
の
接
続
詞
を
加
え
た
の
で
、
広
く
し
ら
れ
る

よ
う
に
、
明
治
四
〇
年
刑
法
の
大
逆
規
定
は
、
第
七
三
条
「
天
皇
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
、
皇
太
子
又
ハ
皇
太
孫
ニ
対
シ
危
害
ヲ

加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
で
あ
る
。

さ
て
、
政
府
提
出
の
旧
刑
法
改
正
案
が
、
議
会
で
本
格
的
に
審
議
さ
れ
た
の
は
、
貴
族
院
は
第
一
六
議
会
、
衆
議
院
は
第
二
三
議
会
に

一
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
三
四
）

お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
六
議
会
貴
族
院
の
委
員
会
、
第
八
回
会
議
（
明
治
三
五
年
二
月
一
二
日
）
に
お
い
て
、
菊
池
武
夫
が
三
五

年
案
の
第
八
七
条
の
「
危
害
」
と
第
一
一
三
条
公
務
執
行
妨
害
罪
の
「
暴
行
又
ハ
脅
迫
」
の
間
に
差
異
が
あ
る
か
、
前
者
の
「
加
ヘ
」
と

後
者
の
「
為
シ
」
の
間
に
意
味
の
違
い
が
あ
る
か
、
と
尋
ね
た
。
政
府
委
員
古
賀
廉
造
が
「
此
皇
室
に
対
す
る
罪
は
成
る
へ
く
現
行
法
の

儘
て
宜
し
く
は
あ
る
ま
い
か
と
云
ふ
積
り
て
、
已
む
を
得
な
い
文
字
丈
を
変
へ
た
の
て
あ
り
ま
す
」
と
答
え
る
と
、
富
井
政
章
（
調
査
会

第
三
部
委
員
）
が
「
本
章
の
規
定
は
事
柄
か
事
柄
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
成
る
へ
く
現
行
法
の
規
定
に
障
ら
な
い
や
う
に
し
や
う
と
云
ふ
跡

か
見
え
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
は
誠
に
結
構
な
こ
と
て
あ
る
と
思
ふ
の
て
あ
り
ま
す
」
と
い
い
そ
え
た
（
30
）

。
政
府
と
し
て
は
、
貴
衆
を
と
わ
ず

議
会
の
批
判
・
修
正
を
好
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
思
い
を
答
弁
で
示
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
三
議
会
衆
議
院
の
委
員
会
中
、
小
委
員
会
の
第
三
回
会
議
（
明
治
四
〇
年
三
月
一
日
）
に
お
い
て
、
板
倉
中
が
三
九
年
案

の
第
七
三
条
の
「
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
す
な
わ
ち
、
危
害
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
「
無
限
に
広
き
こ
と
を

網
羅
し
て
居
る
」
が
、
次
に
加
え
ん
と
し
た
る
者
と
い
う
「
此
『
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
』
と
云
ふ
は
、
加
へ
ん
と
欲
し
た
る
も
の
に

又
這
る
の
て
あ
り
ま
す
か
、
即
ち
意
思
も
加
は
る
の
て
あ
り
ま
す
か
」
と
質
問
し
た
（
31
）

。
こ
れ
は
、
加
え
ん
と
し
た
る
者
が
未
遂
に
止
ま
る

か
、
予
備
・
陰
謀
を
含
む
か
と
い
う
問
題
と
ズ
レ
が
あ
る
。
板
倉
は
、
予
備
や
陰
謀
を
含
め
た
上
で
、
危
害
の
意
思
が
入
る
か
ど
う
か
を

尋
ね
て
い
る
ら
し
い
。
政
府
委
員
倉
富
勇
三
郎
の
答
弁
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
32
）

。

○
政
府
委
員
・
倉
富
勇
三
郎
（
明
治
四
〇
・
三
・
一
）

此
第
七
十
三
条
に
あ
り
ま
す
る
と
こ
ろ
の
「
危
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
」
此
文
字
は
現
行
の
刑
法
の
文
字
を
其
儘
襲
用
し
た

の
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
て
成
程
危
害
を
加
へ
ん
と
し
た
る
も
の
と
云
ふ
文
字
は
、
余
程
其
範
囲
は
広
く
思
は
れ
ま
す
か
、
唯
今
御
説

の
通
り
に
単
純
に
考
へ
て
居
る
と
こ
ろ
の
意
思
ま
て
を
、
此
処
に
含
ん
て
居
る
も
の
と
は
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
、
私
共
考
へ
な
い

一
六



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
三
五
）

の
て
あ
り
ま
す
。
併
な
か
ら
此
法
条
は
つ
い
と
是
ま
て
、
裁
判
所
て
適
用
し
た
こ
と
は
な
い
箇
条
て
あ
り
ま
す
。
裁
判
例
に
依
つ
て

如
何
な
る
趣
意
て
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
御
答
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
け
れ
と
も
、
兎
に
角
現
行
法
て
此
点
に
就
い
て
は
改
正
す
る

の
必
要
は
な
い
。
斯
う
云
ふ
考
て
其
儘
に
置
い
た
次
第
て
こ
さ
い
ま
す
。

（
注
）
最
初
の
裁
判
例
は
、
大
審
院
の
明
治
四
四
年
一
月
一
八
日
、
幸
徳
秋
水
ら
に
対
す
る
判
決
。

（
11
）　

さ
し
あ
た
り
、
司
法
資
料
第
二
五
八
号
（
一
九
三
九
年
）
の
『
仏
蘭
西
刑
法
典
』
二
四
〜
二
五
頁
、
お
よ
び
中
村
義
孝
編
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事

法
典
史
料
集
成
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八
七
〜
一
八
八
頁
。

（
12
）　

注（
6
）『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
二
巻
五
五
五
頁
、
五
七
九
頁
。
五
五
五
頁
は
刑
法
草
案
第
一
稿
、
五
七
九
頁
は
刑
法
草
案
第
二
稿
。

（
13
）　

注（
6
）五
八
〇
〜
五
八
四
頁
。

（
14
）　

注（
13
）と
同
じ
。
濁
点
の
不
揃
い
は
元
の
ま
ま
。
引
用
中
の
注
（
特
例
規
定
）
は
、
引
用
者
。

（
15
）　

注（
6
）四
七
二
〜
四
八
五
頁
。

（
16
）　

フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
第
八
八
条
で
、
既
遂
・
未
遂
の
二
つ
を
以
て
ア
タ
ン
タ
だ
と
定
義
し
た
。
そ
の
た
め
、
第
八
六
条
皇
帝
（
国
王
）
に
対
す
る

ア
タ
ン
タ
の
処
罰
は
、
既
遂
も
未
遂
も
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
遂
で
あ
れ
、
殺
親
罪
（
パ
リ
ス
ッ
ド
）
の
刑
に
よ
り
死
刑
で
あ
る
。

（
17
）　

村
田
保
『
刑
法
註
釈
』
巻
三
（
一
八
八
〇
年
）
二
葉
表
。
和
装
本
、
全
八
冊
。
初
版
は
明
治
一
三
年
七
月
の
発
行
。
翌
一
四
年
五
月
の
再
版
は

洛
陽
の
紙
価
を
高
め
た
。
引
用
の
さ
い
、
片
カ
ナ
書
き
を
平
か
な
書
き
に
直
し
、
読
点
を
ふ
し
た
。
濁
点
が
な
い
の
は
元
の
ま
ま
。

（
18
）　

新
井
・
前
掲
「
近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
」
第
二
節
、
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
19
）　

高
木
豊
三
『
校
訂
刑
法
義
解
』
第
二
編
（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
一
九
九
六
年
）
三
四
三
〜
三
四
四
頁
。
原
本
は
一
八
八
二
年

の
発
行
。

（
20
）　

注（
19
）三
四
四
〜
三
四
五
頁
。
太
疎
は
、
大
雑
把
な
こ
と
。

（
21
）　

磯
部
四
郎
『
改
正
増
補
刑
法
講
義
』
下
巻
第
一
分
冊
（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
一
九
九
九
年
）
四
〇
頁
。
原
本
は
一
八
九
三
年

一
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
三
六
）

の
発
行
。
な
お
、
磯
部
は
一
方
で
、
第
一
議
会
提
出
案
の
予
備
、
陰
謀
の
刑
の
逓
減
を
可
と
し
て
い
る
（
六
一
頁
以
下
）。

（
22
）　S

hi-hô-S
hô, P

rojet d
e cod

e pén
al pou

r l’E
m

pire d
u

 Japon, août 1879, pp. 41-42.
（
23
）　

井
上
操
『
刑
法
述
義
』
第
二
編
上
巻
（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
一
九
九
九
年
）
二
四
〜
二
五
頁
。
原
本
は
一
八
八
八
年
の
発
行
。

（
24
）　

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
刑
法
修
正
案
意
見
書
」
四
六
一
頁
。
内
田
文
昭
ら
編
『
刑
法
（
明
治
40
年
）
①
│
1
』（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
、

一
九
九
九
年
）
資
料
㉔
。
こ
れ
に
対
す
る
参
事
院
の
反
論
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
送
ら
れ
た
か
ど
う
か
不
明
）
は
、
悖
逆
の
罪
は
わ
が
国
体
上
特
別
の

罪
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
資
料
㉔
四
七
二
〜
四
七
三
頁
）。

（
25
）　

司
法
省
編
『
改
正
刑
法
草
案
・
改
正
刑
法
案
説
明
書
』（
一
八
九
一
年
）
所
収
、「
改
正
刑
法
草
案
」
五
四
〜
五
五
頁
。

（
26
）　

注（
25
）所
収
、「
改
正
刑
法
案
説
明
書
」
二
九
頁
。

（
27
）　

刑
法
改
正
審
査
委
員
会
「
決
議
録
」
一
〇
三
頁
。
第
五
四
回
・
第
五
五
回
（
明
治
二
七
年
五
月
三
一
日
、
六
月
六
日
）
合
併
号
。
内
田
文
昭
ら

編
『
刑
法
（
明
治
40
）
年
②
』（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
、
一
九
九
三
年
）
所
収
、
資
料
②
。

（
28
）　

明
治
二
八
年
「
刑
法
草
案
」
一
四
五
頁
、
明
治
三
〇
年
「
刑
法
草
案
」
一
四
五
頁
。
注（
27
）所
収
、
資
料
③
④
。

（
29
）　

法
典
調
査
会
「
会
議
日
誌
」
六
頁
。
第
二
四
回
（
明
治
三
二
年
一
二
月
四
日
）。
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
日
本
近
代
立
法
資
料

叢
書
第
二
八
巻
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
六
年
）
所
収
。

（
30
）　

注（
1
）『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
増
補
版
九
六
一
〜
九
六
二
頁
。

（
31
）　

注（
1
）一
九
〇
八
〜
一
九
〇
九
頁
。

（
32
）　

注（
1
）一
九
〇
九
頁
。
倉
富
の
答
弁
中
、
つ
い
と
是
ま
で
と
い
う
の
は
、
つ
い
ぞ
の
誤
植
。

二　

内
乱
罪
の
確
定

旧
刑
法
は
、
第
二
編
の
第
二
章
と
し
て
、
国
事
に
関
す
る
罪
を
お
い
た
。
第
二
章
は
二
節
の
構
成
で
、
第
一
節
が
内
乱
に
関
す
る
罪
で

一
八



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
三
七
）

あ
る
。
第
一
節
の
中
核
は
、
第
一
二
一
条
の
「
政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ

起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス
」
で
あ
る
。
同
条
は
行
為
者
を
四
類
に
区
別
し
て
、
首
魁
・
教
唆
者
は
死
刑
に
処
し
、
第
二
類

以
下
、
第
三
、
第
四
類
と
刑
を
逓
減
す
る
。

明
治
四
〇
年
刑
法
は
、
第
二
編
の
第
二
章
と
し
て
、
内
乱
に
関
す
る
罪
を
お
い
た
。
第
二
章
の
中
核
は
、
同
じ
く
第
七
七
条
の
「
政
府

ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
暴
動
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
内
乱
ノ
罪
ト
為
シ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ

処
断
ス
」
の
一
条
で
あ
る
。
同
条
は
行
為
者
を
三
類
に
区
別
し
て
、
首
魁
（
教
唆
者
な
し
）
は
死
刑
か
無
期
禁
錮
に
処
し
、
第
二
、
第
三

類
と
刑
を
逓
減
す
る
。
新
旧
刑
法
の
内
乱
規
定
を
比
べ
る
と
、
明
治
四
〇
年
刑
法
の
第
七
七
条
は
、
か
な
り
修
正
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
前
史

旧
刑
法
第
一
二
一
条
の
母
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
第
八
七
条
で
あ
る
。
一
八
五
三
年
改
正
法
の
第
八
七
条
は
、
政
府
の
顛
覆
、
帝
位

継
承
順
序
の
変
更
、
武
器
を
以
て
す
る
皇
帝
権
力
へ
の
反
抗
の
煽
動
を
目
的
と
す
る
危
害
（
ア
タ
ン
タ
）
を
隔
離
流
刑
と
し
た
。
旧
刑
法

の
草
案
編
纂
の
さ
い
、
編
纂
委
員
が
内
乱
規
定
に
朝
憲
紊
乱
の
語
を
用
い
る
よ
う
強
く
求
め
た
た
め
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
作
成
す
る
仏
文

草
案
（
33
）

の
「
国
政
ニ
於
ケ
ル
天
皇
ノ
権
利
及
ヒ
特
権
ヲ
減
少
ス
ル
」
の
箇
所
を
和
文
は
「
朝
憲
ヲ
蔑
如
ス
ル
」
と
記
す
と
い
う
、
不
思
議
な

結
果
を
招
い
た
（
34
）

。
日
本
刑
法
草
案
は
、
第
一
三
四
条
が
「
国
家
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
蔑
如
シ
若
ク
ハ
皇
嗣
ノ
順
序

ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
刑
法
草
案
審
査
局
は
、
こ
の
第
一
三
四
条
を
旧
刑
法
の
第
一
二
一
条
「
政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱

ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
」
云
々
に
修
正
し
た
。
首
魁
・
教
唆
者
の
処
罰
も
、
草
案
の
無
期
流
刑
か
ら
死
刑
へ
変
更
し
た
。
政
治
犯
に
も

一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
三
八
）

死
刑
を
科
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
も
フ
ラ
ン
ス
法
の
模
倣
を
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
草
案
が
行
為
者
を
三
類
、
旧
刑
法
が
四
類
に

区
別
し
て
処
罰
す
る
点
で
、
律
の
思
考
法
（
謀
反
は
首
従
の
別
な
く
斬
に
処
す
る
）
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
前
期
の
改
正
論

旧
刑
法
第
一
二
一
条
の
政
府
顛
覆
も
、
朝
憲
紊
乱
も
、
多
義
的
な
語
で
あ
る
。
刑
法
草
案
審
査
局
が
、
日
本
刑
法
草
案
第
一
三
四
条
の

国
家
（
デ
ィ
ナ
ス
テ
ィ
）
顛
覆
を
政
府
顛
覆
に
直
し
、
第
一
三
四
条
の
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
を
削
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た

の
か
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
が
容
易
に
わ
か
る
か
と
、
村
田
保
の
著
し
た
『
刑
法
註
釈
』
を
開
く
と
、
巻
三
の
巻
頭
か
ら
数
葉
、
次
の
よ
う

な
注
釈
が
ふ
さ
れ
て
い
る
（
35
）

。

○
村
田
保
『
刑
法
註
釈
』
第
一
二
一
条

本
条
は
、
内
乱
を
起
す
可
き
の
目
的
を
掲
け
て
、
国
事
犯
と
称
す
可
き
者
を
示
す
な
り
。

政
府
を
顛
覆
す
と
は
、
例
へ
は
立
君
政
体
を
廃
し
て
共
和
政
府
を
創
立
せ
ん
と
欲
し
、
又
は
内
閣
を
変
更
し
、
若
く
は
各
官
署
を

興
廃
せ
ん
と
欲
す
る
の
類
。
邦
土
を
僣
窃
す
と
は
、
例
へ
は
九
州
或
は
蝦
夷
地
方
に
割
拠
し
て
旗
を
挙
け
、
若
く
は
土
地
を
掠
略
し

又
は
占
有
し
て
独
立
す
る
の
類
。
朝
憲
を
紊
乱
す
と
は
、
例
へ
は
政
体
若
く
は
法
律
を
改
革
し
、
又
は
皇
嗣
の
順
序
を
紊
乱
し
、
或

は
郡
県
の
制
を
廃
し
て
封
建
に
改
め
ん
と
欲
す
る
の
類
。（
後
略
）

こ
れ
を
よ
ん
で
気
づ
く
こ
と
が
、
二
つ
あ
る
。
①
村
田
は
、
審
査
局
の
政
府
顛
覆
へ
の
修
正
を
使
い
、
君
主
政
体
か
ら
共
和
政
体
へ
の

転
換
に
、
内
閣
の
変
更
や
、
各
官
署
の
興
廃
を
内
乱
罪
の
目
的
に
加
え
て
い
る
。
こ
の
各
官
署
の
興
廃
は
、
審
査
局
が
ば
っ
さ
り
削
っ
た

草
案
第
一
三
五
条
の
「
官
省
地
方
各
官
署
ヲ
傾
覆
若
ク
ハ
変
更
シ
又
ハ
其
長
官
ヲ
黜
除
シ
」
云
々
と
い
う
内
乱
罪
の
一
部
を
、
政
府
顛
覆

二
〇



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
三
九
）

の
中
に
含
め
る
の
で
あ
る
。
村
田
は
さ
ら
に
、
審
査
局
が
削
っ
た
草
案
の
「
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
ス
ル
」
を
、
朝
憲
紊
乱
の
中
に
含
め
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
な
た
め
、
お
そ
ら
く
審
査
局
は
修
正
や
削
除
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
②
村
田
は
、
内
乱
の
目
的
を
政
府

顛
覆
、
邦
土
僣
窃
、
朝
憲
紊
乱
と
三
つ
並
べ
て
説
明
し
て
い
る
。
前
二
者
が
後
者
の
例
示
だ
と
い
う
理
解
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
を
朝
憲
紊
乱
の
中
に
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
が
、
後
々
、
内
乱
罪
と
皇
室
に
対
す
る
罪
が
交
錯
す
る
代
表
例
と

し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
後
に
み
る
。
今
一
つ
、
内
乱
罪
の
目
的
と
し
て
政
府
顛
覆
、
邦
土
僣
窃
、
朝
憲
紊
乱
を
並
列
的

に
扱
う
の
は
、
高
木
豊
三
、
堀
田
正
忠
、
磯
部
四
郎
ら
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
教
え
子
に
共
通
し
て
い
る
（
36
）

。
こ
れ
は
、
旧
刑
法
第
一
二
一
条
の

母
法
た
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
八
七
条
が
、
政
府
の
顛
覆
、
帝
位
継
承
順
序
の
変
更
、
皇
帝
権
力
へ
の
武
装
反
抗
の
煽
動
を
並
列
し
て
内
乱

の
目
的
と
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
作
成
し
た
仏
文
草
案
も
、
日
本
の
皇
統
（
デ
ィ
ナ
ス
テ
ィ
）
の
顛
覆
な
ど
四
つ
の
事
項
を
内
乱
の
目
的

と
し
て
並
べ
た
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

旧
刑
法
の
施
行
か
ら
約
一
年
、
参
事
院
法
制
部
の
纏
め
た
改
正
案
（
太
政
官
調
査
修
正
案
）
は
、
僅
か
に
第
一
二
一
条
文
頭
の
「
政
府

ヲ
顛
覆
シ
」
を
「
政
体
ヲ
変
更
シ
」
に
直
す
に
止
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
総
会
議
を
へ
て
、
参
事
院
が
纏
め
た
旧
刑
法
の
全
面

改
正
案
は
、
第
一
二
一
条
の
元
の
構
成
要
件
が
大
き
く
修
正
さ
れ
て
い
た
。
問
題
の
第
一
二
一
条
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
政
体
変
壊
と

朝
憲
紊
乱
を
並
列
的
に
扱
う
の
は
、
あ
る
い
は
、
朝
憲
紊
乱
の
一
般
条
項
と
し
て
の
利
便
性
を
ア
テ
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

○
参
事
院
改
正
案
（
明
治
一
六
年
七
月
）

第
百
二
十
一
条　

政
体
ヲ
変
壊
シ
又
ハ
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス

次
に
、
第
一
議
会
の
旧
刑
法
の
改
正
案
を
み
よ
う
。
衆
議
院
の
本
会
議
（
明
治
二
四
年
二
月
二
三
日
）
冒
頭
、
政
府
委
員
箕
作
麟
祥
が

趣
旨
説
明
を
行
い
、
旧
刑
法
は
「
と
う
も
専
制
政
治
の
と
き
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
今
日
の
最
早
立
憲
政
体
に
な
り
ま
し
た
所
て

二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
四
〇
）

は
と
う
し
て
も
不
都
合
の
点
が
あ
り
ま
す
。
不
都
合
な
点
、
権
衡
を
失
し
た
点
が
あ
り
ま
す
。
例
へ
て
申
し
ま
す
る
と
、
内
乱
に
関
す
る

罪
に
就
き
ま
し
て
も
、
皇
室
に
関
す
る
罪
と
政
府
に
対
す
る
罪
と
は
区
別
が
出
来
て
居
り
ま
せ
ぬ
」
と
、
問
題
点
を
指
摘
し
た
（
37
）

。
そ
こ
で

改
正
案
に
お
い
て
は
、
旧
刑
法
第
一
二
一
条
の
内
乱
規
定
を
、
皇
室
に
対
す
る
内
乱
罪
、
政
府
に
対
す
る
内
乱
罪
の
二
つ
に
わ
け
た
の
で

あ
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
第
一
議
会
提
出
案
（
明
治
二
四
年
一
月
）

第
百
二
十
四
条　

皇
室
ヲ
傾
覆
シ
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
シ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
国
憲
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
内
乱
ニ
与
シ

タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス

一　

首
魁
及
ヒ
煽
動
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

二　

群
集
ノ
指
揮
ヲ
為
シ
其
他
枢
要
ノ
職
務
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
禁
獄
又
ハ
一
等
有
期
禁
獄
ニ
処
ス

三
、
四　

略

第
百
二
十
五
条　

政
府
ヲ
傾
覆
シ
政
務
ヲ
変
乱
シ
其
他
政
事
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
目
的
ト
ス
ル
内
乱
ニ
与
（
く
み
）
シ
タ
ル
者
ハ
前
条

ノ
例
ニ
照
シ
各
一
等
ヲ
減
ス

司
法
省
の
「
改
正
刑
法
案
説
明
書
」
は
、
内
乱
罪
は
兵
を
あ
げ
、
政
府
に
抗
敵
す
る
点
で
は
同
じ
で
も
、
目
的
に
差
異
が
あ
り
「
一
は

帝
国
の
基
本
を
侵
害
せ
ん
と
す
る
に
在
り
。
又
一
は
政
府
の
当
路
者
と
政
治
上
の
意
見
を
異
に
す
る
所
よ
り
其
政
治
の
方
針
を
変
更
せ
ん

と
す
る
に
在
り
。
而
し
て
第
一
の
場
合
は
第
二
の
場
合
に
比
す
れ
は
罪
状
の
重
き
は
言
を
竢
た
さ
る
所
」
だ
か
ら
、
改
正
案
は
そ
の
区
別

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
各
自
相
当
の
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
と
し
た
、
と
説
明
し
て
い
る
（
38
）

。
す
な
わ
ち
、
皇
室
の
傾
覆
を
は
じ
め
、
帝
国

の
基
本
を
侵
害
す
る
内
乱
罪
は
、
罪
状
が
重
く
首
魁
ら
に
死
刑
を
科
す
る
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
事
に
関
す
る
事
項
を
目
的
と

二
二



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
四
一
）

す
る
内
乱
罪
は
、
前
条
の
例
に
て
ら
し
各
々
刑
一
等
を
減
じ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
後
期
の
踏
襲
論

刑
法
改
正
審
査
委
員
会
は
、
明
治
二
八
年
改
正
案
で
、
旧
刑
法
第
一
二
一
条
の
構
成
要
件
中
、
目
的
の
内
容
を
踏
襲
し
な
が
ら
「
内
乱

ヲ
起
シ
タ
ル
者
」
を
「
暴
動
ヲ
為
シ
タ
ル
者
」
と
改
め
た
。
こ
の
改
正
案
の
作
成
に
係
わ
る
委
員
会
の
「
決
議
録
」
は
、
国
事
犯
な
い
し

は
内
乱
罪
に
つ
い
て
、
種
々
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
内
乱
を
暴
動
に
改
め
た
こ
と
に
関
す
る
議
論
は
、
次

の
よ
う
で
あ
る
（
39
）

。

○
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
（
明
治
二
七
年
九
、
一
〇
月
）

第
八
十
五
条　

政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
暴
動
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
〜

国
事
犯
の
定
義
に
付
き
前
□
回
に
生
し
た
る
修
正
説
に
対
し
、
本
回
に
於
て
第
八
十
五
条
の
如
く
決
し
た
る
も
の
は
、
要
す
る
に

現
行
法
第
百
二
十
一
条
の
定
義
は
強
ひ
て
修
正
を
加
ふ
へ
き
も
の
に
も
あ
ら
す
。
只
同
条
の
「
内
乱
ヲ
起
シ
」
の
数
字
は
、
内
乱
と

称
す
へ
き
行
為
の
区
域
確
立
せ
さ
る
為
め
或
は
国
事
犯
を
常
時
（
事
）
犯
と
誤
認
す
る
者
あ
る
の
嫌
ひ
な
き
に
あ
ら
さ
る
か
故
に
此

数
字
を
削
除
し
、
而
し
て
朝
憲
紊
乱
等
の
目
的
を
以
て
為
し
た
る
暴
動
は
之
を
国
事
犯
と
し
罰
せ
ん
為
め
、
内
乱
云
々
を
暴
動
云
々

と
修
正
す
る
に
止
め
た
る
に
因
る
な
り
。
廃
立
を
謀
り
し
者
は
朝
憲
紊
乱
の
内
に
包
含
せ
し
む
。

（
中
略
）

以
上
の
諸
説
に
因
り
遂
に
内
乱
を
起
し
の
数
字
を
削
除
す
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
国
事
犯
の
目
的
を
以
て
暴
動
を
為
し
た
る
と
き

は
、
現
行
法
の
内
乱
に
至
ら
さ
る
も
の
と
雖
も
、
本
条
に
依
り
国
事
犯
と
し
て
処
分
せ
し
む
る
こ
と
と
為
せ
り
。二

三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
四
二
）

第
一
の
段
落
の
い
う
の
は
、
国
事
犯
・
兇
徒
聚
衆
罪
を
互
い
に
誤
認
す
る
と
い
う
類
い
の
こ
と
ら
し
い
。
こ
れ
で
は
内
乱
の
語
を
暴
動

に
改
め
た
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
暴
動
の
語
に
改
め
た
の
は
、
第
二
の
段
落
の
い
う
理
由
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
を
別
と
し
て
、
委
員

会
は
、
旧
刑
法
の
構
成
要
件
を
踏
襲
す
る
方
針
を
き
め
た
。
明
治
二
八
年
改
正
案
の
内
乱
規
定
た
る
第
九
五
条
も
、
明
治
三
〇
年
改
正
案

の
内
乱
規
定
た
る
第
九
六
条
も
（
40
）

、
構
成
要
件
は
右
の
第
八
五
条
と
同
じ
で
あ
る
。

法
典
調
査
会
は
第
三
部
が
、
明
治
三
〇
年
改
正
案
を
基
礎
と
し
て
旧
刑
法
の
全
面
改
正
作
業
を
進
め
た
。
第
九
六
条
は
重
大
問
題
だ
と

し
て
、
第
三
部
が
単
独
で
審
議
す
る
こ
と
を
さ
け
、
各
部
の
刑
法
連
合
会
を
開
い
た
。
ま
ず
、
尾
崎
三
良
が
憲
法
政
治
の
行
わ
れ
る
今
日

で
は
、
現
行
の
内
乱
規
定
を
死
刑
を
科
す
る
邦
土
僣
窃
・
皇
嗣
順
序
の
変
更
を
目
的
と
す
る
も
の
、
死
刑
を
科
さ
な
い
政
府
顛
覆
・
政
務

執
行
の
妨
害
を
目
的
と
す
る
も
の
に
二
分
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
と
提
案
し
た
（
41
）

。
尾
崎
の
提
案
は
、
政
府
の
第
一
議
会
提
出
案
の
二
分
法

と
一
致
し
た
し
、
国
事
犯
の
死
刑
廃
止
を
高
唱
す
る
村
田
保
の
主
張
と
も
一
致
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
起
草
委
員
の
石
渡
敏
一
が
、
次

の
よ
う
に
説
明
し
た
（
42
）

。
な
お
、
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
の
第
八
五
条
以
来
、
首
魁
の
刑
は
死
刑
ま
た
は
無
期
禁
錮
で
あ
る
。

○
起
草
委
員
・
石
渡
敏
一
（
明
治
三
二
・
一
二
・
二
〇
）

一
応
之
を
拵
へ
ま
し
た
趣
意
を
述
べ
て
置
き
ま
す
。（
中
略
）

吾
々
は
此
規
定
（
原
案
の
第
九
六
条
）
は
従
来
の
儘
に
し
て
置
き
ま
し
た
の
で
す
。
唯
「
内
乱
」
を
「
暴
動
」
と
替
へ
た
丈
け
で

あ
り
ま
す
。
朝
憲
紊
乱
の
中
に
は
皇
統
を
紊
す
、
皇
室
典
範
に
依
て
極
ま
つ
た
る
皇
統
を
暴
動
で
紊
乱
し
や
う
と
云
ふ
の
も
此
中
に

這
入
る
。
又
政
府
を
顛
覆
す
る
と
云
ふ
中
に
は
陛
下
の
思
召
を
ば
暴
動
を
以
て
替
へ
や
う
と
云
ふ
の
も
此
中
に
這
入
る
。
斯
う
云
ふ

考
へ
で
書
き
ま
し
た
か
ら
政
府
を
顛
覆
し
邦
土
を
僣
窃
し
朝
憲
を
紊
乱
す
る
と
云
ふ
辞
を
用
ゐ
た
の
で
す
。
趣
意
は
現
行
法
と
少
し

も
変
は
り
ま
せ
ぬ
。
唯
今
の
（
尾
崎
の
）
御
説
の
如
く
旨
く
分
け
ら
れ
ま
す
れ
ば
宜
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
分
け
る
こ
と
は
困
難

二
四



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
四
三
）

で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
か
ら
し
て
従
来
の
儘
に
し
て
置
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

二
分
法
は
無
理
だ
か
ら
、
現
行
の
ま
ま
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
賛
否
入
り
乱
れ
る
中
で
、
同
じ
起
草
委
員
の
古
賀
廉
造
が
「
吾
々

の
趣
意
は
寧
ろ
政
府
顛
覆
、
邦
土
僣
窃
は
不
用
の
積
り
で
あ
つ
た
の
で
、
も
う
『
朝
憲
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
暴
動
ヲ
為
シ
タ
ル

者
ハ
』
云
々
で
も
宜
い
と
云
ふ
趣
意
で
あ
つ
た
」
と
説
明
し
た
（
43
）

の
も
、
尾
崎
や
村
田
ら
の
主
張
す
る
二
分
法
を
退
け
る
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
な
お
、
次
に
掲
げ
る
石
渡
の
補
足
説
明
（
44
）

も
、
国
事
犯
の
死
刑
廃
止
を
主
張
す
る
二
分
法
の
根
拠
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
。

○
起
草
委
員
・
石
渡
敏
一
（
同
）

先
程
言
ひ
残
し
ま
し
た
が
九
十
六
条
の
一
号
の
所
を
「
首
魁
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
禁
錮
ニ
処
ス
」
と
し
た
。
外
国
の
法
律
を
見
れ
ば

無
期
刑
に
な
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
極
く
仕
方
の
な
い
者
は
死
刑
に
し
や
う
、
併
な
が
ら
場
合
に
依
て
は
首
魁
で
あ
つ
て
も
無
期
禁
錮

に
し
や
う
。
そ
れ
で
「
死
刑
又
ハ
無
期
禁
錮
ニ
処
ス
」
と
し
て
此
範
囲
を
以
て
判
事
の
判
断
に
任
か
せ
た
。
従
来
の
刑
法
の
や
う
に

悉
く
死
刑
の
み
と
云
ふ
こ
と
で
な
く
し
て
無
期
禁
錮
に
処
す
る
こ
と
も
出
来
る
と
な
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
今
日
の
程
広
（
酷
）
く

は
な
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
私
は
矢
張
り
此
案
の
通
り
が
宜
か
ら
う
と
信
じ
ま
す
。

政
府
は
明
治
三
四
年
改
正
案
を
第
一
五
議
会
に
提
出
し
、
明
治
三
五
年
改
正
案
を
第
一
六
議
会
に
提
出
し
た
が
、
ど
ち
ら
も
審
議
未
了

と
な
っ
た
。
第
二
三
議
会
に
提
出
し
た
明
治
三
九
年
改
正
案
が
、
両
院
を
通
過
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
ら
改
正
案
の
内
乱
規
定
中
、
政
府

顛
覆
、
邦
土
僣
窃
、
云
々
の
構
成
要
件
は
、
三
四
年
案
、
三
五
年
案
、
三
九
年
案
、
ど
れ
も
同
一
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
、
こ
れ
ら
が
二
八

年
案
、
三
〇
年
案
と
違
う
の
は
、
暴
動
を
為
し
た
る
者
は
「
内
乱
ノ
罪
ト
為
シ
」
と
い
う
句
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
政
府
提
出
の
旧
刑
法
改
正
案
が
、
議
会
で
本
格
的
に
審
議
さ
れ
た
の
は
、
貴
族
院
は
第
一
六
議
会
、
衆
議
院
は
第
二
三
議
会
に

お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
六
議
会
貴
族
院
の
本
会
議
（
明
治
三
五
年
二
月
二
四
日
）
に
お
い
て
、
加
藤
弘
之
が
朝
憲
の
語
の
定
義
を

二
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
四
四
）

質
し
た
さ
い
、
前
に
み
た
よ
う
に
、
政
府
委
員
石
渡
敏
一
が
「
成
る
程
此
意
味
は
極
て
広
く
し
て
、
如
何
な
る
も
の
か
這
入
る
か
と
云
ふ

の
は
現
行
法
と
雖
も
困
難
た
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
故
に
草
案
て
は
此
文
字
を
其
儘
に
用
ひ
た
の
て
あ
り
ま
す
」
と
答
え
た
。
続
い
て
加
藤

が
「
憲
法
と
も
違
ふ
の
て
あ
り
ま
す
ね
」
と
尋
ね
、
石
渡
が
「
憲
法
よ
り
広
い
意
味
を
持
つ
て
居
り
ま
す
」
と
答
え
た
後
、
加
藤
と
石
渡

の
間
で
、
次
の
遣
り
取
り
が
あ
っ
た
（
45
）

。

○
第
一
六
議
会
貴
族
院
本
会
議
（
明
治
三
五
・
二
・
二
四
）

加
藤
、
さ
う
し
ま
す
と
先
つ
朝
憲
と
云
ふ
の
は
刑
法
改
正
の
起
草
者
の
所
て
さ
う
云
ふ
風
に
解
釈
し
て
あ
る
。
別
に
し
つ
か
り
し
た

も
の
は
な
い
か
、
此
起
草
委
員
て
さ
う
云
ふ
風
に
解
釈
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
て
す
ね
。

石
渡
、
唯
我
々
か
考
へ
る
の
み
な
ら
す
先
つ
一
般
に
さ
う
考
へ
ら
れ
て
居
る
や
う
て
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
石
渡
が
一
般
に
と
い
う
の
は
、
刑
法
学
者
を
は
じ
め
、
法
律
畑
の
人
々
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
明
治
大
学
の
宮
城

浩
蔵
（
故
人
）
は
「
其
他
朝
憲
を
紊
乱
す
る
と
は
其
意
甚
た
広
く
、
或
は
皇
嗣
の
順
序
を
紊
ら
ん
と
す
る
如
き
、
或
は
中
央
若
く
は
地
方

官
憲
の
制
を
廃
せ
ん
と
す
る
如
き
、
苟
も
我
朝
廷
の
憲
法
制
度
を
変
更
せ
ん
と
す
る
者
は
皆
な
此
語
中
に
包
含
せ
さ
る
は
な
し
」
と
解
釈

し
て
い
る
（
46
）

。
帝
国
大
学
の
岡
田
朝
太
郎
は
「
朝
憲
を
紊
乱
す
る
と
は
天
皇
の
特
権
を
侵
犯
す
る
を
謂
ふ
極
め
て
汎
き
語
」
で
、
政
府
顛
覆

も
邦
土
僣
窃
も
朝
憲
紊
乱
の
例
示
で
あ
る
。
前
二
者
ど
ち
ら
で
も
な
く
「
朝
憲
の
紊
乱
と
謂
ふ
へ
き
は
、
皇
嗣
の
順
序
を
変
し
、
代
議
制

を
君
主
専
制
に
改
め
、
現
内
閣
を
退
け
て
異
主
義
の
新
内
閣
を
組
織
し
、
市
町
村
の
制
を
罷
め
て
封
建
の
古
に
復
し
、
宗
教
自
由
の
憲
法

を
刪
つ
て
一
の
国
教
を
立
つ
る
如
き
、
総
て
其
適
例
な
り
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
47
）

。
宮
城
も
岡
田
も
、
確
か
に
朝
憲
紊
乱
の
包
摂
す
る
範
囲

が
広
い
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。

第
一
六
議
会
で
貴
族
院
は
明
治
三
五
年
案
を
修
正
可
決
し
た
が
、
衆
議
院
は
委
員
会
が
審
議
中
会
期
末
を
迎
え
た
た
め
、
三
五
年
案
が

二
六



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
四
五
）

審
議
未
了
と
な
っ
た
。
こ
の
衆
議
院
の
委
員
会
中
、
小
委
員
会
（
三
月
六
日
）
の
審
議
の
さ
い
、
改
正
案
第
九
条
主
刑
の
第
一
に
掲
げ
る

死
刑
に
つ
い
て
、
花
井
卓
蔵
が
国
事
犯
に
は
廃
止
し
て
ほ
し
い
と
求
め
た
。
政
府
委
員
倉
富
勇
三
郎
は
「
此
点
に
就
き
ま
し
て
は
、
立
法

の
本
か
ら
変
へ
て
来
て
、
其
以
上
の
御
論
と
あ
れ
は
、
絶
対
に
反
対
を
す
る
考
へ
は
無
い
の
て
あ
り
ま
す
。
併
し
此
改
正
案
て
は
、
内
乱

に
関
す
る
部
分
は
、
大
概
現
行
法
を
其
儘
写
し
て
参
り
ま
し
た
か
ら
し
て
、
と
う
も
矢
張
死
刑
を
廃
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
参
り
兼
ね
る
の

て
あ
り
ま
す
」
と
答
え
た
（
48
）

。
す
な
わ
ち
、
三
五
年
案
は
二
分
法
に
よ
ら
ず
、
現
行
法
を
踏
襲
し
た
、
と
い
う
答
弁
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
三
議
会
衆
議
院
の
委
員
会
中
、
小
委
員
会
の
第
三
回
会
議
（
明
治
四
〇
年
三
月
一
日
）
に
お
い
て
、
望
月
長
夫
が
三
九
年

案
第
七
七
条
中
、
首
魁
は
「
死
刑
又
ハ
無
期
禁
錮
ニ
処
ス
」
を
「
十
年
以
上
ノ
禁
錮
ニ
処
ス
」
に
直
す
、
な
ど
と
い
う
修
正
意
見
を
提
出

し
た
。
政
府
委
員
の
倉
富
勇
三
郎
は
「
第
二
章
に
あ
る
中
に
は
、
甚
た
如
何
は
し
き
例
か
あ
り
ま
す
け
れ
と
も
、
皇
室
典
範
等
に
定
め
て

あ
る
と
こ
ろ
の
皇
嗣
の
順
序
を
変
更
す
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
朝
憲
を
紊
乱
の
内
に
含
ま
れ
て
居
る
。
斯
の
如
き
犯
罪
て
あ
る
な
ら

は
、
苟
も
刑
法
上
死
刑
か
存
し
て
あ
る
以
上
は
、
之
を
死
刑
に
処
す
る
こ
と
は
適
当
て
あ
ら
う
と
思
ふ
」
と
答
え
た
（
49
）

。
こ
れ
は
、
政
府
と

し
て
、
現
行
法
の
死
刑
を
踏
襲
す
る
姿
勢
を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
望
月
は
続
く
委
員
会
（
委
員
総
会
）
で
「
死
刑

又
ハ
」
の
削
除
意
見
に
き
り
か
え
た
た
め
、
委
員
会
は
こ
れ
を
可
決
し
、
本
会
議
も
こ
れ
を
支
持
し
、
同
条
第
一
号
の
こ
の
四
字
を
削
除

し
た
。
し
か
し
、
貴
族
院
が
反
発
し
、
両
院
協
議
会
が
一
度
削
除
さ
れ
た
「
死
刑
又
ハ
」
を
元
に
戻
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
四
月
、
第
二
三
議
会
で
成
立
し
た
刑
法
が
公
布
さ
れ
た
。
同
年
九
月
、
衆
議
院
の
刑
法
改
正
案
委
員
会

の
委
員
長
を
務
め
た
磯
部
四
郎
が
、
早
く
も
改
正
刑
法
に
関
す
る
著
書
を
発
行
し
た
。
大
逆
罪
を
定
め
る
第
七
三
条
が
旧
刑
法
第
一
一
六

条
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
内
乱
罪
を
定
め
る
第
七
七
条
は
旧
刑
法
第
一
二
一
条
を
基
本
的
に
踏
襲
し
な
が
ら
、
構
成

要
件
に
お
い
て
す
ら
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
磯
部
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
50
）

。

二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
四
六
）

○
磯
部
四
郎
『
改
正
刑
法
正
解
』
第
七
七
条

他
の
一
方
に
於
て
、
旧
法
に
於
け
る
本
条
に
該
当
す
る
条
文
は
其
字
句
甚
た
不
明
に
し
て
前
二
要
素
を
具
備
し
た
る
も
の
以
外
に

於
て
尚
ほ
内
乱
罪
あ
る
か
如
く
解
せ
ら
る
ゝ
の
虞
あ
り
た
る
を
以
て
、
本
法
は
其
趣
旨
を
明
示
し
即
ち
前
二
要
素
を
具
備
す
る
も
の

は
内
乱
罪
に
し
て
、
又
内
乱
罪
は
前
二
要
素
を
具
備
す
る
も
の
に
限
る
へ
き
こ
と
ゝ
為
し
た
る
も
の
と
す
。

第
一
要
素
、
朝
憲
紊
乱
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
中
略
）

第
二
要
素
、
暴
動
を
為
し
た
る
こ
と
。
暴
動
と
は
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
や
、
之
を
旧
法
に
参
照
す
る
に
旧
法
は
本
条
の
行
為

は
主
と
し
て
戦
争
を
意
味
し
た
る
如
く
解
釈
せ
ら
る
へ
き
傾
あ
り
と
雖
も
、
本
法
に
於
て
は
未
た
戦
争
に
至
ら
さ
る
も
の
も
尚
ほ
本

条
を
適
用
す
へ
き
必
要
あ
り
と
し
之
を
明
示
す
へ
き
趣
旨
な
り
。
故
に
暴
動
と
は
戦
争
に
至
ら
さ
る
行
為
を
も
包
含
す
へ
き
広
汎
の

意
義
を
有
す
る
も
の
と
す
。

（
33
）　S

hi-hô-S
hô, op. cit., pp. 43-44.

（
34
）　

新
井
・
前
掲
「
近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
」
一
一
〜
一
三
頁
。

（
35
）　

注（
17
）『
刑
法
註
釈
』
巻
三
、
六
葉
裏
〜
七
葉
表
。

（
36
）　

新
井
勉
「
旧
刑
法
に
お
け
る
内
乱
罪
の
新
設
と
そ
の
解
釈
」（
日
本
法
学
第
七
二
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
）
四
三
〜
四
六
頁
。
宮
城
浩
蔵
は
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
教
え
子
の
中
で
、
政
府
顛
覆
、
邦
土
僣
窃
の
二
つ
は
、
朝
憲
紊
乱
の
例
示
だ
と
捉
え
て
い
る
。
宮
城
浩
蔵
『
刑
法
講
義
』
第
二
巻

（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
一
九
九
八
年
）
五
〇
〜
五
一
頁
。
原
本
は
第
四
版
、
一
八
八
七
年
の
発
行
。

（
37
）　

注（
1
）『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
増
補
版
一
四
〇
頁
。
濁
点
の
不
揃
い
は
元
の
ま
ま
。
皇
室
に
「
関
」
す
る
罪
も
、
原
文
ど
お
り
。

二
八



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
四
七
）

（
38
）　

注（
26
）「
改
正
刑
法
案
説
明
書
」
三
〇
頁
。
な
お
、
改
正
案
第
一
二
四
条
の
国
憲
変
更
に
つ
い
て
、
新
井
・
前
掲
「
明
治
四
〇
年
刑
法
の
成
立

と
内
乱
罪
」
三
三
〜
三
四
頁
。

（
39
）　

注（
27
）「
決
議
録
」
一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
。
第
五
八
回
・
第
五
九
回
（
明
治
二
七
年
九
月
二
五
日
、
一
〇
月
二
日
）
合
併
号
。

（
40
）　

注（
28
）明
治
二
八
年
「
刑
法
草
案
」
一
四
六
頁
、
明
治
三
〇
年
「
刑
法
草
案
」
一
四
六
頁
。

（
41
）　

法
典
調
査
会
「
刑
法
連
合
会
議
事
速
記
録
」
一
六
四
頁
。
注（
29
）前
掲
・
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
第
二
五
巻
（
一
九
八
六
年
）
所
収
。
内
乱

罪
を
巡
る
、
第
七
回
各
部
連
合
会
の
審
議
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
新
井
・
前
掲
「
明
治
四
〇
年
刑
法
の
成
立
と
内
乱
罪
」
三
九
〜
四
四
頁
。

（
42
）　

注（
41
）一
六
五
頁
。
引
用
中
の
注
（
原
案
の
〜
）
や
（
尾
崎
の
）
は
、
引
用
者
。

（
43
）　

注（
41
）一
七
〇
頁
。

（
44
）　

注（
41
）一
七
二
〜
一
七
三
頁
。
石
渡
の
補
足
説
明
中
、
今
日
の
程
広
く
、
と
い
う
の
は
、
本
文
で
訂
正
し
た
よ
う
に
誤
植
。

（
45
）　

注（
1
）五
九
一
頁
。

（
46
）　

注（
36
）宮
城
・
前
掲
書
五
〇
〜
五
一
頁
。
原
本
は
第
四
版
、
一
八
八
七
年
の
発
行
。

（
47
）　

岡
田
朝
太
郎
『
日
本
刑
法
論
』
各
論
之
部
（
信
山
社
・
復
刻
叢
書
法
律
学
篇
、
一
九
九
五
年
）
三
一
頁
。
原
本
は
訂
正
増
補
再
版
、
一
八
九
六

年
の
発
行
。

（
48
）　

注（
1
）一
四
四
六
頁
。

（
49
）　

注（
1
）一
九
一
一
頁
、
一
九
一
三
〜
一
九
一
四
頁
。

（
50
）　

磯
部
四
郎
『
改
正
刑
法
正
解
』（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
一
九
九
五
年
）
一
七
四
〜
一
七
五
頁
、
一
七
七
〜
一
七
八
頁
。
原
本

は
一
九
〇
七
年
の
発
行
。
本
書
の
内
乱
罪
を
一
見
す
る
と
、
既
視
感
が
あ
る
。
磯
部
は
、
注（
47
）岡
田
・
前
掲
書
を
下
敷
き
に
し
た
の
か
。

二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
四
八
）

三　

大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯

冒
頭
で
、
本
稿
は
、
朝
憲
紊
乱
の
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
内
乱
罪
と
大
逆
罪
、
正
確
に
は
内
乱
罪
と
皇
室
に
対
す
る
罪
が

交
錯
し
た
事
情
を
追
究
す
る
、
舞
台
は
、
明
治
四
〇
年
刑
法
の
成
立
に
至
る
立
法
過
程
だ
と
記
し
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
明
治
四
〇
年

刑
法
で
確
定
す
る
大
逆
規
定
、
内
乱
規
定
の
歩
み
を
、
こ
れ
ま
で
ざ
っ
と
一
見
し
た
。
そ
の
さ
い
、
大
逆
規
定
が
内
乱
規
定
へ
越
境
す
る

局
面
に
出
会
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
逆
に
、
内
乱
規
定
は
事
毎
に
皇
室
に
対
す
る
罪
へ
越
境
し
て
い
っ
た
。

ま
ず
第
一
議
会
で
、
政
府
は
、
旧
刑
法
第
一
二
一
条
の
内
乱
罪
を
二
分
し
て
、
皇
室
に
対
す
る
内
乱
罪
と
、
政
府
に
対
す
る
内
乱
罪
を

お
こ
う
と
し
た
。
法
典
調
査
会
で
も
、
尾
崎
三
良
ら
少
数
派
が
二
分
法
に
よ
り
起
草
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
実
現
に

至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
法
典
調
査
会
・
法
律
取
調
委
員
会
も
、
司
法
省
も
、
改
正
案
の
内
乱
規
定
と
し
て
、
旧
刑
法
第
一
二
一
条
を

基
本
的
に
踏
襲
し
た
。
そ
の
た
め
、
国
事
犯
に
対
す
る
死
刑
廃
止
論
が
、
貴
族
院
、
衆
議
院
で
繰
り
返
し
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
矢
面
に

た
つ
起
草
委
員
や
政
府
委
員
は
、
改
正
案
の
内
乱
規
定
の
う
ち
朝
憲
紊
乱
の
語
に
皇
室
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
反
論
す
る

の
を
い
わ
ば
常
套
と
し
た
。

（
一
）
内
乱
罪
を
二
分
す
る

旧
刑
法
第
一
二
一
条
の
原
型
た
る
日
本
刑
法
草
案
第
一
三
四
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
八
七
条
を
模
倣
し
た
。
第
八
七
条
は
、
政
府
の

顛
覆
、
帝
位
継
承
順
序
の
変
更
、
皇
帝
権
力
へ
の
武
装
反
抗
の
煽
動
を
目
的
と
す
る
危
害
を
隔
離
流
刑
と
し
た
。
草
案
の
第
一
三
四
条
は

国
家
（
デ
ィ
ナ
ス
テ
ィ
）
の
顛
覆
、
邦
土
の
僣
窃
、
そ
の
他
朝
憲
の
蔑
如
、
も
し
く
は
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
を
内
乱
を
起
す
目
的
と
定
め
た

三
〇



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
四
九
）

か
ら
、
仮
に
邦
土
僣
窃
を
棚
上
げ
に
し
て
も
、
国
家
顛
覆
も
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
も
元
々
皇
室
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
。

旧
刑
法
は
、
草
案
の
国
家
顛
覆
を
政
府
（
グ
ヴ
ェ
ル
ヌ
マ
ン
）
顛
覆
に
改
め
、
朝
憲
蔑
如
を
紊
乱
に
改
め
、
さ
ら
に
皇
嗣
順
序
の
紊
乱

を
削
っ
た
。
こ
の
修
正
を
行
っ
た
刑
法
草
案
審
査
委
員
の
一
人
、
村
田
保
は
、
注
釈
書
の
中
で
、
政
府
顛
覆
と
は
「
例
へ
は
立
君
政
体
を

廃
し
て
共
和
政
府
を
創
立
せ
ん
と
欲
し
」
朝
憲
紊
乱
と
は
「
例
へ
は
（
中
略
）
皇
嗣
の
順
序
を
紊
乱
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
注
釈
書

を
み
る
限
り
、
刑
法
草
案
審
査
局
が
国
家
を
政
府
に
改
め
て
も
、
こ
の
政
府
は
デ
ィ
ナ
ス
テ
ィ
と
い
う
意
味
も
も
ち
、
皇
嗣
順
序
の
紊
乱

を
削
っ
て
も
、
朝
憲
紊
乱
の
中
に
こ
れ
が
含
ま
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
顛
覆
も
朝
憲
紊
乱
も
こ
の
意
味
に
お
い
て

皇
室
に
対
す
る
罪
に
越
境
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

村
田
の
注
釈
書
が
そ
の
頃
、
お
よ
び
そ
の
後
の
解
釈
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
明
治
一
〇
年
代
、
二
〇

年
代
の
刑
法
書
に
あ
た
る
と
、
そ
の
解
釈
の
多
く
は
村
田
と
径
庭
が
な
い
。
①
政
府
顛
覆
に
つ
い
て
は
、
高
木
豊
三
、
堀
田
正
忠
、
宮
城

浩
蔵
、
磯
部
四
郎
、
岡
田
朝
太
郎
、
ど
の
刑
法
書
も
、
君
主
政
府
を
共
和
政
府
へ
変
更
す
る
、
な
い
し
は
、
政
体
を
変
更
す
る
、
と
解
釈

し
て
い
る
（
51
）

。
ち
な
み
に
、
堀
田
は
、
現
政
府
を
顛
覆
し
て
無
政
府
と
な
す
の
も
こ
の
中
に
入
る
と
解
釈
し
、
岡
田
は
、
こ
れ
を
「
政
体
ノ

変
更
又
ハ
皇
統
ノ
廃
換
」
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
②
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
に
つ
い
て
は
、
高
木
、
堀
田
、
宮
城
、
磯
部
、
岡
田
、
ど
の
刑
法

書
も
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
朝
憲
紊
乱
の
一
例
だ
、
と
解
釈
し
て
い
る
（
52
）

。
な
お
、
磯
部
一
人
は
、
朝
憲
紊
乱
の
例
の
筆
頭
と

し
て
、
皇
室
の
傾
覆
を
あ
げ
て
い
る
（
53
）

。
と
も
あ
れ
、
刑
法
学
者
が
一
致
し
て
、
政
府
顛
覆
・
朝
憲
紊
乱
が
皇
室
に
対
す
る
罪
へ
越
境
し
て

い
く
こ
と
を
認
め
る
、
ど
ち
ら
も
皇
室
に
対
す
る
罪
と
重
な
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

憲
法
を
公
布
し
議
会
を
創
設
し
て
、
何
と
か
立
憲
国
家
の
建
設
を
な
し
と
げ
る
と
、
政
府
は
、
旧
刑
法
第
一
二
一
条
の
、
正
に
こ
の
点

を
問
題
と
し
た
。
第
一
議
会
で
箕
作
司
法
次
官
が
旧
刑
法
改
正
案
を
説
明
し
て
、
旧
刑
法
の
草
案
の
成
っ
た
の
は
今
を
隔
て
る
一
〇
数
年

三
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
五
〇
）

前
、
専
制
政
治
の
と
き
で
あ
り
、
今
日
立
憲
政
体
の
下
で
は
不
都
合
の
点
が
あ
る
と
し
て
、
ま
ず
内
乱
に
関
す
る
罪
を
名
指
し
し
た
こ
と

は
、
前
に
紹
介
し
た
。
改
正
案
中
、
内
乱
規
定
は
、
こ
れ
も
前
に
み
た
が
、
第
一
二
四
条
「
皇
室
ヲ
傾
覆
シ
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
シ
邦
土

ヲ
僣
窃
シ
其
他
国
憲
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
内
乱
」
と
、
第
一
二
五
条
「
政
府
ヲ
傾
覆
シ
政
務
ヲ
変
乱
シ
其
他
政
事
ニ
関
ス
ル

事
項
ヲ
目
的
ト
ス
ル
内
乱
」
の
二
つ
に
わ
け
た
。
後
者
は
、
前
者
の
例
に
て
ら
し
各
々
刑
一
等
を
減
じ
る
の
で
あ
る
。

刑
事
局
長
の
河
津
祐
之
も
政
府
委
員
と
し
て
、
同
じ
衆
議
院
の
本
会
議
（
明
治
二
四
年
二
月
二
三
日
）
で
、
内
乱
罪
を
二
分
し
た
こ
と

に
つ
い
て
言
及
し
た
。
河
津
は
、
現
行
法
の
国
事
犯
は
死
刑
を
お
く
が
、
改
正
案
は
国
事
犯
を
二
つ
の
種
類
に
わ
け
て
、
皇
室
を
傾
覆
し

皇
嗣
の
順
序
を
紊
乱
す
る
と
い
う
「
大
罪
、
大
逆
極
ま
る
も
の
は
死
刑
に
処
し
ま
す
る
」
が
、
政
府
を
顛
覆
し
よ
う
と
い
う
「
誠
に
愛
国

の
心
か
ら
生
し
た
る
所
」
の
通
常
の
国
事
犯
は
無
期
禁
獄
を
お
い
た
、
と
説
明
し
た
（
54
）

。
こ
れ
は
、
前
掲
「
改
正
刑
法
案
説
明
書
」
の
記
述

を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
改
正
案
の
提
出
が
遅
か
っ
た
上
、
議
会
の
焼
失
に
あ
い
、
衆
議
院
の
委
員
会
は
数
回
開
会
し
た

だ
け
で
、
審
議
未
了
に
終
っ
た
。

次
に
、
法
典
調
査
会
の
刑
法
連
合
会
で
は
、
こ
れ
も
前
に
み
た
が
、
尾
崎
三
良
が
内
乱
規
定
を
邦
土
僣
窃
・
皇
嗣
順
序
の
変
更
を
目
的

と
す
る
も
の
と
、
政
府
顛
覆
・
政
務
執
行
の
妨
害
を
目
的
と
す
る
も
の
に
二
分
し
よ
う
と
提
案
し
た
。
石
渡
敏
一
は
、
二
つ
に
わ
け
る
の

は
困
難
だ
ろ
う
か
ら
従
来
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
説
明
し
た
。
村
田
保
、
梅
謙
次
郎
ら
が
尾
崎
に
賛
意
を
表
し
た
が
、
土
方
寧
が
政
府

顛
覆
で
あ
れ
刑
を
軽
減
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
委
員
の
多
く
が
こ
れ
に
同
調
し
た
ら
し
く
、
連
合
会
は
提
案
を
否
決
し
た
。

（
二
）
死
刑
廃
止
を
退
け
る

政
府
は
旧
刑
法
の
全
面
改
正
案
を
、
五
回
議
会
に
提
出
し
た
。
第
一
議
会
で
審
議
未
了
と
な
っ
た
後
、
政
府
は
第
一
五
議
会
、
第
一
六

三
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明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
五
一
）

議
会
、
第
一
七
議
会
、
第
二
三
議
会
と
立
て
続
け
に
改
正
案
を
提
出
し
た
。
第
一
五
議
会
は
貴
族
院
（
先
議
）
が
碌
に
審
議
し
な
い
う
ち

に
会
期
が
つ
き
、
第
一
七
議
会
は
貴
族
院
（
先
議
）
が
審
議
に
入
ろ
う
と
し
た
日
に
衆
議
院
の
解
散
と
な
っ
た
。
改
正
案
が
議
会
で
本
格

的
に
審
議
さ
れ
た
の
は
、
貴
族
院
は
第
一
六
議
会
、
衆
議
院
は
第
二
三
議
会
に
お
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
六
議
会
で
あ
る
。
貴
族
院
（
先
議
）
の
本
会
議
は
、
刑
法
改
正
案
委
員
会
の
報
告
の
後
、
第
二
読
会
（
明
治
三
五
年
二
月

二
四
日
）
を
開
き
、
逐
条
審
議
に
入
っ
た
。
改
正
案
第
九
条
の
掲
げ
る
死
刑
を
廃
止
す
る
よ
う
熱
弁
を
ふ
る
い
な
が
ら
、
議
場
か
ら
黙
殺

さ
れ
た
村
田
保
が
、
第
九
二
条
の
内
乱
罪
を
捉
え
、
せ
め
て
国
事
犯
に
つ
い
て
は
死
刑
を
廃
止
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
政
府
委
員
の
石
渡

敏
一
が
、
こ
れ
に
答
え
た
。
石
渡
は
「
今
一
遍
申
上
け
て
置
か
ね
は
な
ら
ぬ
こ
と
か
あ
り
ま
す
。
此
内
乱
罪
は
其
政
府
を
倒
さ
ん
と
す
る

行
為
の
み
を
御
認
に
な
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
か
、
此
案
並
に
現
行
法
を
見
ま
す
れ
は
、
政
府
を
顛
覆
し
た
り
邦
土
を
僣
窃
し
朝
憲
を

紊
乱
す
る
と
云
ふ
こ
と
か
あ
り
ま
す
。
此
中
に
は
皇
統
を
紊
る
、
男
統
を
変
し
て
女
統
に
す
る
、
皇
統
の
順
序
を
変
更
す
る
と
云
ふ
如
き

も
此
中
に
包
含
し
て
在
る
の
て
あ
る
。
既
に
そ
れ
を
包
含
す
る
と
見
た
な
ら
は
、
前
の
皇
室
に
対
す
る
罪
と
権
衡
は
と
う
て
あ
ら
う
か
と

見
れ
は
、
と
う
し
て
も
死
刑
か
此
中
に
無
け
れ
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
55
）

。

皇
統
を
紊
る
と
い
う
の
は
、
皇
室
典
範
の
定
め
る
皇
位
継
承
法
を
紊
す
こ
と
を
い
い
、
皇
統
の
順
序
を
変
更
す
る
と
い
う
の
は
、
皇
位

継
承
順
序
を
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。
石
渡
は
、
第
九
二
条
の
朝
憲
紊
乱
の
中
に
は
こ
れ
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
第
一
章
の
皇
室
に
対
す
る

罪
と
の
権
衡
上
ど
う
し
て
も
死
刑
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
清
国
と
の
戦
争
に
勝
利
し
条
約
改
正
に
成
功
し
た
天
皇

制
国
家
に
お
い
て
、
異
論
を
唱
え
る
こ
と
を
許
さ
な
い
論
理
で
あ
る
。

し
か
し
、
古
参
の
村
田
は
、
食
い
さ
が
っ
た
。
①
第
九
二
条
の
罪
質
が
皇
室
に
対
す
る
罪
と
同
じ
な
ら
（
首
魁
は
死
刑
ま
た
は
）
無
期

禁
錮
で
な
く
、
な
ぜ
無
期
懲
役
に
し
な
い
の
か
。
②
朝
憲
紊
乱
の
中
に
皇
統
の
順
序
を
変
更
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
何
を

三
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
五
二
）

参
照
し
た
の
か
。
石
渡
は
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
た
（
56
）

。
一
見
し
て
、
石
渡
の
①
に
対
す
る
答
弁
は
、
苦
し
い
答
弁
で
あ
る
。
仮
に
皇
統
に

関
す
る
内
乱
罪
が
惹
起
し
た
場
合
、
関
係
者
各
々
の
役
割
り
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
一
律
に
死
刑
に
処
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が

な
い
。
村
田
は
発
言
を
控
え
た
。
貴
族
院
で
皇
室
事
項
に
つ
い
て
政
府
委
員
を
や
り
こ
め
た
と
こ
ろ
で
、
た
だ
孤
立
を
深
め
る
ば
か
り
で

あ
る
。
第
九
二
条
は
、
原
案
ど
お
り
（
死
刑
を
科
し
た
ま
ま
）
本
会
議
を
通
過
し
た
の
で
あ
る
。

○
政
府
委
員
・
石
渡
敏
一
（
明
治
三
五
・
二
・
二
四
）

現
に
皇
室
典
範
を
見
ま
し
て
、
皇
室
典
範
の
中
に
皇
統
の
順
序
か
ら
男
統
・
女
統
の
規
定
ま
て
も
設
け
て
あ
り
ま
す
。
是
は
国
の

根
本
と
為
る
法
律
と
考
へ
ま
す
。
現
行
法
て
所
謂
朝
憲
な
る
も
の
は
国
の
根
本
法
と
考
へ
ま
す
れ
は
其
中
に
這
入
る
の
か
当
然
て
は

な
い
か
と
思
ふ
の
て
、
そ
れ
故
に
現
行
法
の
儘
に
朝
憲
と
云
ふ
字
を
使
つ
て
居
り
ま
す
。

内
乱
罪
に
関
す
る
犯
罪
に
は
色
々
種
類
か
あ
る
と
思
ふ
の
て
、
種
類
か
一
つ
て
は
こ
さ
い
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
故
に
死
刑
も
必
要
な
り

又
禁
錮
も
必
要
て
あ
る
。
或
る
部
類
の
、
皇
統
を
変
す
る
と
云
ふ
目
的
の
如
き
も
の
て
あ
つ
た
ら
は
、
殆
と
皆
前
の
皇
室
に
関
す
る

罪
と
同
し
に
死
刑
に
行
く
た
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
故
一
種
類
て
な
い
か
た
め
に
死
刑
又
は
無
期
禁
錮
と
し
た
の
て
あ
り
ま
す
。

（
注
）
石
渡
は
、
ま
ず
②
の
問
い
に
答
え
、
次
に
①
の
問
い
に
答
え
た
。

第
一
六
議
会
に
お
い
て
、
衆
議
院
の
委
員
会
中
、
小
委
員
会
（
三
月
六
日
）
の
審
議
の
さ
い
、
改
正
案
第
九
条
の
掲
げ
る
死
刑
を
国
事

犯
に
は
廃
止
し
て
ほ
し
い
と
求
め
る
花
井
卓
蔵
に
対
し
て
、
政
府
委
員
の
倉
富
勇
三
郎
が
改
正
案
の
内
乱
規
定
は
現
行
法
を
踏
襲
し
た
と

し
て
一
蹴
し
た
こ
と
は
、
前
に
紹
介
し
た
。
倉
富
は
、
続
い
て
、
現
行
法
の
国
事
犯
の
う
ち
邦
土
僣
窃
や
朝
憲
紊
乱
は
場
合
に
よ
り
死
刑

の
必
要
が
あ
る
が
「
若
し
此
改
正
案
て
死
刑
に
処
す
る
こ
と
の
必
要
な
り
と
云
ふ
、
其
事
項
を
挙
け
て
、
即
ち
其
事
項
た
け
を
、
皇
室
に

対
す
る
罪
に
移
す
こ
と
か
出
来
た
な
ら
は
、
さ
う
す
れ
は
内
乱
罪
の
方
は
、
死
刑
を
除
い
て
も
不
都
合
は
無
い
と
思
ふ
け
れ
と
も
、
先
刻

三
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明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
五
三
）

も
申
し
ま
す
通
り
、
内
乱
罪
の
中
に
、
矢
張
場
合
に
依
つ
て
は
、
皇
室
に
関
す
る
こ
と
か
あ
り
得
る
の
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
か
た
め

に
死
刑
と
云
ふ
こ
と
を
、
残
し
て
置
い
た
の
て
あ
り
ま
す
」
と
答
弁
し
た
（
57
）

。
二
分
法
に
よ
ら
ず
、
現
行
法
を
踏
襲
す
る
以
上
、
改
正
案
の

内
乱
規
定
中
、
朝
憲
紊
乱
や
邦
土
僣
窃
に
は
皇
室
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
三
議
会
で
あ
る
。
政
府
が
提
出
し
た
改
正
案
は
、
第
一
六
議
会
で
貴
族
院
が
行
っ
た
修
正
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
と
り
い
れ
る

も
の
だ
っ
た
か
ら
、
貴
族
院
で
大
き
な
波
乱
な
く
、
主
た
る
審
議
の
舞
台
は
衆
議
院
に
移
っ
た
。
こ
の
衆
議
院
の
委
員
会
中
、
小
委
員
会

で
、
望
月
長
夫
が
改
正
案
第
七
七
条
中
、
首
魁
は
死
刑
ま
た
は
無
期
禁
錮
に
処
す
を
単
に
一
〇
年
以
上
の
禁
錮
に
直
す
と
い
う
修
正
意
見

を
提
出
し
た
こ
と
、
政
府
委
員
の
倉
富
勇
三
郎
が
朝
憲
紊
乱
の
う
ち
に
皇
嗣
の
順
序
を
変
更
す
る
と
い
う
類
い
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
こ
れ

を
死
刑
に
処
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
答
弁
し
た
こ
と
も
、
前
に
紹
介
し
た
。
倉
富
は
、
こ
の
と
き
、
答
弁
の
中
で
「
単
純
に
政
府
の

顛
覆
の
み
の
内
乱
て
あ
る
な
ら
は
、
唯
今
御
述
へ
に
な
り
ま
し
た
理
由
か
適
当
て
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
か
、
其
後
に
『
邦
土
を
僣
窃
』
と

あ
る
。
其
他
『
朝
憲
の
紊
乱
』
と
云
ふ
こ
と
か
一
の
目
的
に
な
つ
て
居
る
。
斯
の
如
き
犯
罪
は
其
実
や
は
り
皇
室
に
対
す
る
犯
罪
と
な
る

の
て
あ
り
ま
す
」
と
も
い
っ
て
い
る
（
58
）

。
倉
富
の
答
弁
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
修
正
意
見
は
賛
成
少
数
に
よ
り
敗
れ
た
の
で
あ
る
。

衆
議
院
の
刑
法
改
正
案
委
員
会
中
、
小
委
員
会
は
、
第
五
回
会
議
で
逐
条
審
議
を
終
了
し
た
。
続
く
委
員
会
（
委
員
総
会
）
の
第
三
回

会
議
（
明
治
四
〇
年
三
月
一
一
日
）
で
、
望
月
長
夫
が
今
度
は
改
正
案
第
七
七
条
中
、
首
魁
は
死
刑
ま
た
は
無
期
禁
錮
に
処
す
を
「
死
刑

又
ハ
」
を
削
る
と
い
う
動
議
を
提
出
し
た
。
政
府
委
員
倉
富
勇
三
郎
が
「
本
条
に
は
朝
憲
紊
乱
と
云
ふ
こ
と
も
含
ん
て
居
る
の
て
こ
さ
い

ま
す
。
成
程
多
く
の
立
法
例
と
し
て
は
国
事
犯
者
に
死
刑
を
科
せ
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
認
め
ま
す
け
れ
と
も
、
本
邦
に
は
又
本
邦
の
特
別

な
る
必
要
も
こ
さ
い
ま
す
か
ら
し
て
、
此
死
刑
を
廃
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
は
反
対
を
致
し
ま
す
」
と
反
論
し
た
（
59
）

。
委
員
会
は
こ
れ
を
可
決

し
、
本
会
議
も
こ
れ
を
支
持
し
、
同
条
第
一
号
の
こ
の
四
字
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
。

三
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
五
四
）

貴
族
院
は
、
首
魁
の
死
刑
を
廃
止
す
る
、
こ
の
四
字
削
除
に
反
発
し
た
。
両
院
協
議
会
（
三
月
二
三
日
）
が
開
か
れ
る
と
、
富
井
政
章

が
「
此
案
に
規
定
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
内
乱
罪
と
云
ふ
も
の
は
、
列
国
て
謂
ふ
や
う
な
国
事
犯
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
ひ

ま
す
。
我
建
国
以
来
の
国
体
上
か
ら
考
へ
て
も
、
決
し
て
外
国
に
あ
る
や
う
な
単
純
な
る
性
質
の
犯
罪
て
な
い
。
同
時
に
皇
室
に
対
す
る

最
も
重
い
罪
と
も
見
る
こ
と
か
出
来
る
の
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
他
の
規
定
と
の
権
衡
上
か
ら
考
へ
て
も
此
刑
と
云
ふ
も
の
は
、
と
う

し
て
も
存
し
て
置
か
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
」
と
論
じ
て
（
60
）

、
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
。
望
月
や
花
井
（
協
議
委
員
）
に
は
、
富
井
の
「
我
建
国

以
来
の
国
体
上
か
ら
考
へ
て
も
」
と
い
う
議
論
は
、
倉
富
の
「
本
邦
に
は
又
本
邦
の
特
別
な
る
必
要
も
こ
さ
い
ま
す
か
ら
」
の
繰
り
返
し

を
き
か
さ
れ
る
思
い
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
貴
族
院
の
強
硬
な
姿
勢
で
改
正
案
が
不
成
立
と
な
る
恐
れ
が
生
じ
、
西
園
寺
公
望
を
首
班
と

す
る
政
府
の
改
正
案
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
結
局
、
衆
議
院
は
譲
歩
し
「
死
刑
又
ハ
」
の
四
字
を
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

（
51
）　

高
木
・
前
掲
書
三
六
〇
頁
、
堀
田
『
刑
法
釈
義
』
第
二
篇
（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
八
頁
、
宮
城
・
前
掲
書

五
〇
頁
、
磯
部
・
前
掲
書
八
九
頁
、
岡
田
・
前
掲
書
三
〇
頁
。
発
行
年
は
順
に
、
明
治
一
五
年
、
一
七
年
、
二
〇
年
、
二
六
年
、
二
九
年
。

（
52
）　

高
木
・
前
掲
書
三
六
〇
頁
、
堀
田
・
前
掲
書
二
八
頁
、
宮
城
・
前
掲
書
五
一
頁
、
磯
部
・
前
掲
書
九
〇
頁
、
岡
田
・
前
掲
書
三
一
頁
。

（
53
）　

磯
部
は
、
憲
法
・
皇
室
典
範
の
制
定
後
は
、
憲
法
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
紊
乱
は
政
府
顛
覆
に
属
し
、
皇
室
典
範
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
紊
乱

は
朝
憲
紊
乱
に
あ
た
る
。
朝
憲
と
は
専
ら
朝
廷
の
典
憲
を
さ
す
、
と
解
釈
し
て
い
る
（
磯
部
・
前
掲
書
九
〇
〜
九
一
頁
）。

（
54
）　

注（
1
）『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
増
補
版
一
四
五
〜
一
四
六
頁
。

（
55
）　

注（
1
）五
九
〇
〜
五
九
一
頁
。
石
渡
の
答
弁
中
、
此
内
乱
罪
は
其
政
府
を
倒
さ
ん
と
す
る
行
為
の
み
を
御
「
認
」
に
な
つ
た
、
と
い
う
の
は
、

あ
る
い
は
御
「
説
」
の
誤
植
か
。

（
56
）　

注（
1
）五
九
一
〜
五
九
二
頁
。

（
57
）　

注（
48
）と
同
じ
（
刑
法
沿
革
綜
覧
一
四
四
六
頁
）。

三
六



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
五
五
）

（
58
）　

注（
49
）と
同
じ
（
同
一
九
一
三
〜
一
九
一
四
頁
）。

（
59
）　

注（
1
）二
〇
二
四
〜
二
〇
二
五
頁
。

（
60
）　

注（
1
）二
〇
八
五
〜
二
〇
八
六
頁
。
富
井
も
「
死
刑
と
云
ふ
も
の
は
総
て
の
場
合
に
付
い
て
廃
す
る
な
ら
は
、
一
つ
の
問
題
て
あ
ら
う
と
思
ひ

ま
す
。
苟
も
死
刑
と
云
ふ
も
の
を
刑
法
に
存
す
る
以
上
は
此
場
合
に
付
い
て
除
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
甚
た
同
意
を
表
し
兼
ね
る
こ
と
て
あ
り
ま
す
」

と
い
う
の
で
あ
る
（
二
〇
八
六
頁
）。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
明
治
一
三
年
刑
法
（
旧
刑
法
）
の
大
逆
罪
、
内
乱
罪
が
、
明
治
四
〇
年
刑
法
の
大
逆
罪
、
内
乱
罪
と
し
て
確
定
す
る
ま
で
の

歩
み
を
、
個
別
に
ざ
っ
と
一
見
し
た
。
そ
れ
も
、
旧
刑
法
の
規
定
を
改
正
し
よ
う
と
し
た
時
期
と
、
一
転
し
て
、
そ
れ
を
踏
襲
し
よ
う
と

し
た
時
期
の
、
二
期
に
わ
け
て
通
覧
し
た
。
そ
の
上
で
、
内
乱
罪
と
大
逆
罪
、
正
確
に
は
内
乱
罪
と
皇
室
に
対
す
る
罪
が
交
錯
し
た
事
情

を
、
要
点
を
並
べ
て
い
く
形
で
追
究
し
た
。
そ
の
さ
い
、
結
果
と
し
て
、
内
乱
罪
の
改
正
論
議
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

旧
刑
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
模
倣
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
法
典
に
例
の
な
い
や
り
方
で
、
大
逆
罪
か
ら
内
乱
罪
を

分
離
し
た
。
し
か
し
、
君
主
そ
の
人
と
君
主
の
位
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
ど
ち
ら
に
対
す
る
攻
撃
も
大
逆
罪
の
概
念
に
包
摂
し
て
い
た

も
の
を
大
逆
罪
、
内
乱
罪
の
二
つ
に
区
別
し
て
も
、
天
皇
制
を
戴
い
て
近
代
国
家
を
建
設
し
た
明
治
日
本
に
お
い
て
、
極
度
に
政
体
転
換

を
お
く
内
乱
罪
の
相
当
数
が
天
皇
制
の
存
続
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
は
、
戊
辰
戦
争
の
記
憶
が
薄
ら
が
な
い
中
で
、
改
正
論
議

に
係
わ
る
人
々
が
容
易
に
想
像
で
き
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、
内
乱
罪
を
二
分
し
、
皇
室
に
対
す
る
内
乱
罪
を
明
記

し
た
第
一
議
会
提
出
案
で
あ
る
。
法
典
調
査
会
の
少
数
派
の
主
張
は
、
こ
の
亜
流
で
あ
る
。

三
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
五
六
）

一
方
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
言
説
や
オ
ル
ト
ラ
ン
の
翻
訳
を
通
し
て
、
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
国
事
犯
（
政
治
犯
罪
）
の
死
刑
を
廃
止

し
、
あ
る
い
は
廃
止
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
、
か
な
り
広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
法
典
調
査
会
や
貴
族
院
で
は
、
数
人
の
廃
止

論
者
が
死
刑
を
お
く
改
正
案
の
内
乱
罪
を
批
判
し
、
衆
議
院
で
は
多
数
の
廃
止
論
者
が
盛
ん
に
改
正
案
を
批
判
し
た
。
こ
の
矢
面
に
た
つ

起
草
委
員
や
政
府
委
員
は
、
旧
刑
法
第
一
二
一
条
を
踏
襲
す
る
改
正
案
の
内
乱
規
定
の
目
的
の
う
ち
、
朝
憲
紊
乱
の
語
に
皇
室
に
関
す
る

事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
廃
止
論
を
退
け
る
の
を
常
套
手
段
と
し
た
。
こ
れ
が
功
を
奏
し
た
ら
し
く
、
明
治
四
〇
年

刑
法
は
内
乱
罪
の
首
魁
に
、
依
然
と
し
て
死
刑
（
ま
た
は
無
期
禁
錮
の
選
択
）
を
お
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
を
記
し
て
、
不
思
議
に
思
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
旧
刑
法
や
そ
の
改
正
案
は
、
内
乱
罪
の
目
的
と
し
て
「
政
府
ヲ
顛
覆
シ

又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
」
を
あ
げ
た
。
第
一
議
会
提
出
案
の
場
合
は
、
政
府
委
員
は
帝
国
の
基
本
を
侵
害
す
る

と
か
皇
室
を
傾
覆
す
る
大
罪
に
し
て
大
逆
極
ま
る
と
か
い
っ
て
、
政
体
の
転
換
を
含
む
政
府
顛
覆
を
重
視
し
た
。
一
方
、
第
一
六
議
会
や

第
二
三
議
会
で
は
、
政
府
委
員
は
政
府
顛
覆
を
忘
れ
て
、
専
ら
朝
憲
紊
乱
の
語
を
振
り
翳
し
た
。
そ
れ
も
、
朝
憲
紊
乱
の
中
に
皇
嗣
順
序

の
紊
乱
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
、
国
事
犯
の
死
刑
廃
止
論
を
抑
え
こ
ん
だ
。
皇
嗣
の
語
は
、
明
治
初
年
箕
作
麟
祥
が
フ
ラ
ン
ス
刑
法

第
八
七
条
の
シ
ュ
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
・
オ
・
ト
ロ
ー
ン
（
皇
位
継
承
）
を
意
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
旧
刑
法
は
、
日
本
刑
法
草
案
の
並
べ
る

国
家
顛
覆
・
朝
憲
蔑
如
な
ど
の
う
ち
、
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
を
削
っ
た
。
村
田
保
の
注
釈
書
が
こ
れ
を
朝
憲
紊
乱
の
中
に
含
め
る
と
、
政
府

委
員
も
多
く
の
刑
法
学
者
も
、
こ
れ
に
倣
っ
た
。
も
っ
と
も
、
国
内
に
王
位
継
承
を
主
張
す
る
王
家
が
複
数
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
と

異
な
り
、
日
本
は
中
世
の
大
覚
寺
統
・
持
明
院
統
を
除
き
、
複
数
の
皇
統
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ
が
、
あ
る
い
は
、
旧
刑
法
が
草
案
か
ら

皇
嗣
順
序
の
紊
乱
を
削
っ
た
、
真
の
理
由
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
目
で
、
皇
嗣
順
序
が
死
刑
廃
止
論
を
抑
え
込
む
の
を
み
て
い
る

と
、
国
家
権
力
の
一
翼
を
担
う
帝
国
議
会
で
児
戯
に
類
す
る
遣
り
取
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
、
た
だ
た
だ
不
思
議
で
あ
る
。
あ
る
い

三
八



明
治
後
期
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
交
錯
（
新
井
）

（
五
五
七
）

は
、
皇
嗣
順
序
の
語
が
立
ち
入
っ
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
を
示
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

○
追
記

本
稿
第
一
節
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
八
六
条
や
、
旧
刑
法
第
一
一
六
条
の
大
逆
罪
を
扱
う
こ
と
か
ら
、
未
遂
（
犯
）
を
俎
上
に
の
せ
て

い
る
。
中
止
未
遂
を
別
と
し
て
、
未
遂
に
は
、
着
手
未
遂
と
、
実
行
未
遂
（
欠
効
犯
）
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
単
に
未
遂
（
犯
）
と

い
う
と
き
は
、
広
義
に
使
っ
て
、
二
つ
を
総
称
し
て
い
る
。
一
方
、
欠
効
犯
と
未
遂
犯
を
並
べ
て
い
る
と
き
は
、
狭
義
に
使
っ
て
、
こ
の

未
遂
犯
は
着
手
未
遂
を
さ
し
て
い
る
。
一
々
区
別
し
て
記
す
煩
雑
さ
を
さ
け
た
が
、
文
脈
か
ら
わ
か
る
と
思
う
。

○
補
論

日
本
法
学
第
七
九
巻
第
二
号
掲
載
の
「
近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
」
は
、
本
稿
の
姉
妹
編
で
あ
る
。
前
稿
を
校
了

と
す
る
さ
い
、
追
記
を
ふ
し
「
司
法
省
改
正
案
の
扱
い
に
、
お
そ
ら
く
思
い
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
」
と
記
し
た
。
思
い
違
い
と

い
う
の
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
、
内
田
文
昭
ら
編
『
刑
法
（
明
治
40
年
）
①
』
全
三
巻
（
一
九
九
九
年

〜
二
〇
〇
九
年
）
は
、
参
事
院
に
よ
る
旧
刑
法
全
面
改
正
の
企
て
の
前
提
と
な
る
、
司
法
省
の
改
正
案
を
幾
つ
か
収
め
て
い
る
。
①
梧
陰

文
庫
（
井
上
毅
）
の
刑
法
改
正
案
が
そ
の
一
で
、
②
吾
園
叢
書
（
細
川
潤
次
郎
）
の
刑
法
改
正
案
が
そ
の
二
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
③
資
料

解
題
に
説
明
が
な
い
が
、
梧
陰
文
庫
（
か
吾
園
叢
書
）
の
所
蔵
ら
し
い
、
刑
法
改
正
案
が
そ
の
三
で
あ
る
。
前
稿
二
八
頁
は
、
司
法
省
が

政
府
に
提
出
し
た
全
面
改
正
案
と
し
て
、
学
問
的
な
手
続
き
を
何
一
つ
記
す
こ
と
な
く
、
た
だ
安
易
に
②
を
参
照
し
、
こ
れ
を
注
記
し
て

し
ま
っ
た
。
井
上
毅
の
働
き
を
考
察
し
な
が
ら
、
①
を
参
照
し
な
か
っ
た
の
は
、
一
見
し
て
、
未
定
稿
だ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
た
め
で

三
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
五
八
）

あ
る
し
、
資
料
解
題
が
①
の
改
訂
草
案
と
い
う
、
③
を
参
照
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
も
朱
書
に
よ
る
改
正
案
（
成
案
）
の
上
に
さ
ら
に

墨
書
を
加
え
、
や
は
り
未
定
稿
ら
し
い
た
め
で
あ
る
。
参
照
す
る
べ
き
は
、
②
し
か
な
い
。
お
そ
ら
く
②
は
、
司
法
大
輔
細
川
潤
次
郎
の

手
元
に
副
本
の
一
本
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
前
稿
は
、
現
在
複
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
司
法
省
の
改
正
案
を
扱
い
な
が
ら
、
事
情

を
記
さ
ず
安
易
に
議
論
を
展
開
し
た
。
こ
こ
に
、
資
料
の
扱
い
に
関
す
る
思
い
違
い
（
＝
軽
率
さ
）
を
記
す
次
第
で
あ
る
。

四
〇



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
五
九
）

千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

「
真
夏
の
太
陽
は
、
港
の
波
に
銀
色
に
反
射
し
て
い
た
。
明
治
三
十
二
年
八
月
、
一
人
の
紳
士
が
神
戸
港
に
降
り
た
っ
た
。
彼
の

名
前
は
、
千
賀
鶴
太
郎
、
私
の
母
方
の
曾
祖
父
で
あ
る
。
こ
の
九
月
に
京
都
帝
国
大
学
に
法
科
大
学
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
た
め
の
帰
国
で
あ
っ
た
。
／
明
治
十
七
年
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
留
学
が
決
ま
り
、
日
本
を
後
に
し
て
以
来

あ
し
か
け
十
六
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
来
た
祖
国
で
あ
る

（
1
）

。」

こ
の
文
章
は
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
千
賀
鶴
太
郎
博
士

（
2
）

の
曾
孫
に
あ
た
る
方
が
、
あ
る
雑
誌
に
寄
せ
た
一
文
の
冒
頭
の
部
分
で
あ

る
。
千
賀
鶴
太
郎
博
士
は
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
か
ら
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
八
月
ま
で
ベ
ル
リ
ン
に
あ
り
、
一
五
年
ぶ
り
の

四
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
六
〇
）

帰
国
の
際
の
思
い
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
博
士
は
そ
の
九
月
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
授
に
任
じ
ら
れ

（
3
）

、
最
初
の

「
羅
馬
法
講
座
担
任

（
4
）

」
と
な
っ
た
。
筆
者
は
、
か
つ
て
大
正
期
に
お
け
る
博
士
の
「
羅
馬
法
講
義
」
口
述
録
の
翻
刻

（
5
）

と
、
同
時
に
共
編
と

し
て
博
士
の
著
作
目
録

（
6
）

を
公
表
す
る
機
会
を
え
た
。
千
賀
博
士
が
京
都
帝
国
大
学
に
赴
任
す
る
ま
で
の
経
緯
は
不
分
明
な
点
が
多
い
。
今

回
、
ベ
ル
リ
ン
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
枢
密
公
文
書
館
」（G

eheim
es S

taatsarchiv P
reussischer K

ulturbesitz, B
erlin/D

ahlem

）
に
お
け
る

資
料
調
査
を
通
じ
て
入
手
し
え
た
千
賀
博
士
自
筆
の
自
歴
譜
（C

urriculum
 vitae

）
を
通
じ
て
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
東
洋
語
学
校D

as 

S
em

inar für orientalische S
prache der U

niversität zu B
erlin

日
本
語
講
師
に
就
任
す
る
ま
で
の
事
蹟
に
つ
い
て
再
度
検
討
す

る
機
会
を
得
た
。

「
プ
ロ
イ
セ
ン
枢
密
公
文
書
館
」
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
ダ
ー
レ
ム
地
区
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
近
傍
に
位
置
し
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
大

学
関
係
の
文
書
類
の
中
に
、I H

auptabteilung

（H
A

） R
ep.76 K

ultus- m
inisterium

 V
a U

niversitäten B
d.1

（S
ektion 1-2

）, 

G
eneralia, U

niversität B
erlin

と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
東
洋
語
学
校
の
歴
代
日
本
人
講
師
に
関
す
る
記
録
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
初
代
の
井
上
哲
次
郎
博
士
に
始
ま
り
、
歴
代
の
担
当
者
の
記
録
が
個
人
毎
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る

（
7
）

。
そ
の
中
に
、
二
代
目
の
担
当

者
と
し
て
千
賀
博
士
に
関
す
る
記
録
（
№
17
〜
29
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
千
賀
博
士
記
録
の
冒
頭
に
あ
た
る
№
17
に
は
、C

urriculum
 

vitae

と
題
す
る
ド
イ
ツ
語
文
の
自
筆
の
自
歴
譜
（
以
下
こ
れ
を
「
自
歴
譜
1
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
が
記
さ
れ
て
お
り
、
一
枚
ず
つ
通
し

番
号
が
印
字
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
千
賀
博
士
が
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
六
月
に
日
本
語
講
師
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て

東
洋
語
学
校
長
ザ
ッ
ハ
ウ
博
士
に
宛
て
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
罫
線
ノ
ー
ト
二
枚
（
一
枚
ず
つ
印
字
さ
れ
た
通
し
番
号
で
は
一
九
葉
と
二
〇

葉
に
あ
た
る
）
表
裏
に
記
載
さ
れ
、
全
体
で
四
頁
か
ら
な
っ
て
い
る
。
執
筆
の
日
付
は
同
年
六
月
二
二
日
で
あ
り
、
東
洋
語
学
校
の
受
付

印
は
同
二
五
日
付
に
な
っ
て
い
る
。

四
二



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
六
一
）

千
賀
博
士
に
は
、
も
う
一
つ
ド
イ
ツ
語
文
の
自
歴
譜
が
存
在
す
る
。「
自
歴
譜
1
」
が
書
か
れ
た
七
年
後
、
明
治
二
九
（
一
八
九
七
）
年

に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
提
出
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
印
刷
刊
行
さ
れ
た
博
士
論
文G

estaltung und K
ritik der heutigen 

K
onsulargerichtsbarkeit in Japan, D

ruck von L
eonhard S

im
ion 

﹇1897

﹈
の
末
尾
に
も
、
同
じ
くC

urriculum
 vitae

と
題
す

る
ド
イ
ツ
語
文
自
歴
譜
（
こ
れ
を
「
自
歴
譜
2
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る

（
8
）

。
こ
の
「
自
歴
譜
2
」
は
「
自
歴
譜
1
」
に
比

較
す
る
と
簡
略
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
は
と
も
に
千
賀
博
士
の
前
半
生
を
検
討
す
る
た
め
の
多
く
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ

る
点
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
自
歴
譜
の
読
解
を
通
じ
て
、
博
士
の
前
半
生
を
辿
る
と
同
時

に
、
そ
の
時
代
の
人
間
関
係
の
一
端
を
描
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

自
歴
譜
1　

C
urriculum

 vitae

﹇19-1

﹈ Ich, T
surutaro S

enga, bin am
 10 ten F

ebruar 1857 als ersten S
ohn des B

ezirksgouverneur B
ushiro S

enga, aus 

dem
 R

itterstand 

（shizoku

） in O
kayam

a, einen S
tadt des F

ürstenthum
s B

izen, geboren. N
achdem

 ich bei einem
 

P
rivatlehrer S

chreiben und L
esen gelernt, busuchte ich von 11ten Jarhen an die höheren S

chule “G
akko ” 

│später 

“Ihokw
an ” genannt

│eine S
chule für das S

tudium
 der chinesisdhen C

lassiker in O
kayam

a, deren L
ehrplan nach dem

 

fast zw
ei hundert Jahren alten S

tatut ungefähr dem
 heutigen G

ym
nasium

 und der chinesischen philologischen 

A
btheilung der heutigen U

niversität entspricht. Z
ur Z

eit m
eines A

ufenthaltes w
urde in dieser S

chule der englische 

四
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
六
二
）

U
nterricht eingeführt, und so habe ich neben chinesischen C

lassikern auch englische B
ücher 

（geographische, 

physikalische, historische, m
oralische psychologische und volksw

irtschaftliche

） gelesen. 

N
achdem

 ich diesen H
ochschuleunterricht 9 Jahren hindurch genossen hatte, w

urde ich zum
 H

ilfslehrer ernannt; 

dann ging ich nach T
okio, um

 hier w
eiter zu studieren. H

ier w
ar dam

als zuvor eine höhern universitätsartige S
chule, 

aus der sich dann späteren die heutigen U
niversität in T

okio entw
ickelt hat; aber die philosophische und 

staatsw
issenschaftlichen G

ebiete w
aren hier noch zu gering kultiviert, so daß ich m

ich keinem
 N

utzen hier studieren 

konnte. S
o w

urde ich durch diese U
m
stände gezw

ungen für m
ich selbst zu studieren. A

ber in w
elcher W

eite sollte 

m
an studieren?. Ja, diese F

rage w
ar ein R

ätsel, w
elches kein Japaner dam

als lösen konnte; denn die alte M
ethode w

ar 

bereits untergegangen, und eine neue noch nicht gefunden. E
s w

aren dam
als in Japan die zw

ei S
chlagw

örter en vogue, 

﹇19-2

﹈“C
ivilisation ” und “F

reiheit ”, die P
arole für alle F

ragen geistigen S
trebens-- w

as ja heute auch uns Japaner 

lächerig erscheint. U
nd so schien es m

ir durchaus nöthig, von allem
 “O

n liberty ” von J.S
. M

ill und “history of 

civilisation ” von B
uckle zu lesen. Ich habe den bezaubernden S

til 

（w
enigstens nach unserer A

uff assung

） so w
ohl, w

ie die 

S
chärfe der überraschenden D

eduktion von “L
iberty ” die der F

eder des chinesischen C
lassikers 

蘇
東

坡
 auff ällig 

ähnlich ist, sehr bew
undert m

ehr noch als die K
ühnheit B

uckles, der die europäische öff entliche M
einung in B

ezug 

auf den E
infl uß des C

ristenthum
s so ganz und gar verachtet. W

eiter w
urde ich nun veranlaßt, die philosophischen und 

national ökonom
ischen W

erke J.S
. M

ills zu studieren, und bald w
ar ich einer der ersten Japaner, w

elche “S
ystem

 of 

logic ” w
irklich durchstudiert hatten. Inzw

ischen w
urde ich auch als D

ocent der englischen L
iteratur in der 

四
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千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
六
三
）

U
nterrichtsanstalt “D

oninsha ” in T
okio angestellt, w

elche heute noch existiert aber seit zw
ei Jahren den P

lan und die 

Z
iele des U

nterrichtes gänzlich verändert hat. Ich w
ar dann kaum

 zw
anzig Jahle alt, obw

ohl die M
ehrzahl der 

S
chuler w

eit älter w
ar, als ich, der L

ehrer! D
as m

ag w
ohl sondebar klingen, aber w

aren, solche V
erhältniße eine der 

nothw
endigen E

rscheinugnsform
en der so plötzlichen und fast gew

altsam
en U

m
w
älzung, die sich zum

 S
ieg des 

europäischen G
edankens überall vollzog. Ich bin in dieser A

nstalt 7 Jahre thätig gew
esen und hatte in den höheren 

C
lassen die B

ücher m
oderner englischer P

hilosophen 

（insbesondere B
ehtham

s, J.S
. M

ills, H
. S

pencers etc.

） zu erklären. 

A
ber m

it V
orliebe studierte ich in diesen Z

eit, staatsw
issenschaftliche, besonders nationalökonom

ische B
ücher. 

Indessen gar bald entdeckte ich, daß die englische L
iteratur in B

ezug auf S
taatsw

issenschaft hasten doch sehr 

m
angelhaft und besonders in B

ezug auf N
ationalökonom

ie in gar m
acher gar einseitig ist. 

﹇20-1

﹈ Im
 S

om
m
er des 

Jahrs 1884 begab ich m
ich nach B

erlin, um
 im

 D
iensten der B

erichtserstaltung an die Z
eitung ”T

okio nichi nichi 

shim
bun ” neben deutsche S

taatsw
issenschaften studieren zu können. W

enige m
onaten vor m

ainer A
breise w

urde ein 

philosophischer V
erein in T

okio errichtet w
elcher aus den P

rofessoren und S
tudierende der obersten C

lasse der 

T
okio U

niversität besteht und den Z
w
eck hat, chinesische, indische und europäische P

hilologie zu erforschen und zu 

verbreiten.

D
ie U

nterrichtsanstalt “D
oninsha ” sollte ihren V

ertreter in diesen V
erein schicken, um

 an dessen B
erathung zu 

theilzunehm
en, und ich hatte die E

hre, als V
ertreter gew

ählt zu w
erden. A

ber nur der ersten V
ersam

m
ulung des 

V
ereins konnte ich beiw

ohnen und habe hier den D
r. Inouye kennengelernt. 

四
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
六
四
）

In B
erlin erlernte ich genug die deutsche S

prach und es w
urde m

ir m
öglich, bereits im

 W
inter des Jahres 1885 in 

der philologischen F
acultät der B

erliner U
niversität im

m
atriklirt zu w

erden. W
ährend 8 S

em
ester habe ich 

vorzugsw
eise staatsw

issenschaftliche V
orlesungen gehört. A

ber gar bald gew
ann ich die Ü

berzeugung daß es m
ir 

doch nöthig sei, ein juristisches S
tudium

 durchzum
achen, und so ließ ich m

ich in verfloßenen W
inter in der 

juristischen F
acultät von neuem

 im
m
atriklirt; auch habe ich gleichzeitig angefangen, L

ateinisch zu lernen.

W
as m

eine publitistische T
hätigkeit anbetriftt, so habe ich, außen den A

rbeit an den Z
eitung, eines B

and aus “L
ife 

and T
im

es of S
tein ” von S

eeley auf A
uff orderung des japanischen S

taatsm
inisterium

s in das Japanische übertragen 

und ferner habe ich zw
ei kleine B

roschüren 

﹇20-2

﹈ “B
eikoku seito heigai ron ” 

（N
achtheil des politischen P

arteiw
esens in 

N
ordam

erika

） und “Issei N
aporeon hogen ” 

（T
ischgespräche des N

apoleon des ersten

） publiciert. M
it der B

em
erkung, daß 

ich im
 M

onat M
ai d. J. die E

hre gehabt habe, für das S
em

inar für orientalische S
prachen als L

ector engagiert 

w
urden zu sein---Q

.D
.B

.V
.﹇Q

uod deus bene vertat

﹈--schließ ich m
ein von m

ir gefordertes C
urriculum

 vitae.

　
　
　

G
eschrieben in B

erlin, am
 22ten Juni 1890.

T
surutaro S

enga

A
n 

den D
irector des S

em
inars für orientalische S

prachen 

H
errn P

rof. D
r. S

achau

　
　
　

H
ochw

ohlgeboren.

四
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千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
六
五
）

「
自
歴
譜
1
」

﹇
一
九
葉
表
﹈　

私
儀
、
千
賀
鶴
太
郎
は
、
一
八
五
七
﹇
安
政
四
﹈
年
二
月
一
〇
日
、
備
前
藩
城
下
の
岡
山
に
、
士
族
・
郡
目
付
・
千
賀
武ぶ

四し

郎ろ
う

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
私
は
家
庭
に
て
読
み
書
き
を
学
ん
だ
の
ち
、
一
一
歳
に
し
て
上
級
学
校
に
あ
た
る
「
學
黌
」

│
の
ち

に
「
遺
芳
館
」
と
呼
ば
れ
る

│
、
す
な
わ
ち
、
岡
山
の
漢
籍
学
校
に
入
っ
た
。
そ
の
教
程
は
、
二
〇
〇
年
来
の
古
式
に
よ
り
、
ほ
ぼ
今

日
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
及
び
大
学
の
漢
文
学
科
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
在
籍
中
こ
の
学
校
に
お
い
て
英
学
の
授
業
が
導
入
さ
れ
、

そ
の
結
果
私
は
漢
籍
と
並
ん
で
英
書
類
（
地
理
学
、
自
然
学
、
歴
史
学
、
倫
理
学
、
心
理
学
、
国
民
経
済
学
に
関
す
る
）
を
読
ん
だ
。

こ
の
上
級
学
校
の
授
業
を
九
年
間
に
わ
た
っ
て
受
け
た
あ
と
、
私
は
助
教
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
私
は
東
京
に
出
て
、
こ
の
地
で
さ

ら
に
勉
学
に
努
め
た
。
こ
の
地
に
は
当
時
以
前
よ
り
上
級
の
大
学
相
当
の
学
校
が
あ
り
、
同
校
は
そ
の
後
今
日
の
東
京
大
学
に
へ
と
発
展

し
た
。
し
か
し
哲
学
及
び
国
家
学
の
分
野
は
こ
こ
で
は
な
お
十
分
に
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
私
は
こ
こ
で
必
要
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
私
は
こ
う
し
た
状
況
に
よ
り
自
学
自
修
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
は
ど
れ
ほ
ど

勉
強
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
？　

実
際
、
こ
う
し
た
問
い
は
、
当
時
の
日
本
人
は
誰
一
人
と
し
て
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
謎
で
あ
っ
た
。
と

い
う
の
は
古
く
か
ら
の
方
法
は
す
で
に
衰
退
し
、
新
し
い
方
法
は
な
お
発
見
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
日
本
に

は
二
つ
の
合
い
言
葉
が
流
布
し
て
い
た
。
／
﹇
一
九
葉
裏
﹈　

す
な
わ
ち
、「
文
明
」
と
「
自
由
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
精
神
的
努
力
の
た

め
の
あ
ら
ゆ
る
問
い
に
対
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
日
で
は
私
た
ち
日
本
人
に
と
っ

て
も
笑
止
の
こ
と
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
に
は
、
何
よ
り
も
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
『
自
由
論
』、
バ
ッ
ク
ル
の
『
文
明

史
』
を
読
む
べ
き
と
思
わ
れ
た
。
私
は
魅
力
的
な
ス
タ
イ
ル
（
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
よ
れ
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
）
に
驚
嘆
し
た
。

中
国
哲
学
者
の
蘇
東
坡
の
文
章
に
驚
く
べ
く
類
似
す
る
、『
自
由
論
』
の
魅
力
的
な
演
繹
論
理
の
鋭
さ
に
い
た
く
驚
嘆
し
、
同
じ
く
バ
ッ

四
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
六
六
）

ク
ル
の
奔
放
さ
に
驚
嘆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
書
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
論
を
徹
底
的
に
軽
視
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
私
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
哲
学
的
及
び
国
民
経
済
学
的
著
作
を
学
ぶ
べ
く
喚
起
さ
れ
、
や
が
て
私
は
そ
の
『
論
理
体
系

（
9
）

』
を

実
際
に
学
び
尽
く
し
た
最
初
の
日
本
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
私
は
、
東
京
の
学
塾
「
同
人
社
」
に
お
い
て
英
学
講
師
に
任
じ
ら

れ
た
。
こ
の
学
校
は
今
日
も
な
お
存
続
し
て
い
る
が
、
二
年
来
履
修
法
﹇
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
﹈
と
目
的
を
ま
っ
た
く
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
当
時
私
は
二
〇
歳
ほ
ど
の
年
齢
で
あ
っ
た
が
、
学
生
の
大
多
数
は
教
師
で
あ
る
私
よ
り
は
る
か
に
年
長
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
た
し
か
に
と
く
に
心
を
と
き
め
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
関
係
は
、
随
所
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
思
考
の
勝
利
へ
と

至
っ
た
急
激
か
つ
烈
し
い
変
革
が
も
た
ら
し
た
必
然
的
な
現
象
形
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
学
校
で
七
年
間
活
動
し
、
当
代
の
英

国
哲
学
者
た
ち
（
と
く
に
ベ
ン
サ
ム
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
、
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
）
の
書
類
を
上
級
ク
ラ
ス
に
お
い
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
進
ん
で
、
私
は
こ
の
時
期
に
、
国
家
学
、
と
く
に
国
民
経
済
学
に
関
す
る
書
物
を
勉
強
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

や
が
て
私
は
、
国
家
学
に
関
し
て
英
書
類
は
実
際
の
と
こ
ろ
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
り
、
と
く
に
国
民
経
済
学
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く

も
っ
て
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
／
﹇
二
〇
葉
表
﹈　

一
八
八
四
﹇
明
治
一
七
﹈
年
の
夏
、
私
は
、「
東
京
日
日
新
聞
」
の
通
信

員
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
家
学
を
学
ぶ
べ
く
、
ベ
ル
リ
ン
に
赴
く
こ
と
と
な
っ
た
。
出
発
ま
で
の
数
ヶ
月
間
、
東
京
に
お
い
て
、
東
京
大
学

教
授
陣
及
び
最
上
級
ク
ラ
ス
の
学
徒
か
ら
な
り
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
献
学
研
究
と
そ
の
普
及
を
目
的
と
す
る
哲
学
会
が

設
立
さ
れ
た

（
10
）

。
学
塾
「
同
人
社
」
は
こ
の
学
会
の
運
営
に
参
加
す
る
た
め
に
代
表
を
派
遣
す
る
こ
と
な
り
、
私
は
そ
の
代
表
に
選
出
さ
れ

る
栄
誉
に
あ
ず
か
っ
た
。
し
か
し
私
は
学
会
の
最
初
の
会
合
に
参
加
す
る
こ
と
を
得
た
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
こ
で
井
上
博
士
と
の
知
己
を

得
た
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
、
私
は
よ
く
ド
イ
ツ
語
を
学
び
、
す
で
に
一
八
八
五
﹇
明
治
一
八
﹈
年
の
冬
﹇
学
期
﹈
に
は
ベ

ル
リ
ン
大
学
哲
学
部
に
学
籍
登
録
さ
れ
得
る
ま
で
に
な
っ
た
。
八
学
期
の
間
、
私
は
主
に
国
家
学
に
関
す
る
講
義
を
聴
講
し
た
。
し
か
し

四
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千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
六
七
）

や
が
て
私
は
法
律
学
を
修
め
る
必
要
が
あ
る
と
確
信
す
る
に
至
り
、
私
は
過
ぐ
る
冬
学
期
に
法
学
部
に
あ
ら
た
め
て
学
籍
登
録
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
同
時
に
ラ
テ
ン
語
の
学
修
を
も
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
の
公
刊
さ
れ
た
活
動
に
関
し
て
、
私
は
新
聞
の
仕
事
の

ほ
か
、
シ
ー
リ
ー
（S

eeley

）
の
『
シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
涯
と
時
代
』
を
日
本
政
府
の
求
め
に
応
じ
て
日
本
語
に
翻
訳
し

（
11
）

、
さ
ら
に
私
は
二

冊
の
小
冊
子
／
﹇
二
〇
葉
裏
﹈　
『
北
米
政
党
弊
害
論
』（N

achtheil des politischen P
arteiw

esen in N
ordam

erika （
12
）

）
及
び
『
第
一
世
拿
破

利
翁
放
言
』（T

ischgespräche des N
apoleon des ersten （

13
）

）
を
公
表
し
た
。

本
年
五
月
私
は
東
洋
語
学
校
講
師
に
採
用
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
に
浴
し
た
こ
と
を
記
し

│Q
.D

.B
.V

（
神
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
な
さ
し

め
た
ま
え
）
│
私
に
ご
要
望
の
自
歴
譜
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
す
る
。

　　

一
八
九
〇
﹇
明
治
二
三
﹈
年
六
月
二
二
日
ベ
ル
リ
ン
に
て
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
賀
鶴
太
郎

東
洋
語
学
校
長　

教
授
サ
ッ
ハ
ウ
博
士
閣
下
御
許

二　

自
歴
譜
2

C
urriculum

 vitae

Ich, T
surutaro S

enga, bin am
 10. F

ebruar 1857 als der S
ohn eines B

ezirks-V
icegouverneurs 

（M
etsuke

） im
 

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
六
八
）

ehem
aligen F

ürstenthum
 B

izen, B
ushiro S

enga, aus dem
 R

itterstandde 

（S
hizoku

）, su O
kayam

a in Japan geboren. M
ein 

G
laubensbekenntnis ist Z

enshiu 

（resp. S
odo-shiu

）, eine B
uddhische K

onfession. N
achdem

 ich bei einem
 P

rivatlehrer 

E
lem

entarunterricht genossen hatte, besuchte ich eine höhere S
chule für das S

tudium
 der chinesischen K

lassiker, 

deren L
ehrplan ungefähr den japanischen und chinesischen K

ursen des hetuigen japanischen G
ym

nasium
s und der 

chinesisch-literarischen G
ruppe der philologischen F

akultät der T
okio-U

niversität entspricht. Z
ur Z

eit m
eines 

A
ufenthalts w

urde in dieser H
ochschule der englisiche U

nterricht eingeführt, und so habe ich neben chinesischen 

K
lassikern auch englische B

ücher gelesen. A
ls ich diesen U

nterricht neun Jahre hindurch genossen hatte, ging ich 

nach T
okio, um

 hier englische S
taatsw

issenschaften zu studieren. H
ier w

ar dam
als zw

ar eine höhere, 

universitätartige S
chule, aus der sich dann später die hetugie U

niversität zu T
okio entw

ickelt hat, aber die 

europäische S
taatsw

issenschaft w
ar zu schw

ach vertreten, so dass ich hier m
it N

utzen nicht studieren konnte. S
o 

w
urde ich durch diese U

m
stäande gezw

ungen, für m
ichallein diese S

tudien zu betreiben. S
päter w

urde ich als D
ocent 

an der U
nterrichtsanstalt für englische L

iteratur „D
oninsha “ in T

okio angesterlt und hatte in den höheren K
lassen 

die W
erke der der neueren englischen P

hilosophen 
（insbesondere B

entham
, J.S

. M
ill, H

. S
pencer etc.

） zu erklären. A
ls ich 

aber entdckte, dass die englische L
iteratur in B

ezug auf S
taatw

w
issenschaften sehe m

angel haft und einseitig ist, 

beschloss ich, deutsch zu lernen. Im
 S

om
m
er des Jahres 1884 begab ich m

ich, um
 deutsche S

taatsw
issenschaften 

studiren zu können, in D
ienste der B

erichtstatttung für die politische Z
eitung „T

okio nichi nichi shinbun “ nach 

B
erlin. W

enige M
onate vor m

einer A
breise w

urde ein philosophischer V
erein in T

okio gegrundet, w
elcher aus 

五
〇



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
六
九
）

P
rofessoren und S

tudirenden der obersten K
lasse der T

okio-U
niversität bestand und den Z

w
eck hatte, die 

europäische P
hilosophie neben A

ltindischer zu durchforschen un zu verbreiten. D
ie U

nterrichtsanstalt „D
oninsha “ 

sollte ihren V
ertreter in diesen V

erein schicken, um
 an seinen B

erathungen theilzunehm
en, und ich hatte die E

hre, 

als V
ertreter gew

ählt zu w
erden. L

eide konnte ich nur der ersten V
ersam

m
ulung des V

ereins beiw
ohnen. In B

erlin 

erlernte ich zuerst die deutsche S
prache, und es w

urde m
ir m

öglich, bereits im
 W

inter desJahres

（1885

） in der 

philosophischen F
acultät der B

erliner U
niversität im

m
atrikulirt zu w

erden. W
ährend der folgenden vier Jahre habe 

ich vorazugsw
eise staatsw

issenschaftliche V
orlesunge gehört. Im

 W
inter des Jahren 1889 liess ich m

ich in der 

juristischen F
acultät von neuem

 inm
atrikuliren und studirte w

eitere acht S
em

ester ohne U
nterbrechung. A

uch das 

L
ateische habe ich durc P

rivatunterricht erlernt.

S
eit den W

inter des Jahrens 1890 bin ich als L
ektor des Japanischen am

 S
em

inar für orientalische S
prachen an 

hiesiger U
niversität angesellt. W

as m
eine literarischen A

rbeiten anbetriff t, so habe ich ausser einer fünfjährigen 

T
hätigketi für die oben genannte politische Z

eitung

│unter anderen U
ebersetzungen aus den E

nglischen und 

D
eutschen

│auch eine B
and des W

erkes: „L
ife and tim

es of S
ein “ von S

eeley auf A
uffordeung des japanischen 

S
taatsm

inisterium
s in das Japanische übertragen.

「
自
歴
譜
2
」

「
私
儀
、
千
賀
鶴
太
郎
は
、
一
八
五
七
﹇
安
政
四
﹈
年
二
月
一
〇
日
に
、
旧
備
前
藩
の
郡
目
付
、
士
族
、
千
賀
武
四
郎
の
子
と
し
て
、

五
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
七
〇
）

日
本
の
岡
山
に
生
ま
れ
た
。
私
の
宗
旨
は
仏
教
の
禅
宗
（
即
ち
曹
洞
宗
）
で
あ
る
。
私
は
、
私
塾
に
お
い
て
初
等
教
育
を
終
え
た
後
、
漢

籍
を
学
ぶ
た
め
に
上
級
学
校
﹇
藩
黌
﹈
に
進
ん
だ
が
、
そ
の
学
制
は
、
今
日
の
日
本
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
和
漢
学
課
程
及
び
東
京
大
学
文

学
部
の
漢
学
科
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
在
籍
中
に
、
こ
の
上
級
学
校
に
英
学
授
業
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

私
は
漢
籍
と
並
ん
で
英
書
も
講
読
し
た
の
で
あ
る
。
九
年
の
学
業
を
終
え
、
私
は
東
京
に
出
て
、
こ
の
地
で
イ
ギ
リ
ス
国
家
学
を
学
ん
だ
。

た
し
か
に
東
京
に
は
当
時
大
学
に
あ
た
る
上
級
学
校
﹇
東
京
開
成
学
校
﹈
│
こ
こ
は
の
ち
に
東
京
大
学
に
発
展
し
た
│
が
あ
っ
た
が
、
そ

こ
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
学
﹇
政
治
学
﹈
は
あ
ま
り
に
貧
弱
に
す
ぎ
ず
、
私
の
学
修
の
用
を
な
さ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
こ

れ
ら
の
学
問
の
自
修
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
私
は
東
京
の
英
学
塾
「
同
人
社
」
の
講
師
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
本
科
に
お

い
て
、
近
時
英
国
の
哲
学
書
類
（
と
く
に
ベ
ン
サ
ム
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
、
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
ら
）
の
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
私
は
英
書
類
が
国
家
学
に
は
関
し
て
き
わ
め
て
不
十
分
か
つ
一
面
的
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
私
は
ド
イ
ツ
語
の
学
修
を
決

意
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
四
﹇
明
治
一
七
﹈
年
夏
、
ド
イ
ツ
国
家
学
を
学
ぶ
べ
く
、
政
治
新
聞
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
ベ
ル
リ
ン
通
信

員
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
出
発
に
先
立
つ
数
ヶ
月
前
に
東
京
大
学
の
教
授
陣
及
び
最
上
級
の
学
徒
ら
の
集
ま
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

哲
学
並
び
に
古
代
イ
ン
ド
哲
学
の
探
究
と
普
及
を
目
的
と
す
る
哲
学
会
が
創
設
さ
れ
た
際
、
同
人
社
か
ら
も
協
議
に
参
加
す
る
た
め
に
代

表
を
派
遣
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
私
が
そ
の
代
表
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
最
初
の
会
合
に
し
か
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
私
の
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
に
あ
っ
て
、
私
は
ま
ず
ド
イ
ツ
語
を
学
び
、
一
八
八
五

﹇
明
治
一
八
﹈
年
冬
学
期
に
は
哲
学
部
に
学
籍
登
録
を
許
さ
れ
た
。
そ
の
後
四
年
に
わ
た
り
、
私
は
国
家
学
の
講
義
を
受
講
し
た
。

一
八
八
九
﹇
明
治
二
二
﹈
年
冬
学
期
に
至
り
、
法
学
部
に
改
め
て
学
籍
登
録
を
許
さ
れ
、
そ
の
後
八
学
期
を
た
ゆ
ま
な
く
学
問
に
費
や
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

五
二



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
七
一
）

一
八
九
〇
﹇
明
治
二
三
﹈
年
冬
学
期
に
は
、
本
大
学
東
洋
語
学
校
の
日
本
語
講
師
に
採
用
さ
れ
、
五
年
に
わ
た
る
上
記
政
治
新
聞
の
活

動
│
と
く
に
英
語
と
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
翻
訳
│
の
か
た
わ
ら
、
シ
ー
リ
ー
著
『
シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
涯
と
時
代
』﹇S

eeley, L
ife and 

T
im

es of S
tein

﹈
の
一
書
を
日
本
政
府
の
要
請
に
よ
り
日
本
語
に
翻
訳
し
た
の
で
あ
る
。」　

三　

千
賀
博
士
伝
試
論

出
生

千
賀
鶴
太
郎
博
士
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
二
月
一
〇
日
に
岡
山
で
生
ま
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
千
賀
家
は
岡
山
藩
士
の
家
系
で
あ

る
が
、
初
代
が
池
田
藩
に
仕
官
し
た
の
は
、
池
田
光
政
の
時
代
、
寛
文
二
（
一
六
六
一
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
岡
山
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
池
田
家
文
庫
に
は
、
代
々
の
藩
士
が
一
定
の
年
数
毎
に
藩
に
提
出
し
た
「
奉
公
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る

（
14
）

。
千
賀
家
に
関
す
る
最
も
古

い
記
録
は
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
の
仙
賀
武
左
衛
門
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
当
初
「
仙
賀
」
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
家

老
の
「
上
坂
外
記
組
」
に
属
し
、
当
年
「
六
十
六
歳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
生
年
は
正
確
に
特
定
で
き
な
い
が
、
寛
永
七

（
一
六
三
〇
）
年
の
頃
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
記
録
で
は
、
養
祖
父
・
仙
賀
利
右
衛
門
、
養
父
・
片
山
四
郎
右
衛
門
、
実
祖
父
、
実
父
の
事

蹟
に
触
れ
た
あ
と
、
自
ら
の
仕
官
ま
で
の
経
歴
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
養
祖
父
・
仙
賀
利
右
衛
門
は
生
国
は
三
河
、

堀
尾
帯
刀
に
仕
え
た
が
、
そ
の
後
浪
人
中
に
病
死
し
た
。
養
父
・
片
山
四
郎
右
衛
門
は
そ
の
子
と
考
え
ら
れ
る
が
、
奥
平
美
作
守
に
属
す

る
片
山
家
の
養
子
と
な
っ
て
そ
の
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
後
浪
人
し
て
、
池
田
家
家
老
・
池
田
伊
賀
（
片
桐
家
）
方
に
あ
っ

た
が
、
寛
文
四
（
一
六
六
三
）
年
に
病
死
と
あ
る
。
仙
賀
武
左
衛
門
の
実
祖
父
は
、
原
小
左
衛
門
と
い
い
、
一
時
松
平
大
膳
大
夫
（
毛
利

五
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
七
二
）

家
）
に
仕
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
浪
人
し
て
、
伊
予
で
病
死
し
た
。
実
父
・
原
市
兵
衛
は
生
国
は
長
門
で
、
そ
の
後
伊
予
国
に
あ
り
、
寛

永
一
二
（
一
六
三
五
）
年
に
病
死
し
て
い
る
。
当
の
武
左
衛
門
は
、
生
国
は
伊
予
、
お
そ
ら
く
実
父
の
死
に
よ
り
、
四
歳
の
時
よ
り
正
保

四
（
一
六
四
七
）
年
、
一
六
歳
の
時
ま
で
、
そ
の
地
で
伯
父
に
養
育
さ
れ
た
と
い
う
。
伊
予
の
松
平
隠
岐
守
家
に
仕
官
を
求
め
た
よ
う
で

あ
る
が
、
当
時
先
に
挙
げ
た
池
田
伊
賀
﹇
片
桐
家
﹈
方
に
あ
っ
た
伯
父
・
片
山
四
郎
右
衛
門
を
頼
り
、
そ
の
関
係
で
、
同
じ
く
家
老
・
池

田
出
羽
（
天
城
池
田
家
）
方
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
ば
ら
く
し
て
寛
文
二
（
一
六
六
一
）
年
に
、
池
田
藩
に
正
式
に
仕
官
し
た
。
寛

永
七
年
の
生
ま
れ
と
す
る
と
、
す
で
に
三
〇
歳
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
仕
官
後
の
記
録
は
詳
細
で
あ
る
。
二
つ
目
の
記
録
も
武
左
衛

門
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
時
期
は
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
、
七
三
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
「
千
賀
」
姓
の
署
名
と
な
っ
て

い
る
。
次
の
記
録
は
、
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
、
千
賀
平
助
（
介
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
八
歳
と
あ
る
。
前
年
の
宝
永
五

（
一
七
〇
八
）
年
に
、
義
父
・
武
左
右
衛
門
が
病
死
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
享
年
七
八
、
そ
の
当
時
と
し
て
は
長
命
な
生
涯
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
養
子
・
千
賀
平
助
（
介
）
は
、
そ
の
後
、
武
左
衛
門
と
改
名
し
、
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
一
一
月
か
ら
寛
保
三

（
一
七
四
三
）
年
一
二
月
ま
で
屋
敷
奉
行
、
そ
の
あ
と
、
宝
暦
一
二
（
一
七
六
二
）
年
一
二
月
ま
で
、
二
〇
年
あ
ま
り
樋
方
奉
行
を
勤
め
て

い
る
。
五
代
の
祖
・
武
左
右
衛
門
よ
り
、
高
祖
父
・
平
助
改
め
武
左
衛
門
成
久
、
曾
祖
父
・
千
之
右
衛
門
（
小
源
太
朝
成
、
武
左
衛
門
朝
成

と
も
）、
祖
父
・
武
大
夫
（
憲
助
（
天
保
四
年
没
）、
父
・
武
四
郎
成
之
（
鎔
之
丞
）
を
経
て
、
千
賀
博
士
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。

千
賀
博
士
の
父
・
武
四
郎
成
之
は
、
初
め
は
鎔
之
丞
と
い
い
、
弘
化
元
年
一
二
月
晦
日
（
一
八
四
五
年
に
あ
た
る
）
に
記
さ
れ
た
文
書
に
、

「
二
十
五
歳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
年
は
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
前
後
と
思
わ
れ
る
。
祖
父
・
武
大
夫
が
没
し
、
そ
の
跡
目
を
継
い
だ

の
は
、
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
、
お
そ
ら
く
一
三
歳
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年
に
小
姓
組
、
天
保
一
三

（
一
八
四
二
）
年
年
頭
に
は
武
四
郎
に
改
名
し
て
い
る
。
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
三
月
、
房
総
御
領
所
御
郡
目
付
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ

五
四



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
七
三
）

と
と
な
り
、
翌
四
月
四
日
に
一
門
を
あ
げ
て
出
立
し
、
ひ
と
月
後
の
五
月
四
日
に
現
地
房
総
の
北
條
御
陣
屋
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
翌
年
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
二
月
一
〇
日
に
、
千
賀
博
士
は
出
生
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
15
）

。
一
家
が
岡
山
に
帰
参
す
る
の
は
、
房
総

勤
番
の
あ
と
、
大
阪
勤
番
を
経
た
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
の
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
は
、
武
四

郎
は
病
気
の
た
め
役
職
を
辞
め
、
さ
ら
に
二
年
後
の
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
八
月
に
四
四
歳
で
没
し
て
い
る
。
池
田
家
文
庫
の
『
千
賀

武
四
郎
跡
目
僉
議
書
』
は
、
一
〇
月
三
日
の
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
年
号
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
文
久
元
年
ま
で
の
記

事
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
年
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
二
年
後
の
文
久
三
年
八
月
父
没
後
の
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
る
。

一
〇
月
三
日
の
日
付
と
と
も
に
、「
千
賀
武
四
郎
倅　

千
賀
鶴
太
郎　

十
五
歳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
文
久
三
年
で
あ
れ
ば
、
千
賀
博
士

は
い
ま
だ
満
六
歳
の
は
ず
で
あ
る
。

岡
山
時
代

千
賀
博
士
は
、
幼
く
し
て
す
で
に
実
父
・
武
四
郎
を
失
っ
て
い
た
。
自
歴
譜
に
、「
家
庭
に
て
読
み
書
き
を
習
っ
た
」
と
い
う
こ
と
か

ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
千
賀
博
士
は
、
後
年
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
、「
余
の
修
養
法

（
16
）

」
と
題
す
る
文
章
の
中
で
、
そ
の
時

代
を
振
り
返
っ
て
い
る
。「
余
は
七
歳
の
時
か
ら
家
庭
に
於
て
四
書
の
素
読
を
さ
せ
ら
れ
た
」（
一
二
頁
）。
七
歳
の
頃
、
そ
の
時
に
父
・

武
四
郎
は
い
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
家
庭
に
於
て
四
書
の
素
読
を
さ
せ
ら
れ
た
」
と
は
、
父
の
薫
陶
を
う
か
が
わ
せ
る
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
父
の
亡
き
後
も
、
幼
い
当
主
を
育
て
上
げ
る
そ
の
よ
う
な
環
境
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

博
士
の
生
家
は
、
当
時
岡
山
城
下
の
花
畠
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
岡
山
城
か
ら
旭
川
を
挟
ん
で
東
南
の
川
筋
附
近
に
あ
た
る
。

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
33　

岡
山
県

（
17
）

』
の
「
花
畑
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
古
く
は
遊
息
地
と
し
て
造
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
花
畑
と
称
さ

五
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
七
四
）

れ
た
。
初
期
に
は
徳
川
秀
忠
の
霊
屋
が
置
か
れ
、
寛
永
期
に
熊
沢
蕃
山
の
文
武
教
場
（
花
畠
教
場
）
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
廃
止
後
慶

安
末
年
頃
か
ら
武
家
屋
敷
が
建
つ
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
武
家
町
化
し
て
い
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
博
士
の
生
家
も
そ
う
し
た
武
家

町
の
一
角
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

（
18
）

。
日
本
最
初
の
藩
校
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
花
畠
教
場
も
こ
の
地
名
に
由
来
す
る

（
19
）

。

「
自
歴
譜
1
」
に
よ
る
と
、
博
士
は
、「
一
一
歳
に
し
て
上
級
学
校
に
あ
た
る
「
學
黌
」

│
の
ち
に
「
遺
芳
館
」
と
呼
ば
れ
る

│
、

す
な
わ
ち
、
岡
山
の
漢
籍
学
校
に
入
っ
た
。」「
自
歴
譜
1
」
で
は
「
そ
の
教
程
は
、
二
百
年
来
の
古
式
に
よ
り
、
ほ
ぼ
今
日
の
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
及
び
大
学
の
漢
文
学
科
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
続
く
が
、『
自
歴
譜
2
』
で
は
微
妙
に
そ
の
表
現
が
変
わ
っ
て
い
る
。「
そ

の
学
制
は
、
今
日
の
日
本
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
和
漢
学
課
程
及
び
東
京
大
学
文
学
部
漢
学
科
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。」、

と
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、『
自
歴
譜
2
』
で
は
、「
二
百
年
来
の
古
式
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
消
え
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
和
漢

学
、
大
学
に
お
け
る
漢
文
学
と
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
か
ら
大
学
へ
の
漢
学
の
連
続
性
へ
の
意
識
が
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は

『
自
歴
譜
1
』
が
東
洋
語
学
校
の
日
本
語
講
師
採
用
に
あ
た
っ
て
就
職
用
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
自
歴
譜
2
』
が
博

士
論
文
の
提
出
に
付
さ
れ
た
と
い
う
目
的
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
つ
の
自
歴
譜
に
表
れ
る
「
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
」「
東
京
大
学
」
と
い
う
名
称
が
博
士
に
と
っ
て
何
か
特
別
に
意
識
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
あ
と
、
ど
ち
ら
の
自
歴
譜
で
も
、
明
治
に
な
っ
て
、
藩
学
校
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
事
情
の
中
で
、

博
士
の
英
学
へ
の
傾
斜
が
語
ら
れ
る
。

家
に
お
け
る
素
読
の
時
代
か
ら
藩
校
を
中
心
と
し
た
生
活
の
時
代
に
移
っ
て
い
く
。「
自
歴
譜
1
」
で
は
、「
一
一
歳
」
と
あ
り
、「
余

の
修
養
法
」
で
は
、「
九
歳
か
十
歳
」
と
あ
り
、
満
年
齢
か
数
え
の
年
齢
か
、
表
現
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
の
こ
と
は
、
二
つ

の
自
歴
譜
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、「
余
の
修
養
法
」
に
よ
り
つ
つ
、
博
士
が
こ
の
時
代

五
六



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
七
五
）

い
か
な
る
こ
と
を
学
ん
だ
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
余
が
九
歳
か
十
歳
の
頃
か
と
思
ふ
（
岡
山
）
藩
の
塾
に
入
つ
た
が
、
其
塾
と
い
ふ
の
は
か
の
有
名
な
る
新
太
郎
少
将
（
池
田
光
政
の
こ

と
）
が
熊
澤
蕃
山
を
し
て
督
せ
し
め
た
三
百
年
をマ

マ

﹇
の
？
﹈
歴
史
を
有
す
る
藩
校
で
あ
る
、
当
時
は
未
だ
洋
学
と
云
ふ
も
の
は
な
く
漢
学

一
方
で
あ
つ
て
第
一
に
小
学
か
ら
、
孝
経
、
忠
経
、
四
書
、
易
、
春
秋
と
い
ふ
順
序
で
あ
つ
た
、
か
く
の
如
く
に
始
め
か
ら
漢
学
一
方
を

以
て
頭
脳
を
造
つ
た
為
に
天
下
の
真
理
は
漢
学
ば
か
り
、
士
分
と
し
て
成
す
べ
き
の
事
業
は
治
国
平
天
下
よ
り
外
に
は
無
い
と
思
ひ
込
ん

で
を
つ
た
の
で
あ
る
。
忠
義
、
仁
義
、
大
義
名
分
な
ど
ゝ
云
ふ
事
だ
け
が
深
く
脳
裡
に
染
み
、
深
い
印
象
を
与
へ
て
呉
れ
た
、
是
が
余
が

七
歳
位
か
ら
一
四
歳
位
ま
で
に
読
書
か
ら
得
た
修
養
で
あ
る
。」（「
余
の
修
養
法
」
一
二
頁
）

岡
山
藩
の
藩
校
の
歴
史
は
古
い

（
20
）

。
江
戸
期
の
諸
藩
の
藩
校
が
、
四
書
五
経
に
因
む
独
特
の
名
称
を
も
つ
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
岡
山
藩

の
そ
れ
は
、
た
ん
に
そ
の
ま
ま
、「
学
黌
」（
学
校
）
と
か
、
藩
の
学
校
と
い
う
意
味
で
、「
藩
学
」
と
の
み
呼
ば
れ
る
。「
余
の
修
養
法
」

に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
新
太
郎
少
将
」
つ
ま
り
、
備
前
池
田
家
初
代
、
池
田
光
政
（
一
六
〇
九
〜
一
六
八
二
）
に
よ
っ
て
、
熊
沢
蕃
山

（
一
六
一
九
〜
一
六
九
一
）
を
招
い
て
設
立
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
、
と
さ
れ
る

（
21
）

。
光
政
は
通
称
を
新
太
郎
と
言
い
、
寛
永
三
年
に
左

近
衛
権
少
将
に
任
官
す
る
と
新
太
郎
少
将
と
称
さ
れ
、
光
政
自
身
も
そ
の
名
称
を
好
ん
で
終
生
に
わ
た
っ
て
用
い
た
、
と
い
わ
れ
る
。
幕

末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
、
千
賀
博
士
が
在
学
し
た
時
代
に
も
そ
う
し
た
気
風
が
伝
わ
っ
て
い
た
。

明
治
初
年
の
藩
学
校
の
変
遷
を
、
志
賀
正
道
『
岡
山
藩
学
校
史
』
に
よ
り
な
が
ら
、
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
明
治
二

（
一
八
六
九
）
年
に
版
籍
奉
還
が
あ
り
、
藩
主
池
田
章
政
が
知
藩
事
に
任
じ
ら
れ
、
同
年
三
月
家
臣
牧
野
権
六
郎
に
命
じ
て
学
校
一
新
取
調

掛
を
兼
務
さ
せ
学
制
改
革
が
行
わ
れ
た
。
改
定
さ
れ
た
学
制
で
は
、
従
来
の
「
儒
教
偏
修
」
を
改
め
、「
皇
漢
洋
の
三
学
を
兼
修
し
て
以

五
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
七
六
）

て
文
明
開
化
の
時
勢
に
順
応
せ
ん
と
し
た

（
22
）

。」
又
職
員
組
織
に
も
改
革
が
加
え
ら
れ
従
来
か
ら
の
「
学
校
領
」
が
廃
さ
れ
、
学
校
費
と
し

て
三
千
俵
を
藩
庁
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
一
月
に
は
「
英
国
人
オ
ス
ホ
ル
ン
」
を
雇
い
士
族
子
弟

一
三
人
を
選
ん
で
英
学
を
学
ば
せ
る
な
ど
し
た

（
23
）

。
明
治
四
年
七
月
廃
藩
置
県
の
命
が
下
り
、
一
一
月
に
岡
山
県
が
置
か
れ
、
藩
学
校
の
施

設
は
県
の
管
轄
に
移
さ
れ
、
そ
の
結
果
藩
校
は
そ
の
歴
史
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
藩
学
校
は
廃
藩
置
県
の
際
に
一
度
廃

絶
す
る
に
至
っ
た
が
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
月
に
西
毅
一
が
督
事
と
な
り
、「
普
通
学
校
」
と
改
称
し
て
英
仏
の
学
を
講
究
さ
せ
る

と
と
も
に
、
同
じ
く
皇
漢
の
二
学
所
を
設
け
て
古
典
を
講
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
同
年
八
月
の
学
制
頒
布
に
と
も
な
い
「
普

通
学
校
」
の
称
を
廃
し
岡
山
県
第
一
中
学
区
第
一
番
小
学
兼
教
員
養
成
所
と
改
め
ら
れ
、
八
月
に
は
皇
漢
二
学
所
が
廃
止
さ
れ
る
。
六

（
一
八
七
三
）
年
一
〇
月
督
学
局
の
達
に
よ
り
一
番
小
学
の
称
が
廃
さ
れ
、
一
一
月
に
至
り
、
文
部
省
の
允
許
を
得
て
私
立
学
校
と
な
し

も
っ
ぱ
ら
有
志
の
義
金
を
得
て
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
と
な
り
、「
遺
芳
館
」
と
改
称
し
て
専
ら
英
仏
の
学
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

千
賀
博
士
が
在
学
し
た
時
代
は
、
明
治
維
新
を
迎
え
、
ま
さ
に
藩
学
校
は
大
き
く
変
貌
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
に
直
面
し
て
い
た
。
当

初
は
、
千
賀
博
士
の
学
問
の
始
ま
り
は
伝
統
的
な
教
程
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。「
自
歴
譜
1
」
に
も
漢
学
を
中
心
に
、
小
学
に
始
ま

り
、
孝
経
、
忠
経
、
四
書
（
論
語
、
大
学
、
中
庸
、
孟
子
）、
五
経
と
し
て
、
易
、
春
秋
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
学
は
、
朱
熹
が
劉
子
澄

に
編
纂
さ
せ
た
儒
教
的
な
初
等
教
本

（
24
）

で
あ
り
、『
孝
経
』
は
孔
子
の
後
継
者
、
曽
子
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
さ
れ
、
わ
が
国
で
も
古
く
か

ら
第
一
に
、
ま
た
幼
い
こ
ろ
か
ら
学
ば
れ
た
経
書
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

（
25
）

。『
忠
経
』
は
、
中
国
の
経
書
の
一
つ
。『
孝
経
』
に
擬
し
た
述
作

さ
れ
る
。

「
余
の
修
養
法
」
に
は
、
学
校
組
織
が
一
変
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

五
八



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
七
七
）

「
其
後
藩
の
学
校
の
組
織
が
一
変
し
て
何
で
も
漢
学
ば
か
り
で
は
い
け
ぬ
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
、
所
謂
学
は
和
漢
洋
を
兼
ぬ
べ
し
と
い

ふ
の
で
、
洋
学
の
気
運
が
起
つ
て
来
た
、
藩
校
に
於
て
も
深
く
鑑
み
る
所
あ
つ
て
、
洋
学
を
入
れ
、
苟
し
く
も
洋
学
を
や
ら
ぬ
も
の
は
藩

校
に
は
居
る
（
こ
と
）
を
許
さ
ぬ
と
云
ふ
有
様
で
あ
つ
た
、
其
時
藩
校
へ
洋
学
の
先
生
と
し
て
来
た
人
は
福
澤
塾
の
出
身
者
で
中
々
能
く

出
来
た
人
で
あ
つ
た
、
か
か
る
事
か
ら
漢
学
は
漸
次
に
衰
へ
四
書
五
経
は
恰
か
も
反
古
同
様
に
捨
て
ら
れ
て
了
つ
た
。」（「
余
の
修
養
法
」

一
二
頁
）

新
し
く
採
用
さ
れ
た
洋
学
は
、
ミ
ル
と
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
。「
自
歴
譜
1
」「
自
歴
譜
2
」
に
も
ミ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
へ
の
関
心
が

示
さ
れ
て
い
る
。「
余
の
修
養
法
」
か
ら
は
千
賀
博
士
の
関
心
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
向
い
て
い
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
其
時
分
藩
校
て
教
へ
た
洋
学
と
い
ふ
も
の
は
、
ミ
ル
と
か
ス
ペ
ン
サ
ー
と
か
い
ふ
も
の
で
あ
つ
た
が
、
余
自
身
は
ス
ペ
ン
サ
ー
に
は

左
程
の
趣
味
を
有
し
て
居
ら
な
か
つ
た
が
、
ミ
ル
の
道
徳
論
や
、
経
済
史
、
又
は
自
由
之
理
な
ど
に
は
其
議
論
の
宏
大
、
論
理
の
緻
密
な

の
に
大
に
感
じ
、
就
中
其
道
徳
の
思
想
に
対
し
て
は
特
に
感
じ
、
其
後
ミ
ル
の
宗
教
論
を
見
た
る
に
至
つ
て
頗
る
自
分
に
利
益
の
あ
つ
た

事
を
思
つ
た
。
／
ミ
ル
の
宗
教
論
は
基
督
教
を
赤
裸
々
に
解
剖
し
、
以
て
其
真
価
を
評
し
て
居
る
が
其
論
案
は
実
に
千
百
の
鉄
案
で
、
基

督
教
の
所
謂
神
な
ど
は
ミ
ル
に
よ
る
と
根
底
か
ら
破
壊
さ
れ
て
居
る
、
其
と
同
時
に
ミ
ル
は
基
督
の
社
会
的
の
価
値
を
認
め
、
歴
史
的
、

社
会
的
に
は
大
な
る
功
績
あ
り
と
し
て
居
る
、
ミ
ル
の
宗
教
観
は
其
論
理
と
云
ひ
、
見
識
と
云
ひ
、
穏
健
中
正
実
に
間
然
す
る
所
な
き
も

の
で
あ
る
。
此
は
余
が
読
書
か
ら
得
た
第
二
の
修
養
で
あ
つ
た
。
／
ミ
ル
の
精
透
緻
密
な
論
理
は
東
洋
流
の
粗
大
な
る
事
の
み
を
考
へ
て

居
つ
た
余
を
し
て
幽
玄
な
思
索
に
耽
ら
し
む
る
の
効
は
あ
つ
た
、
然
し
、
基
督
教
の
聖
書
と
論
語
と
を
并
べ
て
何
れ
を
取
る
か
と
云
へ
ば
、

其
は
矢
張
り
論
語
の
方
が
情
意
兼
到
り
て
居
る
と
云
ふ
考
は
、
消
え
な
か
つ
た
。」（「
余
の
修
養
法
」
一
二
頁
）

五
九



日
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法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
七
八
）

千
賀
博
士
は
、
大
正
一
三
年
『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略

（
26
）

』
に
寄
せ
た
「
回
想
談
」
の
中
、「
岡
山
在
学
中
」
と
い
う
一
節
で
も
こ
の
時

期
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
小
松
原
英
太
郎
（
一
八
五
二
〜
一
九
一
九
）
と
の
邂
逅
は
千
賀
博
士
の
上
京
そ
し
て
ド
イ
ツ
留
学
へ
の
道
を
開

い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
岡
山
中な

か

山さ
ん

下げ

の
所
謂
学
校
﹇
藩
黌
、
藩
校
﹈
な
る
も
の
は
藩
士
に
経
学
を
專
修
せ
し
む
る
の
目
的
を
以
て
新
太
郎
公
（
池
田
光
政
）
の

創
設
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
、
小
松
原
君
は
初
め
児
供
衆
の
名
目
を
以
て
同
校
に
入
ら
れ
た
り
、
予
の
同
校
に
通
学
を
始
め
た
る
は
九

歳
の
時
な
る
が
、
君
は
巳
に
十
五
、
六
歳
に
し
て
喫
茶
所
に
児
供
衆
と
し
て
詰
め
ら
れ
読
書
せ
ら
れ
居
る
を
見
た
り
、
蓋
し
当
時
君
は
猶

ほ
士
分
に
非
る
を
以
て
所
謂
学
房
に
入
る
を
許
さ
れ
ざ
り
し
な
ら
ん
、
其
後
三
ヶ
年
を
経
て
始
め
て
新
太
郎
公
以
来
の
学
制
を
改
め
て
和

漢
洋
の
所
謂
三
学
鼎
立
と
為
し
た
る
際
予
は
直
ち
に
主
と
し
て
洋
学
を
修
む
る
こ
と
に
決
し
た
り
し
が
君
は
尚
ほ
漢
学
を
専
修
せ
ら
れ
居

り
た
り
と
記
臆
す
、
然
る
に
久
し
か
ら
ず
し
て
﹇
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
廃
藩
置
県
の
際
﹈
同
校
に
大
改
革
を
行
ひ
全
然
旧
制
度
を
廃

し
之
を
純
然
た
る
英
学
校
と
為
し
名
を
も
普
通
学
校
と
改
め
た
り
但
し
此
名
も
後
﹇
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
﹈
に
は
更
に
改
め
て
遺
芳

館
（
池
田
光
政
の
諡
芳
烈
公
に
因
む
。）
と
称
し
た
り
、
君
は
普
通
学
校
時
代
よ
り
英
学
を
始
め
ら
れ
た
り
と
記
憶
す
、
是
に
於
て
君
も
予
も

同
じ
く
同
校
の
寄
宿
舎
に
入
り
た
れ
ば
始
め
て
互
に
学
友
の
関
係
を
生
じ
た
り
、
当
時
寄
宿
舎
の
生
活
は
極
め
て
謹
厳
に
し
て
土
曜
の
夕

に
帰
宅
す
る
の
外
は
夕
飯
後
と
雖
も
散
歩
の
為
め
に
も
外
出
す
る
も
の
少
し
況
ん
や
酒
楼
に
登
る
も
の
を
や
但
し
規
則
と
し
て
之
を
禁
じ

た
る
に
は
非
ず
旧
来
の
岡
山
の
藩
士
の
美
風
尚
ほ
存
し
た
る
に
由
る
、
君
も
土
曜
の
晩
よ
り
日
曜
の
晩
ま
で
の
外
は
嘗
て
外
出
せ
ら
れ
た

る
を
聞
か
ず
且
つ
君
の
勉
強
は
実
に
非
常
な
る
も
の
に
て
人
々
之
に
喫
驚
せ
ざ
る
は
な
か
り
き
、
他
日
﹇
明
治
二
一
〈
一
八
八
八
〉
年

一
〇
月
〜
同
二
二
年
一
〇
月
山
縣
内
相
渡
欧
﹈
予
の
伯
林
に
於
て
山
縣
内
務
大
臣
に
謁
し
談
偶
ま
君
に
及
び
し
時
大
臣
の
言
は
る
ゝ
に

六
〇



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
七
九
）

「
小
松
原
ほ
ど
勉
強
す
る
者
は
他
に
一
人
も
見
た
る
こ
と
な
し
例
へ
ば
一
法
案
の
起
草
又
は
調
査
を
托
す
る
と
幾
夜
も
睡
眠
せ
ず
し
て
之

に
従
事
す
其
勉
強
と
誠
実
と
は
眞
に
驚
嘆
に
堪
へ
た
り
」
と
君
の
勤
勉
は
少
時
よ
り
終
世
変
ら
ざ
り
し
も
の
と
思
は
る

（
27
）

。」

上
京

明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
九
月
、
千
賀
博
士
は
岡
山
を
離
れ
て
、
小
松
原
英
太
郎
ら
と
と
も
に
上
京
し
、
慶
應
義
塾
に
入
塾
し
て
い
る

（
28
）

。

こ
の
年
、
千
賀
博
士
は
一
七
歳
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略
』
に
寄
せ
た
「
回
想
記
」
の
中
で
、「
七
人
輪

講
」（
二
〇
四
頁
）
と
い
う
一
節
で
触
れ
て
い
る
。
輪
講
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
数
人
の
グ
ル
ー
プ
で
参
加
者
が
順
次
発
表
者
と
な
り
、

論
文
ま
た
は
書
籍
の
内
容
を
互
い
に
発
表
し
講
義
す
る
と
と
も
に
、
質
疑
応
答
を
通
じ
て
相
互
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
形
式
は
、
岡
山
藩
学
校
の
伝
統
的
な
方
法
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
通
常
の
講
義
の
ほ
か
に
、
輪
講
に
学
修
上
の
重
要
な
意
味
を
与

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
29
）

。

「
明
治
七
年
﹇
一
八
七
四
年
九
月
﹈
に
君
も
予
も
遺
芳
館
を
辞
し
て
共
に
出
京
し
た
る
は
木
庭
﹇
実
家
は
坪
田
﹈
繁
氏
﹇
一
八
五
三
〜

一
九
〇
〇
﹈
の
勧
誘
に
由
る
な
り
、
抑
も
木
庭
氏
は
岡
山
の
旧
学
校
時
代
に
秀
才
の
名
を
博
し
た
り
し
が
早
く
も
東
京
に
遊
学
し
て
明
治

六
年
﹇
一
八
七
三
年
﹈
の
頃
一
時
帰
岡
し
た
れ
ば
我
輩
好
学
の
徒
は
氏
に
就
き
て
東
京
の
諸
学
校
及
学
生
の
状
態
を
知
悉
す
る
を
得
た
り
、

而
し
て
氏
は
頻
り
に
人
々
に
出
京
を
勧
誘
し
遂
に
六
人
（
即
ち
小
松
原
、
関
、
万
代
、
山
脇
、
波
多
野
及
び
予
）
木
庭
氏
の
嚮
導
の
下
に
遊
学

す
る
事
に
決
し
明
治
七
年
に
七
人
同
船
し
て
東
京
に
向
け
て
出
発
せ
り
、
著
京
す
る
と
木
庭
氏
先
づ
発
議
し
て
曰
く
英
学
は
尚
未
だ
大
に

発
展
し
て
居
ら
ず
慶
應
義
塾
を
始
と
し
孰
れ
の
学
塾
に
入
る
も
諸
君
の
未
だ
読
ま
ざ
る
の
書
又
は
解
し
難
き
書
を
科
目
と
し
て
授
業
す
る

所
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
二
三
の
義
塾
に
は
優
秀
な
る
教
員
な
き
に
非
ず
故
に
七
人
を
抽
籤
に
て
三
組
に
分
ち
三
箇
の
義
塾
に
分
入
し
毎
組

六
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
八
〇
）

各
々
異
な
り
た
る
書
に
し
て
旦
解
し
難
き
も
の
を
研
究
し
仍
て
優
秀
な
る
教
員
に
懇
請
し
て
其
難
解
の
処
を
質
問
す
べ
し
普
通
の
講
義
に

は
必
ず
し
も
出
席
す
る
を
要
せ
ず
、
斯
く
し
て
一
ヶ
年
の
後
は
各
組
悉
く
退
学
し
仍
て
毎
日
七
人
一
堂
に
会
し
て
自
ら
研
究
し
た
る
所
を

互
に
交
換
す
べ
し
読
書
力
を
養
ふ
に
は
此
に
過
ぎ
た
る
良
策
あ
ら
ず
と
、
乃
ち
六
人
皆
之
に
賛
成
し
直
ち
に
抽
籤
し
た
る
に
小
松
原
君
と

予
と
は
共
に
慶
應
義
塾
に
入
る
事
と
為
り
た
り
、
当
時
同
義
塾
は
我
邦
に
於
て
第
一
位
を
占
め
た
る
英
学
校
な
り
き
、
後
日
の
東
京
大
学

の
前
身
は
当
時
巳
に
存
し
た
れ
ど
も
難
解
の
英
書
を
読
み
得
る
程
の
学
力
あ
る
教
員
も
居
ら
ず
故
に
木
庭
氏
は
全
然
之
を
眼
中
に
置
か
ざ

り
し
が
如
し
、
然
る
に
我
輩
両
人
同
義
塾
に
入
り
予
定
の
如
く
毎
日
両
人
に
て
未
読
の
書
を
輪
講
し
二
三
の
教
員
に
懇
請
し
て
不
審
の
処

を
質
間
し
始
め
た
り
し
に
教
員
は
初
め
は
之
を
快
諾
し
た
り
し
も
質
問
の
中
に
は
教
員
も
即
答
し
難
き
処
多
く
之
が
為
め
に
遂
に
多
忙
を

口
実
に
し
て
質
問
に
応
ず
る
こ
と
を
避
く
る
に
至
れ
り
、
小
松
原
君
は
予
を
責
め
て
予
の
質
問
が
余
り
に
峻
厳
な
り
し
為
め
に
教
員
の
感

情
を
害
し
た
る
な
ら
ん
教
員
が
答
へ
に
苦
む
と
察
し
た
ら
ぱ
解
し
た
る
風
を
為
し
て
他
の
質
問
に
移
る
べ
し
と
云
は
れ
た
れ
ど
も
予
は
斯

く
て
は
質
問
の
効
能
な
く
全
然
質
問
せ
ざ
る
に
如
く
は
な
し
と
思
ひ
た
れ
ど
も
別
に
君
と
口
論
は
為
さ
ざ
り
き
、
斯
く
の
如
く
し
て
木
庭

氏
の
読
書
案
も
同
義
塾
に
於
て
は
立
ど
こ
ろ
に
失
敗
に
終
り
た
り
他
の
二
組
も
予
想
の
如
く
に
は
該
案
を
実
行
す
る
を
得
ざ
り
き
、
是
に

於
て
半
歳
な
ら
ず
し
て
三
組
の
者
悉
く
其
義
塾
を
退
き
﹇
明
治
七
年
一
二
月
慶
應
義
塾
退
塾
﹈
七
人
同
宿
し
て
毎
日
午
前
と
夕
飯
後
は
各

自
に
研
究
し
午
後
は
七
人
輪
講
を
為
し
た
り
、
輪
講
に
依
る
も
疑
義
の
解
し
難
き
処
は
姑
く
問
題
と
し
て
置
き
更
ら
に
進
み
て
輪
講
又
は

独
読
す
る
中
に
漸
く
に
前
日
解
し
得
ざ
る
処
を
後
日
に
至
り
て
解
す
る
に
至
る
こ
と
を
発
見
し
た
り
、
是
に
於
て
少
く
と
も
予
は
読
書
力

は
唯
多
く
読
書
す
る
こ
と
に
依
り
て
の
み
進
歩
す
る
も
の
と
悟
り
乃
ち
如
何
に
難
解
の
も
の
と
雖
も
独
力
を
以
て
必
ず
解
す
る
を
得
ん
と

確
信
せ
り
、
因
に
云
ふ
方
今
大
学
生
の
読
書
力
の
極
め
て
微
弱
に
し
て
輪
講
時
代
の
我
輩
に
も
遙
に
及
ば
ざ
る
は
縦
令
高
等
学
校
を
経
る

も
難
解
の
書
を
多
く
読
ま
ざ
る
に
由
る
と
思
は
る
、
右
七
人
の
同
宿
と
輪
講
と
は
明
治
八
年
の
一
二
月
ま
で
継
続
し
小
松
原
関
万
代
山
脇

六
二



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
八
一
）

の
四
君
は
既
設
の
新
聞
社
若
し
く
は
雑
誌
社
に
入
り
木
庭
君
は
少
し
く
晩
れ
て
草
莽
雑
誌

（
30
）

な
る
者
を
起
し
て
激
論
を
唱
へ
予
は
中
村
敬
字

先
生
の
創
設
せ
ら
れ
た
る
同
人
社
に
入
り
て
其
英
学
教
員
と
為
り
独
学
に
て
研
究
を
続
け
ん
と
決
し
波
多
野
君
は
容
易
に
出
身
の
方
向
を

定
め
ざ
り
し
が
遂
に
航
海
に
従
事
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
不
幸
に
し
て
夭
せ
り
。」（『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略
』
二
〇
四
〜
六
頁
）

千
賀
博
士
は
小
松
原
君
と
と
も
に
一
時
期
慶
應
義
塾
に
入
学
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
当
時
同
義
塾
は
我
邦
に
於
て
第
一
位
を
占

め
た
る
英
学
校
」
で
あ
り
、「
後
日
の
東
京
大
学
の
前
身
は
当
時
巳
に
存
し
た
れ
ど
も
難
解
の
英
書
を
読
み
得
る
程
の
学
力
あ
る
教
員
も

居
ら
ず
故
に
」
で
あ
っ
た
。「
自
歴
譜
1
」
に
見
ら
れ
る
「
そ
の
後
私
は
東
京
に
出
て
、
こ
の
地
で
さ
ら
に
勉
学
に
努
め
た
。
こ
の
地
に

は
当
時
以
前
よ
り
上
級
の
大
学
相
当
の
学
校
が
あ
り
、
同
校
は
そ
の
後
今
日
の
東
京
大
学
に
へ
と
発
展
し
た
。
し
か
し
哲
学
及
び
国
家
学

の
分
野
は
こ
こ
で
は
な
お
十
分
に
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
私
は
こ
こ
で
必
要
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
や
「
自

歴
譜
2
」
の
「
九
年
の
学
業
を
終
え
、
私
は
東
京
に
出
て
、
こ
の
地
で
イ
ギ
リ
ス
国
家
学
を
学
ん
だ
。
た
し
か
に
東
京
に
は
当
時
大
学
に

あ
た
る
上
級
学
校
﹇
東
京
開
成
学
校
﹈
│
こ
こ
は
の
ち
に
東
京
大
学
に
発
展
し
た
│
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
学
は
あ

ま
り
に
貧
弱
に
す
ぎ
ず
、
私
の
学
修
の
用
を
な
さ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
こ
れ
ら
の
学
問
の
自
修
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で

あ
る
。」
と
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
人
社
の
時
代

「
自
歴
譜
1
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
の
頃
、
千
賀
博
士
は
中
村
敬
宇
の
主
宰
す
る
英
学
塾
同
人
社
に
入
る

（
31
）

。
こ

の
き
っ
か
け
が
慶
應
義
塾
の
教
員
派
遣
に
よ
る
と
さ
れ
る

（
32
）

。
同
人
社
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
創
設
、
同
二
二
（
一
八
八
九
）
年
九
月

六
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
八
二
）

杉
浦
重
剛
（
一
八
五
五
〜
一
九
二
四
）
等
に
経
営
委
託
し
、
同
二
四
（
一
八
九
一
）
年
六
月
七
日
中
村
敬
宇
逝
去
の
後
、
東
京
英
語
学
校
に

合
併
さ
れ
、
そ
の
使
命
を
終
え
た
と
さ
れ
る
。
千
賀
博
士
は
、
同
人
社
の
英
文
科
教
員
と
し
て
、
英
国
の
哲
学
書
類
を
教
授
し
、『
同
人

社
文
学
雑
誌
』
の
最
後
の
編
集
長
に
も
な
っ
て
い
る
。
旧
旗
本
高
橋
鑅
次
郎
の
長
女
佐
多
子
と
結
婚
し
た
の
は
こ
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
中

村
敬
宇
夫
人
鐵
子
は
こ
の
高
橋
鑅
次
郎
の
妹
で
あ
り
、
佐
多
子
夫
人
と
は
叔
母
と
姪
と
の
関
係
に
あ
た
る
。
佐
多
子
夫
人
の
三
妹
録ろ

く

は
明

治
二
〇
年
代
に
国
文
学
者
の
今
泉
定
助
と
結
婚
し
て
い
る

（
33
）

。
千
賀
博
士
の
嗣
子
孝
善

（
34
）

氏
の
出
生
は
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
の
こ
と
で

あ
り
、
博
士
洋
行
の
時
点
で
三
歳
で
あ
っ
た
。
の
ち
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
卒
業
後
、
司
法
官
、
検
察
官
を
勤
め
て
い
る
。
博
士
が
同

人
社
で
講
師
を
務
め
て
い
た
時
代
は
同
人
社
内
で
居
住
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
35
）

。
た
だ
中
村
敬
宇
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
密
で
は
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
余
の
修
養
法
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
其
後
十
七
、
八
歳
に
し
て
東
京
に
遊
学
し
、
或
人
の
周
旋
を
以
て
中
村
敬
宇
先
生
の
同
人
社
に
外
国
語
の
教
師
と
し
て
雇
は
れ
る
事

と
な
つ
た
け
れ
ど
も
中
村
先
生
か
ら
は
余
り
直
接
に
大
な
る
感
化
は
不
幸
に
し
て
受
け
な
か
つ
た
、
や
は
り
感
化
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
は

読
書
か
ら
得
た
も
の
ゝ
方
が
多
い
。

其
の
頃
同
人
社
に
は
外
国
宣
教
師
が
居
つ
て
日
曜
日
に
は
聖
書
の
講
義
を
し
て
居
つ
た
、
余
も
折
々
は
聴
き
に
行
つ
た
、
而
し
て
基
督

を
ば
絶
対
に
信
仰
も
し
な
け
れ
ぱ
排
斥
も
せ
ぬ
、
全
く
興
味
を
持
た
ず
に
終
つ
て
了
つ
た
、
こ
の
時
代
に
於
て
も
や
は
り
論
語
の
方
が
バ

イ
ブ
ル
よ
り
は
よ
い
、
儒
教
が
あ
れ
ば
基
督
教
は
い
ら
ぬ
と
思
ふ
て
お
つ
た
。

中
村
敬
宇
先
生
も
余
と
同
じ
よ
ふ
に
別
に
基
督
を
信
じ
て
は
お
ら
ぬ
ら
し
か
つ
た
、
唯
西
洋
人
の
秩
序
正
し
い
の
に
感
服
し
て
お
ら
れ

た
位
で
、
其
教
義
を
別
段
に
信
じ
て
は
居
ら
ぬ
よ
う
で
あ
つ
た
、
而
し
て
宣
教
師
の
説
教
に
も
別
段
干
渉
は
せ
ぬ
、
実
に
人
物
の
大
き
い

六
四



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
八
三
）

所
が
あ
つ
た
、
こ
の
辺
は
深
く
感
じ
て
居
る
次
第
で
あ
る
。

要
す
る
に
余
は
先
輩
又
は
人
間
の
感
化
に
由
つ
て
修
養
す
る
よ
り
も
間
接
に
読
書
の
上
か
ら
修
養
し
た
、
即
ち
初
め
は
四
書
五
経
、
次

で
は
ミ
ル
の
道
徳
論
、
こ
の
二
つ
に
よ
り
て
余
は
修
養
し
た
と
い
ふ
て
も
よ
い
。」（「
余
の
修
養
法
」
一
二
│
一
三
頁
）

ベ
ル
リ
ン
留
学
へ

千
賀
博
士
は
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
ベ
ル
リ
ン
に
向
け
て
横
浜
か
ら
出
航
し
た
。
足
か
け
一
五
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
滞
在

の
始
ま
り
で
あ
る
。『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略
』「
第
二
編 

自
叙
経
歴
一
斑
」
に
よ
れ
ば
、「
同
年
﹇
明
治
一
七
年
﹈
七
月
十
三
日
、
予
は

欧
州
に
向
け
横
浜
を
出
発
し
た
。
／
此
行
駅
逓
総
監
野
村
靖
氏
﹇
一
八
四
二
〜
一
九
〇
九
﹈
一
行
（
随
行
小
倉
、
高
橋
逓
信
書
記
官
）
と
旅

程
を
共
に
し
千
賀
鶴
太
郎
石
坂
剛
次
郎
及
予
の
弟
強
次
郎
も
予
と
同
行
し
た
。」、
と
あ
る
。
千
賀
博
士
は
、
後
年
ベ
ル
リ
ン
留
学
の
こ
と

に
つ
い
て
、『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略
』
に
付
さ
れ
た
「
二
人
洋
行
」
と
い
う
文
章
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

「
明
治
十
七
﹇
一
八
八
四
﹈
年
の
洋
行
の
際
小
松
原
君
と
予
と
の
関
係
に
就
き
て
知
る
人
少
な
け
れ
ば
爰
に
説
明
し
て
置
か
ん
、
君
が

新
聞
記
者
を
罷
め
て
仕
官
し
東
京
に
定
住
せ
ら
れ
し
以
来
互
に
頻
り
に
往
来
せ
し
が
談
偶
々
英
文
に
は
政
治
上
の
書
籍
の
極
め
て
貧
弱
な

る
こ
と
に
及
び
し
に
君
の
言
は
る
ゝ
に
政
治
に
関
し
て
は
独
逸
が
学
問
に
於
て
も
実
際
に
於
て
も
世
界
に
冠
た
り
と
の
説
あ
り
我
輩
は
今

よ
り
独
逸
語
を
学
ぶ
に
如
く
な
か
ら
ん
と
、
然
れ
ど
も
当
時
医
家
を
除
く
の
外
は
少
し
に
て
も
独
逸
語
を
解
す
る
者
は
極
め
て
稀
な
り
し

か
ば
何
人
に
就
き
て
之
を
学
ぶ
べ
き
か
の
問
題
も
未
解
決
の
儘
に
て
荏
苒
歳
月
を
過
ご
し
た
り
し
が
、
一
日
君
を
訪
ひ
し
に
君
の
曰
く
我

運
動
成
效
し
万
難
を
排
し
て
伯
林
に
往
く
こ
と
と
為
り
た
り
と
喜
色
満
面
た
り
、
予
は
大
に
之
を
祝
し
て
帰
れ
り
、
其
後
君
の
出
発
の
期

日
も
略
ぼ
定
ま
り
岡
山
県
人
も
君
の
為
め
に
送
別
の
宴
を
も
開
き
し
後
に
至
り
て
、
予
は
復
君
を
訪
ひ
卒
然
曰
く
僕
も
同
行
せ
ん
と
、
君

六
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
八
四
）

大
に
驚
き
曰
く
費
用
は
如
何
に
す
る
か
と
曰
く
僕
は
内
閣
よ
り
嘱
託
せ
ら
れ
た
る
英
文
翻
訳
に
由
り
て
収
得
し
た
る
金
額
は
不
時
の
用
に

供
す
る
為
め
に
尚
未
だ
一
銭
も
消
費
せ
ず
之
を
以
て
往
復
の
旅
費
と
一
ヶ
年
の
伯
林
滞
在
費
の
充
つ
る
に
足
ら
ん
、
且
つ
僕
は
八
年
間
の

同
人
社
の
為
め
に
尽
力
し
た
れ
ば
敬
宇
先
生
も
多
少
は
僕
を
扶
助
し
て
呉
ら
る
ゝ
な
ら
ん
と
、
君
は
姑
ら
く
考
へ
ら
れ
て
曰
く
一
ヶ
年
に

て
は
不
充
分
な
り
爰
に
良
策
あ
り
方
今
一
流
の
新
聞
社
は
伯
林
に
通
信
員
を
置
く
の
必
要
を
感
ず
る
な
ら
ん
、
予
先
づ
福
地
﹇
源
一
郎
、

桜
痴
、
一
八
四
一
〜
一
九
〇
六
﹈
と
謀
ら
ん
と
予
大
に
君
の
好
意
を
謝
せ
り
、
乃
ち
東
京
日
日
新
聞
の
常
置
通
信
員
と
し
て
君
と
同
行
し

実
は
独
逸
の
政
治
上
の
学
術
を
研
究
せ
ん
こ
と
を
目
的
と
せ
る
こ
と
猶
ほ
君
の
公
使
館
書
記
官
と
し
て
奉
職
せ
ら
る
ゝ
も
実
は
予
と
同
一

の
目
的
を
抱
か
れ
た
る
が
如
し
、
伯
林
到
着
後
は
両
人
と
も
に
独
文
を
解
す
る
に
全
力
を
注
ぎ
た
る
際
な
れ
ば
相
見
る
こ
と
甚
少
な
か
り

き
、
君
は
例
の
非
常
な
る
勉
強
力
を
発
揮
せ
ら
れ
た
れ
ば
僅
か
に
二
年
を
経
て
帰
朝
せ
ら
れ
た
る
際
に
は
已
に
行
政
に
関
す
る
独
逸
書
を

能
く
解
し
得
ら
る
ゝ
ま
で
に
君
の
読
書
力
は
上
達
し
居
た
り
と
認
め
た
り
、
予
は
此
よ
り
君
と
離
れ
て
明
治
三
二
﹇
一
八
八
九
﹈
年
に
京

都
帝
国
大
学
に
法
科
を
設
け
ら
る
ゝ
ま
で
伯
林
に
留
り
た
り
。」（『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略
』
二
〇
六
〜
七
頁
）

哲
学
会
の
こ
と

「
自
歴
譜
1
」
の
中
で
、
ド
イ
ツ
留
学
の
直
前
に
設
立
さ
れ
た
「
哲
学
会
」
へ
の
参
加
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

哲
学
会
の
設
立
は
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
一
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
り
、
千
賀
博
士
の
出
発
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
半
年
前
の
こ
と

で
あ
る
。
当
事
者
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
学
会
設
立
の
機
運
は
ま
ず
当
時
新
進
気
鋭
の
学
士
で
あ
っ
た
井
上
圓
了
、
井
上
哲
次
郎
、
有
賀
長

雄
、
三
宅
雄
二
郎
、
棚
橋
一
郎
等
の
間
で
熟
し
、
こ
れ
に
加
藤
弘
之
、
西
周
、
西
村
茂
樹
、
外
山
正
一
等
が
賛
同
し
、
会
員
二
九
名
を

も
っ
て
発
足
し
た
と
い
う
。
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
は
役
員
を
定
め
、
会
長
加
藤
弘
之
、
副
会
長
外
山
正
一
と
し
た

（
36
）

。
翌
明
治

六
六



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
八
五
）

二
〇
（
一
八
八
七
）
年
二
月
、
機
関
誌
と
し
て
月
刊
『
哲
学
会
雑
誌
』
第
一
冊
第
一
号
が
発
行
さ
れ
た
。
そ
の
巻
頭
に
会
長
加
藤
弘
之
の

「
本
会
雑
誌
ノ
発
刊
ヲ
祝
シ
併
セ
テ
会
員
諸
君
二
質
ス
」
と
題
さ
れ
た
一
文
が
あ
り
、
当
時
の
学
界
一
般
の
風
情
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味

深
い

（
37
）

。
哲
学
会
は
元
来
は
明
治
期
に
お
け
る
広
義
の
哲
学
の
領
域
全
体
を
お
お
う
も
の
で
あ
っ
た
。
月
例
会
そ
の
他
の
会
合
に
お
け
る
講

演
に
せ
よ
、『
哲
学
会
雑
誌
』『
哲
学
雑
誌
』（
明
治
二
五
年
六
月
か
ら
改
題
）
に
掲
載
さ
れ
る
論
文
や
記
事
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
き

わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
学
者
が
相
寄
っ
て
研
究
を
発
表
し
、
意
見
を
述
べ
、
討
論
の
花
を
咲
か
せ
て
い
た
、
と
さ

れ
る

（
38
）

。「
自
歴
譜
1
」
に
は
こ
の
哲
学
会
を
通
じ
て
井
上
哲
次
郎
と
の
知
己
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
ベ
ル
リ
ン
東

洋
語
学
校
日
本
語
講
師
の
後
任
と
な
る
き
っ
か
け
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
る
。「
自
歴
譜
1
」
に
あ
る
イ
ン
ド
哲
学
へ
の
言

及
は
、
井
上
圓
了
の
ほ
か
に
、
原
坦
山
ら
の
名
前
を
想
起
さ
せ
る

（
39
）

。

ベ
ル
リ
ン
時
代

千
賀
博
士
が
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
に
横
浜
を
発
ち
、
秋
に
は
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
す
る
。「
自
歴
譜
1
」
に
あ
る
よ
う
に
、

最
初
の
一
年
間
は
ド
イ
ツ
語
の
修
得
に
専
念
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
哲
学
部
に
学
籍
登
録
す
る
の
は
、
翌
明
治
一
八

（
一
八
八
五
）
年
冬
学
期
か
ら
の
こ
と
で
あ
り

（
40
）

、
森
川
潤
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
千
賀
博
士
は
、
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
夏
学
期
ま
で
、

一
六
学
期
間
通
し
て
学
籍
登
録
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

（
41
）

。
四
年
八
学
期
の
在
籍
期
間
の
制
限
を
考
え
る
と
、「
自
歴
譜
1
」
に
あ

る
よ
う
に
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
冬
学
期
以
後
は
法
学
部
へ
の
学
籍
登
録
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
千
賀
博
士
が
ど
の
よ
う
な
交
友
関
係
を
結
ん
で
い
た
か
、
断
片
的
に
し
か
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。『
小
松

原
英
太
郎
事
略
』
巻
頭
に
「
独
逸
公
使
館
書
記
官
時
代　

一
」、「
同
二
」
と
題
す
る
二
葉
の
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
撮
影
さ
れ
た

六
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
八
六
）

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
二
」
の
写
真
に
は
、
小
松
原
英
太
郎
、
夫
人
、
家
庭
教
師
の
女
性
、
小
松
原
実
弟
・
小
松
原
強
次
郎
、
有

森
新
吉
（
一
八
六
〇
〜
一
九
三
三
）
と
と
も
に
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
千
賀
博
士
の
姿
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
小
松
原
英
太
郎
は
三
五
歳
、
千

賀
博
士
二
九
歳
。
有
森
新
吉
は
、
千
賀
博
士
、
小
松
原
と
同
郷
の
備
前
・
岡
山
の
出
身
、
東
京
大
学
を
出
て
、
こ
の
時
期
ベ
ル
リ
ン
大
学

法
学
部
に
学
籍
登
録
中
。
帰
国
後
、
学
習
院
教
授
、
函
館
商
業
校
長
、
山
陽
新
報
社
社
長
、
川
崎
造
船
所
取
締
役
な
ど
を
歴
任
、
明
治

四
五
年
衆
議
院
議
員
（
当
選
三
回
、
庚
申
倶
楽
部
）
と
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
枚
の
「
一
」
の
写
真
に
は
、
小
早
川
四
郎
、
毛
利
元
忠
、
野

村
三
十
郎
、
伊
藤
博
邦
、
井
上
勝
之
助
、
伊
達
武
四
郎
の
名
前
が
あ
る
。
こ
の
二
枚
の
写
真
は
お
そ
ら
く
同
日
、
同
じ
写
場
で
撮
影
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
小
早
川
四
郎
（
一
八
七
一
〜
一
九
五
七
）
は
、
山
口
藩
主
毛
利
一
四
代
元
徳
の
四
男
で
、
実
兄
小
早
川
三
郎
の
養
子
と
な

り
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
八
日
に
男
爵
と
な
っ
て
い
る
。
毛
利
元
忠
（
一
八
六
五
〜
一
九
一
三
）
は
、
父
が
長
門
清
末
藩
八
代

藩
主
、
毛
利
元
純
で
あ
り
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
に
子
爵
と
な
り
、
貴
族
院
議
員
と
も
な
っ
た
。
伊
藤
博
邦
（
一
八
七
〇
〜

一
九
三
〇
）
は
、
井
上
馨
の
甥
、
井
上
勝
之
助
の
弟
で
あ
り
、
伊
藤
博
文
の
養
子
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
留
学
の
の
ち
宮
内
省
に
は
い
り
、

式
部
次
長
、
式
部
長
官
な
ど
を
つ
と
め
た
。
明
治
四
二
年
伊
藤
博
文
の
跡
を
継
ぎ
、
公
爵
、
貴
族
院
議
員
と
な
っ
て
い
る
。
井
上
勝
之
助

（
一
八
六
一
〜
一
九
二
九
）
は
、
井
上
馨
の
甥
、
叔
父
・
馨
の
養
嗣
子
と
な
る
。
明
治
初
年
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
法
律
学
を
学
ぶ
。
帰
国
後
、

明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
大
蔵
省
雇
と
な
り
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
一
月
外
務
省
に
転
じ
た
。
写
真
の
頃
は
、
外
務
書
記
官
・

ド
イ
ツ
公
使
館
在
勤
中
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
駐
ド
イ
ツ
公
使
（
一
時
ベ
ル
ギ
ー
公
使
を
兼
務
）。
明
治

三
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
は
公
使
館
の
大
使
館
昇
格
に
よ
り
、
初
代
の
駐
ド
イ
ツ
大
使
に
就
任
。
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
六
月
、
貴
族

院
議
員
（
勅
選
）。
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
、
駐
イ
ギ
リ
ス
大
使

（
42
）

。
野
村
三
十
郎
（
一
八
六
六
〜
一
九
一
五
）
は
、
山
口
県
東
浦
賀
の
出
身
、

ド
イ
ツ
に
留
学
し
森
林
経
済
学
を
学
ん
だ
。
こ
の
時
期
ベ
ル
リ
ン
に
あ
り
、
こ
の
あ
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
移
っ
て
い
る
。
帰
国
後
は
栃
木
県

六
八



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
八
七
）

の
技
官
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
43
）

。
小
松
原
英
太
郎
は
翌
明
治
二
〇
年
に
帰
国
す
る
が
、
こ
の
時
期
ベ
ル
リ
ン
の
小
松
原
の
周
辺
に
は
こ

の
よ
う
な
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
詳
細
な
検
討
は
こ
こ
で
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
「
自
歴
譜
1
」
が
書
か
れ
た
明
治
二
三

（
一
八
九
〇
）
年
夏
学
期
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
学
籍
登
録
者
の
中
に
、
伊
達
武
四
郎
、
梅
謙
次
郎
、
横
田
国
臣
ら
の
名
前
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
梅
謙
次
郎
は
リ
ヨ
ン
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
た
あ
と
、
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
の
冬
学
期
か
ら
の
二
学
期
間
ベ
ル
リ

ン
に
滞
在
し
て
い
た
。

鷗
外
『
独
逸
日
記
』
の
中
の
千
賀
博
士

千
賀
博
士
が
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
初
期
は
、
鷗
外
の
ド
イ
ツ
滞
在
の
時
期
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
千
賀
博
士
と
森
鷗
外
と
が

ベ
ル
リ
ン
で
接
触
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
識
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
44
）

。

鷗
外
『
独
逸
日
記
』
は
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た
翌
日
の
明
治
一
七
年
一
〇
月
一
二
日
に
書
き
始
め
ら
れ
、
明
治
二
一
年
五
月
一
四
日
の

記
事
を
も
っ
て
終
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
滞
在
中
の
大
部
分
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
鷗
外
は
当
初
こ
れ
を
漢
文
で
記
し
「
在
徳
記
」
と
題
し

て
い
た
。
鷗
外
の
ド
イ
ツ
で
の
生
活
は
滞
在
地
に
よ
り
主
に
四
期
に
分
か
れ
る
。
明
治
一
七
年
一
〇
月
二
二
日
か
ら
同
一
八
年
一
〇
月

一
一
日
ま
で
の
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
時
代
、
一
八
年
一
〇
月
一
二
日
か
ら
一
九
年
三
月
七
日
ま
で
の
ド
レ
ス
デ
ン
時
代
、
二
〇
年
四
月
一
五
日

ま
で
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
時
代
、
そ
し
て
最
後
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
生
活
で
あ
る
。
明
治
二
〇
年
、
鷗
外
は
ベ
ル
リ
ン
に
戻
っ
て
く
る
。
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
の
時
代
ま
で
の
記
述
と
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
記
述
が
大
き
く
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

の
淡
々
と
し
た
記
述
の
中
に
千
賀
博
士
の
痕
跡
が
示
さ
れ
て
い
る
。
鷗
外
『
独
逸
日
記
』
の
中
に
、
明
治
二
〇
年
一
一
月
二
〇
日
、
同
年

一
二
月
一
八
日
条
に
千
賀
博
士
と
思
し
き
「
仙
賀
」
な
る
人
物
が
登
場
す
る
。
鷗
外
『
独
逸
日
記
』
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
一
一
月

六
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
八
八
）

二
〇
日
「
夜
ミ
ュ
ル
レ
ル
を
訪
ふ
。
哲
二
郎
も
亦
至
る
。
東
洋
語
学
の
事
を
論
ず
。
後
仙
賀
と
話
す
。
日
日
新
聞
の
通
信
員
な
り
。
経
済

学
を
修
む
。
曰
く
。
独
逸
の
学
士
分
類
立
系
の
癖
あ
り
。
経
済
論
中
生
産
消
耗
の
両
章
を
分
つ
に
至
る
。
無
益
な
ら
ず
や
云
々
。」
と
あ

り
、
一
二
月
一
八
日
「
仙
賀
と
哲
学
を
談
ず
。」
と
あ
る
。『
独
逸
日
記
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
千
賀
」
で
は
な
く
、「
仙
賀
」
の
字
が

当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
詳
ら
か
に
は
で
き
な
い
が
、
千
賀
家
の
初
代
の
頃
に
は
「
仙
賀
」
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
よ
う
に
通
用
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
鷗
外
が
耳
に
し
た
「
せ
ん
が
」
に
「
仙
賀
」
の
字
を
当
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
年
の
年
末
、『
独
逸
日
記
』
一
二
月
二
七
日
条
に
は
「
夜
ミ
ュ
ル
レ
ル
を
訪
ふ
。」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
鷗
外
の

上
司
で
あ
る
石
黒
忠
悳
（
一
八
四
五
〜
一
九
四
一
）
が
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
日
記

（
45
）

を
残
し
て
い
る
。
同
日
の
石
黒
日

記
を
見
る
と
、「
微
雪　

火
…
…
○
午
後
七
時
半
ミ
ュ
ル
レ
ル
ノ
招
ニ
應
ス
十
二
時
帰
ル　

石
黒　

田
口　

森　

千
賀
、
ミ
ュ
ル
レ
ル　

夫
人　

北
川　
〔
後
略
〕」
と
あ
り
、
こ
の
日
の
夜
、
ミ
ュ
ル
レ
ル
宅
を
訪
れ
て
い
た
の
は
、
鷗
外
、
石
黒
と
と
も
に
、
千
賀
博
士
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
石
黒
日
記
に
は
、
翌　

明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
六
月
二
四
日
条
に
も
「
○
夜
ミ
ュ
ル
レ
ル
招

ニ
應
シ
十
一
時
帰
ル
小
生　

森　

多
胡　

千
賀　

田
口　

北
川
及
ミ
ュ
ル
レ
ル
夫
婦
…
…
」
と
あ
り
、
鷗
外
『
独
逸
日
記
』
の
「
仙
賀
」

が
千
賀
博
士
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ベ
ル
リ
ン
東
洋
語
学
校
（
46
）

千
賀
博
士
が
ベ
ル
リ
ン
の
東
洋
語
学
校
の
日
本
語
講
師
を
勤
め
た
期
間
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
か
ら
京
都
帝
国
大
学
教
授
に

就
任
す
る
た
め
に
帰
国
す
る
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
の
一
〇
年
間
に
及
ぶ
。
初
代
の
井
上
哲
次
郎
は
三
年
、
最
初
の
卒
業
生
を
送
り

出
し
て
帰
国
し
て
い
る
。
千
賀
博
士
の
後
任
者
た
ち
は
、
辻
高
衡

（
47
）

を
例
外
と
し
て
、
任
期
二
年
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

七
〇



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
八
九
）

一
八
八
七
年
一
〇
月
一
八
日
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
哲
学
部
の
附
属
教
育
・
研
究
施
設
と
し
て
、
東
洋
語
学
校
、
即
ち
「
オ
リ
エ
ン
ト
語
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
」（D

as S
em

inar für O
rientalische S

prachen an der K
öniglichen F

riedrich-W
ilhelm

s-U
niversität zu B

erlin

）
が
開
設
さ
れ

た
（
48
）

。
通
常
、
大
学
で
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
指
導
教
授
の
も
と
で
与
え
ら
れ
た
課
題
を
小
人
数
の
学
生
が
調
査
・
研
究
し
て
、
教
授
・
学
生

間
の
討
論
に
よ
っ
て
結
論
に
導
く
授
業
形
式
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
トInstitut

（
研

究
所
）
と
同
義
で
、
学
部
所
属
の
正
教
授
を
所
長
（S

em
inar-D

irektor

）
と
し
て
、
独
自
の
研
究
用
の
図
書
・
資
料
室
を
備
え
た
研
究
・

教
育
施
設
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
千
賀
博
士
が
在
籍
さ
れ
た
の
は
、
創
設
か
ら
三
年
目
の
一
八
九
〇
年
秋
か
ら
で
あ
り
、
当
時
東
洋
語

学
校
は
、
ベ
ル
リ
ン
城
近
く
、
ル
ス
ト
ガ
ル
テ
ン
六
番
地
の
旧
証
券
取
引
所
（A

lte B
örse

）
跡
に
開
設
さ
れ
て
い
た

（
49
）

。
そ
の
位
置
は

「
博
物
館
の
島
」
の
ル
ス
ト
ガ
ル
テ
ン
北
東
隅
、
シ
ュ
プ
レ
ー
河
畔
、
現
在
の
ベ
ル
リ
ン
大
聖
堂
北
側
の
広
場
に
あ
た
る
。
一
七
三
九
年

の
創
建
に
な
る
建
物
自
体
は
一
八
九
三
年
に
取
り
壊
さ
れ
た
。

ベ
ル
リ
ン
大
学
は
、
創
立
七
〇
年
の
一
八
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、『
ベ
ル
リ
ン
大
学
史
』（
一
九
一
〇
│
一
九
一
八
）
全
四
巻
の
著
者

マ
ク
ス
・
レ
ン
ツ
が
言
う
よ
う
に
、「
世
界
の
大
学
」（W

eltuniversität

）
と
し
て
の
威
容
と
名
誉
を
か
ち
得
た

（
50
）

。
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ

第
二
帝
政
の
成
立
以
降
、
と
く
に
ア
ル
ト
ホ
フ
（F

riedrich A
lthoff , 1839-1908

）
が
プ
ロ
イ
セ
ン
文
部
省
大
学
政
策
部
門
に
在
任
中

（
一
八
八
二
│
一
九
〇
七
）
の
二
五
年
間
に
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
付
置
さ
れ
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
は
急
激
に
拡
張
さ
れ

て
い
く
が
、
東
洋
語
学
校
が
新
設
さ
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
膨
張
期
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
東
洋
語
学
校
は
、

実
学
中
心
の
、
実
務
型
の
人
材
育
成
を
目
的
と
し
、
具
体
的
に
は
オ
リ
エ
ン
ト
・
東
ア
ジ
ア
の
言
語
に
通
暁
し
て
、
現
地
で
多
面
的
に
活

躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
初
代
校
長
ザ
ッ
ハ
ウ
は
、「
将
来
現
地
に
派
遣
さ
れ
る
領
事
館
の
通
訳
、
守
備
隊
の

将
校
、
裁
判
官
、
税
関
吏
の
た
め
の
授
業
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
詩
と
哲
学
と
い
う
言
語
適
用
領
域
に
心
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い

（
51
）

」

七
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
九
〇
）

と
明
言
し
て
い
る
。
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
こ
の
種
の
実
学
的
施
設
の
出
現
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
開
学
理
念
を
大
き
く
変
え
る
も
の

で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

井
上
哲
次
郎
が
日
本
を
出
発
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
向
か
っ
た
の
は
、
千
賀
博
士
渡
独
の
五
か
月
前
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
二
月

一
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
年
、
文
部
省
の
留
学
費
の
期
限
が
迫
り
、
延
長
手
続
を
始
め
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
『
懐
旧

録
』
に
よ
る
と
、
ア
ル
ト
ホ
フ
か
ら
直
接
日
本
語
講
師
就
任
へ
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
は
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
末
の
こ
と
で
あ
っ

た
（
52
）

。「
余
は
早
速
教
務
省
に
行
つ
て
、
ア
ル
ト
ホ
フ
氏
に
会
つ
て
事
情
を
訊
い
た
と
こ
ろ
が
、
ア
ル
ト
ホ
フ
氏
が
云
ふ
の
に
は
、
今
年
の

四
月
か
ら
独
逸
の
政
府
で
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
附
属
と
し
て
東
洋
語
学
校
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
に
就
い
て
は
、
貴
君
に
日
本
語
の

授
業
を
依
頼
し
た
い
と
思
ふ
が
、
や
つ
て
貰
へ
る
だ
お
る
か
と
、
か
う
い
ふ
話
で
あ
つ
た
。
…
…
我
が
文
部
省
の
留
学
費
と
し
て
貰
つ
て

居
る
金
額
を
下
さ
れ
ば
そ
れ
で
宜
し
い
と
い
う
か
う
云
つ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
金
額
は
幾
ら
か
と
単
刀
直
入
に
問
は
れ
た
か
ら
、
一
ヶ
月

約
三
百
マ
ル
ク
で
あ
る
と
か
う
云
つ
た
と
こ
ろ
が
、
三
百
マ
ル
ク
は
遣
る
か
ら
ど
う
か
引
受
け
て
く
れ
と
い
ふ
や
う
な
話
で
あ
つ
た
。
そ

れ
で
は
や
り
ま
せ
う
と
云
う
て
、
忽
ち
約
束
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。」
こ
れ
は
ア
ル
ト
ホ
フ
自
身
が
直
接
に
日
本
語
講
師
の
人
選
に
当

た
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
井
上
哲
次
郎
の
日
記

（
53
）

は
、
こ
の
間
の
事
情
を
あ
ま
り
物
語
っ
て
い
な
い
。
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）

年
三
月
一
〇
日
「
文
部
大
臣
森
有
礼
氏
東
洋
学
校
教
師
云
々
ノ
儀
二
付
願
書
ヲ
送
ル
」
と
あ
り
、
一
四
日
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
退
校
し
て
、

半
年
間
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
旅
に
出
る
。
一
〇
月
に
東
洋
語
学
校
開
学
に
合
わ
せ
て
、
ベ
ル
リ
ン
に
戻
る
。
一
〇
月
二
日
「
ラ
ン
ゲ
氏
ト
共

ニ
教
授
ザ
ハ
ウ
氏
ヲ
訪
フ
ヒ
、
東
洋
語
学
校
講
師
（L

ektor

）
タ
ル
ベ
キ
条
約
ヲ
結
」
び
、
四
日
「
普
国
文
部
大
臣
ゴ
ス
レ
ル
氏
ヨ
リ
東

洋
学
（
校
）
講
師
ニ
命
ス
ト
ノ
辞
令
書
ヲ
受
」
け
て
い
る
。
二
七
日
「
東
洋
学
校
開
校
式
ア
リ
、
文
部
大
臣
ゴ
ス
レ
ル
、
グ
ラ
フ
ビ
ス
マ

ル
ク
大
学
長
シ
ユ
ウ
エ
ン
デ
ネ
ル
東
洋
学
校
長
ザ
ハ
ウ
氏
ノ
演
説
ア
リ
」
三
一
日
「
始
メ
テ
開
講
、
聴
者
十
五
人
」
で
あ
っ
た
。

七
二



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
九
一
）

井
上
哲
次
郎
と
千
賀
博
士
と
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
交
流
は
井
上
日
記
『
懐
中
雑
記
』
第
一
冊
及
び
第
二
冊
か
ら
断
片
的
に
拾
う
こ
と

が
で
き
る
。

明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
五
月
二
七
日
「
夜
グ
ー
ル
ベ
氏
ニ
招
燕
セ
ラ
ル
、
千
賀
氏
亦
来
ル
、
一
一
時
ニ
帰
ル
、
此
日
烈
風
雷
雨
。」

明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
二
月
一
六
日
「
小
松
原
英
太
郎
氏
ニ
招
燕
セ
ラ
ル
、
千
賀
氏
亦
来
会
ス
」。
二
月
二
一
日
「
千
賀
氏
来
訪
」、

一
二
月
一
七
日
「
千
賀
氏
書
状
ヲ
送
ル
」。

明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
五
月
一
三
日
「
太
沽
（
多
湖
？
）
千
賀
二
氏
ト
共
ニW

erder

ト
云
ヘ
ル
一
小
邨
ニ
行
テ
桜
花
ヲ
観
ル
、
花
白

ク
紅
色
ヲ
帯
ビ
ズ
、
樹
小
ニ
シ
テ
風
趣
ニ
乏
ク
、
路
悪
ク
塵
多
ク
、
日
東
ノ
山
水
ニ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
遠
シ
」。
七
月
五
日
「
博
多
川
端
并

ニ
千
賀
氏
ニ
書
状
ヲ
送
ル
応
当
氏
来
訪
ス
」。
九
月
二
六
日
「
夜
千
賀
氏
ニ
書
状
ヲ
送
ル
」。
一
〇
月
二
〇
日
「
倫
敦
ノ
ス
タ
ン
フ
ヲ
ル
ド

氏
、
巴
里
ノ
マ
レ
ス
ク
氏
并
ニ
千
賀
鶴
太
郎
井
上
円
了
両
氏
二
通
信
ス
」。

井
上
哲
次
郎
は
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
五
月
二
四
日
、「
明
年
八
月
を
以
て
日
本
に
還
る
こ
と
に
決
定
」
し
た
。
そ
の
旨
の
書
状
を

同
日
文
部
大
臣
榎
本
氏
に
送
っ
て
い
る
。「
自
歴
譜
1
」
で
千
賀
博
士
が
か
つ
て
哲
学
会
を
通
じ
て
井
上
哲
次
郎
と
の
知
己
を
得
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
が
、
ベ
ル
リ
ン
東
洋
語
学
校
日
本
語
講
師
の
後
任
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
年

の
九
月
二
九
日
「
印
度
人
杜
留
華
、
拿
沙
爾
、
支
那
人
張
徳
彝
、
姚
文
棟
、
陶
榘
林
、
桂
林
、
潘
飛
声
、
暹
羅
人
一
名
并
に
日
高
真
実

（
54
）

千

賀
鶴
太
郎
の
一
〇
名
を
招
燕
す
、
拿
沙
爾
及
び
暹
羅
人
故
あ
り
て
不　
レ
来
」
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
桂
林
、
潘
飛
声
の
二
人
は
東
洋
語
学

校
の
中
国
語
教
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
て
い
た
人
物
で
、
桂
林
は
日
本
で
も
外
国
語
学
校
で
教
え
た
経
験
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。
外
国
語
学

校
と
関
係
の
あ
る
集
ま
り
に
千
賀
博
士
も
招
か
れ
て
い
る
。
日
高
真
実
（
一
八
六
四
〜
一
八
九
四
）
は
「
最
初
の
帝
国
大
学
教
育
学
教
授
」

と
呼
ば
れ
、
日
本
の
教
育
学
の
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
年
頭
一
月
一
日
「
千
賀
鶴
太
郎
来
訪
」
と
あ
り
、

七
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
九
二
）

四
月
一
日
「
黒
田
多
湖
シ
ュ
ミ
ッ
ト
三
氏
に
書
状
を
送
る
、」
潘
飛
声
と
共
に
千
賀
氏
を
訪
ふ
、」。
七
月
二
六
日
「
千
賀
、
日
高
、
加
納
、

潘
、
桂
、
グ
ラ
マ
ツ
キ
ー
、
マ
ン
ヘ
ン
、
フ
ラ
ン
ツ
、
田
中
舘
、
九
名
を
招
燕
ス
」。
八
月
一
日
「
東
洋
学
校
閉
校　

知
己
ノ
人
三
〇
余

人
ヲ
一
酒
店
ニ
招
燕
ス
、
…
…
。」
と
、
東
洋
語
学
校
の
講
義
を
終
え
て
、
帰
国
に
向
け
て
の
宴
に
千
賀
博
士
が
招
か
れ
、
五
日
に
は
千

賀
博
士
か
ら
井
上
哲
次
郎
へ
の
返
礼
の
宴
が
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
際
に
博
士
か
ら
送
別
の
詩
二
篇
が
送
ら
れ
て
い
る
。「
…
…
夜
、

千
賀
氏
ニ
招
燕
セ
ラ
ル
、
氏
送
別
ノ
詩
ア
リ
、
其
一
ニ
云
ク
「
胸
中
自
有
古
人
道
、
高
遠
深
思
入　
二
神
島　
一
、
天
下
滔
々
趁　
二
世
潮　
一
、

憑　
レ
君
欲　
レ
返
狂
瀾
倒
」、
其
二
ニ
云
く
「
心
蓄
経
邦
策
万
言
、
海
東
帰
去
別
開
別　
レ
門
、
要　
レ
伸
鴻
鵠
凌
霄
志
、
遮
莫
雀
声
燕
語
喧
」」。

六
日
「
…
…
千
賀
、
ブ
リ
ル
、
ホ
ン
ベ
ル
ト
、
プ
ロ
ジ
ト
四
氏
ニ
書
状
ヲ
送
ル
。」
七
日
「
…
…
午
後
七
時
伯
林
城
ヲ
出
発
ス
三
好
、
吉

川
、
有
森
、
篠
田
、
二
宮
、
日
高
、
田
中
舘
、
久
保
、
千
賀
諸
氏
并
ニ
清
人
桂
林
姚
文
棟
、
潘
飛
声
、
其
外
東
洋
学
校
生
徒
フ
ン
ベ
ル
ト
、

ベ
ッ
ク
、
プ
ロ
ジ
ツ
ト
等
送
来
。」
井
上
哲
次
郎
の
見
送
り
の
中
に
千
賀
博
士
の
姿
も
あ
っ
た
。

こ
の
間
に
、
千
賀
博
士
の
東
洋
語
学
校
日
本
語
講
師
の
人
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
公
文
書
館
の
千
賀
博
士
の
フ
ァ
イ
ル
に
は
、「
自

歴
譜
1
」
の
ほ
か
に
、
契
約
に
関
す
る
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
№
18
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
五
月
二
九
日
付
で
契
約
内
容
を

示
し
た
文
書
で
あ
り
、
こ
れ
に
先
立
つ
五
月
一
六
日
付
の
六
項
目
に
わ
た
る
条
件
提
示
の
文
書
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
た
内
容
に
な
っ
て

る
。
そ
の
第
三
項
に
は
年
俸
二
、四
〇
〇
マ
ル
ク
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
№
19
、
20
も
、
そ
れ
ぞ
れ
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
一
〇

月
三
一
日
付
、
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
一
〇
月
三
〇
日
付
で
契
約
更
新
に
関
す
る
文
書
で
あ
り
、
第
三
項
は
同
じ
で
あ
る
。
東
洋
語

学
校
の
三
年
課
程
で
あ
る
こ
と
に
合
わ
せ
、
千
賀
博
士
の
場
合
、
三
年
毎
の
更
新
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
55
）

。 七
四



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
九
三
）

結
び
に
か
え
て

以
上
、
ベ
ル
リ
ン
・
ダ
ー
レ
ム
に
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
「
自
歴
譜
1
」
と
博
士

論
文
第
一
部
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
自
歴
譜
2
」
を
手
が
か
り
に
、
千
賀
博
士
の
前
半
生
を
辿
っ
て
き
た
。
後
年
に
書
か
れ
た
千
賀
博
士
の

種
々
の
回
想
記
を
除
く
と
、
日
記
な
ど
博
士
自
身
が
書
か
れ
た
も
の
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

本
稿
で
は
、
間
接
的
な
か
た
ち
で
、
二
つ
の
「
自
歴
譜
」
の
背
景
を
探
る
に
と
ど
ま
ざ
る
を
え
ず
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
博
士
の
学

生
生
活
の
実
情
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い

（
56
）

。
千
賀
博
士
自
身
の
研
究
と
は
離
れ
る
た

め
、
東
洋
語
学
校
に
関
す
る
検
討
も
部
分
的
に
し
か
な
し
え
な
か
っ
た
が
、
東
洋
語
学
校
と
い
う
一
つ
の
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
組
織
の
検
討

を
通
じ
て
、
か
つ
て
上
山
安
敏
氏
が
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
そ
の
社
会

（
57
）

』
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
ド
イ
ツ
・
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
の
問
題
に
も
あ
ら
た
め
て
近
づ
け
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ア
ル
ト
ホ
フ
が
哲
学
部
の
オ
リ
エ
ン
ト
語
教
授
ザ
ッ
ハ
ウ
を
校
長
に

据
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
と
帝
国
政
府
と
の
間
を
巧
み
に
立
ち
回
り
な
が
ら
、
東
洋
語
学
校
と
い
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
設
置
し
、
さ
ら
に
は

大
学
自
体
か
ら
独
立
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
を
創
出
す
る
と
い
う
ア
ル
ト
ホ
フ
の
大
き
な
構
想
を
知
る
時
、
あ
ら
た
め
て
彼
の
大
学
・
学
問
政

策
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る（

58
）

。

（
1
） 

渡
辺
利
喜
子
「
千
賀
鶴
太
郎
と
森
鴎
外
│
「
独
逸
日
記
」
と
「
舞
姫
」
を
た
ど
る
」『
作
文
』
第
一
六
〇
集
、
平
成
七
年
五
月
一
日
刊
、
二
六

頁
。

（
2
） 

千
賀
博
士
の
経
歴
を
に
つ
い
て
主
と
し
て
参
照
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
『
大
日
本
博
士
録
（
一
八
八
八
〜
一
九
二
〇
）
第
一
巻

七
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
九
四
）

〈
全
六
巻
之
内
〉
法
学
博
士
及
薬
学
博
士
之
部
』（
発
展
社
、
大
正
一
〇
年
一
月
一
一
日
刊
五
八
、
五
九
頁
、
②
矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法

教
育
（
1
）」『
法
学
新
報
』
第
四
四
巻
第
三
号
（
昭
和
九
年
三
月
刊
）
九
八
、
九
九
頁
、
③
『
日
本
人
名
大
事
典
（
新
撰
大
人
名
辞
典
）』
第
三
巻

（
平
凡
社
、
昭
和
一
二
年
一
〇
月
二
二
日
初
版
第
一
刷
刊
。
昭
和
五
四
年
七
月
一
〇
日
、
覆
刻
版
第
一
刷
刊
）、
④
田
中
誠
一
編
著
『
備
作
人
名
大
辞

典 
乾
巻
』（
備
作
人
名
大
辞
典
刊
行
会
、
昭
和
一
四
年
四
月
一
日
刊
。
復
刻
：
臨
川
書
店
、
昭
和
四
九
年
八
月
二
〇
日
刊
〈
全
二
冊
〉）

四
二
三
、
四
二
四
頁
、
⑤
『
京
都
帝
国
大
学
史
』（
京
都
帝
国
大
学
、
昭
和
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
刊
）（
法
科
大
学
創
立
前
記
）：
八
八
、
八
九
頁
、

（
国
際
公
法
）：
一
七
二
頁
以
下
、（
羅
馬
法
）：
二
〇
三
頁
以
下
等
。『
京
都
大
学
七
〇
年
史
』（
京
都
大
学
、
昭
和
四
二
年
一
一
月
三
日
刊
）
三
四
八
、

 

三
六
八
、 

三
八
四
頁
。『
京
都
大
学
百
年
史 

部
局
史
編 

一
』
二
四
三
、 

二
四
四
、 

二
四
八
、 

二
五
〇
、 

二
六
七
、 

三
〇
九
、 

三
一
二
、 

三
一
三
、

 

三
二
九
、 

三
三
〇
頁
。
な
お
、
佐
藤
篤
士
「
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
役
割
│
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る
一
つ
の
反

省
│
」『
早
稲
田
法
学
』
第
40
巻
第
一
号
（
昭
和
四
〇
年
一
月
二
〇
日
刊
）
五
三
│
九
九
頁
、
と
く
に
五
九
、
六
三
頁
、
同
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研

究
』
敬
文
堂
出
版
部
、
昭
和
五
〇
年
四
月
二
五
日
刊
に
、
第
一
章
「
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
発
達
│
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み

に
た
い
す
る
一
反
省
│
」
と
改
題
し
て
再
録
、
一
│
四
六
頁
。

（
3
） 

明
治
三
二
年
九
月
一
一
日
付
『
官
報
』
四
八
六
一
号　

明
治
三
二
年
九
月
一
二
日
。

（
4
） 

明
治
三
二
年
九
月
一
二
日
付
『
官
報
』
四
八
六
二
号　

明
治
三
二
年
九
月
一
三
日
。

（
5
） 

吉
原
達
也
編
「
千
賀
鶴
太
郎
博
士
述
『
羅
馬
法
講
義
』（
1
）『
広
島
法
学
』
第
三
二
巻
第
三
号
（
平
成
二
一
年
一
月
三
一
日
刊
）、（
2
）　

同

第
三
二
巻
第
四
号
（
平
成
二
一
年
三
月
二
〇
日
刊
）、（
3
）　

同
第
三
三
巻
第
一
号
（
平
成
二
一
年
六
月
三
〇
日
刊
）、（
4
）　

同
第
三
三
巻
第
二
号

（
平
成
二
一
年
一
〇
月
三
〇
日
刊
）、（
5
・
完
）　

同
第
三
三
巻
第
三
号
（
平
成
二
二
年
一
月
二
二
日
刊
）。

（
6
） 

吉
原
丈
司
・
吉
原
達
也
編
『
千
賀
鶴
太
郎
博
士
・
戸
水
寛
人
博
士
・
池
辺
義
象
氏
略
年
譜
・
著
作
目
録
│
日
本
ロ
ー
マ
法
学
七
先
生
略
年
譜
・

著
作
目
録
（
千
賀
博
士
・
戸
水
博
士
限
定
追
加
版
）│ 

│
ロ
ー
マ
法
・
法
制
史
学
者
著
作
目
録
選
（
第
九
輯
）│
』
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
三

月
三
一
日
刊
。
冊
子
版
、
Ｃ
Ｄ
版
あ
り
。
同
『
春
木
一
郎
博
士
・
原
田
慶
吉
教
授
・
田
中
周
友
博
士
・
船
田
享
二
博
士
・
武
藤
智
雄
教
授
・
千
賀
鶴

太
郎
博
士
・
戸
水
寛
人
博
士
・
池
辺
義
象
氏
略
年
譜
・
著
作
目
録
│
日
本
ロ
ー
マ
法
学
七
先
生
略
年
譜
・
著
作
目
録
（
新
訂
版
）│ 

│
ロ
ー
マ
法
・

法
制
史
学
者
著
作
目
録
選
（
第
一
〇
輯
）│
』（
平
成
二
五
年
九
月
一
日
刊
）
に
新
訂
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
種
々
の

七
六



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
九
五
）

文
献
資
料
及
び
知
見
を
つ
ね
に
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
共
編
者
吉
原
丈
司
に
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
7
） 

こ
の
綴
り
に
は
、
日
本
語
講
師
（L

ektor

）
と
し
て
、
1
．D

r. T
etsujiro Inouye 

（
井
上
哲
次
郎
）, 1888/1890

、
2
．T

surutaro S
enga

（
千
賀
鶴
太
郎
）, 1890

、
3
．D

r. K
inji T

ajim
a

（
田
島
錦
治
）, 1899

、
4
．R

inich M
akita, 1900

、
5
．H

elm
ann P

laut

（S
prachlehler

） 

1900
、
6
．S

uyew
o Iw

aya

（
巌
谷
季
雄
﹇
小
波
﹈）, 1900

、
7
．T

akahira T
suji

（
辻
高
衡
）, 1902. 

の
記
録
（1888-1903

）
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。

（
8
） 

一
八
九
七
年
の
千
賀
博
士
の
ド
イ
ツ
語
博
士
論
文
刊
本
に
は
二
種
類
の
も
の
が
存
在
す
る
。
一
は
、G

estaltung und K
ritik der heutigen 

K
onsulargerichtsbarkeit in Japan, D

ruck von L
eonhard S

im
ion, B

erlin 

﹇1897

﹈, iv, 106 p. 23cm

で
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
、
京
都

大
学
法
学
部 

図
書
室
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
情
報
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
中
央
長
谷
川
文
庫
、
一
橋
大

学
附
属
図
書
館
古
典
ギ
ー
ル
ケ
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
一
つ
は
、G

estaltung und K
ritik der heutigen K

onsulargerichtsbarkeit in 

Japan, R
.L

. P
rager, B

erlin 1897, vi, 160p. 24cm

で
、
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
書
庫
参
考
、
一
橋
大
学 

附
属
図

書
館
古
典
ギ
ー
ル
ケ
文
庫
及
び
日
本
大
法
学
部
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
名
古
屋
大
学
法
学
部
図
書
室
所
蔵
の
後
者
の
復
刻
版
が

あ
る
。
二
種
類
の
博
士
論
文
は
、
同
じ
題
名
で
同
じ
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
の
総
頁
が
ⅳ
、
一
〇
六
頁
、
後
者
の
そ
れ
は
ⅵ
、
一
六
〇
頁

と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
前
者
がD

ruck von L
eonhard S

im
ion

、
後
者
がR

.L
. P

rager

と
い
う
別
々
の
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
入
手
し
え
た
一
橋
大
学
所
蔵
本
の
部
分
コ
ピ
ー
と
、
日
大
法
学
部
所
蔵
本
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
二
冊
の
異
同
を

略
述
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
一
橋
大
学
所
蔵
本
の
表
紙
に
は
、G

estaltung und K
ritik der heutigen K

onsulargerichtsbarkeit in 

Japan./IN
A

U
G

U
R
A

L
-D

IS
S
E
R
T
A

T
IO

N
/ Z

U
R
/ E

R
L
A

N
G

U
N

G
 D

E
R
 D

O
K

T
O

R
W

Ü
R
D

E
/ G

E
N

E
M

IG
T
/ V

O
N

 D
E
R
 

JU
R

IS
T

IS
C

H
E

N
 F

A
K

U
L

T
Ä

T
/ D

E
R

/ K
Ö

N
IG

L
IC

H
 F

R
IE

D
R

IC
H

-W
IL

H
E

L
M

S
-U

N
IV

E
R

S
IT

Ä
T

 Z
U
 

B
E
R
L
IN

/ U
N
D
/ Z

U
G
L
E
IC

H
/ M

IT
 D

E
N
 A

N
H
Ä
N
G
T
E
N
 T

H
E
S
E
N
/ Ö

F
F
E
N
T
L
IC

H
 Z

U
 V

E
R
T
H
E
ID

IG
E
N
/ am

 22. Juli 

1897/ V
O
N
/ T

surutaro S
enga// O

P
P
O
N
E
N
T
E
N
: H

err cand. iur. G
eorg K

utzner/ “cand. iur. W
alter M

etzner/” stud. iur. H
ans 

G
entzen/ B

erlin/ D
ruck von L

eonhard S
im

ion/ W
ilhelm

strasse 121 
と
あ
り
、
表
紙
裏
に
は
、D

ie vollständige A
rbeit, von der m

it 

B
ew

illigung der hohen juristischer F
akultät hier nur die erste A

btheilung gedrückt ist, w
ird im

 V
erlag R

.L
.P

rager in B
erlin 

七
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
九
六
）

erschienen.

つ
ま
り
「
法
学
部
の
承
認
を
得
て
こ
こ
に
第
一
部
の
み
印
刷
さ
れ
た
る
本
書
完
全
版
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
Ｒ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ガ
ー
書
店
よ

り
刊
行
の
予
定
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
頁
下
部
に
、
三
三
頁
注
六
二
の
誤
植
訂
正
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
表
紙
に
は
、

G
estaltung und K

ritik/ der heutigen/ K
onsulargerichtsbarkeit/ in Japan/ Z

w
ei A

btheilungen von/ T
surutaro S

enga/ D
r.iur.

utr./ B
erlin/ V

erlag von R
.L

. P
rager/ 1897

と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
そ
の
表
紙
裏
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
博
士
論
文
の
第
一

部
の
み
を
印
刷
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
の
後
第
二
部
も
収
録
し
た
完
全
版
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
前
者
の
目
次
は
、
表
紙
か

ら
数
え
て
ⅲ
〜
ⅳ
頁
に
あ
た
り
、
次
頁
か
ら
本
文
が
始
ま
る
。
今
目
次
に
よ
り
そ
の
章
立
て
だ
け
を
記
す
と
、
序
説　

日
本
に
お
け
る
領
事
裁
判
権

の
法
的
基
礎
／
第
1
部　

日
本
に
お
け
る
領
事
裁
判
権
の
現
代
的
形
成
／
第
1
章　

領
事
裁
判
所
の
管
轄
権
／
第
2
章　

領
事
裁
判
所
の
組
織
／
第

3
章　

領
事
裁
判
所
の
手
続
／
第
4
章　

適
用
さ
れ
る
べ
き
実
体
法
／
付
説　

領
事
の
警
察
的
権
限
、
と
あ
る
。
後
者
の
表
紙
の
裏
に
は
、
プ
ラ

ガ
ー
書
店
の
マ
ー
ク
が
あ
り
、
ⅲ
頁
目
に
前
書
が
記
さ
れ
、
ⅳ
頁
目
は
空
白
と
さ
れ
、
ⅴ
〜
ⅵ
頁
に
目
次
が
収
録
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
第
一
部

に
つ
い
て
前
者
の
章
立
て
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
に
続
い
て
、
第
二
部　

日
本
に
お
け
る
現
代
領
事
裁
判
権
批
判
／
第
一
章　

領
事
裁
判
権
と
日
本

国
家
主
権
と
の
対
立
／
第
二
章　

領
事
裁
判
権
の
理
論
的
実
務
的
形
成
の
法
的
瑕
疵
、
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ⅶ
頁
目
は
誤
植
訂
正
表
、
ⅷ
頁

目
は
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
一
〜
一
〇
六
頁
ま
で
は
、
基
本
的
に
同
じ
判
型
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
ⅶ
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
七
つ
の
誤
植
訂
正
の
う
ち
、
三
三
頁
注
六
二
の
そ
れ
は
す
で
に
前
者
の
表
紙
裏
に
記
さ
れ
な
が
ら
、
後
者
の
本
文
で
の

訂
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
も
ち
ろ
ん
、
本
文
の
第
二
部
が
収
録
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

構
成
上
の
相
違
と
し
て
さ
ら
に
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
前
者
第
一
部
末
尾
一
〇
六
頁
の
次
頁
に
、
課
題T

hese

と
し
て
、「
1　

主

観
的
意
味
に
お
け
る
権
利
は
、W

ollen-dürfen

と
同
一
で
あ
る
。
／
2　

l.63 D
. de re judicata 42, 1

で
言
及
さ
れ
て
い
る
質
の
例
は
信
託
の

み
と
関
係
す
る
と
い
う
見
解
は
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
／
3　

教
皇
は
主
権
者
で
あ
る
。
／
4　

保
護
民
は
日
本
に
お
け
る
領
事
裁
判
権

に
服
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」
の
四
問
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
は
、
前
者
の
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
三
人
の
対
論
者
と
の
公
開
討
論
の
課

題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
は
、
そ
の
裏
頁
に
、C

urriculum
 vitae

と
題
す
る
ド
イ
ツ
語
文
の
自
歴
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
の
自

歴
譜
は
完
全
版
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
9
） John S

teuart M
ill, A

 system
 of logic, ratiocin

ative an
d

 in
d

u
ctive: bein

g a con
n

ected
 view

 of th
e prin

ciples of evid
en

ce, 

七
八



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
九
七
）

an
d

 th
e m

eth
od

s of scien
tifi c in

vestigation 

（John S
tuart M

ill collection; 1

） L
ondon: John W

. P
arker, 1843, 2 vols.; A

 system
 

of logic, ratiocin
ative an

d
 in

d
u

ctive: bein
g a con

n
ected

 view
 of th

e prin
ciples of evid

en
ce an

d
 th

e m
eth

od
s of scien

tifi c 

in
vestigation; editor of the text, J.M

. R
obson; introduction by R

.F
. M

cR
ae 

（C
ollected w

orks of John S
tuart M

ill; v. 7-8

）, 

T
oronto: U

niversity of T
oronto P

ress/L
ondon: R

outledge &
 K

egan P
aul, 1973-1974.

（
10
） 

哲
学
会
雑
誌
第
一
冊
第
貳
号
四
一
頁
「
哲
学
ノ
必
要
ヲ
論
シ
テ
本
会
ノ
沿
革
ニ
及
フ
（
前
号
ノ
続
）」「
今
其
創
立
以
来
ノ
記
事
ヲ
略
叙
ス
ル
ニ

明
治
一
七
年
一
月
二
六
日
有
志
数
十
名
学
習
院
内
ニ
相
会
シ
本
会
創
立
ノ
事
ヲ
議
シ
規
則
八
条
ヲ
設
ク
之
ヲ
本
会
創
立
第
一
会
ト
ス
当
日
入
会
ノ
承

諾
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
加
藤
弘
之
西
周
中
村
正
直
西
村
茂
樹
外
山
正
一
原
坦
山
島
地
默
雷
北
畠
道
龍
氏
以
下
総
シ
テ
二
九
名
ナ
リ
」

（
11
） J.R

. S
eeley

（
シ
ー
リ
ー
、
一
八
三
四
〜
一
八
九
五
）: L

ife an
d

 tim
es of S

tein
 or G

erm
an

y an
d

 P
ru

ssia in
 th

e N
apoleon

ic A
ge, 

3 vols., C
am

bridge U
niversity P

ress, 1878. 

た
だ
し
刊
本
に
は
各
種
あ
る
。
同
書
に
つ
い
て
、
発
智
正
三
郎
（
一
九
二
二
〜
一
九
七
一
）「J.R

. 

S
eeley

に
よ
るS

tein

の
伝
記
│
政
治
家S
tein

と
そ
の
時
代
│
」『
横
浜
国
立
大
学
人
文
紀
要 

第
一
類
、
哲
学
・
社
会
科
学
』
第
六
輯
（
昭
和

三
三
年
九
月
三
〇
日
刊
）
四
三
〜
六
八
頁
参
照
。
後
、『
発
智
正
三
郎
│
論
文
と
思
い
出
│
』
発
智
千
恵
子
、
徹
夫
編
、
大
学
教
育
社
、
昭
和
五
〇

年
一
〇
月
二
〇
日
刊
、
五
六
〜
八
七
頁
に
再
録
。

（
12
） 

シ
ヰ
マ
ン
著
、
千
賀
鶴
太
郎
抄
訳
『
政
党
弊
害
論 

全
』
東
京
・
丸
家
善
七
、
明
治
一
六
年
四
月
刊
（
表
紙
に
よ
る
。
奥
付
で
は
同
年
三
月
刊

と
あ
る
。）、
六
九
頁
。
原
著
は
、S

eam
an, E

zra C
. 1805-1880, T

h
e A

m
erican

 system
 of govern

m
en

t. Its ch
aracter an

d
 w

orkin
gs, 

its d
efects, ou

tsid
e party m

ach
in

ery an
d

 in
flu

en
ces, an

d
 th

e prosperity of th
e people u

n
d

er its protection
,. N

ew
 Y

ork, 

S
cribner, 1870

で
あ
り
、
そ
の
第
二
章
か
ら
の
抄
訳
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
第
二
章
の
原
題
と
各
節
名
を
以
下
に
掲
げ
る
。C

H
A
P
T
E
R
 

II. W
O
R
K
IN

G
S
 O

F
 O

U
R
 S

Y
S
T
E
M

 O
F
 G

O
V
E
R
N
M

E
N
T
 

│O
U
T
S
ID

E
 P

A
R
T
Y
 O

R
G
A
N
IZ

A
T
IO

N
S
 A

N
D
 M

A
C
H
IN

E
R
Y
 T

O
 

C
A
R
R
Y
 IT

 O
N
, A

N
D
 T

H
E
IR

 IN
F
L
U
E
N
C
E
S

│ R
E
M

E
D
IE

8 S
U
G
G
E
S
T
E
D
 F

O
R
 IT

S
 D

E
F
E
C
T
S
, 55-124.. S

ec. 1. P
opular 

elections, and their infl uences upon politicians and people. S
E
C
. 2. P

artisanship, and its infl uence upon the m
ind, and upon the 

conduct of m
an. S

ec. 3. P
arty organizations and nom

inating conventions
│how

 m
an-aged. S

ec. 4. C
orrupting tendencies of bad 

party practices and theories. S
ec. 5. O

bjects and purposes of party organizations, creeds, and plat-form
s. S

ec. 6. T
he party 

七
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
五
九
八
）

cry of principles not m
en, is delusive. S

ec. 7. B
oth parties should be represented upon every adm

inistrative, corporate, and 

election board of offi  cers. S
ec. 8. N

ecessary qualifi cations of public offi  cers, and of voters. S
ec. 9. E

lem
ents of character, 

w
hich com

m
end m

en to the favor of party politicians. S
ec. 10. T

endencies and eff ects of party organizations, creeds, and 

platform
s, and party discipline. S

ec. 11. P
ractical sovereignty

│how
 exercised. S

ec. 12. T
he exercise of the appointing pow

er, 

and party services to be rew
arded. S

ec. 13. D
ifferences of race and language, religion and m

anners, are all sources of 

clannishness and discord. S
ec. 14. U

ses of negro suffrage, and of the exercise of political pow
er by the negro, as an 

experim
ent. S

ec. 15. P
arty com

m
ittees and political societies and clubs, and their infl uences. S

ec. 16. T
he new

spaper press

│

its party dependence
│intolerance

│ slander and abuse of public m
en. S

ec. 17. C
orporations, and the abuses of pow

er by their 

offi  cers. S
ec. 18. P

rom
inent party abuses of pow

er. S
ec. 19. R

em
edies suggested for political evils.

本
書
は
二
〇
年
後
明
治
三
六
年

に
復
刊
さ
れ
て
い
る
。
シ
ヰ
マ
ン
著
、
千
賀
鶴
太
郎
抄
訳
『
政
党
弊
害
論
』（
訳
者
兼
発
行
者
：
千
賀
鶴
太
郎
、
発
兌
元
：
京
都
・
経
済
時
報
社
、

東
京
・
冨
山
房
、
明
治
三
六
年
一
月
一
〇
日
復
刊
発
行
（
表
奥
付
で
は
初
版
は
明
治
一
六
年
三
月
二
日
出
版
と
あ
る
。）、
五
五
頁
。
復
刊
緒
言
を
以

下
に
掲
げ
る
。「
政
党
弊
害
論
復
刊
緒
言
／
余
初
め
て
茲
書
を
上
梓
せ
し
は
明
治
一
六
年
の
春
に
し
て
我
議
会
第
一
回
の
選
挙
に
先
つ
こ
と
実
に

七
ヶ
年
な
り
き
当
時
輿
論
は
已
に
翹
首
企
踵
し
て
大
憲
の
制
定
を
望
み
た
り
と
雖
も
何
人
も
議
会
の
開
設
に
因
り
て
我
邦
に
如
何
な
る
政
党
を
生
ず

べ
き
か
を
予
想
す
る
能
は
ず
況
ん
や
其
利
病
得
喪
の
如
き
は
誰
か
之
を
討
究
せ
し
も
の
あ
ら
む
此
時
に
方
り
余
偶
々
米
国
人
シ
ー
マ
ン
な
る
も
の
ヽ

書
を
繙
き
て
北
米
合
衆
国
の
政
党
に
容
易
な
ら
ざ
る
弊
害
を
醸
せ
し
こ
と
に
注
目
し
た
れ
ば
試
に
之
を
抄
訳
し
て
一
小
冊
子
と
為
し
政
党
弊
害
論
と

題
し
て
我
政
客
の
参
考
に
供
し
た
り
是
れ
我
邦
に
政
党
起
ら
ば
或
は
米
国
の
覆
轍
を
履
む
に
至
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
た
る
が
為
め
の
み
其
後
我
議
会
の

開
設
と
共
に
我
世
界
の
有
力
者
は
各
々
旗
幟
を
掲
げ
て
鹿
を
中
原
に
逐
ふ
に
至
り
た
る
も
余
は
明
治
一
七
年
よ
り
凡
一
六
ヶ
年
の
間
歐
洲
に
留
ま
り

た
れ
ば
遂
に
我
政
党
の
実
況
如
何
を
知
悉
す
る
に
遑
あ
ら
ず
方
今
其
趨
勢
の
向
ふ
所
果
し
て
米
国
の
覆
轍
を
履
み
つ
ヽ
あ
り
や
否
や
余
敢
て
之
を
断

言
す
せ
ず
然
り
と
雖
も
一
に
も
斯
る
傾
向
あ
り
と
せ
ば
我
邦
の
不
幸
之
よ
り
大
な
る
は
莫
か
ら
む
是
れ
再
び
茲
書
を
梓
行
し
て
聊
我
政
界
に
規
す
る

所
あ
ら
ん
と
欲
す
る
所
以
な
り
／
明
治
三
五
年
一
二
月
第
一
七
回
議
会
解
散
の
当
日
加
茂
林
中
の
草
庵
に
於
て
一
九
年
前
の
訳
者
識
」。

（
13
） 

バ
コ
ン
著
『
第
一
世
拿
破
利
翁
放
言
』（
訳
者
兼
出
版
人
：
千
賀
鶴
太
郎
、
発
兌
書
林
：
岡
山
県
西
尾
吉
太
郎
、
初
版
：
明
治
一
四
年
五
月
一

八
〇



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
五
九
九
）

日
刊
、
二
版
：
明
治
一
九
年
一
〇
月
九
日
刊
、
七
五
頁
。
拿
破
利
翁
：
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
一
七
六
九
〜
一
八
二
一
）、
バ
コ
ン
：
英
国
人　

中
村
敬
宇

（
正
直
）
の
序
文
あ
り
。
評
点
：
関 

新
吾
、
小
松
原
英
太
郎
。
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〈http://kindai.ndl.go.jp/

index.htm
l

〉

に

収

録
。

原

著

は
、B

lum
er, E

dith W
alford 

（ed.

）, N
apolen

 I T
h

e T
able T

alk an
d

 O
pin

ion
s of N

apoleon
 

B
u

on
aparte, L

ondon, S
am

pson L
ow

, S
on, and M

arston 1868.

〈http://books.google.com
/books?id=cxeM

N
Z
g4JC

U
C
&
printsec=f

rontcover&
hl=ja&

source=gbs_v2_sum
m
ary_r&

cad=0#v=onepage&
q=&

f=false

〉　

著
者
が
「
バ
コ
ン
」
と
さ
れ
る
の
は
、
当
該
表
紙
の
題

辞
に‘“sic cogitavit” B

acon’

「『
彼
は
か
く
思
惟
し
た
』
│
ベ
イ
コ
ン
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
誤
解
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
のB

acon

が
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ンF

rancis B
acon 

（1561

〜1626

）
で
あ
る
と
す
る
と
、“sic cogitavit”

な
る
題
辞
は
、
一
六
二
〇
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』（N

ovum
 O

rganum

）
の
巻
頭
に
記
さ
れ
た‘F

ranciscus de V
erulam

io sic cogitavit’

「
フ
ラ
ン
シ

ス
ク
ス
・
デ
・
ヴ
ェ
ル
ラ
ミ
オ
は
か
く
思
惟
し
た
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
冒
頭
の
一
節
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
序
詞
自
体
は
厳

密
に
は
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』
を
第
二
部
と
す
る
『
諸
学
の
大
革
新
』
全
体
の
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
第
二
部
が
先
行
し
て
出
版
さ
れ
た
関
係
で
、

国
王
へ
の
献
辞
と
と
も
に
、
第
二
部
本
文
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
：cf. G

raham
 R

ees/M
aria W

akely, T
h

e O
xford

 F
ran

cis B
acon

: 

T
h

e In
stau

ratio M
agn

a P
art II: N

ovu
m

 O
rgan

u
m

 an
d

 A
ssociated

 T
exts 

（O
xford E

nglish T
exts

）, 2004, O
xford U

niversity 

P
ress on D

em
and; illustrated edition, p.2-3. 

「
ヴ
ェ
ル
ラ
ム
の
フ
ラ
ン
シ
ス
は
か
く
思
惟
し
、
か
つ
自
ら
次
の
よ
う
な
見
解
を
立
て
、
こ
れ

が
現
存
お
よ
び
後
世
の
人
々
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
深
い
係
わ
り
あ
り
と
信
じ
た
。
…
。」
桂
寿
一
訳
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』

（
岩
波
文
庫
、
昭
和
五
三
年
六
月
一
六
日
刊
）
一
三
頁
。
ベ
イ
コ
ン
は
、
一
六
一
七
年
一
月
に
大
法
官
と
な
り
、
七
月
に
ヴ
ェ
ル
ラ
ム
男
爵
に
、
さ

ら
に
一
六
二
一
年
一
月
に
は
セ
ン
ト
・
オ
ー
ル
バ
ン
ズ
子
爵
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
書
に
先
立
っ
て
、
一
六
〇
七
年
に
執
筆
さ
れ

一
六
五
三
年
に
初
め
て
印
刷
公
刊
さ
れ
たC

ogitata et V
isa 

（in: T
he W

orks of L
ord B

acon, w
ith an introductory E

ssay, and a 

P
ortrait, vol. 2, L

ondon 1865

）
と
い
う
作
品
で
も
、‘F

ranciscus B
acon sic cogitavit’

「
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
ス
・
ベ
イ
コ
ン
は
か
く
考
え
た
り
」

と
い
う
文
言
で
始
ま
り
、
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
冒
頭
でcogitavit et illud
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
形
式
が
践
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
ア
メ
リ

カ
の
詩
人
で
外
交
官
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ラ
ッ
セ
ル
・
ロ
ー
エ
ルJam

es R
ussell L

ow
ell 

（1819

〜1891

）
に
、‘F

ranciscus 

D
e V

erulam
io S

ic C
ogitavit’

「
フ
ラ
ン
シ
ス
・
オ
ブ
・
ヴ
ェ
ル
ラ
ム
か
く
思
惟
し
た
り
」
と
題
す
る
詩
（T

he C
om

plete W
ritings of Jam

es 

八
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
〇
〇
）

R
ussell L

ow
ell, M

oulton P
ress 2008, p.208

）
が
あ
る
。

（
14
） 

岡
山
大
学
附
属
図
書
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
池
田
家
文
庫
」「
先
祖
【
並
】
御
奉
公
之
品
書
上
」　

千
賀
家
関
係
、
原
本
未
見
、
平
成
二
三
年
六
月

マ
イ
ク
ロ
資
料
閲
覧
と
複
写
に
よ
る
。
同
じ
く
「
千
賀
武
四
郎
跡
目
僉
議
書
」「
池
田
家
文
庫
」
Ｕ
藩
士
（
奉
公
書
） D

3　

資
料
番
号 D

3-3282-

（10
）　

リ
ー
ル
番
号 Y

D
C
-017　

コ
マ
番
号 155 R

I　

http://ousar.lib.okayam
a-u.ac.jp/ikedake/m

icro/m
etadata/15902　

跡
目
：
忰
・

千
賀
鶴
太
郎
、
内
容
年
次　

寛
文
二
﹇
一
六
六
二
﹈
年
〜
文
久
元
﹇
一
八
六
一
﹈
年
も
参
照
。
池
田
家
文
庫
に
つ
い
て
は
、
倉
地
克
直
・
監
修
・
執

筆
『
池
田
家
文
庫
』
岡
山
大
学
付
属
図
書
館
、
平
成
二
〇
年
三
月
一
日
刊
（
電
子
カ
タ
ロ
グ
：w

w
w
.lib.okayam

a-u.ac.jp/ikeda/tanbou/

）、
倉

地
克
直
編
『
岡
山
藩
家
中
諸
士
家
譜
五
音
寄
』
第
一
巻
、
岡
山
大
学
文
学
部
研
究
叢
書　

七
、
岡
山
大
学
文
学
部
、
一
九
九
三
年
三
月
刊
、
第
二
巻
、

一
九
九
三
年
三
月
刊
、
第
三
巻
、
一
九
九
三
年
五
月
刊
を
参
照
。

（
15
） 

京
都
市
内
某
寺
塔
頭
内
に
博
士
の
墓
所
が
あ
る
。
過
日
展
墓
の
機
会
を
得
た
が
、
そ
の
墓
碑
に
は
「
安
政
四
年
二
月
十
日
相
州
鶴
ヶ
岡
八
幡
ノ

陣
営
ニ
生
ル
昭
和
四
年
三
月
十
九
日
京
都
下
鴨
瀬
見
川
庵
ニ
薨
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
墓
碑
に
出
生
地
が
「
相
州
鶴
ヶ
岡
八
幡
ノ
陣
営
」
と
さ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。「
池
田
家
文
庫
」（
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
の
前
出
資
料
中
、
千
賀
武
四

郎
の
項
に
は
、
幕
末
期
岡
山
藩
の
海
防
従
事
で
房
総
に
居
り
し
（
安
政
三
〈
一
八
五
六
〉
年
三
月
〜
安
政
六
〈
一
八
五
九
〉
年
四
月　

房
州
北
条
定

詰　

但
房
総
御
預
所
）
と
あ
り
、
こ
の
近
辺
に
は
「
関
東
の
三
鶴
」（
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
、
市
原
鶴
峯
八
幡
宮
、
北
条
〈
館
山
〉
鶴
谷
八
幡
宮
）
と

し
て
有
名
な
「
鶴
ケ
谷
八
幡
宮
」
が
存
在
す
る
。
墓
碑
に
い
う
「
相
州
鶴
ヶ
岡
八
幡
﹇
マ
マ
、
鶴
岡
八
幡
﹈
云
々
」
は
、
碑
銘
を
刻
さ
れ
た
嗣
子
・

千
賀
孝
善
氏
又
は
千
賀
鶴
太
郎
博
士
御
自
身
の
御
記
憶
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｄ
版
『
千
賀
鶴
太
郎

博
士
略
年
譜
・
著
作
目
録
』（
前
註（
6
））
一
八
頁
註
9
を
参
照
の
こ
と
。

（
16
） 

千
賀
鶴
太
郎
「
余
の
修
養
法
」『
弘
道
』
第
二
二
一
号
（
日
本
弘
道
会
事
務
所
、
明
治
四
三
〈
一
九
一
〇
〉
年
八
月
一
日
刊
）
一
二
〜
一
三
頁
。

本
文
中
、「
／
」
は
改
段
、﹇ 

﹈
内
は
補
註
を
示
す
。
漢
字
は
常
用
漢
字
な
ど
通
用
の
も
の
に
改
め
て
あ
る
。

（
17
） 

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

33　

岡
山
県
』「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
編
纂
委
員
会
編　

角
川
書
店
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
七
月
八
日
刊
、

九
〇
四
頁
。

（
18
） 

前
掲
『
角
川
日
本
地
名
辞
典
』
項
目
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
岡
山
市
に
江
戸
期
か
ら
昭
和
四
二
年
に
か
け
て
あ
っ
た
地
名
で
、
昭
和
四
二
年
さ
く

八
二



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
〇
一
）

ら
住
座
、
御
幸
町
、
新
京
橋
一
〜
三
丁
目
、
門
田
屋
敷
本
町
と
な
っ
た
、
と
あ
る
。

（
19
） 

花
畠
教
場
に
つ
い
て
、『
池
田
光
政
公
伝
』（
次
註
を
参
照
）。
花
畠
教
場
は
存
在
せ
ず
、
学
校
で
な
く
「
会
」
で
あ
り
、
最
初
の
藩
校
は
、
寛

文
四
年
の
「
石
山
仮
学
院
」
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
柴
田
一
『
吉
備
の
歴
史
に
輝
く
人
々
』
吉
備
人
出
版　

二
〇
〇
七
年
、
一
一
七
頁
。

（
20
） 
岡
山
藩
校
に
関
し
て
は
、
石
坂
善
次
郎 

編
『
池
田
光
政
公
伝
』
上
巻　

昭
和
七
年
、
一
九
三
二
年
、
三
〇
頁
以
下
、
詳
細
に
は
八
二
七
頁
以

下
を
参
照
。

（
21
） 

谷
口
澄
夫
『
池
田
光
政
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
一
年
、
新
装
版
一
九
八
七
年
、
一
五
三
頁
以
下
。
倉
地
克
直
『
池
田
光
政
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

平
成
二
四
年
五
月
一
〇
日
刊
参
照
。

（
22
） 

志
賀
正
道
『
岡
山
藩
学
校
史
』
細
謹
舎
書
店
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
、
三
一
頁
以
下
。
学
科
内
容
は
以
下
の
通
り
。
皇
学　

下
生　

語
学　

助
業　

本
辞/　

中
生/　

令
義
解　

助
業　

律
三
代
格　

職
原
抄/　

上
生　

日
本
紀　

助
業　

古
事
記
伝　

古
史
伝
略
／　

漢
学　

下
生　

孝

経　

史
略　

助
業　

孟
子　

綱
鑑
易
知
録/　

中
生　

左
氏
伝　

詩
経　

助
業　

学
庸　

史
記　

文
範/　

上
生　

書
経　

通
鑑　

文
章　

助
業　

経
史
子
／　

洋
学　

下
生　

地
理
学/　

中
生　

窮
理
学/　

上
生　

政
治
学
。

（
23
） 

お
そ
ら
く
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（O

sborn, P
ercival, 1842-1905

）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
、
慶
應
三

﹇
一
八
六
七
﹈
年
に
来
日
、
加
賀
藩
最
初
の
お
雇
い
外
国
人
と
い
わ
れ
、
当
時
設
け
ら
れ
た
七
尾
語
学
所
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
明
治
三
年
に
語
学
所

が
廃
止
さ
れ
た
あ
と
、
加
賀
を
離
れ
、
そ
の
あ
と
一
年
あ
ま
り
岡
山
で
教
師
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
神
奈
川
県
の
翻
訳
官
と
し

て
一
七
年
間
帰
国
ま
で
従
事
し
た
。
な
お
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
今
井
一
良
『
オ
ー
ズ
ボ
ン
紀
行
：
侍
の
娘
と
結
ば
れ
た
英
人
一
家
を
追
っ

て
』
北
国
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
も
参
照
。

（
24
） 

宇
野
精
一
『
小
学
』
新
釈
漢
文
大
系　

三　

明
治
書
院
・
昭
和
四
〇
年
。

（
25
） 

孝
経
に
つ
い
て
、
安
岡
正
篤
『
孝
経
入
門
』
金
雞
学
院
、
一
九
三
四
年
（
聖
賢
遺
書
新
釈
叢
刊　

第
二
二
）、
加
地
伸
行
『
孝
経　

全
訳
注
』

講
談
社
・
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

（
26
） 

千
賀
鶴
太
郎
「
回
想
談
」『
小
松
原
英
太
郎
君
事
略
』
小
松
原
英
太
郎
君
伝
記
編
纂
実
行
委
員
会
、
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
一
一
月
三
〇

日
刊
。
復
刻
本
：
大
空
社
、
伝
記
叢
書
五
五
、
昭
和
六
三
年
一
〇
月
二
五
日
刊
。

八
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
〇
二
）

（
27
） 

二
〇
三
〜
二
〇
四
頁
。
小
松
原
英
太
郎
自
身
の
回
顧
は
『
小
松
原
英
太
郎
事
略
』「
第
二
編 

自
叙
経
歴
一
斑
」
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
一
八
歳
の
時
、
藩
の
句
読
教
師
に
挙
げ
ら
れ
貳
拾
俵
貳
人
扶
持
を
給
せ
ら
る
ヽ
こ
と
に
な
つ
た
、
明
治
四
年
廃
藩
置
県
の
際
藩
黌
に
大
改
革
を
施

さ
れ
、
西
毅
一
氏
が
校
長
を
命
ぜ
ら
れ
従
来
の
漢
学
を
廃
し
て
和
洋
兼
修
の
普
通
学
校
と
な
し
英
語
科
仏
語
科
を
置
き
、
慶
應
義
塾
其
他
よ
り
英
仏

語
の
教
師
を
聘
し
来
り
て
洋
学
を
始
む
る
こ
と
と
な
つ
た
、
当
時
坪
田
繁
岡
本
巍
谷
川
達
海
諸
氏
は
之
を
憤
慨
し
漢
学
の
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を

主
張
し
、
遂
に
山
田
方
谷
先
生
を
閑
谷
黌
に
聘
し
て
別
に
一
旗
幟
を
樹
つ
る
に
至
つ
た
、
尤
も
坪
田
氏
は
其
後
東
京
に
出
て
木
村
某
に
就
て
英
学
を

修
め
終
に
洋
学
者
と
な
つ
た
の
で
あ
る
、
予
は
当
時
漢
学
を
棄
て
て
洋
学
に
就
き
英
語
科
に
入
り
、
入
塾
し
て
専
ら
英
学
を
修
め
た
。

　

／
右
の
改
革
に
依
て
成
り
た
る
普
通
学
校
は
明
治
六
年
に
至
り
政
府
が
財
政
上
の
都
合
に
依
り
従
来
特
別
に
下
附
し
た
経
費
支
給
を
廃
止
す
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
遂
に
廃
校
の
不
得
止
に
立
ち
至
り
、
西
氏
は
校
長
の
職
に
退
い
た
、
然
る
に
吾
々
同
志
者
は
我
藩
の
名
君
芳
烈
公
の
創
設
せ
ら
れ

た
る
歴
史
を
有
す
る
名
黌
を
廃
絶
す
る
に
委
す
る
に
忍
び
ず
、
種
種
苦
心
し
先
輩
に
も
協
議
し
た
る
末
、
青
木
秉
太
郎
氏
主
と
な
り
生
徒
中
の
先
輩

た
る
吾
々
も
自
ら
教
鞭
を
執
り
て
学
校
を
維
持
す
る
こ
と
と
な
り
、
校
を
遺
芳
館
と
称
し
私
立
経
営
と
し
た
、
依
て
予
も
歴
史
其
他
一
部
の
教
授
を

担
任
し
且
予
等
同
志
各
塾
舎
の
舎
長
を
兼
ね
塾
長
青
木
氏
を
輔
佐
し
て
風
紀
振
粛
の
任
に
当
つ
た
の
で
あ
る
、
是
よ
り
先
き
西
毅
一
氏
が
校
長
と
な

り
て
藩
黌
を
改
革
す
る
や
青
木
秉
太
郎
氏
を
挙
げ
て
塾
長
兼
生
徒
監
と
云
ふ
如
き
も
の
と
し
、
青
木
氏
は
生
徒
に
兵
式
体
操
を
課
し
自
ら
大
隊
長
と

な
り
て
之
を
訓
練
し
た
、
当
時
予
等
塾
生
の
気
節
を
重
ん
ず
る
者
十
数
名
互
に
相
結
び
て
忠
孝
節
義
を
尚
び
、
廉
恥
を
重
ん
じ
、
義
の
為
に
は
生
命

を
鴻
毛
に
比
す
る
こ
と
、
国
家
に
緩
急
あ
る
と
き
は
其
急
に
赴
き
死
生
を
顧
み
ざ
る
こ
と
等
数
条
の
盟
約
を
立
て
、
常
に
気
節
を
磨
礪
し
て
居
つ
た

の
で
あ
る
が
、
遺
芳
館
と
な
り
て
以
来
塾
生
を
率
ゐ
て
一
層
躬
行
実
戦
の
範
を
示
さ
ん
こ
と
を
心
掛
け
、
且
風
教
に
関
し
て
は
時
時
当
局
者
に
建
言

等
を
な
し
、
烈
公
、
蕃
山
の
志
を
継
ぎ
遺
芳
館
の
精
神
を
発
揚
せ
ん
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
る
。

予
等
漢
学
を
廃
し
洋
学
を
始
め
て
よ
り
以
来
二
年
有
余
、
孜
々
と
し
て
文
法
よ
り
読
本
及
万
国
史
等
を
読
み
た
る
も
実
に
乾
燥
無
味
何
等
の
興
味

な
く
、
殊
に
歴
史
を
講
ず
る
に
及
ん
で
時
の
君
主
に
対
し
て
反
抗
し
、
遂
に
大
逆
言
ふ
に
忍
び
ざ
る
事
を
為
す
に
至
れ
る
事
実
あ
る
を
見
、
巻
を
掩

ふ
て
嘆
息
し
、
洋
学
を
修
む
る
も
我
国
の
政
治
に
於
て
何
の
得
る
所
な
く
又
益
す
る
所
な
し
、
寧
ろ
之
を
廃
せ
ん
哉
の
嘆
を
発
せ
し
こ
と
一
再
に
止

ま
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、
其
頃
杉
山
岩
三
郎
中
川
横
太
郎
諸
氏
森
田
節
齋
翁
の
弟
月
瀬
翁
を
聘
し
て
孟
子
及
史
記
列
伝
の
講
筵
を
開
き
た
る
を
以

て
、
予
等
遺
芳
館
塾
生
も
亦
請
ふ
て
之
を
聴
講
せ
り
、
森
田
翁
は
史
記
列
伝
を
説
く
に
節
齋
翁
の
口
伝
、
書
入
れ
を
用
ゐ
た
る
を
以
て
其
講
義
は
恰

八
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（
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（
六
〇
三
）

も
節
齋
翁
の
講
釈
を
聴
く
如
く
尋
常
の
も
の
に
非
ざ
る
の
感
あ
ら
し
め
た
、
予
等
は
此
講
義
を
聴
き
且
維
新
前
我
勤
王
志
士
の
間
に
愛
読
せ
ら
れ
た

る
諸
書
を
閲
読
し
、
其
興
味
あ
り
精
神
あ
り
志
気
を
磨
礪
す
る
に
於
て
益
あ
る
を
覚
へ
、
益
洋
学
の
無
益
な
る
を
感
ず
る
に
至
つ
た
。

此
時
に
当
て
（
明
治
六
年
秋
と
覚
ゆ
）
偶
々
坪
田
繁
氏
東
京
よ
り
「
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
」
氏
の
修
身
書
と
経
済
書
と
を
修
め
て
帰
り
、
其
説
大
い
に

味
ふ
べ
く
又
益
す
る
所
あ
る
を
聞
き
關
新
吾
千
賀
鶴
太
郎
沢
田
正
泰
山
脇
巍
萬
代
義
勝
波
多
野
克
巳
等
の
同
志
と
共
に
坪
田
氏
に
就
て
其
講
義
を
聴

き
た
る
に
修
身
書
の
如
き
は
往
々
儒
教
と
合
致
す
る
所
あ
り
、
経
済
書
に
至
り
て
は
未
だ
曾
て
聞
知
せ
ざ
る
新
説
に
し
て
極
め
て
有
益
の
学
た
る
を

知
り
、
始
て
洋
学
の
益
研
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
覚
り
、
日
々
坪
田
氏
の
許
に
集
り
て
熱
心
研
究
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。」

（
28
） 

『
慶
應
義
塾
入
社
帳 

第
一
巻
』（
慶
應
義
塾
、
昭
和
六
一
年
三
月
一
六
日
刊
）
六
八
八
頁
に
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
一
〇
月
一
二
日
に

小
松
原
英
太
郎
と
と
も
に
慶
應
義
塾
に
入
社
し
た
際
の
千
賀
博
士
本
人
記
載
の
書
類
が
写
真
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
千
賀
博
士
一
七
歳
八
月
、

小
松
原
氏
二
二
歳
九
月
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
29
） 

前
掲
『
池
田
光
政
公
伝
』

（
30
） 

第
一
号 

明
治
九
年
三
月
刊
〜
第
六
号 

明
治
九
年
七
月
刊
。

（
31
） 

高
橋
昌
郎
『
中
村
敬
宇
』
新
装
版
・
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
二
月
一
日
刊
、
同
人
社
の
設
立
に
つ
い
て
、
一
一
五
頁
以
下
、

そ
の
盛
衰
に
つ
い
て
、
一
九
六
頁
以
下
、『
同
人
社
文
学
雑
誌
』
に
つ
い
て
、
二
〇
六
頁
以
下
を
参
照
。
石
井
民
司
『
自
助
的
人
物
典
型
中
村
正
直
』

東
京
成
功
雑
誌
社
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
も
参
照
。

（
32
） 

『
慶
應
義
塾
五
〇
年
史
』（
慶
應
義
塾
、
明
治
四
〇
年
四
月
二
一
日
刊
）
三
八
三
頁
（「
義
塾
教
員
派
遣
の
諸
学
校
」
三
八
〇
〜
三
八
四
頁
）
に

千
賀
博
士
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
こ
で
は
年
代
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
七
年
一
〇
月
に
慶
應
義
塾
に
入
塾
し
、
半
年
し
な
い

で
、
小
松
原
英
太
郎
に
よ
れ
ば
そ
の
年
の
一
二
月
に
は
退
塾
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
退
塾
後
の
千
賀
博
士
と
慶
應
義
塾
と
の
関
係
は
必
ず
し

も
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

（
33
） 

今
泉
定
介
と
禄
夫
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
高
橋
昊
「
今
泉
定
助
先
生
正
伝
研
究 

今
泉
研
究
所
│
そ
の
国
体
論
と
神
道
思
想
史
上
の
地

位
│
」『
今
泉
定
助
先
生
研
究
全
集
』
第
一
巻
、
日
本
大
学
今
泉
研
究
所
、
昭
和
四
四
年
九
月
一
一
日
刊
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
。

（
34
） 

千
賀
孝
善
氏
は
識
者
に
よ
れ
ば
戦
後
ま
も
な
く
逝
去
と
の
由
で
あ
る
。
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
七
月
第
三
高
等
学
校
大
学
予
科
第
一
部
法

八
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
〇
四
）

科
卒
（『
第
三
高
等
学
校
一
覧 

明
治
三
七
年
九
月
起
明
治
三
八
年
八
月
止
』〈
第
三
高
等
学
校
、
明
治
三
八
年
一
月
一
三
日
刊
〉
一
三
六
頁
（
近
代

デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〈http://kindai.ndl.go.jp/

〉
に
あ
り
。
75
コ
マ
。）、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
七
月
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
卒
、

司
法
官
歴
任
。『
京
都
法
学
会
雑
誌
』
第
二
巻
第
七
号
（
明
治
四
〇
年
八
月
一
〇
日
刊
）「
会
報
」（
九
九
頁
以
下
）
に
拠
れ
ば
、「
法
科
大
学
卒
業
生 

第
一
試
問
八
一
人
」（
九
九
頁
）、「
本
年
度
試
問
論
文 

刑
法
之
部 

不
真
正
不
作
為
ノ
因
果
関
係
」（
一
〇
三
頁
）
に
、
同
氏
の
氏
名
が
あ
る
。
ま
た
、

千
朶
木
仙
史
編
『
学
界
文
壇
時
代
之
新
人
』（
天
地
堂
、
明
治
四
一
年
六
月
二
六
日
刊
）
二
四
四
頁
（「
千
賀
博
士
の
子
」）
参
照
。『
日
本
法
曹
界
人

物
事
典
』
第
一
巻
〜
第
三
巻
（
全
一
〇
巻
、
下
記
の
も
の
の
復
刻
。
ゆ
ま
に
書
房
、
平
成
七
年
八
月
二
五
日
刊
）（
第
一
巻
：『
帝
国
法
曹
大
観
』

〈
帝
国
法
曹
大
観
編
纂
会
、
大
正
四
年
一
一
月
三
〇
日
刊
〉
六
〇
二
頁
、
第
二
巻:

『
改
訂
増
補 

帝
国
法
曹
大
観
』〈
改
訂
第
二
版
、
帝
国
法
曹
大
観

編
纂
会
、
大
正
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
刊
〉
八
四
六
頁
、
第
三
巻
：『
御
大
礼
記
念 

帝
国
法
曹
大
観
』〈
改
訂
第
三
版
、
帝
国
法
曹
大
観
編
纂
会
、

昭
和
四
年
三
月
一
五
日
刊
〉
六
二
四
頁
、
第
四
巻
：『
大
日
本
法
曹
大
観
』〈
改
訂
第
三
版
、
帝
国
法
曹
大
観
編
纂
会
、
国
民
社
、
昭
和
一
一
年
一
〇

月
一
七
日
刊
〉
に
は
、
記
載
な
し
。）
な
お
、
同
氏
に
は
、『
刑
事
訴
訟
法
概
論
（
第
1
分
冊
）』（
京
都
・
凡
進
社
、
昭
和
九
年
一
二
月
一
五
日
刊
）

が
あ
る
。

（
35
） 

シ
ヰ
マ
ン
著
、
中
村
正
直
校
閲
、
千
賀
鶴
太
郎
抄
訳
『
政
党
弊
害
論
』
明
治
一
六
年
三
月
（
表
紙
で
は
四
月
）
奥
付
に
よ
る
と
、
明
治
一
六

（
一
八
八
三
）
年
三
月
時
点
の
住
所
と
し
て
「
東
京
市
小
石
川
区
江
戸
川
町
一
八
番
地
寄
留
」
と
あ
る
。

（
36
） 

『
哲
学
会
雑
誌
』
第
一
冊
第
一
号
（
明
治
二
〇
年
二
月
五
日
刊
）
三
九
頁
「
哲
学
会
員
姓
名
」
に
「
千
賀
鶴
太
郎
」
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。『
明

治
雑
誌
目
次
総
覧
』
第
四
巻
〈「
哲
学
会
雑
誌 

哲
学
雑
誌
」〈
哲
学
書
院
・
哲
学
雑
誌
社
、
明
治
二
〇
年
二
月
〜
昭
和
三
年
一
一
月
、
全
五
〇
〇
冊
〉、

ゆ
ま
に
書
房
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
五
日
刊
を
参
照
。

（
37
） 

「
然
ル
ニ
我
邦
二
至
リ
テ
ハ
前
述
ノ
如
ク
今
般
始
メ
テ
一
個
ノ
哲
学
雑
誌
ヲ
発
行
ス
ル
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
タ
ル
程
ノ
幼
稚
ナ
ル
状
態
ナ
レ
バ
、
各

派
其
学
会
ヲ
設
立
シ
テ
相
ヒ
競
争
ス
ル
如
キ
ハ
固
ヨ
リ
思
ヒ
モ
寄
ラ
ヌ
事
ト
云
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
是
ヲ
以
テ
今
日
二
於
テ
ハ
印
度
哲
学
者
モ
支
那

哲
学
者
モ
西
洋
哲
学
者
モ
皆
相
合
シ
テ
此
一
哲
学
会
ヲ
組
成
シ
テ
、
其
中
二
於
テ
互
二
相
研
究
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。
所

謂
猫
モ
杓
子
モ
共
二
合
同
セ
ル
哲
学
会
ニ
シ
テ
、
恰
カ
モ
八
百
屋
哲
学
会
ノ
名
ヲ
下
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ト
思
ハ
ル
ル
程
ノ
モ
ノ
ナ
リ
。
是
レ
今
日
ノ
我

邦
二
於
テ
ハ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
ノ
事
ニ
シ
テ
、
各
派
学
会
ノ
競
争
ノ
如
キ
ハ
猶
之
ヲ
数
十
午
ノ
進
歩
ノ
時
ニ
期
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。

八
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五
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我
哲
学
会
ノ
幼
稚
ナ
ル
状
態
ハ
前
述
ノ
如
シ
ト
雖
モ
、
然
レ
ド
モ
苟
モ
哲
学
二
志
ス
者
ハ
哲
理
ノ
進
歩
発
達
ヲ
以
テ
其
本
旨
ト
ス
ベ
キ
ハ
固
ヨ
リ

論
ヲ
俟
タ
ズ
。
故
二
印
度
若
ク
ハ
支
那
ノ
哲
学
ヲ
奉
ズ
ル
人
々
ノ
如
キ
モ
、
必
ズ
シ
モ
釈
迦
孔
孟
ヲ
以
テ
万
世
不
朽
ノ
本
尊
ト
崇
ム
ル
ノ
意
念
ヲ
抱

ク
事
ナ
ク
、
只
管
真
理
ノ
在
ル
所
ヲ
探
討
尋
究
ス
ル
事
ヲ
以
テ
其
志
ト
セ
ザ
ル
べ
カ
ラ
ズ
。
即
チ
真
理
是
レ
本
尊
ト
ス
ル
ノ
心
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル

ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
又
西
洋
諸
派
ノ
哲
学
ヲ
修
ム
ル
人
々
ノ
如
キ
モ
、
強
チ
釈
迦
孔
孟
ノ
主
義
ヲ
以
テ
陳
腐
ノ
空
論
ト
ナ
サ
ズ
、
其
中
猶
真
理
ノ
存
ス

ル
モ
ノ
ア
ラ
バ
好
テ
之
ヲ
採
択
ス
ル
ノ
念
慮
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
。
然
ラ
ザ
レ
バ
是
亦
西
洋
主
義
ヲ
以
テ
本
尊
ト
ナ
ス
モ
ノ
ナ
レ
バ
ナ

リ
。
是
レ
皆
真
理
ヲ
探
究
ス
ル
ノ
道
二
反
シ
、
哲
学
ノ
本
意
二
戻
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
キ
ナ
リ
。
先
ヅ
本
尊
ヲ
立
テ
而
シ
テ
之
二
頼
リ
テ
真
理
ヲ
求
ム

ル
ガ
如
キ
ハ
、
是
レ
即
チ
宗
教
ニ
シ
テ
決
シ
テ
哲
学
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
本
会
ハ
宗
教
会
ニ
ア
ラ
ズ
全
ク
哲
学
会
ナ
レ
バ
、
本
尊
是
レ
真
理
タ
リ
ト

ノ
妄
念
ヲ
棄
テ
、
真
理
是
レ
本
尊
タ
リ
ト
ノ
主
義
ヲ
取
ル
コ
ソ
当
然
ナ
ル
ベ
シ
ト
余
ハ
思
考
ス
ル
ナ
リ
。
今
本
誌
ノ
発
刊
二
際
シ
聊
カ
卑
見
ヲ
述
ベ

テ
会
員
諸
君
二
質
ス
。」

（
38
） 

『
東
京
大
学
百
年
史　

部
局
史
1
』
東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
・
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
一
月
刊
、
文
学
部
の
項
を
参
照
。

（
39
） 

原
坦
山
に
つ
い
て
は
、
木
村
清
孝
「
原
坦
山
と
「
印
度
哲
学
」
の
誕
生
：
近
代
日
本
仏
教
史
の
一
断
面
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究,

』
第
四
九
巻

二
号
（
通
巻
第
九
八
号
）、
二
〇
〇
一
年
三
月
二
〇
日
刊
、
二
七
〜
三
五
頁
、
同
「
詳
論
・
原
坦
山
と
「
印
度
哲
学
」
の
誕
生
：
近
代
日
本
仏
教
史

の
一
断
面
」『
木
村
清
孝
博
士
還
暦
記
念
論
集
：
東
ア
ジ
ア
仏
教
│
そ
の
成
立
と
展
開
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
一
六
日
刊
、
五
〜
三
〇
頁
を
参
照
。

（
40
） R

udolf H
artm

ann, L
exikon Japans S

tudierende - Japans S
tudierende in D

eutschland 1868‒1914. http://crossasia.org/

digital/japans-studierende/　

in: S
taatsbibliothek zu B

erlin, O
stasienabteilung, D

igitalisierte S
am

m
lungen. http://

staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/ostasien/projekte/digitalisierte-sam
m
lungen/　

プ
ロ
イ
セ
ン
文
化
財

団
ベ
ル
リ
ン
国
家
図
書
館
東
ア
ジ
ア
部
門
の
サ
イ
ト
に
置
か
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
、
ル
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
博
士
編
『
ド
イ

ツ
大
学
在
籍
日
本
人
総
覧 1868-1914

』
は
、
一
八
六
八
〜
一
九
一
四
年
の
間
に
ド
イ
ツ
の
大
学
に
在
籍
し
た
日
本
人
に
関
し
て
、
関
係
の
公
文
書

資
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
限
り
の
情
報
を
ま
と
め
て
い
る
。
森
川 

潤
（1949
〜
）「〈
資
料
紹
介
〉
ド
イ
ツ
大
学
の
学
籍
登
録
者
名
簿
の
概
要
│

記
載
内
容
に
つ
い
て
│
」『
広
島
修
大
論
集　

人
文
編
』
第
四
八
巻
第
一
号
（
通
号
第
九
一
号
）（
平
成
一
九
年
九
月
刊
）
三
八
一
〜
四
一
三
頁
。

〈http://w
w
w
.ob.shudo-u.ac.jp/jim

uhp/souken/w
eb/m

agazine/pdf/hum
/jin48-1P

D
F
/jin48-1-13%

20m
orikaw

ajun.pdf

〉
森
川 

潤

八
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
〇
六
）

『
明
治
期
の
ド
イ
ツ
留
学
生
│
ド
イ
ツ
大
学
日
本
人
学
籍
登
録
者
の
研
究
│
』
雄
松
堂
出
版
、
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日
刊
、
一
七
二
頁
。

（
41
） 

森
川
潤
・
前
掲
書
、
一
六
〇
〜
一
七
八
頁
「S

enga T
hurutaro

」
の
項
目
及
び
学
籍
登
録
者
索
引
二
六
六
〜
七
頁
を
参
照
。

（
42
） 
以
上
の
諸
氏
に
つ
い
て
は
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現
代
人
物
履
歴
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
。
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度

百
年
史
│
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
一
九
九
〇
年
、『
新
訂 

政
治
家
人
名
事
典 

明
治
〜
昭
和
』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
二
〇
〇
三
年
。
千
田

稔
『
華
族
総
覧
』
講
談
社
（
講
談
社
現
代
新
書
）
二
〇
〇
九
年
、『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』
第
一
巻
・
吉
川
弘
文
館
・
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年

一
二
月
二
〇
日
刊
、
第
三
巻
・
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
二
月
二
〇
日
刊
各
項
目
な
ど
を
参
照
。

（
43
） R

udolf H
artm

ann, L
exikon Japans S

tudierende

（
前
註（
40
）を
参
照
）、N

om
ura S

anjûrô

の
項
に
よ
る
。

（
44
） 

小
堀
桂
一
郎
『
若
き
日
の
森
鷗
外
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
四
年
、
五
〇
七
頁
。『
舞
姫
』
の
主
人
公
太
田
豊
太
郎
が
エ
リ
ス
と
同
棲
し
、

生
活
費
を
工
面
す
る
た
め
、
新
聞
社
の
ド
イ
ツ
駐
在
通
信
員
と
い
う
職
を
得
た
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、「
仙
賀
」
か
ら
発
想
の
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
鷗
外
全
集
』
第
二
〇
、
二
一
巻
（
日
記
第
一
、
第
二
）（
岩
波
書
店
）
中
の
「
独
逸
日
記
」（
昭
和
一
二
年
刊
）、
な
お
、
ち
く

ま
文
庫
版
『
独
逸
日
記
／
小
倉
日
記
』
森
鷗
外
全
集
13
、
筑
摩
書
房
、
平
成
八
年
七
月
二
四
日
刊
、
二
〇
二
、
二
〇
九
頁
参
照
。
本
件
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
五
〜
一
〇
月
山
下
萬
里
先
生
、
渡
辺
利
喜
子
氏
の
貴
重
な
御
示
教
に
与
っ
た
。
渡
辺
利
喜
子
「
千
賀
鶴
太
郎
と
森 

鷗

外
」『
作
文
』〈
国
分
寺
・
作
文
社
、
平
成
七
年
五
月
一
日
刊
〉
第
一
六
〇
集
二
六
〜
三
二
頁
、
山
下
萬
里
「『
舞
姫
』
の
二
人
の
モ
デ
ル
（
上
）」

『
森
鷗
外
記
念
会
通
信
』
№
一
七
六
〈
森
鷗
外
記
念
会
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
刊
〉
九
〜
一
〇
頁
、
同
「
千
賀
は
「
ち
が
」
か
「
仙
賀
」
か

│
『
舞
姫
』
の
二
人
の
モ
デ
ル
（
下
）」『
鷗
外
』
第
九
一
号
〈〈
生
誕
一
五
〇
年
記
念
号
〉、
森
鷗
外
記
念
会
、
平
成
二
四
年
七
月
三
一
日
刊
。
上
記

「『
舞
姫
』
の
二
人
の
モ
デ
ル
（
上
）」
の
続
稿
〉
四
五
七
〜
四
七
四
頁
各
参
照
。

（
45
） 

竹
盛
天
雄
「
不
円
文
庫
蔵 

石
黒
忠
悳
日
記
に
つ
い
て
」『
鷗
外
全
集
』
第
三
五
巻
（
昭
和
五
〇
年
一
月
二
二
日
刊
）
月
報
三
五
、
一
二
〜
一
四

頁
、
竹
盛
天
雄
編
「
石
黒
忠
悳
日
記
抄
（
一
〜
三
）」、
一　
『
鷗
外
全
集
』
第
三
六
巻
（
昭
和
五
〇
年
三
月
三
一
日
刊
）
月
報
三
六
、
五
〜
一
一
頁
、

二　
『
鷗
外
全
集
』
第
三
七
巻
（
昭
和
五
〇
年
四
月
二
八
日
刊
）
月
報
三
七　

五
〜
一
〇
頁
、
三　
『
鷗
外
全
集
』
第
三
八
巻
（
昭
和
五
〇
年
六
月

二
八
日
刊
）
月
報
三
八
、
五
〜
一
三
頁
。

（
46
） 

井
上
哲
次
郎
『
懐
旧
録
』
春
秋
社
、
昭
和
一
八
年
八
月
二
〇
日
刊
。
ベ
ル
リ
ン
東
洋
語
学
校
の
件
、
二
二
一
〜
二
二
六
、三
一
九
〜
三
二
九
頁
。

八
八



千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
〇
七
）

復
刻
本
：『
シ
リ
ー
ズ
日
本
の
宗
教
学
2 

井
上
哲
次
郎
集 

第
八
巻 

懐
旧
録
、
井
上
哲
次
郎
自
伝
』
ク
レ
ス
出
版
、
平
成
一
五
年
三
月
二
五
日
刊
。

T
etsujiro Inouye, D

ie A
nfänge des S

tudium
 der deutschen S

prache in Japan, N
ippon

, Z
eitsch

rift fü
r Japan

ologie Jahrgang 

1935, 18-32.

上
村
直
己
「
ベ
ル
リ
ン
東
洋
語
学
校
日
本
語
科
概
説
」『
国
際
統
合
の
進
展
の
な
か
の
「
地
域
」
に
関
す
る
学
際
的
研
究
』（
熊
本
大

学
共
同
研
究
報
告
、
熊
本
大
学
人
文
社
会
科
学
系
大
学
院
博
士
課
程
設
置
委
員
会
、
平
成
八
年
三
月
刊
）
二
三
七
〜
二
四
四
頁
。
ベ
ル
リ
ン
の
東
洋

語
学
校
に
つ
い
て
，Josef K

reiner, Z
ur 100. W

iederkehr der G
ründung des S

em
inars für O

rientalische S
prachen, B

erlin/B
onn, 

O
rien

tieru
n

gen 1/1989, S
.1-24.

及
びS

.24

所
掲
の
文
献
。W

olfram
 W

ilss, D
as S

em
inar für O

rientalische S
prache B

erlin, 

L
eben

d
e S

prach
en, N

r. 2/2000, S
.59-63.

杉
浦
忠
夫
「
ベ
ル
リ
ン
大
学
オ
リ
エ
ン
ト
語
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
ア
ル
ト
ホ
フ
の
大
学
政
策
」（
そ
の
1
）

『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
通
巻
四
五
一
号
（
二
〇
一
〇
年
一
月
刊
）、
三
一
〜
四
三
頁
、（
そ
の
2
）
同
誌
通
巻
四
五
四
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
刊
）、

九
五
〜
一
〇
八
頁
。

（
47
） 

上
村
直
己
「
ベ
ル
リ
ン
東
洋
語
学
校
教
師
・
菅
野
養
助
」『
九
州
の
日
独
文
化
交
流
人
物
誌
』
二
〇
〇
五
年
二
月
二
〇
日
刊
、
八
九
頁
に
よ
れ

ば
、
辻
高
衡
は
巌
谷
小
波
の
後
任
と
し
て
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
夏
学
期
以
来
、
東
洋
語
学
校
の
講
師
を
勤
め
た
人
で
、
日
独
戦
争
（
第
一
次

大
戦
）
の
時
も
解
雇
さ
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
ラ
ン
ゲ
教
授
と
ザ
ッ
ハ
ウ
校
長
の
信
任
が
厚
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

（
48
） 

杉
浦
・
前
掲
「
そ
の
一
」
三
二
頁
以
下
。

（
49
） 

杉
浦
・
前
掲
「
そ
の
一
」
三
五
頁
。
三
九
頁
以
下
、
一
八
八
七
年
八
月
五
日
付
省
令
第
一
条
。
一
九
〇
四
年
以
後
は
大
学
の
北
側
に
隣
接
す
る

ド
ロ
テ
ー
ン
通
り
七
番
地
に
所
在
し
た
が
、
現
在
建
物
な
ど
は
存
在
し
な
い
。

（
50
） 

杉
浦
・
前
掲
「
そ
の
一
」
三
二
頁
。M

ax L
enz, G

esch
ich

te d
er K

ön
iglich

en
 F

ried
rich

-W
ilh

elm
s-U

n
iversität, zu B

erlin 2. B
d. 

2. T
eil, H

alle 1918, S
.371..

（
51
） 

杉
浦
・
前
掲
「
そ
の
一
」
三
二
頁
、「
そ
の
二
」
九
九
頁
。

（
52
） 

井
上
哲
次
郎
『
懐
旧
録
』
三
二
〇
頁
以
下
。

（
53
） 

福
井
純
子
「
井
上
哲
次
郎
日
記　

一
八
八
四
│
九
〇　
『
懐
中
雑
記
』
第
一
冊
」『
東
京
大
学
史
紀
要
』
第
一
一
号
（
一
九
九
三
年
三
月
刊
）

二
五
〜
六
三
頁
、
同
「
井
上
哲
次
郎
日
記　

一
八
九
〇
│
九
二　
『
懐
中
雑
記
』
第
二
冊
」
同
一
二
号
（
一
九
九
四
年
三
月
刊
）
一
〜
三
五
頁
。

八
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
〇
八
）

（
54
） 

東
京
大
学
卒
業
後
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
に
教
育
学
専
修
の
た
め
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
、
三
年
余
り
の
勉
学
の
後
、
二
五
（
一
八
九
二
）
年

春
に
帰
国
し
、
高
等
師
範
学
校
教
授 

兼
文
科
大
学
教
授
と
な
り
教
育
学
を
担
当
し
て
い
た
が
、
二
年
後
の
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
に
亡
く

な
っ
た
。
平
田
宗
史
「
日
高
真
実
伝

│
最
初
の
（
東
京
）
帝
国
大
学
教
育
学
教
授
」『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
四
八
号
第
四
分
冊
（
一
九
九
九

年
）、
九
五
〜
一
〇
九
頁
、（
2
）
第
四
九
号
第
四
分
冊
（
二
〇
〇
〇
年
）、
七
一
〜
九
一
頁
、（
3
）
第
五
〇
号
第
四
分
冊
（
二
〇
〇
一
年
）、
六
五

〜
七
一
頁
。
同
『
日
本
の
教
育
学
の
祖
・
日
高
真
実
伝
』
渓
水
社
、
二
〇
〇
三
年
刊
。

（
55
） 

№
21
〜
29
ま
で
は
、
主
と
し
て
千
賀
博
士
と
東
洋
語
学
校
と
の
間
の
種
々
の
や
り
と
り
が
断
片
的
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
俸
給
を
め
ぐ
っ
て
後

任
者
の
田
島
錦
治
に
渡
し
た
と
思
わ
れ
る
メ
モ
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
56
） 

野
田
正
太
郎
「
欧
州
の
日
本
語
学
校　

土
京
君
士
但
了
塁
に
於
て
」『
時
事
新
報
』
第
三
三
一
七
号
、
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
四
月
一
五

日
第
二
面
に
、
東
洋
語
学
校
に
関
す
る
千
賀
博
士
の
書
翰
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
Ｃ
Ｄ
版
『
千
賀
博
士
著
作
目
録
』
七
四
│
七
五
頁
を
参
照
。

（
57
） 

上
山
安
敏
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
そ
の
社
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
八
年
、
新
装
版　

一
九
九
六
年
。「
古
典
的
大
学
像
の
崩
壊
」
に
つ
い

て
、
と
り
あ
え
ず
同
書
二
頁
以
下
、
ア
ル
ト
ホ
フ
体
制
に
関
し
て
は
、
二
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
58
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
杉
浦
・
前
掲
「
そ
の
二
」
一
〇
〇
頁
以
下
及
び
所
掲
の
文
献
を
参
照
。

＊　

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
山
下
萬
里
先
生
及
び
山
下
先
生
に
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
千
賀
博
士
の
曾

孫
に
あ
た
ら
れ
る
渡
辺
利
喜
子
氏
の
お
二
人
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ご
示
教
を
た
ま
わ
っ
た
こ
と
を
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

＊
＊
二
〇
一
〇
〜
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）　

研
究
課
題
番
号22530008

及
び

二
〇
一
三
〜
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）　

研
究
課
題
番
号25380013

に
基
づ
く
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

九
〇



憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結
（
藤
井
）

（
六
〇
九
）

憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ

藤　

井　

康　

博　
　

訳

1
．
環
境
政
策
の
概
念
に
つ
い
て

2
．
環
境
政
策
の
憲
法
上
の
決
定
要
素

　

⒜　

国
家
と
社
会

　

⒝　

民
主
的
な
諸
相

　

⒞　

法
治
国
家
の
諸
原
理

　

⒟　

憲
法
任
務
た
る
持
続
的
発
展

　

⒠　

環
境
保
護
の
基
本
権
？

3
．
帰
結
：
環
境
政
策
の
包
括
的
な
裁
判
的
統
制

翻　

訳

＊
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
一
〇
）

1
．
環
境
政
策
の
概
念
に
つ
い
て

環
境
政
策
を
、
我
々
は
、
環
境
に
関
わ
る
国
家
の
行
態
〔
行
為
・
態
様
〕
と
理
解
し
て
い
る
（
1
）

│
こ
れ
は
国
家
活
動
の
三
権
す
べ
て
、

す
な
わ
ち
、
立
法
、
行
政
に
よ
る
そ
の
執
行
、
お
よ
び
、
そ
の
裁
判
的
統
制
に
関
わ
る
。
こ
の
裁
判
的
統
制
は
、
と
り
わ
け
、
私
的
領
域

へ
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
、
環
境
政
策
目
標
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
国
家
作
用
に
対
す
る
〔
個
人
の
〕
防
御
に
関
わ
り
、
ま
た
逆

に
、
そ
う
し
た
国
家
作
用
を
要
求
す
る
こ
と
に
関
わ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
法
治
国
家
に
お
い
て
独
立
し
て
お
り
、
独
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
所
は
、
判
断
で
き
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
下
で
自
由
な
選
択
の
中
か
ら
選
択
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
同

様
に
法
律
で
方
向
づ
け
ら
れ
た
行
政
に
譲
歩
し
て
判
定
余
地
と
裁
量
余
地
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
環
境
政
策
の

概
念
（
こ
れ
は
通
例
一
般
に
判
断
で
き
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
前
提
と
す
る
）
は
、
最
初
に
挙
げ
た
二
つ
の
権
力
に
関
わ
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
秩
序

の
枠
内
で
選
択
す
な
わ
ち
政
策
的
に
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
で
き
る
立
法
権
と
、
し
ば
し
ば
法
律
に
よ
っ
て
判
断
余
地
を
認
め
ら
れ
る
執
行

権
で
あ
る
。
執
行
権
の
長
、
政
府
は
、
さ
ら
に
立
法
者
に
よ
り
採
ら
れ
た
道
へ
重
大
な
進
路
を
定
め
る
こ
と
〔
路
線
転
換
す
る
こ
と
〕
に

よ
っ
て
、
同
様
に
法
の
枠
内
に
お
い
て
「
政
策
的
に
」（„politisch “

）
行
動
す
る
。

「
環
境
」
行
動
計
画
（A

genda „U
m
w
elt “

）
に
関
わ
る
政
策
は
、
通
例
の
概
念
理
解
に
よ
れ
ば
、
自
然
の
状
態
へ
の
決
定
的
な
衝
動
が

生
ず
る
よ
う
な
出
発
点
で
あ
り
、
自
然
に
よ
っ
て
共
に
定
ま
る
生
活
条
件
〔
生
命
条
件
〕
が
生
ず
る
よ
う
な
出
発
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

第
一
に
は
人
間
の
生
活
条
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
生
物
の
生
活
条
件
〔
生
息
条
件
〕
の
出
発
点
で
も
あ
る
。
そ
の
際
、
環
境
と

い
う
概
念
は
、
本
来
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
言
語
上
、
そ
の
環
境
概
念
は
、
我
々
の
環ま
わ

り
（um

-

）
を
取

九
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憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結
（
藤
井
）

（
六
一
一
）

り
巻
く
世
界
（W

elt

）
そ
れ
自
体
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
世
界
は
、
も
は
や
久
し
く
「
自
然
的
」（„N

atürlich “

）
で
は
な
く
、
百
年
前
よ
り
、
一
部
は
元
来
す
で
に
千
年
前
よ
り
、
そ

の
世
界
の
状
態
に
お
い
て
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
。
全
く
の
自
然
の
ま
ま
の
環
境
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
近
代
的
人
間
の
生
活
条
件
に
と
っ
て
有
利
で
あ
り
、
近
代
的
人
間
の
生
活
様
式
の
前
提
で

あ
る
。
我
々
は
、
原
生
林
に
住
み
た
が
っ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
で
働
き
た
が
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
徹
頭
徹
尾
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
概
念
理
解
た
る
今
日
の
理
解
に
お
け
る
環
境
政
策
に
際
し
て
、
次
の
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
と
は
、
人
間
の
た
め

の
健
康
な
生
活
条
件
を
維
持
し
、
促
進
し
、
ま
た
は
、
も
た
ら
す
た
め
に
、
と
り
わ
け
国
家
が
保
存
し
つ
つ
制
御
し
つ
つ
個
々
の
い
わ
ゆ

る
環
境
媒
体
へ
作
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
死
期
を
延
ば
す
意
味
な
い
し
疾
病
の
な
い
と
い
う
意
味
で
の
健
康
の
問
題
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
越
え
て
快
適
と
感
じ
ら
れ
る
生
活
条
件
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
快
適
性
の
い
か
な
る
水
準
が
達
成
さ
れ
う
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
追
求
さ
れ
う
る
の
か

│
そ
れ
は
す
で
に
政
策
問
題
で
あ
る
。
そ
の
回
答
は
、
歴
史
的
お
よ
び
文
化
的
に
お
そ
ら
く
様
々
な

異
な
る
結
果
に
も
な
る
。
そ
の
答
え
に
つ
い
て
は
、
場
合
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
多
く
の
人
間
に
そ
の
作
用
領
域
に
お
い
て
等
し
く
快

適
な
環
境
条
件
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
社
会
秩
序
が
向
か
っ
て
い
く
か
否
か
に
依
っ
て
も
、
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
が
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
。
環
境
政
策
は
社
会
政
策
で
も
あ
る
。

私
は
先
に
環
境
媒
体
に
つ
い
て
説
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
、
以
下
の
通
例
の
体
系
的
な
区
分
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
環
境
媒
体
は
、
水
、
土
壌
お
よ
び
大
気
で
あ
る
。
そ
の
際
、
三
つ
全
て
の
自
然
資
源
に
つ
き
機
能
を
侵
害
す
る
汚
染
に
対
す

九
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
一
二
）

る
保
存
〔
防
護
〕（B

ew
ahrung

）
の
意
味
で
の
維
持
（E

rhaltung

）
が
重
要
で
あ
る
。
水
と
い
う
環
境
媒
体
の
場
合
は
、
か
な
り
以
前
か

ら
、
量
的
側
面
と
並
び
、
質
的
側
面
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
水
を
管
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
別
の
凝
集
状
態
〔
液

体
や
固
体
〕
へ
変
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
事
前
措
置
を
と
る
意
味
で
水
の
豊
か
さ
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
気
と
い
う
環
境
媒
体
の

場
合
は
、
質
的
側
面
と
並
び
、
大
気
は
音
波
を
運
ぶ
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
大
気
汚
染
の
み
な
ら
ず
騒
音
対
策
も
問
題
で
あ
る
と
い

う
状
況
が
あ
る
。
水
法
、
土
壌
保
護
法
、
お
よ
び
、
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
護
法
〔
生
活
妨
害
・
公
害
防
止
法
（
2
）

〕（
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
の
概
念
は
大

気
を
汚
染
す
る
作
用
や
騒
音
〔
の
侵
入
〕
も
意
味
す
る
）
は
、
す
な
わ
ち
環
境
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
環
境
媒
体
に
基
づ
く
区
分
へ
滞
り
な
く
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
環
境
法
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
に
、
諸
々
の
環

境
媒
体
の
間
の
相
互
依
存
と
関
わ
り
合
わ
ざ
る
を
え
ず
、
も
う
一
つ
に
、
あ
る
環
境
媒
体
へ
の
作
用
か
ら
し
ば
し
ば
別
の
環
境
媒
体
に
も

達
す
る
効
果
が
生
ず
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
相
当
数
の
物
質
が
始
め
か
ら
等
し
く
あ
ら
ゆ
る
環
境
媒
体
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

物
質
に
関
す
る
規
律
は
（
水
、
土
壌
ま
た
は
大
気
が
達
す
る
）
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
〔
生
活
妨
害
・
公
害
〕
に
つ
い
て
未
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
う
し
た
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
に
つ
い
て
定
め
の
な
い
こ
と
は
、
化
学
物
質
に
当
て
は
ま
り
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
製
造
と
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の

影
響
に
当
て
は
ま
る
。
ま
た
、
廃
棄
物
〔
こ
こ
で
は
使
用
済
み
核
燃
料
物
質
も
含
む
〕
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
の
利
用
〔
廃
棄
物
再
利

用
・
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
〕
直
後
か
、
種
々
の
中
間
段
階
後
、
い
わ
ゆ
る
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ま
た
は
再
処
理
〔
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
〕
後
か
、

い
ず
れ
か
の
後
に
、
結
局
、
経
済
循
環
を
打
ち
切
る
よ
う
な
廃
棄
物
〔
核
廃
棄
物
〕
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る

│
同
時
に
、
こ
の
廃

棄
物
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
循
環
を
打
ち
切
る
こ
と
は
で
き
ず
し
て
、
経
済
循
環
を
打
ち
切
る
よ
う
な
廃
棄
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
媒
体
の

環
境
保
護
と
並
ん
で
概
念
上

│
体
系
上
、
物
質
に
関
す
る
環
境
保
護
が
成
り
立
つ
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
付
け
加
え
ら
れ
る
の
が
、
い
わ

九
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憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結
（
藤
井
）

（
六
一
三
）

ゆ
る
生
に
関
わ
る
環
境
保
護
〔
自
然
的
生
活
基
盤
の
保
護
〕（der vitale U

m
w
eltschutz

）
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
直
接
に
生
物
に
該
当

す
る
規
律
、
と
り
わ
け
人
間
に
該
当
す
る
規
律
だ
が
、
生
物
〔
有
機
物
〕
の
自
然
界
に
も
該
当
す
る
規
律
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
自

然
界
の
維
持
に
、
人
間
が
利
害
を
有
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
と
り
わ
け
、
人
間
は
自
然
界
の
資
源
を
利
用
し
た
が
っ
て
い
る

（
そ
の
た
め
に
再
生
を
必
要
と
し
て
い
る
）
か
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
保
養
目
的
の
た
め
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

こ
と
、
い
わ
ゆ
る
自
然
保
護
は
、
水
域
問
題
と
並
ん
で
、
環
境
政
策
に
よ
っ
て
最
も
初
期
に
確
認
さ
れ
て
最
も
初
期
に
法
的
に
も
形
成
さ

れ
た
諸
領
域
に
含
ま
れ
る
。

私
は
、
こ
こ
ま
で
二
つ
の
点
を
、
時
間
の
都
合
か
ら
詳
し
く
根
拠
づ
け
よ
う
と
せ
ず
に
、
前
提
と
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
目
の

点
と
し
て
は
、
以
下
の
事
実
が
あ
る
。
環
境
政
策
は

│
自
明
の
こ
と
だ
が

│
政
策
形
成
手
法
と
し
て
の
法
を
用
い
る
が
、
そ
の
面
に

お
い
て
は
法
の
境
界
内
で
の
み
働
き
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
際
、
環
境
法
そ
れ
自
体
は
、
高
ラ
ン
ク
の
法
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
憲
法

に
よ
っ
て
、
ま
た
国
際
法
（
3
）

に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
境
界
内
に
あ
る
。
二
つ
目
の
点
と
し
て
は
、
私
が
冒
頭
で
述
べ
た
こ
と
で
、
環
境
政
策

が
そ
れ
ゆ
え
環
境
法
も
人
間
中
心
主
義
に
よ
っ
て
型
ど
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
出
発
点
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
自
明
で
は
な
い
が
、
実
践
的
な
現
状
と
対
応
し
て
い
る
。
動
物
と
植
物
は
、
近
現
代
の
世
界
の
政
策
と
法
に
お
い

て
、
法
主
体
で
は
な
く
、
所
有
権
に
服
す
る
客
体
、
物
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
、
そ
の
点
で
は
根
本
的
な
転
舵
を
求
め
ら
れ
る
か
否
か

〔
動
植
物
の
権
利
を
認
め
る
よ
う
に
転
換
す
る
か
否
か
〕
と
い
う
法
理
論
的
に
法
哲
学
的
に
興
味
深
い
考
察
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
日
、
そ
れ
は
私
の
テ
ー
マ
と
す
べ
き
で
は
な
い
（
4
）

。

九
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
一
四
）

2
．
環
境
政
策
の
憲
法
上
の
決
定
要
素

何
が
環
境
政
策
の
下
で
想
定
さ
れ
う
る
か
、
こ
こ
ま
で
私
は
概
説
し
て
き
た
。
さ
て
、
さ
し
あ
た
り
、
ど
の
程
度
ま
で
環
境
政
策
は

「
憲
法
問
題
」（„V

erfassungsfrage “

）
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
扱
う
。
そ
の
憲
法
問
題
は
次
の
問
い
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ど

の
範
囲
ま
で
環
境
政
策
は
憲
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
？

⒜　

国
家
と
社
会

ま
ず
は
、
肝
要
で
あ
る
の
は
、
政
策
形
成
の
観
点

│
い
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
政
策
分
野
と
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
に
お
い

て
国
家
が
形
成
を
実
施
す
る
か

│
で
あ
る
。
国
家
は
諸
機
関
を
通
じ
て
行
動
す
る
の
で
、
そ
の
時
々
の
諸
機
関
を
任
意
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
行
為
形
式
へ
視
線
が
向
け
ら
れ
る
。
私
が
国
家
に
つ
い
て
説
く
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
社
会
の
領
域
を
必
ず
し
も
徐
々
に
消

滅
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
社
会
の
領
域
も
、
環
境
政
策
の
全
体
像
に
と
っ
て
重
要
な
刺
激
の
出
発
点
と
な
り
、
社
会
の
ア
ク
タ
ー
も
環
境

政
策
に
作
用
す
る
。
た
と
え
国
家
と
社
会
の
分
離
が
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
法
治
国
家
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
し
て
も
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
詳
し
く
い
え
ば
、
形
式
的
に
区
別
さ
れ
る
の
が
、
一
方
で
人
間
の
国
家
公
務
と
、
他
方
で

│

例
え
ば

│
事
業
者
と
し
て
の
人
間
（
通
例
、
そ
う
な
ら
ば
法
人
と
し
て
現
れ
る
限
り
で
）
ま
た
は
環
境
政
策
の
事
件
に
関
与
し
て
い
る
ア
ク

タ
ー
と
し
て
の
人
間
（
環
境
を
侵
害
す
る
者
と
し
て
で
あ
れ
、
環
境
を
維
持
す
る
活
動
家
と
し
て
で
あ
れ
）
で
あ
る
。
た
と
え
、
こ
う
し
た
国
家

と
社
会
の
分
離
線
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
国
家
組
織
法
上
す
べ
て
多
様
に
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
今
日
、
根
本
的
で
あ
る

と
観
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
国
家
の
活
動
面
と
他
方
で
社
会
の
活
動
面
は
緊
密
に
織
り
合
っ
て
い
る
の

九
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憲
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で
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5
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。
こ
う
し
た
場
合
が
あ
る
の
は
事
実
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
の
法
は
、
社
会
空
間
に
お
け
る
環
境
政
策
の
諸
活

動
を
制
限
・
促
進
・
制
御
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
程
度
ま
で
社
会
空
間
に
お
け
る
環
境
関
連
行
為
が
阻
ま
れ
、
ま
た
は
、
道
具
化
も

さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
国
家
は
、
い
わ
ば
最
後
の
一
言
〔
主
導
権
〕
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
、
そ
う
し
た
社
会
で
の

行
為
か
ら
、
環
境
を
侵
害
す
る
効
果
ま
た
は
環
境
保
護
を
促
進
す
る
効
果
い
ず
れ
か
が
生
じ
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
以
下
の
よ
う
に
国
家
に
論
点
を
集
中
し
て
い
く
。
国
家
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
諸
機
関
を
通
じ
て
行
動
し
、
そ

れ
に
つ
い
て
国
法
は
諸
形
式
を
前
も
っ
て
定
め
る
。
一
般
に
法
定
立
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
特
別
に
環
境
政
策
に
つ
い
て
実
質
的
な
要
請

も
憲
法
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
。
そ
の
環
境
政
策
は
、
標
語
の
よ
う
に
法
治
国
家
と
民
主
制
と
い
う
集
合
概
念
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
う
る
。

⒝　

民
主
的
な
諸
相

民
主
制
の
観
点
か
ら
、
正
統
化
〔
正
当
化
〕
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
を
環
境
政
策
の
立
法
が
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い

て
、
ま
た
は
、
こ
の
正
統
化
が
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
憲
法
が
判
定
す
る
限
り
で
、
環
境
政
策
は
、
憲
法
問
題
で
あ

る
。
そ
の
際
、
私
は
以
下
の
こ
と
に
限
定
す
る

│
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
私
が
テ
ー
マ
と
し
た
い
更
な
る
法
的
な
諸
相
に
も
一
般
的

に
当
て
は
ま
る

│
ま
さ
し
く
特
別
に
環
境
政
策
に
と
っ
て
法
理
論
上
ま
た
は
憲
法
実
践
上
も
意
義
が
あ
る
よ
う
な
諸
相
に
限
定
し
、
そ

う
し
て
、
私
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
目
下
進
展
し
て
い
る
特
に
経
験
と
議
論
か
ら
例
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
民
主
的
正
統
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
合
憲
性
（
こ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
様
々
な
次
元
で
裁
判
上
も
統
制
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
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法
律
上
の
規
律
す
べ
て
の
効
力
の
前
提
で
あ
る
）
に
向
け
て
、
立
法
行
為
が
国
民
意
思
へ
還
元
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
通

じ
て
、
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
特
に
代
表
民
主
制
の
モ
デ
ル
の
意
味
で
な
さ
れ
る
。
直
接
民
主
制

の
構
造
を
、
我
々
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
シ
ス
テ
ム
の
枠
内
で
、
た
し
か
に
単
独
で
は
な
い
が
本
質
的
に
環
境
法
の
責
任
を
負
う
連
邦
の
次

元
で
は
な
く
、
一
六
の
連
邦
州
に
お
い
て
と

│
こ
の
州
内
の

│
地
方
自
治
団
体
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
直
接

民
主
制
の
構
造
は
、
環
境
形
成
に
と
っ
て
確
か
な
役
割
を
演
ず
る
。
し
か
し
、
私
は
直
接
民
主
制
を
掘
り
下
げ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
法
の
全
体
像
は
、
連
邦
と
州
に
お
け
る
議
会
の
立
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
限
り
で
、
国
民
の
参
加
は
、
議
員
を
そ
の
職
務
へ
就
か
せ
た
選
挙
行
為
に
限
定
さ
れ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
つ
い
て
本

質
的
な
こ
と
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
成
功
の
見
込
ま
れ
る
企
て
も
な
い
。

環
境
政
策
の
立
法
の
際
に
、
決
定
的
な
「
民
主
的
」（„dem

okratische “

）
問
題
は
、
執
行
の
決
定
の
正
当
化
に
と
っ
て
、
な
い
し
、
執

政
す
な
わ
ち
政
府
〔
政
権
〕
側
の
決
定
の
実
施
に
と
っ
て
、
議
会
制
定
法
律
〔
議
会
が
制
定
す
る
法
律
〕
の
形
式
が
必
要
と
さ
れ
る
か
否

か
、
ま
た
は
、
ど
こ
ま
で
必
要
と
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
議
会
に
よ
る
立
法
は
、
立
法
権
の
複
数
の
オ
プ

シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
政
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
規
範
と
し
て
の
法
規
命
令
も
あ
り
、
地
方
自
治
団
体
も
含
む
自
治

行
政
体
〔
地
方
自
治
体
〕
に
よ
っ
て
各
々
の
管
轄
領
域
の
た
め
に
制
定
さ
れ
る
法
規
範
と
し
て
の
条
例
も
あ
り
、
法
規
範
と
し
て
の
行
政

規
則
も
あ
る
。
こ
の
行
政
規
則
は
、
純
粋
に
執
行
権
内
部
で
作
用
し
、
法
律
の
適
用
を
制
御
し
、
法
律
で
委
ね
ら
れ
た
特
に
判
断
余
地
の

具
体
化
を
制
御
す
る
が
、
そ
の
際
、
国
家
と
社
会
の
間
の
対
外
的
関
係
に
お
い
て
社
会
を
拘
束
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
規
則

は
、
事
実
上
意
義
の
あ
る
規
準
を
社
会
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。

九
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憲
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（
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井
）

（
六
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七
）

こ
う
し
た
規
範
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
枠
内
で
、
議
会
制
定
法
律
は
、
民
主
的
正
統
化
の
観
点
か
ら
最
上
位
の
段
階
に
立
つ
形
式
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
よ
く
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
律
お
よ
び
そ
の
適
用
と
、
自
由
お
よ
び
所
有
〔
固
有
な
る
も
の
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
〕
へ
の
介
入

〔
侵
害
、
制
約
〕（E

ingriff e in F
reiheit und E

igentum

）

│
そ
の
よ
う
に
、
す
で
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
慣
用
さ
れ
て
い
た
伝
統
的

な
定
式
化
が
謳
う

│
と
が
常
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
議
会
制
定
法
律
に
よ
る
正
統
化
が
必
要
と
な
る
〔
い
わ
ゆ
る
侵
害
留

保
説
〕。
近
現
代
の
憲
法
発
展
に
お
い
て
、
展
望
は
、
拡
大
し
て
、
介
入
概
念
か
ら
解
き
放
た
れ
た
。
今
日
、
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
市
民
の
基
本
権
行
使
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
義
の
あ
る
作
用
が
規
律
か
ら
生
ず
る
な
ら
ば
（
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、
法
的
意
味
で
の
市
民

は
企
業
も
あ
り
、
そ
の
企
業
に
対
し
て
規
準
と
な
る
統
制
が
環
境
政
策
の
際
に
真
っ
先
に
問
題
と
な
る
）、
議
会
制
定
法
律
が
常
に
必
要
と
な
る
。

こ
の
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
本
質
性
理
論
（W
esentlichkeitstheorie

）
で
あ
る

│ 

一
つ
の
標
語
で
あ
る
が
、
そ
の
語
に
よ
っ
て
、
上
述

の
思
考
〔
理
論
〕
が
基
礎
を
な
し
て
い
る
相
当
数
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
包
括
的
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
こ
の
こ
と
が
、
環
境
法
の
問
題
の
文
脈
で
の
判
例
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
原
子
力
政
策
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
環
境
法
問
題
の
み
で
は
決
し
て
な
い
。
今
日
、
問
題
は
似
た
よ
う
に
差
し
迫
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
デ
ー
タ
保
護
の
領
域

に
お
い
て
、
な
い
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
現
代
世
界
か
ら
生
じ
る
危
険
に
晒
さ
れ
た
状
況
の
領
域
に
お
い
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
の
た

め
の
国
家
措
置
、
ま
た
は
、
脱
税
捜
査
の
際
の
国
家
措
置
に
も
関
し
て
も
、
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
本
質
性
理
論
は
、
も
ち
ろ
ん
「
理
論
」
で
は
な
く
、
実
際
は
頼
り
ど
こ
ろ
の
な
さ
を
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

「
理
論
」
は
、
以
下
の
こ
と
を
指
示
し
、
前
提
と
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
あ
る
規
定
〔
一
定
の
規
律
〕
は
議
会
制
定
法
律
と
い
う
民

主
的
に
高
い
方
の
ラ
ン
ク
の
手
続
を
要
す
る
か
否
か
、
ま
た
は
、
あ
る
規
定
は
低
い
ラ
ン
ク
の
規
範
定
立
段
階
に
委
ね
た
ま
ま
に
で
き
る

九
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か
否
か
、
個
別
事
例
で
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
な
り
の
程
度
、
必
然
的
に

憲
法
裁
判
上
の
判
断
余
地
も
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⒞　

法
治
国
家
の
諸
原
理

民
主
制
の
概
念
と
並
ん
で
、
私
は
法
治
国
家
の
概
念
を
位
置
づ
け
て
き
た
。
よ
り
適
切
に
言
い
換
え
れ
ば
、
法
治
国
家
性
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
専
門
用
語
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
が
法
治
国
家
の
規
範
的
な
諸
要
素
で
あ
る
か
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
に
つ
い
て
一
個
の
要
素

に
定
ま
り
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
治
国
家
の
観
念
の
形
態
が
多
様
で
あ
る
こ
と
は
、
比
較
法
的
に

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
歴
史
的
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。「
特
定
の
単
数
の
」
法
治
国
家
原
理
（„das “ R

echtsstaatsprinzip

）
と
い
う
も
の

は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ち
な
み
に
一
一
年
前
こ
こ
日
本
大
学
で
お
話
し
す
る
名
誉
に
あ
ず
か
っ
た
（
6
）

。
そ
う
い
っ
た
原
理
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
諸
原
理
が
総
体
と
し
て
共
演
し
つ
つ
、
国
家
存
在
の
法
治
国
家
性
を
成
す
諸
原
理
の
合
奏
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
へ
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
、
司
法
に
対
す
る
規
準
が
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
公
権
力
の
側
か
ら
諸
権
利
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
潜
在
性

の
あ
る
各
人
の
た
め
の
、
効
率
的
で
時
宜
に
適
っ
た
権
利
保
障
の
前
提
要
請
〔
公
準
〕
が
あ
る
。

立
法
に
つ
い
て
は
、
い
ま
私
の
テ
ー
マ
だ
が
、
法
治
国
家
の
理
念
に
よ
っ
て
、
法
治
国
家
の
諸
基
準
を
充
た
す
た
め
に
、
法
律
が
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
種
々
の
特
質
が
、
規
準
と
し
て
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
規
範
の
明
確
性
（B

estim
m
theit

）
の
要
請
と
、
立
法
の
継

続
性
〔
連
続
性
〕（K

ontinuität

）
の
要
請
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
な
か
ん
ず
く
各
法
律
を
（
ち
な
み
に
各
法
律
適
用

も
）
限
定
す
る
比
例
原
則
（G

rundsatz der V
erhältnism

äßigkeit

）
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、〔
第
一
に
〕

一
〇
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憲
法
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境
政
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て
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帰
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（
藤
井
）

（
六
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九
）

あ
る
法
律
や
他
の
す
べ
て
の
国
家
措
置
〔
手
段
〕
は
常
に
目
標
〔
目
的
〕
を
達
成
す
る
の
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
比
例
原

則
の
〔
適
合
性
〕
要
請
で
あ
る
。〔
第
二
に
〕
よ
り
負
荷
の
少
な
い
〔
よ
り
制
限
的
で
な
い
〕
が
同
等
に
目
標
を
遂
行
す
る
他
の
選
び
う

る
規
律
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
比
例
原
則
の
〔
必
要
最
小
限
性
〕
要
請
で
あ
る
。〔
第
三
に
〕
規
律
は
、
一
方
で
措
置
に
よ
っ
て

各
々
追
求
さ
れ
る
目
標
を
促
進
す
る
正
統
性
と
、
他
方
で
そ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
う
る
権
利
の
侵
害
の
程
度
と
の
、
結
果
的
に
均
衡
の

と
れ
た
バ
ラ
ン
ス
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
比
例
原
則
の
〔
狭
義
の
比
例
性
〕
要
請
で
あ
る
（
7
）

。

さ
て
、
明
確
性
と
継
続
性
で
あ
る
。
両
者
は
、
互
い
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
、
法
的
安
定
性
と
い
う
包
括
的

な
テ
ー
マ
に
関
わ
り
、
環
境
政
策
の
立
法
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
明
確
性
に
際
し
て
は
、
法
の
下
に
服
す
る
者
、
と
り
わ
け
私

的
領
域
の
権
利
主
体
が
、
以
下
の
こ
と
を
知
る
こ
と
、
何
を
彼
は
国
家
に
よ
っ
て
法
律
形
式
で
要
求
さ
れ
る
の
か
、
彼
が
法
律
に
従
わ
な

い
と
き
、
何
の
た
め
に
彼
は
場
合
に
よ
っ
て
は
制
裁
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
何
を
彼
の
側
か
ら
は
国
家
に
要
求
で
き
る
の

か
、
ま
た
事
に
よ
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
環
境
侵
害
の
出
発
点
と
な
る
権
利
諸
主
体
へ
の
作
用
の
意
味
に
お
い
て
要
求
で
き
る
の
か
、
そ
う

し
た
こ
と
を
彼
が
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
安
定
性
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
問
い
を
具
体
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
次
の

よ
う
に
な
る
。
市
民
、
例
え
ば
、
施
設
の
近
隣
住
民
は
、
自
身
に
関
わ
る
自
身
の
環
境
条
件
に
負
荷
を
与
え
る
排
出
施
設
に
鑑
み
て
、
何

を
官
庁
に
要
求
で
き
る
の
か
？

法
治
国
家
に
お
け
る
法
律
の
明
確
性
の
要
請
に
は
、
官
と
民
の
間
の
法
関
係
を
越
え
て
至
る
更
に
も
う
一
つ
の
構
成
要
素
が
あ
る
。
法

治
国
家
に
お
け
る
明
確
性
は
、
権
利
諸
主
体
が
予
め
行
動
を
計
画
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
治
国
家
が

一
〇
一
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同
時
に
包
括
的
な
裁
判
国
家
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
も
あ
る
。
明
確
性
の
十
分
な
法
律
の
み
が
、
有
意
義
で
効
率
的
な
裁
判
的
統
制

を
可
能
に
す
る
の
に
適
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
律
が
不
明
確
す
ぎ
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
律
は
空
虚
と
な
る
か
、
で
な
け
れ
ば
、
同
様

に
不
相
応
〔
不
均
衡
〕
で
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
な
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
法
律
は
、
法
律
の
基
準
に
基
づ
き
判
断
す
る
裁
判
所
に
、

行
為
余
地
を
与
え
る
。
そ
の
行
為
余
地
は
、
裁
判
所
へ
判
断
権
を
移
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
分
立
を

│
本
質
的
に
権
力
バ

ラ
ン
ス
の
要
請
〔
公
準
〕
を

│
酷
使
し
、
問
題
提
起
し
、
ま
た
は
、
是
正
す
る
の
に
適
合
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
時
に
、
法
治
国
家
に
お
け
る
明
確
性
要
件
が
同
時
に
国
家
の
民
主
的
な
構
造
全
体
と
の
関
連
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
明
確
性
の
要
請
を
充
た
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
任
務
を
果
た
さ
な
い
な
ら
ば
、
民
主
的
正
統
化
も
瓦
解
し
て

し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
な
ら
ば
、
も
は
や
立
法
者
は
「
判
断
し
〔
決
定
し
・
は
っ
き
り
さ
せ
〕」（„entscheidet “

）
な
い
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
は
、
つ
ま
り
、
将
来
に
裁
判
で
判
決
が
下
さ
れ
る
諸
事
例
に
つ
い
て
予
め
判
断
す
る
意
味
で
、
政
策
判

断
が
、
立
法
者
で
は
な
く
、
よ
り
低
次
の
政
策
的
正
統
化
に
よ
る
機
関
へ
移
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
い
わ
ゆ
る

本
質
性
理
論
の
主
張
は
、
は
か
な
く
も
砂
上
の
楼
閣
の
よ
う
に
崩
れ
去
れ
る
で
あ
ろ
う
。

法
的
安
定
性
は
、
立
法
の
継
続
性
も
要
請
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
、
も
っ
ぱ
ら
外
見
上
、
常
に
絶
え
間
な
く
相
次
い
で
連
続
す

る
法
律
改
正
に
と
っ
て
障
壁
に
な
っ
て
い
る
。
議
会
制
定
法
律
に
鑑
み
れ
ば
、
法
の
下
に
服
す
る
者
の
信
頼
保
護
が
生
ず
る
。
そ
の
者
は
、

そ
の
経
済
的
な
ま
た
は
他
の
任
意
に
で
き
る
こ
と
を
、
現
に
あ
る
法
律
の
存
続
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

│
い
わ
ば
、
目
下
、
法

治
国
家
・
民
主
制
の
条
件
の
下
で
つ
く
ら
れ
た
経
済
シ
ス
テ
ム
に
も
含
ま
れ
る
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
遡
及
効
禁
止
の
意
味

に
お
け
る
法
治
国
家
の
諸
原
則
が
導
か
れ
る
（
8
）

。
完
結
し
た
事
態
へ
事
後
的
に
規
律
を
も
っ
て
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
実
際

一
〇
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に
完
結
し
た
事
態
は
、
ま
さ
に
環
境
政
策
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
、
む
し
ろ
、
我
々
は
、
考
え
ら
れ
る
環
境

負
荷
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
結
び
つ
く
確
率
の
程
度
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ま
た
典
型
的
に

は
、
時
代
が
変
遷
す
る
中
で
政
策
的
な
景
気
に
よ
っ
て
、
環
境
政
策
を
甘
受
で
き
る
こ
と
に
関
す
る
評
価
結
果
と
、
責
任
を
負
う
者
と
は
、

互
い
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
、
や
は
り
再
び
特
徴
的
に
も
、
前
述
し
た
比
例
原
則
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

法
律
状
況
の
存
続
か
ら
生
じ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
処
分
の
安
定
性
は
、
次
の
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
あ
る
法
律
は
、
他
に
選
び

う
る
手
段
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
い
か
な
る
場
合
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
諸
利
益
す
べ
て
を
考
慮
し
て
、
相
当
性
〔
諸
利
益
の
均
衡
性
〕
や

期
待
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
場
合
〔
法
律
が
比
例
原
則
に
反
し
て
安
定
性
を
欠
く
場
合
〕
に
は
、
そ

の
法
律
改
正
は
、
遡
及
効
禁
止
に
対
す
る
違
反
ゆ
え
に
違
憲
で
あ
り
う
る
し
、
ま
た
は
、
い
か
な
る
場
合
も
賠
償
と
い
う
結
果
〔
法
的
効

果
〕
と
結
び
つ
き
う
る
。
そ
う
し
た
賠
償
の
規
模
は
、
事
実
上
、
そ
の
法
律
改
正
に
対
す
る
阻
止
と
し
て
も
表
れ
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
に
論
及
し
て
き
た
問
題
性
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
最
近
い
わ
ゆ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
と
の
関
連
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
は
、
し
ば
し
ば
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
「
脱
却
」〔「
脱
」
原
発
〕（„A

usstieg “ aus der K
ernenergie

）
と
も
呼

ば
れ
る
。
そ
れ
は
、

│
と
り
わ
け
他
の
諸
相
は
別
と
し
て

│
世
界
の
世
論
の
目
の
前
で
フ
ク
シ
マ
の
核
発
電
所
〔
原
発
〕
で
起
き
た

こ
と
を
考
慮
し
て
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
政
策
的
に
理
解
さ
れ
う
る
し
か
な
い
出
来
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
部
分
的
に
法
律
の
脇
を
通
り
過
ぎ

て
政
策
上
の
路
線
転
換
〔
転
轍
〕
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
法
治
国
家
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
で
、
理
性
的
に
ま
た
は

大
衆
迎
合
的
に
い
つ
も
の
よ
う
に
、
他
の
リ
ス
ク
評
価
〔
科
学
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
な
く
政
策
的
評
価
〕
を
以
前
に
も
増
し
て
出
発
点
と

一
〇
三
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す
る
政
策
上
の
航
路
転
換
〔
転
舵
〕
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
法
治
国
家
に
お
い
て
懸
念
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
民
主
制
の
視
点

か
ら
も
、
懸
念
す
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
、
い
か
に
以
下
の
こ
と
が
根
拠
づ
け
ら
れ
う
る
か
、
す
な
わ
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
者
の
収

益
見
込
み
で
は
な
く

│
個
々
人
に
応
じ
て

│
市
民
の
生
計
〔
光
熱
費
〕
に
関
わ
る
以
上
の
よ
う
な
航
路
転
換
は
、
比
例
原
則
の
判
定

基
準
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
そ
の
比
例
原
則
に
よ
る
正
当
化
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の

見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
憂
慮
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
正
当
化
が
、
憲
法
上
す
な
わ
ち
法
治
国
家
に
お
け
る
規
準
の
価
値

を
十
分
に
認
め
ず
し
て
部
分
的
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
あ
る
。 

⒟　

憲
法
任
務
た
る
持
続
的
発
展
〔
持
続
可
能
な
発
展
〕

以
上
と
関
わ
り
、
環
境
政
策
は
憲
法
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
べ
き
と
す
る
更
な
る
局
面
〔
様
相
〕
へ
話
を
進
め
よ
う
。
こ

の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
扱
わ
れ
て
き
た
民
主
的
法
治
国
家
の
諸
原
則
を
越
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
環
境
政
策
の
具
体
的
な
憲
法

規
準
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
局
面
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
憲
法
に
は
、
任
務
割
当
ま
た
は
政
策
任
務
の
意
味
で
は
内
容
の
あ
る
規
準
は
僅
か
し
か
な
い
。
そ
の
憲
法
は
、
一
九
四
九
年
以

来
、
そ
し
て
一
九
九
〇
年
に
は
完
全
に
、
ド
イ
ツ
統
一
の
再
建
を
国
家
の
任
務
と
し
て
き
た
。
そ
の
憲
法
は
、
同
じ
よ
う
に
当
初
よ
り
、

社
会
国
家
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
公
平
性
の
確
立
は
、
三
つ
の
国
家
権
力
す
べ
て
の
尽
力
の
た
め
の
指
導
指
針
た
る

べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
が
多
く
の
具
体
的
な
法
学
的
推
論
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
か
、
そ
の
指
針
た
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

我
々
の
憲
法
の
条
文
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
憲
法
か
ら
解
釈
に
よ
っ
て
巧
み
に
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
文
化
国
家
性
の

一
〇
四
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任
務
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
に
と
っ
て
無
頓
着
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
と
り
わ
け
芸
術
と
学
問
、
ま
た
大
学

教
育
の
備
え
て
い
る
水
準
が
い
か
な
る
も
の
か
、
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
最
大
限
に
基
本
権
で
保
障
さ
れ
る
ア
ク
タ
ー
の

自
主
責
任
〔
自
主
規
制
の
余
地
〕
を
残
し
て
お
く
メ
デ
ィ
ア
政
策
と
の
関
連
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
う
べ
き
こ
と
が
相
当
あ
る
。

と
り
わ
け
現
今
の
明
白
な
機
能
不
全
に
つ
い
て
も
で
あ
る
。

更
な
る
明
示
的
な
国
家
目
標
規
定
が
一
九
九
四
年
に
基
本
法
へ
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
に
お
い
て
、
国
家
が
将

来
世
代
の
利
益
の
た
め
に
も
自
然
的
生
活
基
盤
の
維
持
に
気
を
配
っ
て
き
た
こ
と
が
論
題
で
あ
る
。
概
念
に
つ
き
前
置
き
と
し
て
注
意
を

喚
起
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
自
然
的
生
活
基
盤
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
環
境
政
策
の
行
為
分
野
す
べ
て
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

限
り
で
、
国
家
は
何
も
し
な
い
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
家
は
能
動
的
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
憲
法
規
定
の
定
式
化
は
、
は
っ
き
り
と
以
下
の
よ
う
な
語
彙
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
語
彙
は
、
と
り
わ
け
持
続
性

（N
achhaltigkeit

）
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
巡
り
広
ま
っ
て
、
国
際
的
な
討
議
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

国
際
連
合
の
文
脈
、
と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
リ
オ
・
プ
ロ
セ
ス
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
一
九
九
二
年
に
開

催
さ
れ
た
国
際
環
境
会
議
で
あ
り
、
そ
の
一
〇
年
後
に
南
ア
フ
リ
カ
で
再
び
行
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
改
め
て
行
わ
れ
た
今
年
の
七
月
に

持
続
可
能
な
発
展
（S

ustainable D
evelopm

ent

）
に
関
す
る
リ
オ
＋
二
〇
国
連
会
議
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
れ
は
、
四
〇
、〇
〇
〇
名

の
参
加
者
が
集
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
五
〇
名
以
上
の
国
家
元
首
と
約
五
〇
〇
名
の
大
臣
も
い
た
。
通
覧
で
き
な
い
ほ
ど
大
量

の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
四
〇
、〇
〇
〇
人
が
三
日
間
で
何
か
し
ら
有
意
義
に
協
議
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
に

で
き
る
の
か
も
疑
念
が
抱
か
れ
て
い
る
。

一
〇
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
二
四
）

二
〇
年
前
の
リ
オ
・
プ
ロ
セ
ス
の
お
か
げ
で
、
ド
イ
ツ
憲
法
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
環
境
保
護
の
国
家
目
標
へ
明
文
上
関
連
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
帰
結
は
法
学
的
に
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。
環
境
諸
法
律
と
そ
の
改
正
に
つ
い
て
の
政
策
上
の
討
議
は
、
い
ま
や
い
わ
ば
憲

法
化
〔
立
憲
化
〕
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
す
な
わ
ち
、
法
律
を
適
用
す
る
執
行
権
と
、
特
に
統
制
す
る
司
法
権
に
と
っ
て
、

す
で
に
具
体
的
な
事
例
判
断
へ
取
り
込
ま
れ
た
憲
法
ラ
ン
ク
を
備
え
た
新
た
な
基
準
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
私
が
強
調

し
て
き
た
比
例
原
則
の
審
査
が
、
環
境
保
護
の
た
め
の
国
家
目
標
規
定
に
よ
っ
て
濃
縮
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
家
目
標
規
定
は
、
衡

量
の
際
に
、
環
境
政
策
の
利
益
の
比
重
を
強
化
し
、
私
人
の
利
用
に
伴
う
環
境
侵
害
へ
の
介
入
〔
環
境
を
害
す
る
私
人
の
経
済
的
自
由
権

の
制
約
〕
を
正
統
化
す
る
。

⒠　

環
境
保
護
の
基
本
権
？

国
家
目
標
規
定
は
、
基
本
権
で
は
な
く
、
客
観
法
で
あ
り
、
主
観
的
請
求
権
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
観
的
権
利
〔
権
利
〕
の

領
域
に
お
い
て
も
、
環
境
政
策
は
、
憲
法
問
題
へ
と
な
っ
た
（
9
）

。
こ
の
こ
と
を
、
基
本
法
が
成
立
し
た
時
に
は
、
見
通
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
同
法
の
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
は
、
す
べ
て
第
一
に
自
由
的
基
本
権
の
元
来
の
防
御
機
能
へ
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
前

世
紀
の
七
〇
年
代
以
降
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
促
さ
れ
て
き
た
解
釈
上
の
比
較
的
長
き
に
わ
た
る
発
展
に
基
づ
き
、
基
本
権
の
防

御
機
能
の
側
面
と
並
び
、
い
わ
ゆ
る
保
護
機
能
の
側
面
が
現
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
革
命
的
で
あ
っ
て
、
幅
広
く
影
響
の
及
ぶ
も
の

と
私
に
は
積
極
的
に
見
積
も
ら
れ
る
帰
結
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
基
本
権
は
、
も
は
や
基
本
権
へ
介
入
す
る
国
家
に
対
す
る
不
作
為
請
求
権
〔
差
止
請
求
権
〕
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
と

一
〇
六



憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結
（
藤
井
）

（
六
二
五
）

こ
ろ
の
、
妨
害
排
除
の
防
御
権
の
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
仮
に
、
基
本
権
侵
害
が
、
国
家
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
は
な

く
、
社
会
の
影
響
力
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
は
、
い
ま
や
基
本
権
の
た
め
に
、
基
本
権
を
保
護
・
保
持
・
促
進
す

べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
基
本
権
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
今
日
、
第
三
者
の
行
態
に
対
す
る
保
護
規
範
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法

を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
行
政
の
判
断
に
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
に
対
応
し
て
司
法
審
査
に
お
い
て

テ
ー
マ
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
市
民
の
基
本
権
保
護
を
持
続
的
に
侵
害
す
る
よ
う
に
、
社
会
の
活
動
が
帰
責
の
連
鎖
の
結
果
と
し
て
至
っ

て
し
ま
う
な
ら
ば
、
国
家
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
環
境
政
策
に
関
連
し
て
換
言
す
れ
ば
、
生
命
と
健
康
の
基
本
権
保
護
は
、
こ
う
し

た
利
益
の
侵
害
か
ら
生
ず
る
負
担
に
対
す
る
立
法
の
事
前
対
策
を
求
め
る
。
同
じ
よ
う
に
、
衡
量
に
際
し
、
こ
う
し
た
視
点
が
考
慮
に
入

れ
ら
れ
る
。
帰
結
と
し
て
、
裁
判
所
に
追
加
的
な
統
制
基
準
が
備
わ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
立
法
権
と
執
行
権
が
保
護
委

託
〔
保
護
任
務
〕
を
考
慮
す
る
か
、
ま
た
は
、
ど
こ
ま
で
保
護
委
託
を
充
た
し
て
い
な
い
か
、
裁
判
所
に
審
査
さ
せ
る
基
準
で
あ
る
。

3
．
帰
結
：
環
境
政
策
の
包
括
的
な
裁
判
的
統
制

最
後
に
、
環
境
政
策
が
憲
法
問
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
状
況
か
ら
出
発
す
る
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の

帰
結
で
締
め
括
り
た
い
。
さ
き
ほ
ど
扱
っ
た
基
本
権
保
護
義
務
の
問
題
が
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

政
策
問
題
の
憲
法
的
把
握
が
裁
判
的
統
制
を
も
担
ぎ
出
す
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
適
切
に
言
い
換
え
れ
ば
、
裁
判
に
よ
る
統
制
可
能
性
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
連
邦
に
お
い
て
、
ま
た
州
に
お
い
て
も
、
規
範
統
制
と
特
に
個
人
の
憲
法
異
議
〔
憲
法
訴
願
・
憲
法
抗
告
〕
の

多
彩
な
能
力
を
備
え
た
憲
法
裁
判
権
の
次
元
に
当
て
は
ま
る
。
多
く
の
環
境
政
策
の
法
律
形
成
は
、
私
が
言
及
し
て
き
た
規
範
的
規
準
に

拠
っ
て
裁
判
の
審
査
台
の
上
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
策
形
成
は
、
場

一
〇
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
二
六
）

合
に
よ
っ
て
は
裁
判
上
の
係
争
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
見
通
し
の
下
に
常
に
あ
る
。
そ
の
際
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
た
と
え
あ
る
法
律

を
破
棄
し
な
く
と
も
、
形
成
的
に
介
入
を
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
、
そ
の
判
断
を
機
に
、
ど
こ
に
憲
法
上
の
限
界
が
あ
る
の
か
、
い
か
な

る
形
成
が
不
可
能
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
の
代
替
手
段
が
い
か
な
る
要
件
の
下
で
考
え
ら
れ
う
る
か
、
し
ば
し
ば
明
ら

か
に
す
る
。
結
果
的
に
も
、
申
立
人
に
と
っ
て
成
果
の
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
法
的
紛
争
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
紛
争
か
ら
将
来

の
た
め
の
要
請
と
手
が
か
り
が
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
成
果
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
り
わ
け
基
本
権
の
保
護
機
能
は
、
環

境
政
策
の
決
定
要
素
と
し
て
、
相
当
広
範
な
射
程
を
有
し
て
い
る
。

私
は
、
締
め
括
り
と
し
て
、
憲
法
裁
判
権
を
越
え
て
、
そ
れ
以
外
の
裁
判
権
へ
視
線
を
向
け
た
い
。
そ
れ
は
、
我
々
が
専
門
裁
判
権
と

呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
以
下
の
理
由
ゆ
え
に
、
私
に
は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
で
は
特
別
の
憲
法

裁
判
権
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、

│
い
ず
れ
に
せ
よ
遠
方
か
ら
の
観
察
者
の
印
象
に
と
っ
て
は

│
立
法
と
行
政
に
対
す
る
憲
法
上
の
規

準
を
動
員
す
る
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
環
境
政
策
の
分
野
に
お
い
て
も
、
日
本
に
お
け
る
裁
判
権
は
総
じ
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
控
え

目
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
越
え
て
総
じ
て
単
純
法
に
つ
い
て
も
、
と
り
わ
け
手
続
法
と
民
事
実
体
法
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ら
の
内
容
的
な
憲
法
化
が
結
果
と
し
て
伴
う
の
は
、
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
問
題
を
扱
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
以
下
の
よ
う
に
定
式

化
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
専
門
裁
判
所
は
そ
れ
ぞ
れ
憲
法
裁
判
所
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
保

護
機
能
を
伴
う
基
本
権
秩
序
を
含
む
憲
法
は
、
そ
の
基
本
権
秩
序
に
包
含
さ
れ
た
価
値
の
効
力
を
発
揮
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

一
〇
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憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結
（
藤
井
）

（
六
二
七
）

あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
に
対
し
て
直
接
に
効
力
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
（
10
）

。

付
け
加
え
れ
ば
、
行
政
裁
判
権
で
の
実
効
的
な
権
利
保
障
を
達
成
で
き
る
こ
と
が
、
個
人
の
基
本
権
と
し
て
各
個
人
に
保
障
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
権
利
保
障
に
よ
っ
て
、

│
通
例
の
よ
う
に

│
裁
量
問
題
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
き
、
各
行
政
裁
判
所
に
比
例

原
則
の
基
準
を
把
握
さ
せ
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
た
し
か
に
、
裁
量
は

│
日
本
と
同
様
に
ド
イ
ツ
で
も

│
行
政
の
本
来
の
判
断
余
地

が
あ
る
と
い
う
考
え
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
、
同
時
に

│
日
本
と
異
な
り

│
裁
量
も
、
厳
し
く
法
的
に
拘
束
さ
れ
て
お
り
、

と
り
わ
け
比
例
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
貫
徹
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
侵
害
は
、
い
わ
ゆ
る
裁
量
の
逸

脱
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
判
断
は
、
行
政
と
行
政
裁
判
権
の
状
況
を
め
ぐ
る
日
々
を
共
に
刻
ん
で
い
く
。
予
期
さ
れ
る
権
利
の
貫

徹
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
弁
護
士
に
相
談
す
る
こ
と
に
関
し
、
行
政
裁
判
所
へ
の
道
は
、
疎
遠
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
回
避
さ
れ
る
べ
き

最
後
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
権
利
を
守
る
た
め
の
自
明
の
一
歩
で
あ
る
。
そ
の
際
、
憲
法
規
準
に
つ
い
て
終
審
の
行
政

裁
判
所
に
判
断
の
誤
り
が
あ
る
限
り
で
、
さ
ら
に
憲
法
裁
判
権
へ
の
道
が
開
か
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
日
本
と
異
な
る
、
は
っ
き
り
と
型
ど
ら
れ
た
司
法
国
家
性
の
像
は
、
環
境
政
策
が
憲
法
問
題
で
あ
る
と
い
う
状
況
の

帰
着
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
私
は
理
論
的
な
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
は
な
く
、
法
実
践
的
な
意
義
も
あ
る
理
論
的
な
問
題
に

つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
、
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
道
ま
た
は
同
じ
よ
う
な
道
を
歩
も
う
と
す
る
の
か
ど
う
か
は

│ 

一
つ
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
テ
ー
マ
に
、
学
問
は

│
望
む
ら
く
は
引
き
続
き
日
本
と
ド
イ
ツ
の
対
話
に
お
い
て
も

│
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
る
。

一
〇
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
二
八
）

＊　

本
稿
は
、
前
号
に
引
き
続
き
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ
（
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
）
の
講
演
（
日
本
大
学
法
学
部
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
）

に
基
づ
く
論
考
の
翻
訳
で
あ
る
。

訳
注

（
1
） 

本
講
演
・
論
考
で
は
、
環
境
法
よ
り
も
環
境
政
策
に
重
点
が
あ
る
。「
環
境
法
」
は
、
国
家
が
形
成
す
る
「
環
境
政
策
」
の
枠
を
画
定
す
る
限

界
の
面
と
、
社
会
（
特
に
企
業
）
へ
作
用
す
る
「
環
境
政
策
」
の
行
動
を
正
当
化
す
る
手
段
の
面
が
あ
る
。V

gl. M
artin

 J
än

icke /
 P

h
ilip 

K
u

n
ig /

 M
ich

ael S
titzel, U

m
w
eltpolitik, 2. A

ufl ., 2003, S
. 19 ff ., 161 ff .

の
環
境
法
〔
ク
ー
ニ
ヒ
執
筆
部
分
〕。

（
2
） 

こ
こ
で
生
活
妨
害
・
公
害
と
訳
し
た
語
の
原
語
はIm

m
ission

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
環
境
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、Im

m
ission

と
は
、
典
型
的

に
は
ガ
ス
、
煙
、
悪
臭
、
騒
音
、
振
動
な
ど
、
人
間
や
環
境
に
影
響
を
与
え
る
因
子
の
排
出
（E

m
m
ission

）
に
よ
る
侵
害
を
意
味
し
、
日
本
語
の

公
害
と
は
若
干
異
な
る
概
念
で
あ
る
。

（
3
） 

参
照
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ
「
国
際
法
の
ド
イ
ツ
環
境
法
へ
の
影
響
」
本
誌
次
号
。

（
4
） 

そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
てP

h
ilip K

u
n

ig, A
rt. 1, in: In

go v. M
ü

n
ch

 /
 d

ers. (H
rsg.), G

rundgesetz-K
om
m
entar, B

d. 1, 6. A
ufl ., 

2012, R
n. 16

は
「
動
物
が
人
間
の
尊
厳
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
法
一
条
一
項
〔
人
間
の
尊
厳
〕
は
、
動
物
と
の
付

き
合
い
の
評
価
に
富
ん
で
お
り
、
国
家
目
標
規
定
と
し
て
理
想
像
を
示
す
。
そ
こ
へ
自
然
と
特
に
発
生
学
的
に
ヒ
ト
に
近
い
動
物
に
対
す
る
責
任
も

含
ま
れ
る
」
と
い
う
。
ま
たebd., R

n. 36

は
「
い
ず
れ
に
し
て
も
『
自
然
の
権
利
』
の
創
出
は
〔
…
〕
基
本
法
一
条
一
項
に
対
立
し
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
も
っ
と
も
、
基
本
法
一
条
一
項
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
『
自
然
の
権
利
』
を
含
ま
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
命
じ
て
も
い
な
い
」
と
も
い
う
。
こ

の
ク
ー
ニ
ヒ
説
の
位
置
づ
け
に
つ
き
参
照
、
藤
井
康
博
「
動
物
保
護
の
ド
イ
ツ
憲
法
改
正
（
基
本
法
二
〇
ａ
条
）
前
後
の
裁
判
例

│
『
個
人
』

『
人
間
』『
ヒ
ト
』
の
尊
厳
へ
の
問
題
提
起
二
」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
五
一
頁
。

（
5
） 

参
照
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ
（
高
橋
雅
人
訳
）「
国
家
と
社
会
の
機
能
変
動
」
本
誌
前
号
。

（
6
） 

こ
の
講
演
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
定
義
・
内
容
に
つ
い
て
は
、
教
授
資
格
論
文
のP

h
ilip K

u
n

ig, D
as R

echtsstaatsprinzip, 

1986, S
. 4 ff . 

「〔
法
治
主
義
と
同
義
と
さ
れ
る
〕
法
治
国
家
性
」
に
関
す
る
ク
ー
ニ
ヒ
説
に
つ
き
（
そ
の
師
の
イ
ン
ゴ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ
ン
ヒ
説
も

一
一
〇



憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結
（
藤
井
）

（
六
二
九
）

併
せ
）
参
照
、
高
田
敏
「『
形
式
的
法
治
国
・
実
質
的
法
治
国
』
概
念
の
系
譜
と
現
状
」
近
畿
大
学
法
科
大
学
院
論
集
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
、

三
二
、
三
三
、
五
八
頁
〔
後
に
同
『
法
治
国
家
観
の
展
開
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
〕
も
。

（
7
） V

gl. P
h

ilip K
u

n
ig, D

as V
erhältnism

äßigkeitsprinzip im
 deutschen öff entlichen R

echt, in: d
ers. /

 M
akoto N

agata (H
rsg.), 

D
eutschland und Japan im

 rechtsw
issenschaftlichen D

ialog, 2006, S
. 169 ff .; 

参
照
、
小
林
宏
晨
ほ
か
訳
「
ド
イ
ツ
公
法
に
お
け
る
比
例

適
合
性
原
理
」
永
田
誠
・
フ
ィ
ー
リ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ
編
集
代
表
『
法
律
学
的
対
話
に
お
け
る
ド
イ
ツ
と
日
本
―
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
・
日
本
大
学
共

同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
五
一
頁
以
下
。

（
8
） V

gl. P
h

ilip K
u

n
ig, R

echtsstaatliches R
ückw

irkungsverbot, in: D
etlef M

erten
 /

 H
an

s-J
ü

rgen
 P

apier (H
rsg.), H

andbuch 

der G
rundrechte in D

eutschland und E
uropa, B

d. 3, 2009, §
 69.

（
9
） 

参
照
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ッ
ヒ
（
松
本
和
彦
・
高
田
倫
子
訳
）「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
」
阪
大
法
学
五
九
巻
二
号

（
二
〇
〇
九
年
）
三
四
三
頁
以
下
、
特
に
三
五
三
、
三
五
四
頁
。

（
10
） V

gl. P
h

ilip K
u

n
ig, V

erfassungsrecht und einfaches R
echt ‒ V

erfassungsgerichtsbarkeit und F
achgerichtsbarkeit, in: 

V
eröff entlichungen der V

ereinigung der D
eutschen S

taatsrechtslehrer, B
d. 61 (2001), S

. 45 ff .; 

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ
（
岡
田

俊
幸
訳
）「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
最
新
判
例
か
ら
み
た
基
本
法
と
国
際
秩
序
と
の
関
係
」
比
較
法
学
四
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
二
、一
二
三

頁
、
ク
ー
ニ
ヒ
（
高
橋
訳
）・
前
掲
訳
注（
5
）Ⅵ
も
。

一
一
一





ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
一
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

（
一
）　

長
官
人
事

フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
は
、
一
九
一
〇
年
七
月
四
日
に
死
去
し
た
。

タ
フ
ト
（W

illiam
 H

ow
ard T

aft

）
第
二
七
代
大
統
領
は
、
ホ

ワ
イ
ト
（E

dw
ard D

ouglass W
hite jr.

）
を
第
九
代
長
官
に

任
命
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
は
、
元
連
邦
上
院
議
員
で
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は

前
二
代
の
長
官
同
様
、
ほ
と
ん
ど
政
治
経
歴
の
な
い
人
物
で
あ
っ

た
。
そ
れ
以
外
に
も
問
題
あ
る
指
名
だ
っ
た
。
第
一
に
タ
フ
ト
は

共
和
党
の
大
統
領
だ
っ
た
の
に
、
ホ
ワ
イ
ト
は
民
主
党
員
で
あ
っ

た
。
政
党
が
確
立
し
た
第
四
代
長
官
マ
ー
シ
ャ
ル
以
降
、
い
ず
れ

も
時
の
政
権
党
に
属
す
る
者
が
最
高
裁
判
所
長
官
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
の
後
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
政
権
党

員
が
長
官
に
任
命
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
米

国
史
上
唯
一
の
例
外
人
事
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
第
二
代
長
官

ラ
ト
リ
ッ
ジ
を
除
け
ば
、
は
じ
め
て
の
陪
席
判
事
か
ら
の
長
官
昇

格
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
も
き
わ
め
て
例
外
的
人
事
で
あ
っ
た
。

ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代

│
ホ
ワ
イ
ト
第
九
代
及
び
タ
フ
ト
第
一
〇
代
長
官
の
時
代

│
甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

一
一
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
二
）

い
た
か
ら
、
こ
れ
は
大
変
困
難
な
職
で
あ
っ
た
。

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
が
一
九
〇
一
年
九
月
に
暗
殺
さ
れ
る
と
、
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
（T

heodore R
oosevelt

）
が
副
大
統
領
か
ら
昇
格
し

た
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
タ
フ
ト
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
に
優
れ
た

業
績
を
上
げ
た
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
、
一
九
〇
四
年
彼
を
陸
軍
長

官
（S

ecretary of W
ar

）
に
抜
擢
し
た
。
さ
ら
に
、
二
度
目
の

任
期
が
終
わ
っ
た
一
九
〇
八
年
に
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
タ
フ
ト

を
自
ら
の
後
任
者
に
指
名
し
、
タ
フ
ト
は
そ
の
年
の
選
挙
で
圧
勝

し
て
大
統
領
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
タ
フ
ト
と
の
間
に
対
立

が
生
じ
た
結
果
、
一
九
一
二
年
の
大
統
領
選
で
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
は
タ
フ
ト
を
押
し
の
け
て
自
ら
が
共
和
党
候
補
の
指
名
を
得
よ

う
と
し
た
。
タ
フ
ト
が
共
和
党
候
補
に
決
ま
る
と
、
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
は
革
新
党
（P

rogressive P
arty

）
と
い
う
新
し
い
政
党
を

結
成
し
、
そ
れ
を
背
景
に
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
し
た
。
そ
の
結

果
、
一
九
一
二
年
の
選
挙
戦
は
、
民
主
党
の
ウ
ィ
ル
ス
ン
と
タ
フ

ト
及
び
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
三
つ
巴
の
戦
い
と
な
り
、
ウ
ィ
ル
ス
ン

が
当
選
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
二
位
、
タ
フ
ト
は
三
位
と
破
れ
る
。

そ
れ
を
期
に
、
タ
フ
ト
は
公
職
を
退
き
、
自
ら
設
立
し
た
平
和
執

行
連
盟
（L

eague to E
nforce P

eace

）
を
通
じ
て
の
世
界
平

タ
フ
ト
が
彼
を
任
命
し
た
理
由
は
、
今
日
も
不
明
で
あ
る
。
ホ

ワ
イ
ト
が
当
時
六
五
歳
で
太
り
す
ぎ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
タ
フ

ト
は
ホ
ワ
イ
ト
が
長
く
そ
の
地
位
に
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
自

分
が
そ
の
後
任
と
な
れ
る
日
が
来
る
と
期
待
し
た
た
め
と
考
え
る

者
も
い
る
。
実
際
、
ホ
ワ
イ
ト
が
一
九
二
一
年
五
月
一
九
日
に
現

職
の
ま
ま
死
亡
す
る
と
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
（W

arren G
am

aliel 
H
arding

）
第
二
九
代
大
統
領
は
、
タ
フ
ト
を
後
任
の
連
邦
最
高

裁
判
所
長
官
に
任
命
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
多
分
に
結
果
論
で

あ
ろ
う
。

タ
フ
ト
第
一
〇
代
長
官
は
、
行
政
、
司
法
両
府
の
ト
ッ
プ
に
就

任
し
た
合
衆
国
史
上
唯
一
の
人
物
で
あ
る
。
タ
フ
ト
の
経
歴
を
簡

単
に
紹
介
す
る
と
、
一
八
八
七
年
に
オ
ハ
イ
オ
州
最
高
裁
判
所
判

事
に
就
任
し
、
一
八
九
〇
年
に
は
合
衆
国
訟
務
長
官

（
1
）

に
任
命
さ

れ
、
一
八
九
一
年
に
は
第
六
連
邦
高
等
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
彼
は
確
か
に
連
邦
最
高
裁
判
所
長

官
に
ふ
さ
わ
し
い
司
法
領
域
の
人
間
で
あ
る
。

彼
の
行
政
職
の
経
歴
は
、
司
法
職
に
遅
れ
て
一
九
〇
〇
年
以
降

に
始
ま
っ
て
い
る
。
同
年
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
大
統
領
は
彼
を
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
民
政
長
官
に
任
命
す
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
民
は
米
国
の
侵
略
に
対
し
て
血
み
ど
ろ
の
抵
抗
を
し
て

一
一
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
三
）

力
の
す
べ
て
、
軍
事
力
の
み
な
ら
ず
経
済
力
、
技
術
力
、
科
学
力
、

政
治
力
等
を
、
平
時
の
体
制
と
は
異
な
る
戦
時
の
体
制
で
運
用
し

て
争
う
戦
争
と
な
っ
た
。

南
北
戦
争
に
総
力
戦
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
総
力
戦
を
実
施
す

る
手
段
と
し
て
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
は
、
初
期
段
階
に
お
い
て

は
議
会
か
ら
の
授
権
無
し
に
独
裁
権
力
を
行
使
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
様
々
な
憲
法
問
題
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
別
稿
で
紹
介
し
た

（
3
）

。

そ
れ
に
対
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
大
統
領
に

対
し
て
、
早
い
段
階
か
ら
議
会
か
ら
広
範
な
権
力
の
授
権
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
の
独
裁
権
力
は
直
接
的
な
憲
法

問
題
は
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
総
力
戦
が
も
た
ら
し

た
社
会
構
造
の
変
化
か
ら
、
様
々
な
憲
法
問
題
が
発
生
す
る
こ
と

に
な
る
。

そ
の
端
的
な
表
れ
が
憲
法
改
正
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
が
長
官
を

務
め
た
一
〇
年
ほ
ど
の
短
い
期
間
に
、
何
と
四
つ
の
憲
法
改
正
が

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逐
次
簡
単
に
紹
介
す
る
。

1　

第
一
六
修
正

第
一
六
修
正
は
直
接
税
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正
は

一
九
〇
九
年
に
議
会
を
通
過
し
て
い
た
が

（
4
）

、
そ
の
後
に
お
け
る
各

州
の
批
准
は
か
な
り
難
航
し
た
。
一
九
一
三
年
に
必
要
数
の
批
准

和
の
追
求
に
時
間
を
費
や
し
た
。

そ
の
彼
を
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
し
た

の
で
あ
る
。
以
後
、
タ
フ
ト
は
、
一
九
三
〇
年
、
す
な
わ
ち
世
界

大
恐
慌
の
直
後
ま
で
の
期
間
を
最
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
過
ご
す

こ
と
に
な
る
。

（
二
）　

激
動
の
時
代

一
九
〇
五
年
の
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決

（
2
）

か
ら
、
一
九
三
七
年
の

ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
ホ
テ
ル
判
決
（W

est C
oast H

otel C
o. v. 

P
arrish, 300 U

.S
. 379 

（1937
））
ま
で
の
期
間
を
、
憲
法
判
例

史
で
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
と
呼
ぶ
。
ホ
ワ
イ
ト
及
び
タ
フ
ト
が
長

官
で
あ
っ
た
時
代
が
ほ
ぼ
そ
の
中
心
と
言
え
る
。

こ
の
時
代
は
、
米
国
社
会
が
史
上
も
っ
と
も
激
し
く
変
動
し
た

時
代
で
あ
っ
た
。

社
会
が
変
動
し
た
最
大
の
原
因
の
一
つ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

が
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
の
間
、
米
国
を
巻
き
込

ん
で
戦
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
界
大
戦
は
、
そ
れ
ま
で
の

戦
争
の
常
識
を
一
変
さ
せ
た
。
そ
れ
ま
で
の
戦
争
は
、
戦
場
と
呼

ば
れ
る
特
定
の
場
所
で
、
職
業
軍
人
が
戦
う
の
で
あ
っ
て
、
一
般

の
人
び
と
に
は
関
係
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
戦
争
は
、
人

類
史
上
最
初
の
総
力
戦
（T

otal W
ar

）、
す
な
わ
ち
国
家
が
国

一
一
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
四
）

一
三
年
に
は
早
く
も
必
要
数
の
批
准
を
獲
得
し
て
成
立
し
た
の
で

あ
る
。

3　

第
一
八
修
正

一
九
一
九
年
に
は
第
一
八
修
正
と
し
て
、
悪
名
高
い
禁
酒
法
が

成
立
し
た
。
歴
史
が
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
に
始
ま
る
米

国
で
は
、
伝
統
的
に
清
教
徒
の
影
響
が
強
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料

に
対
す
る
強
い
批
判
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

一
八
五
一
年
に
メ
イ
ン
州
で
最
初
の
禁
酒
法
が
制
定
さ
れ
た
の
を

皮
切
り
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
一
八
の
州
で
禁
酒
法
が
実
施

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
伴
い
、
戦
時
の
穀
物

不
足
を
予
防
す
る
と
い
う
経
済
的
な
動
機
が
出
現
し
、
全
国
的
な

禁
酒
法
制
定
へ
の
機
運
が
盛
り
上
が
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ス
ン
大
統
領

は
、
せ
め
て
ア
ル
コ
ー
ル
度
の
低
い
酒
は
除
外
す
る
よ
う
、
議
会

に
働
き
か
け
た
が
、
清
教
徒
的
使
命
感
に
駆
ら
れ
て
い
る
議
会
に

は
通
用
せ
ず
、
一
九
一
七
年
一
二
月
一
八
日
に
第
一
八
修
正
は
議

会
を
通
過
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
一
九
年
一
月
一
六
日
に
は
早
く

も
必
要
数
の
批
准
が
完
了
し
、
憲
法
修
正
条
項
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
時
に
は
す
で
に
、
こ
の
憲
法
改
正
の
大
義
名
分
で

あ
っ
た
第
一
次
大
戦
は
終
了
し
て
い
た
が
、
議
会
の
勢
い
は
止
ま

ら
ず
、
そ
の
実
施
法
で
あ
る
全
国
禁
酒
法
（N

ational 

が
得
ら
れ
て
成
立
し
た
。
こ
れ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
急
激
に

膨
張
し
た
財
政
費
用
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。

2　

第
一
七
修
正

同
じ
一
九
一
三
年
に
第
一
七
修
正
が
成
立
し
た
。
こ
れ
は
上
院

議
員
の
直
接
選
挙
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

連
邦
議
会
に
お
い
て
は
、
下
院
議
員
が
全
国
民
の
代
表
で
あ
る

の
に
対
し
、
上
院
議
員
は
、
州
代
表
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
連
邦

憲
法
は
、
上
院
議
員
は
州
議
会
で
選
ば
れ
る
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
徐
々
に
こ
の
制
度
は
問
題
を
露
呈
し
始
め
た
。
州
議
会
と
い

う
狭
い
範
囲
で
行
わ
れ
る
選
挙
で
あ
る
た
め
、
贈
収
賄
そ
の
他
い

か
が
わ
し
い
取
引
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
多
数
の
州

で
州
議
会
が
上
院
議
員
を
期
限
ま
で
に
指
名
で
き
な
い
と
い
う
事

態
が
頻
繁
に
発
生
し
た
。

そ
こ
で
、
上
院
議
員
を
一
般
選
挙
で
選
ぶ
と
い
う
憲
法
改
正
案

が
連
邦
議
会
に
提
案
さ
れ
た
が
、
な
か
な
か
連
邦
議
会
の
受
け
入

れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
に
入
る

と
州
レ
ベ
ル
で
の
改
革
が
急
速
に
進
行
し
、
一
九
一
二
年
ま
で
に

二
九
州
で
、
上
院
議
員
は
実
質
的
に
州
民
の
選
挙
で
選
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
一
九
一
一
年
に
は
上
院
で
、

一
九
一
二
年
夏
に
は
下
院
で
可
決
さ
れ
て
議
会
を
通
過
し
、
翌

一
一
六



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
五
）

そ
の
国
は
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
。
さ
ら
に
各
国
の
労
働
組

合
の
運
動
や
、
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
で
労
働
問
題
が
大
き
な
政
治

問
題
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
国
際
的
に
協
調
し
て
労
働
者
の
権
利

を
保
護
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
条
項
が

組
み
入
れ
ら
れ
、
国
際
連
盟
の
姉
妹
機
関
と
し
て
国
際
労
働
機
関

（International L
abour O

rganization

＝IL
O

）
が
、
一
九
一
九

年
に
同
時
に
設
立
さ
れ
た
。

米
国
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
及
び
国
際
連
盟
の
創
立
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
設
立
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
議
会
が
国
際
連
盟
へ
の
加
入
を
承

認
し
な
か
っ
た
た
め
、
自
動
的
に
そ
の
姉
妹
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ

に
も
当
初
は
加
盟
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
四
年
、
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
政
権
下
に
お
い
て
、
国
際
連
盟
に
は
加
盟
し
な
い
ま
ま

に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
は
加
盟
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
批
准

も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
社
会
変
動
に
対
し
て
、
在
来
型
の
行
政
機
関
で
は
適

切
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
独
立
行
政
委
員
会
が

次
々
と
設
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
時
代
の
大
き
な
特
徴
で

あ
る
。
最
初
の
独
立
行
政
委
員
会
は
、
一
八
八
七
年
に
設
立
さ
れ

た
州
際
通
商
委
員
会
（Interstate C

om
m
erce C

om
m
ission

＝

P
rohibition A

ct

＝
通
称
ボ
ル
ス
テ
ッ
ド
法
：V

olstead A
ct

）

を
制
定
し
、
一
九
二
〇
年
か
ら
全
米
で
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、

ギ
ャ
ン
グ
を
は
び
こ
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
禁
酒
法
は
、

一
九
三
三
年
に
第
二
一
修
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
米
国
社

会
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。

4　

第
一
九
修
正

一
九
二
〇
年
に
成
立
し
た
第
一
九
修
正
は
、
女
性
参
政
権
条
項

で
あ
る
。
南
北
戦
争
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
奴
隷
で
あ
っ
た
黒
人
に

さ
え
（
少
な
く
と
も
憲
法
的
建
前
と
し
て
は
）
参
政
権
が
与
え
ら

れ
た
の
に
、
長
ら
く
女
性
に
参
政
権
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
流
れ
を
決
定
的
に
変
え
た
の
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
る
。
男

性
が
兵
士
と
し
て
欧
州
に
送
ら
れ
た
穴
を
埋
め
る
べ
く
、
女
性
が

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
女
性

参
政
権
に
抗
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る

（
5
）

。

第
二
の
大
き
な
変
動
原
因
は
、
資
本
主
義
の
爛
熟
と
産
業
革
命

で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
労
働
者
の
搾
取
が
、
米
国
ば
か
り
で
な

く
世
界
的
に
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
労
働
者
保
護
の
必
要
性

は
世
界
各
国
に
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
特
定
国

だ
け
が
労
働
者
保
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
貿
易
競
争
に
お
い
て
、

一
一
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
六
）

of 1925

）
は
、
別
名
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
法
（C

ertiorari 
A
ct

）
と
呼
ば
れ
る
。
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
と
はcertiorare

と

い
う
ラ
テ
ン
語
の
受
け
身
の
現
在
形
で
、
裁
量
上
訴
と
訳
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
九
二
五
年
法
二
三
七
条
ｂ
項
の
成
立

に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
か
ら
の
直
接
上
訴

が
認
め
ら
れ
る
、
州
裁
判
所
が
連
邦
法
や
条
約
を
無
効
と
し
た
事

件
な
ど
ご
く
限
ら
れ
た
事
件
を
除
け
ば
、
上
訴
は
裁
量
上
訴
の
申

立
て
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

上
訴
の
申
立
て
は
、
慣
行
的
に
、
九
人
中
四
人
以
上
の
判
事
が

賛
成
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
通
常
、
重
要
な
憲
法
問
題
や
国

家
的
に
重
要
な
論
点
を
含
む
事
件
に
し
か
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は

裁
量
上
訴
を
認
め
な
い
。
上
訴
さ
れ
る
事
件
は
、
現
在
で
は
年
間

七
〜
八
、〇
〇
〇
件
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
裁
量
上
訴
が
認
め
ら
れ
、

判
決
が
下
さ
れ
る
の
は
一
〇
〇
件
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ

り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
業
務
負
担
は
大
幅
に
軽
減
さ
れ
、
重
要

な
事
件
に
集
中
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
普
通
の
最
高

裁
判
所
長
官
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
劇
的
な
法
改
正
は
困
難
で

あ
っ
た
ろ
う
が
、
元
大
統
領
と
い
う
権
威
に
も
の
を
言
わ
せ
て
タ

フ
ト
は
、
同
法
案
を
議
会
に
通
過
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で

あ
る
。

IC
C

）
で
あ
る

（
6
）

。

そ
れ
が
良
く
機
能
し
た
の
で
、
一
九
一
四
年
に
は
連
邦
準
備
制

度
（F

ederal R
eserve S

ystem

＝F
R
S

）
が
設
け
ら
れ
、
そ
の

管
理
に
当
た
る
組
織
と
し
て
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（F

ederal 
R
eserve B

oard
＝F

R
B

）
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
設
置
さ
れ
た

（
7
）

。
こ

れ
が
以
後
、
今
日
ま
で
、
他
国
で
あ
れ
ば
中
央
銀
行
の
果
た
す
機

能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

同
じ
一
九
一
四
年
に
設
立
さ
れ
た
の
が
、
連
邦
取
引
委
員
会

（F
ederal T

rade C
om

m
ission

＝F
T
C

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

連
邦
の
独
占
禁
止
法
と
消
費
者
保
護
法
を
管
轄
す
る
組
織
で
あ
る
。

Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
国
内
市
場
が
競
争
原
理
に
基
づ
き
運
用
さ
れ
る
こ
と

を
確
保
し
、
活
発
か
つ
有
効
で
、
不
当
な
制
限
か
ら
自
由
な
状
況

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
活
動
し
た
。

つ
ま
り
、
戦
争
に
伴
う
行
政
権
力
の
拡
大
に
加
え
、
こ
う
し
た

準
司
法
型
の
行
政
機
関
が
次
々
と
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
米
国

が
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
行
政
国
家
に
変
身
し
始
め
た
の
で
あ

る
。（

三
）　

一
九
二
五
年
司
法
権
法

タ
フ
ト
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
残
し
た
最
大
の
業
績
は
、
司
法

権
法
の
改
正
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
司
法
権
法
（Judiciary A

ct 

一
一
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
七
）

と
を
禁
止
し
、
二
条
は
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
軽
罪
と
し
て

五
〇
ド
ル
以
上
の
罰
金
も
し
く
は
三
〇
日
以
上
の
拘
留
を
定
め
て

い
た
。

一
九
一
一
年
七
月
一
日
、
ヘ
ッ
ジ
（H

edges

）
が
、
セ
ン
ト

ル
イ
ス
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
鉄
道
会
社
に
転
轍
夫
と
し
て
採
用

さ
れ
た
が
、
彼
は
北
米
転
轍
夫
組
合
（S

w
itchm

en ’s U
nion of 

N
orth A

m
erica

）
と
い
う
労
働
組
織
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。

コ
ッ
パ
ー
ズ
（T

. B
. C

oppage

）
は
、
監
督
と
し
て
同
鉄
道
会

社
に
勤
務
し
て
お
り
、
そ
の
職
務
の
一
環
と
し
て
、
彼
は
次
の
契

約
書
を
ヘ
ッ
ジ
に
示
し
、
ヘ
ッ
ジ
が
そ
れ
に
署
名
し
な
い
場
合
に

は
、
会
社
は
彼
を
採
用
し
な
い
と
告
げ
た
。

「
フ
ォ
ー
ト
ス
コ
ッ
ト
、
カ
ン
ザ
ス
、
│
│
│

、
一
九
一
一
年

フ
リ
ス
コ
線
、
フ
ォ
ー
ト
ス
コ
ッ
ト
監
督
Ｔ
．Ｂ
．
コ
ッ
パ
ー

ズ
殿私

、
署
名
者
は
、
あ
な
た
の
要
求
に
従
い
、
フ
リ
ス
コ
社
に
勤

務
中
は
転
轍
夫
組
合
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
に
合
意
し
ま
す
。

（
署
名
）
│
│
│
│
│
│

」

ヘ
ッ
ジ
は
こ
の
契
約
書
に
対
す
る
署
名
を
拒
否
し
、
労
働
団
体

か
ら
の
脱
退
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
コ
ッ
パ
ー
ズ
は
、
彼
を
解

雇
し
た
。
こ
の
行
為
が
同
法
違
反
に
問
わ
れ
た
。

一　

コ
ッ
パ
ー
ズ
対
カ
ン
ザ
ス
州
事
件

産
業
革
命
に
伴
う
労
働
者
搾
取
問
題
の
一
つ
の
表
れ
が
、
こ
の

C
oppage v. K

ansas, 236 U
.S

. 1 

（1915

）
事
件
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
雇
用
者
が
、
労
働
組
合
に
参
加
し
な
い
と
い
う
条
件
の

雇
用
契
約
（
黄
犬
契
約
＝yellow

-dog contracts

）
を
締
結
す

る
自
由
を
州
法
が
制
限
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
フ

ラ
ー
・
コ
ー
ト
の
時
代
に
、
連
邦
法
で
、
黄
犬
契
約
を
結
ぶ
自
由

を
制
約
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
処
罰
す
る
規
定
を
設
け

る
こ
と
が
、
第
五
修
正
か
ら
導
か
れ
る
契
約
の
自
由
を
侵
害
し
、

違
憲
に
な
る
事
は
、
ア
デ
ア
事
件
判
決
に
よ
り
確
定
し
て
い
た

（
8
）

。

州
法
で
そ
れ
を
定
め
た
場
合
に
つ
い
て
、
ア
デ
ア
事
件
先
例
に

従
っ
た
の
が
こ
の
事
件
の
判
決
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

カ
ン
ザ
ス
州
で
は
一
九
〇
三
年
に
「
従
業
員
、
召
使
い
、
労
働

者
及
び
雇
用
を
求
め
る
人
の
要
件
に
対
し
強
制
し
た
り
影
響
を
与

え
た
り
も
し
く
は
要
求
し
た
場
合
に
処
罰
す
る
法
律

（
9
）

」
を
制
定
し

た
。同

法
一
条
は
、
個
人
ま
た
は
す
べ
て
の
企
業
、
代
理
人
、
公
務

員
、
会
社
な
ど
が
従
業
員
の
任
用
に
当
た
り
黄
犬
契
約
を
結
ぶ
こ

一
一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
八
）

こ
こ
で
は
、
明
確
に
自
由
放
任
主
義
の
主
張
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。
結
論
と
し
て
交
渉
力
の
不
均
衡
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
州

の
ポ
リ
ス
パ
ワ
ー
に
属
さ
な
い
と
す
る
。

（
三
）　

反
対
意
見

ホ
ー
ム
ズ
（O

liver W
. H

olm
es, Jr.

）、
デ
ィ
（W

illiam
 R

. 
D
ay

）
及
び
ヒ
ュ
ー
ズ
（C

harles E
. H

ughes

）
が
反
対
意
見
を

書
い
た
。

ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見
は
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
に
お
け
る
自
分

の
反
対
意
見
を
引
用
し
、
カ
ン
ザ
ス
州
法
に
違
憲
の
点
は
な
い
と

述
べ
た
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
が
書
き
、
ヒ
ュ
ー
ズ
が
加
わ
っ
た
反
対
意
見
は
、
通
常
の

立
法
に
お
い
て
は
契
約
の
自
由
を
支
持
す
る
が
、
こ
の
法
律
に
関

し
て
は
公
共
の
福
祉
を
増
進
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
べ

き
だ
と
し
た
。
ま
た
、
彼
は
多
数
意
見
に
反
対
し
て
、
こ
の
契
約

は
強
制
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
由
に
契
約
さ
れ
た
も
の
で
は
無
い

と
し
て
、「
男
は
彼
の
人
生
や
彼
の
自
由
、
ま
た
は
彼
の
本
質
的

な
権
利
を
物
々
交
換
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
四
）　

そ
の
後

こ
の
判
決
に
よ
り
、
州
法
レ
ベ
ル
で
も
、
黄
犬
契
約
を
禁
止
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
米
国
の
労
働
運
動
は
冬
の
時
代
に
入

（
二
）　

法
廷
意
見

最
高
裁
判
事
は
六
対
三
に
割
れ
た
。
多
数
意
見
を
ピ
ト
ニ
ー

（M
ahlon P

itney

）
判
事
が
書
い
た
。

ピ
ト
ニ
ー
は
、
冒
頭
で
、
そ
も
そ
も
コ
ッ
パ
ー
ズ
は
契
約
に
サ

イ
ン
す
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
だ
け
で
、
何
ら
サ
イ
ン
を
強
制
し

て
い
な
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
ア
デ
ア
事
件
判
決
を
引
用
し
た

上
で
、
カ
ン
ザ
ス
州
法
は
コ
ッ
パ
ー
ズ
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基

づ
く
権
利
を
侵
害
し
て
お
り
、
労
使
双
方
間
に
お
け
る
等
し
い
交

渉
力
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
政
府
の
仕
事
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。

「
被
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
労
働
力
を
売
る
た
め

の
契
約
を
行
う
に
際
し
、
そ
れ
を
買
お
う
と
す
る
雇
用
者
ほ

ど
に
、
財
政
的
に
独
立
し
得
な
い
こ
と
は
常
識
の
問
題
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
疑
い
も
な
く
、
私
有
財
産
権
が
存
在
す
る

限
り
、
富
の
不
平
等
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
存

在
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
人
が
他
の
人
よ
り
も
財
産
を
有
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
財
産
の
不

平
等
は
契
約
の
自
由
と
私
有
財
産
の
権
利
が
存
在
す
る
こ
と

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

認
識
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
維
持
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。」

一
二
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
九
）

四
六
番
目
の
州
に
昇
格
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

州
に
昇
格
し
た
際
、
そ
の
州
憲
法
は
合
衆
国
憲
法
第
一
五
修
正

に
準
拠
し
て
、
す
べ
て
の
人
種
の
男
性
が
平
等
に
投
票
で
き
る
と

す
る
制
度
を
採
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
州
と
し
て
認
め
ら
れ
る

と
す
ぐ
、
州
議
会
は
次
の
様
に
、
参
政
権
条
項
を
改
正
し
た
。

「
何
人
も
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
の
任
意
の
条
項
を
読
み

書
き
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
こ
の
州
の
選
挙
人
と
し

て
登
録
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
地
で
行
わ
れ
る
い
か

な
る
選
挙
に
お
い
て
投
票
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
な
い
。
い

か
な
る
者
も
、
一
八
六
六
年
一
月
一
日
ま
た
は
そ
れ
よ
り
前

の
時
点
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
態
の
政
府
に
お
い
て
投
票
権

を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
何
ら
か
の
外
国
に
居
住
し

て
お
ら
ず
、
ま
た
は
そ
の
者
の
直
系
卑
属
で
な
い
者
は
、
登

録
し
て
投
票
す
る
権
利
を
、
本
憲
法
の
条
項
を
読
み
書
き
す

る
能
力
を
有
し
な
い
場
合
に
は
否
認
さ
れ
る
。
選
挙
区
調
査

官
は
、
登
録
の
際
、
登
録
の
時
点
に
お
け
る
こ
の
条
項
を
構

成
す
る
権
限
を
有
す
る
。
登
録
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
本

条
項
は
選
挙
区
官
吏
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」

持
っ
て
回
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
有
権
者
と
な
る
に

は
識
字
テ
ス
ト
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
る
と
定
め
た
の
で
あ
る
。

る
こ
と
に
な
る
。
典
型
的
な
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
判
決
で
あ
る
。

二　

グ
イ
ン
対
合
衆
国
事
件

同
じ
一
九
一
五
年
に
下
さ
れ
たG

uinn v. U
nited S

tates, 
238 U

.S
. 347 

（1915

）
事
件
は
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
の
祖
父

条
項
（grandfather clause

）
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で

あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
は
、
当
初
は
そ
の
全
体
が
「
涙
の
道
事
件

（
10
）

」
な

ど
で
、
本
来
の
居
住
地
か
ら
追
放
さ
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
を
、

強
制
移
住
さ
せ
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
移
住
法

（Indian R
em

oval A
ct

）
に
基
づ
き
作
ら
れ
た
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
準
州
（Indian T

erritory

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
九
〇

年
五
月
二
日
、
連
邦
議
会
は
オ
ク
ラ
ホ
マ
基
本
法
（O

rganic 
A
ct of 1890

）
を
成
立
さ
せ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
準
州
の
西
半
分

を
オ
ク
ラ
ホ
マ
準
州
（T

erritory of O
klahom

a

）
と
し
て
分

離
し
、
東
半
分
だ
け
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
準
州
と
し
て
、
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
部
族
の
支
配
下
に
残
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
七
年
一
一
月

一
六
日
に
は
、
こ
の
残
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
準
州
さ
え
も
廃
止
し
、

オ
ク
ラ
ホ
マ
準
州
と
合
わ
せ
て
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
と
し
、
合
衆
国

一
二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
〇
）

か
つ
不
正
に
剥
奪
し
た
こ
と
が
、
合
衆
国
刑
法
の
次
の
条
項
に
違

反
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た

（
11
）

。

「
二
名
以
上
の
者
が
共
謀
し
て
、
合
衆
国
憲
法
ま
た
は
合

衆
国
法
に
よ
っ
て
市
民
に
与
え
ら
れ
て
い
る
何
ら
か
の
権
利

ま
た
は
特
権
の
自
由
な
行
使
を
、
侵
害
し
、
抑
圧
し
、
脅
か

し
、
も
し
く
は
威
迫
し
た
場
合
、〈
中
略
〉
五
、〇
〇
〇
ド
ル

以
下
の
罰
金
及
び
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
と
共
に
、

将
来
に
向
か
っ
て
公
民
権
が
剥
奪
さ
れ
る
。」

彼
ら
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
の
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告

し
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

判
決
は
一
九
一
五
年
六
月
二
一
日
に
、
一
人
の
反
対
意
見
も
無

く
下
さ
れ
、
ホ
ワ
イ
ト
自
身
が
申
し
渡
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
事

実
の
概
要
及
び
関
係
法
を
紹
介
し
た
後
、
自
ら
に
向
か
っ
て
次
の

様
に
問
を
発
す
る
。

「
第
一
に
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
憲
法
改
正
は
、
有
効
に
行

わ
れ
た
の
か
？

第
二
に
、
憲
法
の
任
意
の
条
項
を
読
み
書
き
で
き
た
場
合

を
除
き
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
議
会
議
員
候
補
者
に
投
票
す
る
権

利
な
い
し
特
権
を
、
も
し
そ
の
様
な
規
定
が
な
け
れ
ば
有
し

た
だ
し
、
祖
父
が
有
権
者
で
あ
っ
た
か
、
外
国
市
民
で
あ
っ
た
こ

と
を
証
明
す
れ
ば
識
字
テ
ス
ト
を
受
け
る
こ
と
な
く
有
権
者
と
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
祖
父
条
項
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
文
盲
の
白

人
は
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
黒
人
の
場
合
、

祖
父
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
奴
隷
だ
っ
た
の
で
当
然
一
八
六
六
年
前
に

は
有
権
者
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
識
字
テ
ス
ト
を
受
け
ね
ば
投
票

で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
識
字
テ
ス
ト
は
非
常

に
恣
意
的
に
行
わ
れ
た
の
で
、
実
際
に
は
文
盲
で
な
く
と
も
、
黒

人
は
識
字
試
験
に
合
格
で
き
な
か
っ
た
。

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
は
、
こ
の
よ
う
な
改
正
に
よ
り
、
文
言
的
に
は

第
一
五
修
正
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
規
制
を
潜
脱
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
憲
法
改
正
後
、
こ

れ
に
倣
っ
て
南
部
諸
州
の
多
く
が
、
州
憲
法
に
同
様
の
祖
父
条
項

を
設
け
た
。

こ
の
改
正
は
、
一
九
一
〇
年
一
一
月
八
日
に
実
施
さ
れ
た
オ
ク

ラ
ホ
マ
州
議
会
議
員
選
挙
の
前
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

選
挙
期
間
中
に
選
挙
区
官
吏
で
あ
っ
た
グ
イ
ン
（F

rank 
G
uinn

）
及
び
ビ
ー
ル
（J. J. B

eal

）
は
、
黒
人
の
投
票
権
を
認

め
る
第
一
五
修
正
及
び
第
一
五
修
正
に
基
づ
く
投
票
権
を
保
障
す

る
と
定
め
て
い
る
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
に
違
反
し
て
、
故
意
に
違
法

一
二
二



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
一
）

同
様
の
祖
父
条
項
は
す
べ
て
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
判
決
の
効
力
は
短
い
時
間
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
州
議
会
は
直
ち
に
州
法
を
改
正
し
、
次
の
様
に
表
記
し

た
か
ら
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
人
は
、
一
九
一
四
年
に
投
票
し
た
者
を
除
き
、

一
九
一
六
年
に
投
票
す
る
資
格
を
与
え
ら
れ
る
が
、

一
九
一
六
年
四
月
三
〇
日
か
ら
五
月
一
一
日
ま
で
の
間
に
登

録
を
怠
っ
た
者
は
、
病
気
の
た
め
の
欠
席
の
例
外
を
除
き
、

永
久
に
権
利
を
奪
わ
れ
る
。」

一
九
三
九
年
に
な
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
はL

ane v. 
W

ilson, 307 U
.S

. 268 

（1939

）
に
よ
り
、
こ
の
一
九
一
六
年

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
選
挙
法
の
祖
父
条
項
も
第
一
五
修
正
に
違
反
す
る

と
判
決
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
い
た
ち
ご
っ
こ
に
よ
り
、

せ
っ
か
く
の
違
憲
判
決
の
効
力
は
削
が
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

三　

ア
ダ
ム
ズ
対
タ
ナ
ー
事
件

A
dam

s v. T
anner, 244 U

.S
. 590 

（1917

）
事
件
は
、
有
料

職
業
紹
介
事
業
に
対
す
る
規
制
を
違
憲
と
し
た
、
典
型
的
な
ロ
ッ

ク
ナ
ー
時
代
判
決
で
あ
る
。

て
い
た
黒
人
合
衆
国
市
民
か
ら
、
一
八
六
六
年
一
月
一
日
あ

る
い
は
そ
れ
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、
彼
ら
が
奴
隷
で
あ
っ

た
た
め
に
、
何
ら
か
の
形
態
の
政
府
に
お
い
て
投
票
権
を
認

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
何
ら
か
の
外
国
に
居
住
し
て
お

ら
ず
、
ま
た
は
そ
の
者
の
直
系
卑
属
で
な
い
と
い
う
理
由
か

ら
剥
奪
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
し
て
、
そ
の
改
正
を
無
効
と

で
き
る
か
。」

グ
イ
ン
側
で
は
、
こ
の
点
に
対
し
て
、
各
州
に
は
自
ら
の
参
政

権
を
定
め
る
権
限
が
あ
り
、
こ
の
権
限
は
第
一
五
修
正
に
よ
っ
て

も
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
は
、
そ
の
主
張
は
原
則
と
し
て
は
正
し
い
と
い
う
。

し
か
し
、
意
図
的
に
合
衆
国
憲
法
の
定
め
る
参
政
権
の
基
準
を
歪

め
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
問
題
が
違
っ
て
、
州
の
そ
の
権
限

を
行
使
す
る
際
の
判
断
は
、
連
邦
裁
判
所
の
監
督
に
服
す
る
と
し
、

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
は
違
憲
と
し
た
。
黒
人
の
投
票
権
を
正
面
か

ら
認
め
た
点
で
、
極
め
て
進
歩
的
な
判
例
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

そ
の
判
決
の
結
果
、
単
に
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
ば
か
り
で
無
く
、
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州
、
ア
ラ
バ
マ
州
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ

州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
及
び
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
憲
法
に
あ
っ
た

一
二
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
二
）

間
職
業
紹
介
所
の
廃
止
勧
告
を
し
た
。

「
規
制
を
行
う
事
に
よ
り
、
民
間
職
業
紹
介
所
に
よ
る
悪

行
を
除
去
す
る
試
み
が
三
一
州
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
少
数

の
例
外
を
除
い
て
、
そ
れ
は
む
な
し
い
も
の
で
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
そ
の
業
務
に
お
け
る
誠
実
さ
を
よ
り
高
い
水

準
に
向
上
さ
せ
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
が
、
そ
の
制
度
そ

れ
自
体
が
内
包
し
て
い
る
害
悪
を
除
去
で
き
な
い
で
い
る
。

州
や
市
が
監
察
官
や
苦
情
処
理
官
の
た
め
に
多
額
の
費
用
を

投
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
民
間
職
業
紹
介
所
の
活
動
に
は
か

な
り
の
改
善
が
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
規
制
を
担
当
し
て
い
る

係
官
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
う
し
た
害
悪
は
こ
の
『
ビ
ジ
ネ
ス

の
本
質
』
で
あ
り
、
問
題
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
決
し

て
で
き
な
い
と
証
言
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
民

間
職
業
紹
介
所
の
全
廃
を
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
労
働
者
間
で
一
般
的
な
意
見
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の

州
で
は
、
す
で
に
法
律
で
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
試
み
が

な
さ
れ
て
い
る
。」

こ
う
し
た
情
況
の
中
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
ま
ず
間
接
的
な

規
制
策
を
実
施
し
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
に
お
け

る
職
業
紹
介
所
は
、
シ
ア
ト
ル
で
一
八
九
四
年
に
市
憲
章
を
改
正

（
一
）　

背
景
と
な
る
事
実

民
間
職
業
紹
介
所
に
は
後
述
す
る
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
一
九
一
四
年
以
前
の
一
五
年
間
に
、
民
間
職
業
紹
介
所
を
規

制
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
広
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

二
四
州
は
、
法
律
に
よ
り
直
接
的
に
規
制
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

ら
の
多
く
は
地
方
自
治
体
条
例
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
た
。

一
九
州
で
は
州
立
の
職
業
紹
介
所
を
作
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
規

制
し
よ
う
と
し
た
。
七
州
で
は
地
方
自
治
体
に
よ
る
職
業
紹
介
所

を
作
る
こ
と
で
間
接
規
制
を
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
他
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
等
に
よ
る
無
料
の
職
業
紹
介
所
を
作
る
試
み
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
試
み
は
い
ず
れ
も
不
成
功
に
終
わ
っ
た
。
民

間
職
業
紹
介
所
は
、
そ
う
し
た
無
料
の
職
業
紹
介
所
が
存
在
し
て

も
、
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
に
公
共
職
業
事
務
所
全
米
会
議
は
そ
の
年
次
総
会

で
、
米
国
内
で
活
動
し
て
い
る
す
べ
て
の
民
間
職
業
紹
介
所
を
可

能
な
限
り
速
や
か
に
撤
廃
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
し
、
連
邦
議

会
連
邦
産
業
関
係
委
員
会
（U

nited S
tates C

om
m
ission on 

Industrial R
elations

）
及
び
諸
州
の
立
法
機
関
に
対
し
、
そ
の

廃
止
を
考
慮
す
る
よ
う
勧
告
す
る
旨
決
議
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
、

連
邦
産
業
関
連
委
員
会
は
、
議
会
に
対
し
、
次
の
様
に
述
べ
て
民

一
二
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
三
）

（
二
）　

法
廷
意
見

判
決
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
、
同
法
を
第
一
四
修
正
の
定
め
る

適
正
手
続
き
に
違
反
し
、
違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
文
は
マ
ク
レ

イ
ノ
ル
ズ
（Jam

es C
. M

cR
eynolds

）
判
事
が
執
筆
し
、
結
論

と
し
て
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
人
が
誠
実
な
生
計
を
営
む
た
め
の
職
業
を
見
つ
け
る
た

め
に
有
償
で
代
理
を
務
め
る
行
為
に
は
、
な
ん
ら
本
質
的
に

不
道
徳
な
点
も
、
そ
し
て
公
共
の
福
祉
に
危
険
な
も
の
で
も

無
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
は
、
有
用

で
あ
り
、
賞
賛
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
大
い
に
需
要

が
あ
る
。」

（
三
）　

反
対
意
見

こ
の
事
件
で
反
対
意
見
を
述
べ
た
の
は
、
マ
ッ
ケ
ン
ナ

（Joseph M
cK

enna

）、
ホ
ー
ム
ズ
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（L

ouis 
B
randeis （

13
）

）
及
び
ク
ラ
ー
ク
（John H

. C
larke

）
の
各
判
事
で

あ
る
。
反
対
意
見
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
執
筆
し
、
他
の
三
判
事

は
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。

こ
の
立
法
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
が
単
独
で
行
っ
た
も
の
で
は
無

く
、
連
邦
労
働
省
（U

S
 L

abor D
epartm

ent

）
の
支
援
の
下
に

行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
、
一
九
一
二
年
に
連

し
て
設
置
さ
れ
た
。
同
様
に
、
タ
コ
マ
で
は
一
九
〇
四
年
に
、
ス

ポ
ケ
ー
ン
で
は
一
九
〇
五
年
に
、
そ
し
て
エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
で
は

一
九
〇
八
年
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
公
共
職
業
紹

介
所
の
増
加
は
、
し
か
し
他
州
同
様
に
、
民
間
職
業
紹
介
所
を
抑

制
す
る
効
果
を
示
さ
な
か
っ
た
。
逆
に
ス
ポ
ケ
ー
ン
で
は
、
民
間

職
業
紹
介
所
の
紹
介
料
が
一
ド
ル
か
ら
二
ド
ル
に
値
上
が
り
し
た

ほ
ど
で
あ
る
。
根
本
的
な
問
題
は
、
産
業
革
命
に
伴
う
慢
性
的
な

失
業
の
増
加
の
前
に
、
公
共
職
業
紹
介
所
が
十
分
な
職
を
提
供
で

き
な
い
点
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
、
職
業
紹
介
所
法

（
12
）

を
定
め
、
そ

の
中
で
、
民
間
の
職
業
紹
介
所
が
、
人
び
と
か
ら
手
数
料
を
徴
収

す
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
一
〇
〇
ド
ル
以

下
の
罰
金
か
三
〇
日
以
下
の
拘
留
に
処
す
る
と
し
た
。
同
法
案
は

一
九
一
四
年
に
住
民
投
票
に
掛
け
ら
れ
、
一
六
二
、〇
五
四
票
対

一
四
四
、五
四
四
票
で
可
決
成
立
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
ス
ポ
ケ
ー
ン
市
で
民
間
職
業
紹
介
所
を
所
有
す

る
ア
ダ
ム
ズ
（Joe A

dam
s

）
等
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
司
法
長
官

の
タ
ナ
ー
（W

. V
. T

anner

）
等
を
相
手
取
っ
て
、
同
法
は
第

一
四
修
正
の
定
め
る
適
正
手
続
き
条
項
に
違
反
し
、
そ
の
財
産
を

侵
害
し
て
い
る
と
し
て
訴
え
た
。

一
二
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
四
）

う
な
手
数
料
を
支
払
っ
た
申
請
者
に
だ
け
そ
れ
に
見
合
う
職

を
提
供
す
る
。
そ
の
他
、
職
業
紹
介
所
が
行
う
害
悪
と
し
て

は
、
人
び
と
を
集
め
て
博
打
そ
の
他
の
悪
弊
に
誘
導
す
る
こ

と
で
あ
る
。
時
と
し
て
紹
介
所
の
職
員
は
そ
の
た
め
の
サ
ロ

ン
を
施
設
内
に
設
置
し
て
い
る
。〈
中
略
〉

ま
じ
め
に
仕
事
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
多
数
の
民
間
職
業

紹
介
所
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら
は
例
外
で
あ
り
、
規
格

外
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
詐
欺
の
悪
臭
に
満
ち
て
お
り
、
目

に
余
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
。
料
金
は

し
ば
し
ば
提
供
さ
れ
る
職
の
全
額
と
な
っ
て
い
る
。」

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
に
よ
る
民
間
職
業
紹
介
所
の
弊
害
に
関
す
る
記

述
は
ま
だ
ま
だ
続
く
が
、
以
下
は
省
略
す
る
。
と
に
か
く
、
そ
の

実
態
が
、
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
事
の
い
う
よ
う
な
、
賞
賛
す
べ
き

も
の
で
無
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
、
弁

護
士
時
代
、
法
の
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
と
綽
名
さ
れ
る
ほ
ど
に
経
済

的
弱
者
の
た
め
に
、
報
酬
も
求
め
ず
に
戦
っ
た
人
だ
が
、
こ
の
記

述
に
は
そ
う
し
た
彼
の
態
度
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
結
論
と
し

て
彼
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
が
調
印
さ
れ

た
日
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
法
構
造
の
改
革
は
、
た
び
た

邦
議
会
連
邦
産
業
関
係
委
員
会
へ
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
引
用
し

て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
有
料
の
民
間
職
業
紹
介
所
は
、
今
日
、
全
米
の
あ
ら
ゆ

る
都
市
に
、
あ
ら
ゆ
る
規
模
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
業
務

の
性
質
は
、
可
能
な
限
り
不
道
徳
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
利

用
者
で
あ
る
男
女
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ほ
ん
の
一
〜
二
ド

ル
を
持
つ
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
稼
ぐ
機
会
を
求
め
て
い

る
。
彼
ら
は
た
い
て
い
知
的
で
は
無
く
、
容
易
に
騙
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
紹
介
所
が
、
そ
う
し
た
求
職
者
を
い
か
に
騙
し
た
か

と
い
う
話
は
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
紹
介
所
が
騙
す
の

に
使
っ
て
い
る
も
っ
と
も
普
通
の
方
法
は
次
の
様
な
も
の
で

あ
る
。
第
一
は
、
料
金
は
徴
収
す
る
が
、
申
請
者
に
職
を
探

す
努
力
を
し
な
い
。
第
二
は
、
申
請
者
に
存
在
し
な
い
職
を

通
知
す
る
。
第
三
は
、
申
請
者
に
実
際
に
は
何
の
仕
事
も
無

い
か
、
満
足
な
仕
事
の
な
い
遠
隔
地
を
通
知
す
る
の
で
、
申

請
者
は
苦
情
を
言
う
た
め
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
四

は
、
紹
介
所
と
使
用
者
の
馴
れ
合
い
で
、
申
請
者
に
は
ほ
ん

の
数
日
の
労
働
だ
け
を
与
え
、
新
し
い
労
働
者
か
ら
新
規
に

料
金
を
徴
収
し
、
紹
介
者
と
使
用
者
の
間
で
そ
の
料
金
を
山

分
け
す
る
。
第
五
は
、
法
外
な
手
数
料
を
徴
収
し
、
そ
の
よ

一
二
六



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
五
）

し
た
の
で
あ
る
。

四　

ハ
マ
ー
対
デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
事
件

H
am

m
er v. D

agenhart, 247 U
.S

. 251 

（1918

）
事
件
は
、

児
童
の
就
業
規
制
を
違
憲
と
し
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

産
業
革
命
に
伴
い
、
必
然
的
に
発
生
す
る
問
題
が
、
児
童
の
酷

使
で
あ
る
。
生
産
の
機
械
化
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
産
の
中
心
的
担

い
手
で
あ
っ
た
熟
練
工
を
不
要
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
使
用
者
は
、

そ
れ
ま
で
徒
弟
と
し
て
熟
練
工
を
補
佐
し
て
い
た
低
賃
金
の
児
童

の
み
を
雇
用
し
、
彼
ら
を
長
時
間
酷
使
す
る
こ
と
で
、
利
潤
の
最

大
化
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
日
本
で
は
女
工

哀
史
と
い
う
形
で
現
れ
、
わ
が
国
現
行
憲
法
二
七
条
三
項
は
「
児

童
は
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
明
記
し
て
い
る
。

米
国
に
お
い
て
も
、
児
童
が
産
業
で
酷
使
さ
れ
る
情
況
は
日
本

と
一
緒
で
あ
っ
た
。
個
々
の
州
内
の
工
場
に
お
け
る
労
働
時
間
等

の
規
制
は
、
州
法
で
な
け
れ
ば
行
う
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

州
で
規
制
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
、
当
時
は

困
難
で
あ
っ
た
。

連
邦
議
会
は
、
そ
こ
で
、
州
際
通
商
条
項
を
活
用
し
、
児
童
を

び
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
が
今
後
は
行
わ
れ
な
い
と
仮

定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
法
は
そ
れ
自
身
を
社
会
の

新
し
い
条
件
、
特
に
使
用
者
と
被
用
者
の
新
し
い
関
係
が
生

じ
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
適
応
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
の
で

あ
る
。」

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
、
こ
う
述
べ
て
、
法
廷
意
見
の
依
拠
し
て
い

る
古
い
法
的
正
義
（
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
）
を
正
面
か
ら
否
定
し

た
の
で
あ
る
。

（
四
）　

そ
の
後

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
二
号
条
約
で
無
料
の
公
共
職
業
紹
介
所
を
要
求
し
て

い
た
が
、
一
九
三
三
年
に
、
三
四
号
条
約
と
し
て
有
料
職
業
紹
介

所
に
関
す
る
条
約
（F

ee-C
harging E

m
ploym

ent A
gencies 

C
onvention 

（N
o.34

））
を
制
定
し
、
そ
の
原
則
禁
止
を
定
め
た
。

前
述
の
通
り
翌
一
九
三
四
年
に
米
国
は
、
国
際
連
盟
非
加
盟
の
ま

ま
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
加
盟
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
自
身
が
判
例
を
変
更
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り

若
干
早
く
一
九
二
八
年
のIn R

ibnik v. M
cB

ride, 277 U
.S

. 
350 

（1928

）
事
件
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
本
件

と
同
様
の
内
容
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
が
問
題
と
な
り
、
ブ

ラ
ン
ダ
イ
ス
の
反
対
意
見
を
連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
面
的
に
支
持

一
二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
六
）

（
二
）　

判
決
の
内
容

こ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
五
対
四
の
僅

差
で
、
一
九
一
六
年
児
童
労
働
法
を
違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
を

執
筆
し
た
デ
ィ
判
事
は
、
結
論
と
し
て
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
、
通
常
の
商
品
の
州
際
取
引
に
伴

う
移
送
を
禁
じ
る
と
い
う
方
法
に
依
っ
て
生
ず
る
本
法
に
必

要
な
効
果
は
、
各
州
内
に
お
け
る
工
場
や
鉱
山
で
の
児
童
労

働
時
間
を
規
制
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
純
然
た
る
州
の

権
限
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
は
二
重
の
意
味
で
、
憲

法
に
違
反
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
議
会
に
委
任
さ

れ
た
商
業
上
の
権
限
を
踰
越
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
連

邦
政
府
の
権
限
を
拡
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
純
粋
た
る

地
域
の
問
題
に
、
権
限
を
及
ぼ
し
て
い
る
。」

こ
う
し
て
、
連
邦
議
会
は
児
童
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
商
品
の

流
通
を
規
制
す
る
権
限
を
持
た
ず
、
従
っ
て
一
九
一
六
年
児
童
労

働
法
は
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

（
三
）　

反
対
意
見

こ
の
事
件
で
反
対
意
見
は
、
ホ
ー
ム
ズ
が
執
筆
し
、
マ
ッ
ケ
ン

ナ
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
及
び
ク
ラ
ー
ク
判
事
が
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。

ホ
ー
ム
ズ
は
こ
の
事
件
に
関
す
る
単
純
な
疑
問
は
、
連
邦
議
会

酷
使
し
て
生
産
し
た
製
品
を
、
州
境
を
超
え
て
流
通
さ
せ
る
の
を

禁
じ
る
と
い
う
間
接
的
な
手
段
に
よ
り
、
児
童
労
働
の
規
制
を
行

う
こ
と
を
工
夫
し
た
。
そ
れ
が
一
九
一
六
年
児
童
労
働
法

（C
hild L

abor A
ct of 1916

）
で
あ
る

（
14
）

。
同
法
は
一
四
歳
未
満

の
児
童
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
り
、
一
四
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
児

童
が
一
日
八
時
間
以
上
若
し
く
は
一
週
六
日
以
上
労
働
し
て
い
た

り
、
午
後
七
時
過
ぎ
に
、
な
い
し
午
前
六
時
前
に
就
労
し
て
い
る

工
場
の
製
品
の
州
境
を
超
え
た
流
通
を
禁
止
し
た
。

デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
（R

oland D
agenhart

）
は
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ

イ
ナ
州
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
精
綿
工
場
に
、
そ
の
二
人
の
息
子
（
一

人
は
一
四
歳
未
満
、
一
人
は
一
四
歳
以
上
一
六
歳
未
満
）
と
共
に

雇
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
法
律
は
違
憲
で
あ
る
と
訴
え
た
。
連

邦
地
方
裁
判
所
は
、
同
法
が
違
憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
の
で
、
連

邦
地
方
検
事
の
ハ
マ
ー
（W

. C
. H

am
m
er

）
が
、
連
邦
最
高
裁

に
上
告
し
た
。

デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
の
提
起
し
た
論
点
は
三
つ
あ
っ
た
。
第
一
に
、

こ
れ
は
州
際
通
商
の
規
制
対
象
と
な
る
問
題
で
は
無
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
第
一
〇
修
正
に
違
反
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
第
五
修
正
に
違
反
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

一
二
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
七
）

F
urniture C

o., 259 U
.S

. 20 

（1922

））。
そ
の
判
決
は
タ
フ
ト

自
身
が
執
筆
し
、
ホ
ー
ム
ズ
や
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
な
ど
も
賛
同
し
て
、

反
対
意
見
は
ク
ラ
ー
ク
判
事
一
人
で
あ
っ
た
。
タ
フ
ト
が
述
べ
た

こ
と
は
、
こ
の
児
童
労
働
税
は
罰
金
で
あ
っ
て
課
税
で
は
無
く
、

さ
ら
に
同
法
は
租
税
法
で
は
無
く
、
事
業
の
規
制
法
だ
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
児
童
労
働
を
防
止
す
る
た
め
の
二
つ
の
法
律
が
挫
折

し
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
議
会
は
、
今
度
は
児
童
労
働
を
規
制
す
る

憲
法
改
正
を
企
て
た
。
し
か
し
、
必
要
期
限
内
に
必
要
数
の
州
の

批
准
が
得
ら
れ
ず
、
こ
れ
も
挫
折
し
た
。
し
か
し
、
多
く
の
州
で

は
児
童
労
働
法
を
州
法
と
し
て
制
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

結
果
と
し
て
見
れ
ば
、
憲
法
改
正
が
成
功
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な

効
果
を
、
あ
る
程
度
ま
で
発
揮
し
た
。

な
お
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
児
童
の
酷
使
に
対
し
て
は
大
変
早
い
時
点

か
ら
防
止
努
力
を
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
九
年
の
最
低

年
齢
（
工
業
）
条
約
（
第
五
号

（
15
）

）、
一
九
一
九
年
の
年
少
者
夜
業

（
工
業
）
条
約
（
第
六
号

（
16
）

）、
一
九
二
一
年
の
最
低
年
齢
（
農
業
）

条
約
（
第
一
〇
号

（
17
）

）、
一
九
二
一
年
の
児
童
及
年
少
者
夜
業
（
農

業
）
勧
告
（
第
一
四
号

（
18
）

）、
一
九
二
一
年
の
最
低
年
齢
（
石
炭
夫

及
火
夫
）
条
約
（
第
一
五
号

（
19
）

）
が
、
こ
の
前
後
の
時
期
に
制
定
さ

が
、
児
童
労
働
法
の
定
め
て
い
る
よ
う
な
規
制
を
行
う
権
限
が
あ

る
か
否
か
で
あ
る
、
と
述
べ
、
法
廷
意
見
に
は
基
本
的
に
同
意
す

る
と
し
た
上
で
、
次
の
様
に
い
う
。

「
し
か
し
、
も
し
法
律
が
、
連
邦
議
会
に
授
与
さ
れ
た
権

限
の
範
囲
に
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
間
接
的
な
効
果
が
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
合
憲
性
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
明
白
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
間
接
的

効
果
は
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
間
接
的
効
果
の
故
に

無
効
と
す
る
自
由
を
我
々
は
持
た
な
い
。」

そ
の
上
で
、
今
日
で
は
、
連
邦
議
会
が
州
際
通
商
を
規
制
す
る

権
限
自
体
は
も
は
や
疑
い
を
入
れ
な
い
と
し
た
上
で
、
間
接
的
な

効
力
の
故
に
、
本
来
は
合
憲
な
規
制
が
違
憲
に
な
る
事
は
あ
り
得

な
い
、
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

（
四
）　

そ
の
後

こ
の
最
高
裁
判
所
判
決
で
同
法
が
無
効
に
な
っ
た
の
で
、
連
邦

議
会
で
は
、
一
九
一
九
年
二
月
に
今
度
は
児
童
労
働
で
生
産
さ
れ

た
商
品
に
は
一
〇
％
の
課
税
を
行
う
と
い
う
法
律
を
成
立
さ
せ
た

（C
hild L

abor T
ax L

aw
 of 1919

）。
そ
の
事
件
が
最
高
裁
判

所
に
上
告
さ
れ
た
の
は
、
タ
フ
ト
・
コ
ー
ト
の
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
が
、
や
は
り
違
憲
と
さ
れ
た
（B

ailey v. D
rexel 

一
二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
八
）

勤
手
当
の
支
給
を
定
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
合
憲
性
が
問
題
に
さ
れ

た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
に
も
拘
わ

ら
ず
、
規
制
立
法
に
合
憲
判
断
が
下
っ
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
九
一
三
年
に
制
定
さ
れ
た
問
題
の
オ
レ
ゴ
ン
州
法
は
、
次
の

様
に
定
め
て
い
た
。

「
何
人
も
、
い
か
な
る
製
粉
所
、
工
場
そ
の
他
の
製
造
設

備
に
お
い
て
も
、
必
要
な
修
理
を
行
う
こ
と
に
従
事
す
る
従

業
員
と
警
備
員
を
除
き
、
ま
た
は
生
命
や
財
産
に
差
し
迫
っ

た
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
緊
急
の
場
合
を
除
き
、
い
か
な

る
日
に
お
い
て
も
一
日
一
〇
時
間
以
上
の
労
働
を
行
う
条
件

で
雇
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
用
者
は
一
日
に

三
時
間
を
超
え
な
い
残
業
に
お
い
て
正
規
の
賃
金
の
一
・
五

倍
の
割
合
で
手
当
を
支
払
う
と
い
う
条
件
で
働
く
こ
と
が
で

き
る
。」

同
法
違
反
の
行
為
は
軽
犯
罪
を
構
成
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
バ

ン
テ
ィ
ン
グ
（F

ranklin O
. B

unting

）
は
、
製
粉
工
場
に
お
い

て
、
被
用
者
を
一
日
に
一
三
時
間
労
働
さ
せ
、
し
か
も
超
勤
手
当

を
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
起
訴
さ
れ
、
五
〇
ド
ル
の
罰
金

を
科
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
同
法
は
第
一
四

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
今
日
の
感
覚
を
基
準
と
す
れ
ば
、
非
常

識
な
ほ
ど
の
長
時
間
労
働
を
許
容
し
て
い
る
が
、
当
時
に
お
い
て

は
、
こ
れ
で
さ
え
も
使
用
者
の
権
利
の
大
幅
制
限
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
米
国
は
一
九
三
四
年
ま
で

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
加
盟
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
当
初
は
、

米
国
の
児
童
労
働
の
抑
圧
と
し
て
は
機
能
し
な
か
っ
た
。

一
九
三
四
年
に
米
国
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
加
盟
し
た
こ
と
か
ら
事
態
が

動
き
、
一
九
三
八
年
、
連
邦
議
会
は
公
正
労
働
基
準
法
（F

air 
L
abor S

tandards A
ct

）
を
制
定
し
、
そ
の
二
一
二
条
で
「
抑

圧
的
児
童
労
働
」
で
生
産
さ
れ
た
商
品
の
州
際
流
通
を
禁
止
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
四
一
年
にU

nited S
tates v. 

D
arby L

um
ber C

o., 312 U
.S

. 100 

（1941
）
に
よ
っ
て
、
デ
ィ

ゲ
ン
ハ
ー
ト
事
件
判
決
を
、
一
人
の
反
対
意
見
も
無
く
変
更
し
、

同
法
を
合
憲
と
し
た
。
同
判
決
は
、
デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
事
件
に
お

け
る
ホ
ー
ム
ズ
の
少
数
意
見
を
全
面
的
に
支
持
し
、
そ
れ
を
自
明

の
理
で
あ
る
と
し
た
。

五　

バ
ン
テ
ィ
ン
グ
対
オ
レ
ゴ
ン
州
事
件

こ
のB

unting v. O
regon, 243 U

.S
. 426 

（1917

）
事
件
は

オ
レ
ゴ
ン
州
法
が
、
労
働
時
間
の
制
限
と
超
過
勤
務
に
対
す
る
超

一
三
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
九
）

た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
法
律
は
賃
金
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
の

時
間
を
調
節
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
主
張
に
は
理
由
が
無
い
、
と

し
て
退
け
た
。六　

シ
ェ
ン
ク
対
合
衆
国
事
件

こ
のS

chenck v. U
nited S

tates, 249 U
.S

. 47 

（1919

）
事

件
は
、
第
一
次
大
戦
と
い
う
異
常
環
境
下
に
お
い
て
、「
明
白
か

つ
現
在
の
危
険
」
テ
ス
ト
（“clear and present danger ” test

）

を
確
立
し
た
有
名
な
判
決
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
概
要

1　

徴
兵
制
度

一
九
一
七
年
五
月
、
ア
メ
リ
カ
議
会
は
、
選
抜
徴
兵
法

（S
elective S

ervice A
ct of 1917

）
を
可
決
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

大
統
領
が
署
名
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
一
三
修
正
の

意
に
反
す
る
苦
役
条
項
な
い
し
第
一
四
修
正
の
適
正
手
続
条
項
に

違
反
す
る
と
主
張
す
る
多
数
の
違
憲
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た

（
20
）

。
し
か

し
、
連
邦
最
高
裁
は
一
九
一
八
年
一
月
七
日
、
全
員
一
致
で
、
選

抜
徴
兵
制
の
合
憲
を
宣
言
し
た
。
代
表
例
と
し
てA

rver v. 
U
nited S

tates, 245 U
.S

. 366 

（1918

）
を
紹
介
す
れ
ば
、
合

衆
国
憲
法
一
条
八
節
一
五
項
の
定
め
る
民
兵
条
項

（
21
）

や
、
そ
れ
以
来

修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
い
つ
も
は
ホ
ワ
イ
ト
等
と
同
調
し
て
行
動
し

て
い
る
デ
ィ
判
事
や
ピ
ト
ニ
ィ
判
事
が
、
ホ
ー
ム
ズ
等
と
共
に
同

法
を
合
憲
と
判
断
し
た
結
果
、
珍
し
く
合
憲
判
決
が
出
て
い
る
。

法
廷
意
見
は
マ
ッ
ケ
ン
ナ
が
執
筆
し
た
。
マ
ッ
ケ
ン
ナ
は
第
一

に
、
一
日
一
〇
時
間
労
働
は
世
界
の
平
均
的
な
も
の
だ
と
し
た
。

す
な
わ
ち
立
法
府
が
依
拠
し
た
統
計
に
依
れ
ば
、
一
日
の
労
働
時

間
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
八
時
間
、
英
国
九
時
間
、
米
国
九
時
間

四
五
分
、
デ
ン
マ
ー
ク
九
時
間
四
五
分
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
一
〇
時
間
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
で
は
一
〇
時
間
三
〇
分
、

ド
イ
ツ
で
は
、
一
〇
時
間
一
五
分
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
一
時
間
、
ロ
シ
ア
で
は
一
二
時
間
と
な
っ

て
い
る
、
と
し
て
、
不
当
に
短
く
労
働
時
間
を
設
定
し
て
い
る
と

い
う
主
張
を
退
け
た
。

上
告
人
の
主
張
は
、
問
題
の
法
律
は
、
立
法
府
の
恣
意
以
外
の

理
由
無
し
に
、
製
粉
所
や
工
場
、
製
造
所
を
差
別
し
、
市
場
価
値

の
一
・
五
倍
の
対
価
で
商
品
、
す
な
わ
ち
労
働
を
購
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
に
、
他
の
人
々
は
、
公
開
市
場
で
通
常
価
格
で
労

働
を
購
入
で
き
る
の
で
、
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
っ

一
三
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
〇
）

五
年
〜
二
〇
年
の
刑
を
科
す
る
と
し
て
い
た
。
同
法
は
、
ま
た
、

そ
う
し
た
文
書
の
郵
送
を
禁
じ
、
郵
便
局
長
に
対
し
処
罰
さ
れ
る

べ
き
内
容
の
郵
便
物
の
配
達
を
拒
絶
す
る
権
限
を
与
え
て
い
た
。

同
法
は
、
大
戦
中
に
限
っ
て
の
時
限
立
法
で
、
一
九
二
〇
年
一
二

月
一
三
日
に
は
廃
止
さ
れ
た
。

3　

シ
ェ
ン
ク
事
件

米
国
社
会
党
（S

ocialist P
arty of A

m
erica

）
は
、
一
九
〇
一

年
に
設
立
さ
れ
た
。
同
党
は
、
第
一
次
大
戦
中
、
戦
争
に
反
対
す

る
方
針
を
打
ち
出
し
、
党
総
書
記
で
あ
る
シ
ェ
ン
ク
（C

harles 
S
chenck

）
は
、
徴
兵
資
格
の
あ
る
者
に
向
け
て
一
五
、〇
〇
〇

枚
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
印
刷
・
配
布
し
、
徴
兵
制
度
へ
の
反
対
を

訴
え
た
。
こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、
基
本
的
に
兵
役
は
、
第
一
三

修
正
の
禁
止
す
る
意
に
反
す
る
苦
役
に
該
当
す
る
と
の
見
地
か
ら
、

「
脅
迫
に
屈
す
る
な
」「
貴
方
の
権
利
を
主
張
せ
よ
」「
も
し
貴
方

が
権
利
を
主
張
し
支
持
し
な
け
れ
ば
、
合
衆
国
の
全
て
の
市
民
と

住
民
が
保
持
す
る
厳
粛
な
義
務
で
あ
る
権
利
を
否
定
し
、
軽
ん
じ

る
こ
と
に
手
を
貸
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
呼
び
か
け
る
声
明

が
入
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
合
衆
国
の
徴
兵
業
務
を
妨
害
し
た
点
及
び
郵
送
を
禁
じ

ら
れ
て
い
る
文
書
を
郵
送
し
た
点
に
お
い
て
、
防
諜
法
に
違
反
す

の
合
衆
国
を
守
る
た
め
の
様
々
な
戦
い
の
歴
史
を
述
べ
た
上
で
、

最
後
に
次
の
様
に
述
べ
て
、
選
抜
徴
兵
法
は
第
一
三
修
正
に
違
反

し
な
い
と
判
決
し
た
。

「
結
論
と
し
て
、
我
々
は
人
民
の
偉
大
な
代
表
機
関
が
宣

言
し
た
戦
争
に
起
因
し
て
生
じ
る
、
国
家
の
防
衛
に
寄
与
す

る
と
い
う
市
民
の
権
利
と
名
誉
と
い
う
崇
高
に
し
て
高
貴
な

義
務
の
遂
行
を
、
第
一
三
修
正
の
禁
止
に
違
反
す
る
意
に
反

す
る
苦
役
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
強
制
と
す
る
い
か
な
る
理

論
も
想
像
で
き
ず
、
我
々
は
、
そ
の
主
張
は
、
単
に
そ
の
文

言
に
基
づ
い
て
論
破
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
に
至
ら
ざ
る

を
得
な
い
。」

2　

防
諜
法

防
諜
法
は
、
米
国
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
直
後
、

一
九
一
七
年
六
月
に
発
効
し
た
法
律
で
、
そ
の
後
、
多
く
の
改
正

を
さ
れ
て
き
た
が
今
日
も
有
効
で
あ
る
。

同
法
の
最
初
の
改
正
は
一
九
一
八
年
五
月
に
行
わ
れ
た
「
扇
動

法
（T

he S
edition A

ct of 1918

）」
と
呼
ば
れ
る
法
律
に
よ
る

も
の
で
、
合
衆
国
政
府
、
国
旗
な
い
し
軍
隊
に
対
し
て
「
不
忠
誠
、

不
敬
、
下
品
な
い
し
誹
謗
的
言
語
（disloyal, profane, 

scurrilous, or abusive language

）」
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
、

一
三
二



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
一
）

そ
の
上
で
、
そ
の
劇
場
内
で
偽
っ
て
火
事
と
叫
ぶ
の
に
比
す
べ

き
状
況
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
総
力
戦
の
最
中
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
国
家
は
、
戦
時
に
お
い
て
は
、
平
和
時
と
異
な
り
、
そ

の
戦
争
の
た
め
の
努
力
を
妨
害
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な

い
の
で
、
人
が
戦
っ
て
い
る
限
り
、
い
か
な
る
法
廷
も
あ
ら

ゆ
る
憲
法
上
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
。」

（
三
）　

そ
の
後

九
対
〇
と
い
う
判
決
の
結
果
と
し
て
シ
ェ
ン
ク
は
監
獄
に
六
ヶ

月
間
収
監
さ
れ
た
。

明
白
か
つ
現
在
の
危
険
テ
ス
ト
は
、
こ
の
後
、
様
々
な
紆
余
曲

折
を
経
な
が
ら
も
長
期
に
わ
た
っ
て
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
維
持

さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
問
の
提
起
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
コ
ー
ト
に

お
け
るB

randenburg v. O
hio, 395 U

.S
. 444

ま
で
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
。

七　

バ
ル
ザ
ッ
ク
対
プ
エ
ル
ト
リ
コ
事
件

こ
こ
か
ら
は
タ
フ
ト
・
コ
ー
ト
の
判
例
で
あ
る
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
島
は
、
カ
リ
ブ
海
で
、
イ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ラ
島

る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ェ
ン
ク
は
、
防
諜
法

が
第
一
修
正
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張

し
て
争
っ
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

判
決
は
全
会
一
致
で
下
さ
れ
た
。
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
執
筆
し
た
。

「
我
々
は
、
多
く
の
場
所
で
、
そ
し
て
通
常
の
時
で
あ
れ

ば
、
被
告
人
が
回
状
で
主
張
す
る
こ
と
は
、
彼
の
憲
法
上
の

権
利
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
し
か
し
、

す
べ
て
の
行
為
の
性
格
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
事
情
に
依
存

す
る
（
判
例
引
用
略
）。
言
論
の
自
由
を
も
っ
と
も
厳
格
に

保
護
し
た
と
し
て
も
、
劇
場
内
で
偽
っ
て
火
事
だ
と
叫
ん
で

パ
ニ
ッ
ク
を
ひ
き
お
こ
す
よ
う
な
人
を
保
護
し
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
強
制
力
あ
る
差
し
止
め
命
令
に
違
反
し

て
発
言
す
る
人
を
保
護
す
る
こ
と
も
な
い
（
判
例
引
用
略
）。

問
題
は
、
使
用
さ
れ
る
言
葉
が
、
議
会
が
防
止
す
る
権
限
を

有
す
る
実
質
的
害
悪
を
も
た
ら
す
明
白
か
つ
現
在
の
危
険

（clear and present danger

）
を
つ
く
り
出
す
よ
う
な
状

態
で
述
べ
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
接
と
程
度
の
問
題

（question of proxim
ity and degree

）
で
あ
る
。」

一
三
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
二
）

の
対
象
と
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
二

万
人
の
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
が
徴
兵
さ
れ
、
米
軍
兵
士
と
し
て
戦
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
代
に
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
米
国
領
土
で
あ

り
、
そ
の
住
民
は
米
国
市
民
で
は
あ
る
が
、
連
邦
に
編
入
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
奇
妙
な
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、

プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
他
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
グ
ア
ム
島
な
ど
、
米
西
戦

争
の
結
果
、
米
国
が
新
た
に
獲
得
し
た
島
々
の
住
民
に
は
、
ど
の

範
囲
で
合
衆
国
憲
法
が
適
用
に
な
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
。D

e 
L
im

a v. B
idw

ell, 182 U
.S

. 1 

（1901

）
事
件
判
決
を
嚆
矢
と

し
た
一
連
の
島
嶼
事
件
（Insular C

ases

）
と
呼
ば
れ
る
判
例

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
合
衆
国
憲
法
中
の
特
定
条
項

は
、
連
邦
に
編
入
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
は
適
用
に
な
ら
な
い
と

判
決
し
続
け
た
。
こ
のB

alzac v. P
orto R

ico, 258 U
.S

. 298 

（1922

）
事
件
は
、
そ
う
し
た
島
嶼
事
件
判
例
の
締
め
く
く
り
と

も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

バ
ル
ザ
ッ
ク
（Jesús M

. B
alzac

）
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
で
発

行
さ
れ
る
新
聞E

l B
aluarte

（
堡
塁
）
の
編
集
者
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
同
紙
に
書
い
た
記
事
の
中
で
そ
の
当
時
の
植
民
地
知
事
で

あ
っ
た
イ
ェ
ー
ガ
ー
（A

rthur Y
ager

）
に
間
接
的
に
言
及
し
た
。

（
現
在
、
ハ
イ
チ
共
和
国
及
び
ド
ミ

ニ
カ
共
和
国
に
分
か
れ
て
い
る
）
の

東
方
に
浮
か
ぶ
島
で
あ
る
。
ス
ペ
イ

ン
の
植
民
地
で
あ
っ
た
が
、

一
八
九
八
年
四
月
に
勃
発
し
た
米
西

戦
争
で
米
軍
に
占
領
さ
れ
、
そ
の
戦

争
を
終
結
さ
せ
た
パ
リ
条
約
に
よ
り

米
国
の
領
土
と
な
っ
た
。
一
九
〇
〇

年
に
フ
ォ
ラ
カ
ー
法
（F

oraker 
A
ct

）
が
制
定
さ
れ
、
プ
エ
ル
ト
リ

コ
に
自
治
政
府
設
立
と
一
定
の
自
治

権
を
認
め
た
。
し
か
し
、
米
国
連
邦

法
の
す
べ
て
が
こ
の
島
に
も
適
用
さ

れ
る
と
し
つ
つ
、
島
民
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
市
民
権
を
持
つ
が
、

こ
れ
は
米
国
市
民
権
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
な
ど
の
差
別
規
定
が

設
け
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
一
七
年
に
制
定
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法

（Jones A
ct

）
に
よ
っ
て
島
民
は
米
国
市
民
権
を
得
た
が
、
合
衆

国
大
統
領
選
挙
へ
の
選
挙
権
は
、
依
然
と
し
て
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
制
定
時
期
で
判
る
と
お
り
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
は
島
民
を
徴
兵

一
三
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
三
）

に
わ
た
っ
て
ス
ペ
イ
ン
法
の
下
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
住
民
は
陪

審
裁
判
に
な
じ
ん
で
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
地
方
政
府
は
、
自
ら

の
法
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
議
会
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
の
よ
う

な
、
陪
審
制
度
を
持
た
な
い
司
法
制
度
の
下
で
、
簡
素
で
昔

な
が
ら
の
社
会
に
暮
ら
し
、
明
確
に
自
ら
の
習
慣
と
政
治
概

念
を
持
つ
人
び
と
は
、
ど
の
程
度
ま
で
、
そ
し
て
何
時
、
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
流
の
制
度
を
適
用
し
た
い
と
考
え
る
か
を

自
ら
決
定
す
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
中
略
〉
憲
法
中
の
基
本
的
な
人
権
に
対
す
る
保
障
、
例
え

ば
何
人
も
、
法
の
適
正
な
過
程
に
よ
ら
ず
に
、
生
命
、
自
由

ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
保
障
は
、
あ

ら
ゆ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
に
完
全
に
適
用

に
な
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
司
法
制
度
で
も
っ
と
も
実
り
豊

か
な
こ
の
条
項
は
、
当
然
に
プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
お
け
る
同
様

の
争
訟
に
適
用
に
な
る
。」

（
三
）　

そ
の
後

こ
の
判
決
に
よ
り
、
島
嶼
事
件
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
合
衆

国
憲
法
の
人
権
条
項
が
適
用
に
な
ら
な
い
こ
と
が
完
全
に
確
定
し

た
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
こ
の
判
決
中
で
、
人
権
を
、
基
本
的
な

こ
れ
が
当
局
に
よ
り
イ
ェ
ー
ガ
ー
に
対
す
る
名
誉
毀
損
に
な
る
と

し
て
判
断
さ
れ
て
起
訴
さ
れ
た
。
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
刑
法
は
軽
犯

罪
に
関
し
て
は
陪
審
を
保
障
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
バ
ル

ザ
ッ
ク
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
に
よ
り
米
国
市
民
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
た

第
六
修
正
に
基
づ
く
彼
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
て
争
っ

た
。
プ
エ
ル
ト
リ
コ
最
高
裁
判
所
は
、
権
利
章
典
の
規
定
は
、

ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
の
成
立
後
で
あ
っ
て
も
プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
は
適
用

で
き
な
い
と
判
示
し
て
、
彼
の
主
張
を
退
け
た
。
そ
こ
で
彼
は
連

邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
判
事
の
一
致
に
よ
り
、
訴
え
を
退
け
た
。

判
決
は
タ
フ
ト
長
官
自
身
が
申
し
渡
し
た
。
タ
フ
ト
の
判
決
文
を

要
約
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
終
結
後
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
米
国
の

統
治
下
に
あ
る
が
、
そ
の
領
域
は
州
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
は

お
ら
ず
、
連
邦
議
会
は
合
衆
国
憲
法
の
ど
の
条
項
が
適
用
に
な
る

か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
。
一
部
の
憲
法
条
項
は
、
市
民
権

に
基
づ
い
て
で
は
無
く
、
そ
の
所
在
地
に
基
づ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
、
米
国
に
占
領
さ
れ
る
以
前
、
四
〇
〇
年
以
上

一
三
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
四
）

正
手
続
き
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
プ
エ
ル
ト
リ
コ

最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
が
、
同
裁
判
所
は
上
告
を
退
け
、
下
級

審
判
決
が
確
定
し
た
。
そ
こ
で
、
ト
レ
ス
は
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁

判
所
に
上
告
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
法
を

第
四
修
正
に
違
反
し
、
違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
文
の
中
で
、

バ
ー
ガ
ー
長
官
は
第
四
修
正
が
直
接
適
用
に
な
る
の
か
、
第
一
四

修
正
を
通
し
て
適
用
に
な
る
の
か
は
明
確
に
し
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
ブ
レ
ナ
ン
（W

illiam
 J. B

rennan

）
判
事
は
、
補
足

意
見
中
で
、
島
嶼
事
件
判
例
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
既
に
時
代

錯
誤
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。

八　

ア
ト
キ
ン
ス
対
児
童
病
院
事
件

こ
のA

dkins v. C
hildren ’s H

ospital, 261 U
.S

. 525 

（1923

）

は
、
女
性
及
び
年
少
労
働
者
に
限
定
し
て
最
低
賃
金
を
定
め
る
法

律
を
違
憲
と
し
た
も
の
で
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
典
型
判
決
の
一

つ
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
九
一
八
年
、
連
邦
議
会
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．に
お
け
る

女
性
及
び
子
供
の
最
低
賃
金
を
定
め
る
法
律
を
制
定
し
た
。
同
法

は
、
使
用
者
、
被
用
者
及
び
公
益
代
表
の
三
人
か
ら
な
る
ワ
シ
ン

も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
た
が
、
何
が
基
本
的
人
権
と

し
て
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
に
も
適
用
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
に

し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
米
国
の
海
外
植
民
地
に
お
け
る
人
権

は
、
極
め
て
流
動
的
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
で
は
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
独
立
運
動
が
激
化

し
、
島
内
の
様
々
な
町
で
蜂
起
や
反
乱
事
件
が
続
い
た
。
こ
う
し

た
事
態
を
重
く
見
た
連
邦
政
府
は
一
九
五
二
年
に
は
米
国
の
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
と
し
て
内
政
自
治
権
を
付
与
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

一
九
七
九
年
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
に
お
い
て
、
ト
レ
ス

（T
orres v. P

uerto R
ico, 442 U

.S
. 465 

（1979

））
事
件
判
決

が
下
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
政
府
が
一
九
七
五

年
に
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
警
察
に
米
本
土
か
ら
来
る
者
の
荷
物
を
検

査
す
る
権
限
を
与
え
た
法
律
を
制
定
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

ト
レ
ス
（T

erry T
orres

）
は
フ
ロ
リ
ダ
州
の
住
民
で
あ
る
が
、

マ
イ
ア
ミ
か
ら
空
路
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
首
都
サ
ン
・
フ
ア
ン
に
降

り
立
っ
た
際
、
ト
レ
ス
の
挙
動
に
不
審
な
点
が
あ
る
と
し
て
警
察

が
荷
物
を
検
査
し
た
結
果
、
一
オ
ン
ス
の
マ
リ
フ
ァ
ナ
と
二
五
万

ド
ル
の
現
金
を
所
持
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
、
三
年
間
の
懲
役

が
宣
告
さ
れ
た
。

ト
レ
ス
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
法
は
、
第
一
四
修
正
の
定
め
る
適

一
三
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ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
五
）

権
限
を
与
え
て
い
た
。
勧
告
を
受
け
て
委
員
会
は
適
正
賃
金
額
を

決
定
す
る
。
そ
の
決
定
に
対
し
て
は
当
事
者
に
異
議
申
し
立
て
権

が
あ
る
。
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
賃
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、

軽
犯
罪
と
し
て
罰
金
ま
た
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
。

（
二
）　

事
件
の
内
容

最
高
裁
判
所
に
上
告
さ
れ
た
事
件
は
二
つ
あ
っ
て
、
一
括
し
て

判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
児
童
病
院
に
つ
い
て
の

み
紹
介
す
る
。
上
告
人
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
病
院
を
経
営
す
る
企
業
で
あ
っ
た
。
同
病
院
は
、
様
々

な
職
種
に
極
め
て
多
数
の
女
性
を
雇
用
し
て
お
り
、
彼
女
た
ち
は

病
院
と
賃
金
や
手
当
が
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
合
意
し
て
い

た
が
、
い
く
つ
か
の
職
種
で
は
、
同
法
に
基
づ
き
委
員
会
の
制
定

し
た
規
則
に
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
未
満
に
な
っ
て
い
た
。
同
病

院
が
雇
用
し
て
い
る
女
性
は
す
べ
て
成
年
で
、
何
ら
法
的
無
能
力

状
態
に
は
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
法
が
第
五
修
正
の
保
障
す
る

適
正
手
続
き
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
児
童
病
院
は
、
委
員
会
を
構
成
す
る
ア

ト
キ
ン
ス
（Jesse C

. A
dkins

）
そ
の
他
の
委
員
を
被
告
と
し

て
訴
え
を
提
起
し
た
。

ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．最
低
賃
金
委
員
会
（the M

inim
um

 W
age B

oard 
of the D

istrict of C
olum

bia

）
を
設
置
し
た
。

同
法
は
、
委
員
会
に
「
⑴
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．内
の
雇
用
場
所

の
相
違
に
応
じ
、
女
性
及
び
年
少
者
の
賃
金
を
査
察
し
、
⑵
女
性

及
び
年
少
者
で
あ
る
被
用
者
の
賃
金
問
題
に
何
ら
か
の
形
で
属
す

る
か
、
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
書
類
、
支
払
い
帳
、
な
い
し
記
録
を

委
員
会
委
員
な
い
し
そ
の
代
理
人
が
調
査
し
、
⑶
雇
用
者
に
そ
の

雇
用
す
る
女
性
及
び
年
少
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
完
全

か
つ
真
実
の
記
録
を
要
求
す
る
」
権
限
を
与
え
て
い
た
。

そ
れ
に
基
づ
き
、
委
員
会
に
「
⒜
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．内
の
任

意
の
職
場
に
お
け
る
女
性
の
た
め
の
最
低
賃
金
の
標
準
、
及
び
そ

れ
を
下
回
る
賃
金
は
、
そ
の
よ
う
な
女
性
労
働
者
に
、
良
好
な
健

康
状
態
を
維
持
し
、
そ
の
道
徳
を
守
る
た
め
に
生
活
に
必
要
な
費

用
を
供
給
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。
⒝
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．

Ｃ
．内
の
任
意
の
職
場
に
お
け
る
年
少
者
の
た
め
の
最
低
賃
金
の

標
準
、
及
び
そ
れ
を
下
回
る
賃
金
が
年
少
労
働
者
に
不
合
理
に
低

額
で
あ
る
こ
と
」
を
定
め
る
権
限
を
与
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
上
記
標
準
を
下
回
る
賃
金
し
か
支
払
わ
れ
て
い
な
い

場
合
に
は
、
委
員
会
に
雇
用
者
及
び
被
用
者
の
代
表
か
ら
な
る
会

議
を
招
集
し
、
そ
の
賃
金
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
勧
告
さ
せ
る

一
三
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
六
）

約
上
、
政
治
上
の
、
そ
し
て
、
市
民
の
地
位
の
変
更
は
、
そ
う
し

た
男
女
差
が
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
た
。

こ
う
し
て
ミ
ュ
ラ
ー
事
件
の
先
例
性
を
否
定
し
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー

事
件
に
従
っ
て
、
同
法
を
違
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
四
）　

反
対
意
見

タ
フ
ト
長
官
、
ホ
ー
ム
ズ
及
び
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
（E

dw
ard T

. 
S
anford

）
両
判
事
は
反
対
意
見
を
執
筆
し
た
。
こ
こ
で
は
、
普

段
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
判
決
の
支
持
者
で
あ
る
タ
フ
ト
が
、
ど
の

よ
う
に
反
対
意
見
を
述
べ
た
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
タ
フ
ト
は
、

最
低
賃
金
法
と
最
長
労
働
時
間
制
限
法
に
は
、
両
者
が
共
に
契
約

に
制
約
を
加
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
な
ん
ら
法
的
差
異

は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
の
先
例
性
は

ミ
ュ
ラ
ー
事
件
及
び
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
事
件
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
い

る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
五
）　

そ
の
後

こ
の
判
例
は
、
そ
の
後
、
ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
ホ
テ
ル
事
件

（W
est C

oast H
otel C

o. v. P
arrish, 300 U

.S
. 379 

（1937

））

に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
通
常
、
こ
の
ウ
ェ
ス
ト
コ
ー

ス
ト
ホ
テ
ル
事
件
判
決
が
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
終
わ
り
を
告
げ

る
判
決
と
さ
れ
る
。

（
三
）　

法
廷
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
審
理
に
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、

八
人
の
判
事
に
よ
り
審
理
さ
れ
た
。
評
決
は
五
対
三
で
、
同
法
を

違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
は
サ
ザ
ラ
ン
ド
（G

eorge S
utherland

）

判
事
が
執
筆
し
た
。
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
の
判
決
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
対

オ
レ
ゴ
ン
州
事
件

（
22
）

及
び
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
対
オ
レ
ゴ
ン
州
事
件
、

ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
を
前
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
こ
の
ミ
ュ
ラ
ー
事
件
は
、
女
性
の
労
働
時
間

の
上
限
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
件
法
律
は
最
低
賃

金
を
問
題
に
し
て
い
る
と
し
て
、
先
例
性
を
否
定
し
た
。
最
長
労

働
時
間
に
つ
い
て
は
、
本
件
法
律
と
は
異
な
り
、
賃
金
と
は
無
関

係
に
交
渉
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
低
賃
金
は
、
人

為
的
に
雇
用
者
の
側
だ
け
を
制
約
し
て
い
る
。
も
し
、
立
法
者
が

最
低
賃
金
法
を
定
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
最
高

賃
金
法
を
定
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
し
た
。

さ
ら
に
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
判
決
以
降
の
大
き
な
客
観

情
勢
の
変
更
点
と
し
て
、
憲
法
第
一
九
修
正
の
存
在
を
指
摘
し
て

い
る
。
彼
は
ミ
ュ
ラ
ー
事
件
等
で
は
、
男
性
と
女
性
の
た
め
の
特

別
な
保
護
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
女
性
と
の
違
い
を
強
調
し
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
九
修
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
女
性
の
契

一
三
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ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
七
）

で
は
無
く
、
罰
金
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
罰
金
で
、
⑴
証

券
取
引
所
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
を
適
正
手
続
き
に
依
ら
ず
に

強
制
し
て
お
り
、
こ
れ
は
法
の
適
正
手
続
き
に
よ
ら
ず
に
個
人
の

財
産
を
奪
う
行
為
で
あ
っ
て
、
第
五
修
正
に
違
反
し
、
⑵
そ
れ
は
、

外
国
な
い
し
州
際
通
商
で
は
な
く
、
完
全
に
イ
リ
ノ
イ
州
内
部
の

穀
物
取
引
を
規
制
し
て
い
る
点
で
、
州
際
通
商
規
制
権
限
を
逸
脱

し
て
お
り
、
⑶
イ
リ
ノ
イ
州
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
点
に
お
い

て
第
一
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

事
件
の
背
景

先
物
取
引
法
に
対
す
る
違
憲
判
決
か
ら
わ
ず
か
二
週
間
後
に
、

連
邦
議
会
は
穀
物
先
物
法
（G

rain F
utures A

ct

）
を
成
立
さ

せ
た
。
連
邦
議
会
は
、
前
法
に
対
し
て
違
憲
判
決
が
下
っ
た
の
は
、

前
法
の
段
階
で
は
先
物
取
引
の
機
能
を
連
邦
最
高
裁
判
所
が
正
確

に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
た
ら
し
く
、

こ
の
法
律
で
は
実
際
の
機
能
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
を
盛
り
込
ん

で
い
る
。

判
決
文
か
ら
そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
と
、
シ
カ
ゴ
商
品
取
引
所

は
一
八
五
九
年
に
制
定
さ
れ
た
イ
リ
ノ
イ
州
法
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
機
関
で
、
一
、六
〇
〇
人
の
会
員
が
お
り
、
理
事
会
は
一
八

名
で
構
成
さ
れ
、
理
事
の
う
ち
一
名
が
総
裁
（president

）
で

九　

シ
カ
ゴ
市
商
品
取
引
所
対
オ
ル
セ
ン
事
件

こ
のB

oard of T
rade of C

ity of C
hicago v. O

lsen, 262 
U
.S

. 1 

（1923
）
は
、
そ
の
前
年
、
一
九
二
二
年
に
下
さ
れ
た
ヒ

ル
対
ウ
ォ
ー
レ
ス
（H

ill v. W
allace, 259 U

.S
. 44 

（1922

））

事
件
判
決
を
事
実
上
覆
し
た
判
決
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
は
、

い
ず
れ
も
シ
カ
ゴ
商
品
取
引
所
に
お
け
る
穀
物
先
物
取
引
に
課
税

す
る
二
つ
の
法
律
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

ヒ
ル
対
ウ
ォ
ー
レ
ス
事
件

こ
の
事
件
で
は
、
穀
物
の
先
物
契
約
（F

uture C
ontract （

23
）

）

に
対
し
、
課
税
を
行
う
こ
と
を
定
め
た
先
物
取
引
法
（F

uture 
T
rading A

ct of 1921 （
24
）

）
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
当

時
、
小
麦
は
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル

（
25
）

あ
た
り
一
ド
ル
以
下
で
取
引
さ
れ
て

い
た
が
、
先
物
取
引
法
は
、
先
物
取
引
さ
れ
る
穀
物
一
ブ
ッ
シ
ェ

ル
あ
た
り
二
〇
セ
ン
ト
の
課
税
を
行
う
事
を
定
め
て
い
た
。
た
だ

し
、
シ
カ
ゴ
市
商
品
取
引
所
会
員
の
場
合
に
は
課
税
対
象
外
と
さ

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
課
税
は
事
実
上
、
シ
カ
ゴ
市
商
品
取

引
所
会
員
以
外
の
者
に
よ
る
取
引
を
禁
止
す
る
機
能
を
果
た
し
て

い
た
。

こ
こ
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
会
一
致
で
、
こ
れ
は
課
税

一
三
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
八
）

い
る
の
で
、
領
収
書
保
有
者
は
領
収
書
が
発
行
さ
れ
た
と
き
に
保

管
さ
れ
て
い
る
穀
物
を
取
得
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
等
を
定
め

て
い
る
。

先
物
取
引
の
大
半
は
、
穀
物
商
人
、
製
粉
業
者
な
ど
に
よ
っ
て

穀
物
の
価
格
変
動
に
対
し
て
自
身
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
、
そ
の
販
売
、
出
荷
、
ま
た
は
製
造
の
た
め
の
出
荷
と
相
殺

取
引
す
る
こ
と
で
決
済
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
法
の
述
べ
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
先
物
取
引
の
別
の
大
き
な
部
分
は
、
価
格
に
影
響

を
与
え
る
市
場
環
境
を
研
究
し
、
将
来
価
格
を
予
想
し
て
財
産
上

の
利
益
を
得
よ
う
と
試
み
る
、
い
わ
ゆ
る
投
機
家
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
投
機
家
の
一
部
は
市
場
に
有
意
的
な
影

響
を
与
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
資
本
を
持
ち
、
大
規
模
な
単
一
の
購
入

を
行
う
。
国
内
の
先
物
取
引
の
七
分
の
六
は
シ
カ
ゴ
で
行
わ
れ
て

い
る
が
、
過
去
一
五
年
間
、
同
取
引
交
換
所
規
則
の
強
制
及
び

シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
効
果
に
よ
り
買
い
占
め
は
実
行
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
等
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
法
律
で
も
、
交
換
所
の
会
員
で
無
い
も
の
や
、
現
物
を
有

し
な
い
者
の
取
引
に
は
、
一
九
二
一
年
先
物
取
引
法
と
同
様
に
、

や
は
り
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
あ
た
り
二
〇
セ
ン
ト
の
課
税
を
行
っ
て
い
た
。

あ
る
。
取
引
所
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
商
品
交
換
所
そ
の

も
の
は
、
穀
物
の
売
り
買
い
を
す
る
こ
と
は
無
く
、
商
品
の
交
換

を
仲
介
す
る
事
務
所
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
会
員
は
州
際
取

引
に
従
事
し
て
い
る
が
、
取
引
所
自
体
と
し
て
は
、
い
か
な
る
意

味
で
も
州
際
取
引
機
関
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
通
常
の
業
務
時
間

中
に
、
取
引
場
内
に
お
い
て
、
現
金
あ
る
い
は
先
物
取
引
で
そ
の

初
値
を
付
け
、
あ
る
い
は
価
格
の
変
更
を
行
い
、
そ
う
し
た
価
格

情
報
を
、
電
報
会
社
を
通
じ
て
会
員
等
に
伝
達
す
る
業
務
を
行
っ

て
い
る
。

同
じ
く
、
商
品
取
引
所
は
、
会
員
の
入
会
金
二
万
五
、〇
〇
〇

ド
ル
と
年
会
費
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
年
会
費
は
、
毎
年

度
、
そ
の
業
績
評
価
に
応
じ
て
変
動
す
る
。
取
引
所
は
こ
れ
ら
の

資
金
を
蓄
積
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
取
引
場
の
為
の
巨
大
な
施
設
と

事
務
所
を
運
営
し
て
い
る
。

同
法
は
、
先
物
契
約
に
関
わ
る
一
切
の
取
引
は
、
取
引
所
理
事

会
の
定
め
る
規
則
に
従
い
、
シ
カ
ゴ
に
あ
る
イ
リ
ノ
イ
州
か
ら
公

共
倉
庫
業
務
を
行
う
許
可
を
得
て
い
る
計
一
、三
〇
〇
万
ブ
ッ

シ
ェ
ル
の
容
量
を
有
す
る
一
二
の
倉
庫
か
ら
発
行
さ
れ
た
穀
物
倉

庫
領
収
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
う
こ
と
が
可
能
な

こ
と
、
穀
物
は
他
者
の
所
有
に
属
す
る
穀
物
と
混
合
保
管
さ
れ
て

一
四
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
九
）

（
四
）　

そ
の
後

一
九
三
六
年
に
同
法
は
、
穀
物
以
外
の
先
物
取
引
も
対
象
と
し

た
商
品
取
引
法
（C

om
m
odity E

xchange A
ct

）
に
改
正
さ
れ

た
。
さ
ら
に
一
九
七
四
年
に
商
品
先
物
取
引
委
員
会
（C

om
m
odity 

F
utures T

rading C
om

m
ission

）
が
設
置
さ
れ
た
。
一
九
八
二

年
に
は
業
界
の
自
治
機
関
で
あ
る
全
米
先
物
協
会
（N

ational 
F
utures A

ssociation

）
が
設
置
さ
れ
た
。

一
○　

キ
ャ
ロ
ル
対
合
衆
国
事
件

こ
のC

arroll v. U
nited S

tates, 267 U
.S

. 132 

（1925

）
は
、

警
察
が
、
令
状
無
し
に
自
動
車
の
捜
索
を
行
う
こ
と
の
合
憲
性
が

第
四
修
正
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

連
邦
覆
面
捜
査
官
は
、
密
造
酒
取
扱
業
者
で
あ
る
キ
ャ
ロ
ル

（G
eorge C

arroll

）
を
騙
し
て
酒
を
買
う
契
約
を
結
ん
だ
が
、

酒
を
受
領
で
き
な
か
っ
た
。
捜
査
官
は
そ
の
後
に
、
定
期
パ
ト

ロ
ー
ル
の
途
上
、
キ
ャ
ロ
ル
と
キ
ロ
（John K

iro

）
が
ハ
イ

ウ
ェ
イ
で
車
を
走
ら
せ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
捜
査
官
は
こ
れ

を
追
跡
し
た
。
そ
し
て
、
令
状
無
し
に
、
キ
ャ
ロ
ル
の
自
動
車
を

捜
索
し
た
結
果
、
後
部
座
席
の
後
ろ
に
違
法
な
酒
が
隠
匿
さ
れ
て

（
三
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
八
対
二
で
同
法
を
合
憲
と
し
た
。
法
廷

意
見
は
タ
フ
ト
が
執
筆
し
た
。

そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
と
、

①　

穀
物
先
物
法
は
、
州
際
取
引
に
対
す
る
規
制
で
あ
る
の
で
、

先
物
取
引
を
課
税
権
の
行
使
に
よ
り
規
制
す
る
こ
と
は
合
憲
で

は
な
い
と
す
る
ヒ
ル
対
ウ
ォ
ー
レ
ス
判
決
の
効
力
は
及
ば
な
い
。

②　

す
な
わ
ち
、
穀
物
の
流
通
経
路
は
、
ま
ず
シ
カ
ゴ
市
場
に
他

州
か
ら
搬
入
さ
れ
、
暫
定
的
に
保
管
さ
れ
、
シ
カ
ゴ
商
品
取
引

所
で
売
却
さ
れ
、
再
び
そ
の
大
半
は
他
州
な
い
し
外
国
に
搬
出

さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
連
邦
議
会
の
有
す
る
州
際
取
引
事
項
で

あ
る
。

③　

穀
物
が
西
部
諸
州
か
ら
東
部
諸
州
に
搬
送
さ
れ
、
そ
の
過
程

で
シ
カ
ゴ
に
お
い
て
、
そ
れ
を
保
管
し
、
検
査
し
、
計
量
し
、

等
級
付
け
し
、
混
合
し
、
所
有
者
・
荷
受
人
若
し
く
は
方
向
を

変
更
し
、
し
か
る
後
に
同
一
契
約
、
同
一
料
率
の
下
に
搬
出
さ

れ
る
こ
と
は
、
シ
カ
ゴ
に
あ
る
間
に
地
方
が
課
税
を
行
う
事
を

妨
げ
る
も
の
で
は
無
い
の
で
、
連
邦
議
会
が
権
限
を
有
す
る
州

際
取
引
規
制
権
の
外
に
あ
る
と
す
る
必
要
は
無
い
。

一
四
一
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六
〇
）

て
、
令
状
の
有
無
を
定
め
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。
す
な
わ
ち
、

同
法
二
五
条
は
、
酒
の
違
法
な
販
売
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る

民
間
住
居
（private dw

elling

）
に
限
り
、
捜
索
令
状
の
発
行

を
認
め
て
い
た
。
こ
の
違
い
は
、
自
動
車
等
は
速
や
か
に
捜
査
官

の
管
轄
区
域
の
外
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
よ
う

な
状
況
下
で
は
、
捜
索
令
状
の
発
給
を
強
制
す
る
の
は
実
用
的
で

は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
タ
フ
ト
は
、
そ
の
権
限
の
限

界
を
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
禁
酒
法
取
締
官
が
、
仮
に
酒
を
発
見
す
る
た
め
に
、
ハ

イ
ウ
ェ
イ
を
合
法
的
に
使
用
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
車
両
を
停

止
さ
せ
、
捜
索
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
た

場
合
に
は
、
そ
れ
は
耐
え
が
た
く
、
又
不
合
理
で
あ
る
。

〈
中
略
〉
仮
に
官
憲
が
令
状
な
し
に
自
動
車
を
捜
索
し
、
ま

た
は
酒
を
押
収
し
、
そ
の
後
そ
の
事
実
が
非
難
と
没
収
の
判

決
と
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
官
憲
は
、
そ
の
押

収
が
合
理
的
可
能
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
押
収
に
よ
っ
て
与
え
た
損
害
賠
償
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
押
収
の
適
法
性
の
基
準
は
、
捜
索
官
憲
が

停
止
し
、
押
収
し
た
自
動
車
が
違
法
に
酒
を
輸
送
し
て
い
る

と
信
じ
る
た
め
の
合
理
的
な
、
ま
た
は
可
能
性
の
あ
る
原
因

い
る
の
を
発
見
し
、
禁
酒
法
違
反
で
起
訴
し
た
。

令
状
無
し
に
捜
索
し
た
の
は
、
全
国
禁
酒
法
が
次
の
様
に
定
め

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
二
六
条
：
禁
酒
法
委
員
、
助
力
者
、
捜
査
官
そ
の
他
の
官

憲
が
、
法
に
違
反
し
て
、
酒
を
何
ら
か
の
ワ
ゴ
ン
、
バ
ギ
ー
、

自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
の
乗
り
物
で
輸
送
し
て
い

る
と
こ
ろ
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
法
律
に
反
し
て
輸
送
さ

れ
て
い
る
す
べ
て
の
酒
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
そ
の
義
務
で

あ
る
。
不
法
に
酒
を
輸
送
し
、
ま
た
は
所
有
し
て
い
た
場
合

に
は
何
時
で
も
官
憲
に
よ
っ
て
押
収
さ
れ
る
。
官
憲
は
、
自

動
車
、
ボ
ー
ト
、
船
、
航
空
機
そ
の
他
い
か
な
る
手
段
を
問

わ
ず
搬
送
に
使
用
さ
れ
る
物
を
押
収
し
、
そ
の
任
に
当
た
っ

て
い
た
者
を
逮
捕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

そ
こ
で
、
キ
ャ
ロ
ル
達
は
、
禁
酒
法
が
令
状
に
依
ら
な
い
逮

捕
・
捜
索
を
禁
じ
た
第
四
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
、
連
邦
最
高

裁
に
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
は
八
対
二
で
、
禁
酒
法
の
同
条
項
を
合
憲
と
し
た
。

法
廷
意
見
は
タ
フ
ト
が
執
筆
し
た
。

裁
判
所
は
、
禁
酒
法
が
建
物
と
自
動
車
等
の
乗
り
物
を
区
別
し

一
四
二



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
一
）

じ
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
警
察
は
令
状
な
し
で
、
そ
の
逮
捕
者
の

乗
っ
て
い
た
自
動
車
を
捜
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
ガ
ン

ト
事
件
の
場
合
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
彼
の
自
動
車
で
容
疑
者

が
移
動
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
無
か
っ
た
の
で
、
車
両
を
捜
索
す
る
に

は
令
状
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
条
件
が
付

加
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
今
も
有
効
な
基

準
で
あ
る
。

一
一　

マ
イ
ヤ
ー
ズ
対
合
衆
国
事
件

こ
のM

yers v. U
nited S

tates, 272 U
.S

. 52 

（1926

）
事

件
に
お
い
て
は
、
大
統
領
が
、
上
院
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
き
任

命
し
た
合
衆
国
行
政
府
の
官
僚
を
、
任
意
に
罷
免
す
る
権
力
が
あ

る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
の

は
、
合
衆
国
憲
法
二
条
二
節
の
次
の
条
項
で
あ
る
。

「
大
統
領
は
、
大
使
そ
の
他
の
外
交
使
節
お
よ
び
領
事
、

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
、
な
ら
び
に
、
こ
の
憲
法
に
そ
の
任

命
に
関
し
て
特
段
の
規
定
の
な
い
官
吏
で
あ
っ
て
、
法
律
に

よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
他
の
す
べ
て
の
合
衆
国
官
吏
を
指
名
し
、

上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
て
、
こ
れ
を
任
命
す
る
。」

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

こ
れ
は
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

一
九
四
八
年
、
連
邦
裁
判
所
はU

nited S
tates v. D

i R
e, 

332 U
.S

. 581, 68 S
.C

t. 222, 92 L
.E

d. 210

に
お
い
て
、
明
ら

か
に
合
法
的
に
停
車
し
て
い
た
車
両
内
の
乗
客
を
調
べ
る
場
合
に

は
、
こ
の
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
拡
大
す
る
こ
と
は
拒
否
し
た
。

キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
争
わ
れ
た
最
近
時
の
事
件
と
し
て

二
〇
〇
九
年
のA

rizona v. G
ant, 556 U

.S
. 332 

（2009

）
事

件
が
あ
る
。

ガ
ン
ト
（R

odney J. G
ant

）
は
、
彼
が
自
分
の
車
を
友
人
宅

の
裏
庭
に
駐
車
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
歩
み
去
っ
た
後
に
、
一
時
停
止

違
反
及
び
運
転
免
許
証
の
不
所
持
で
逮
捕
さ
れ
た
。
ガ
ン
ト
は
、

そ
の
後
、
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
内
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。
そ
の
状

態
に
お
い
て
警
官
は
ガ
ン
ト
の
車
を
捜
索
し
、
武
器
及
び
コ
カ
イ

ン
の
袋
を
見
つ
け
た
の
で
、
ガ
ン
ト
を
改
め
て
武
器
及
び
麻
薬
の

所
持
で
起
訴
し
た
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
の
ス
テ
ィ
ブ
ン
ス
（John 

P
aul S

tevens

）
判
事
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
法
廷
意
見
に
よ
れ

ば
、
逮
捕
者
が
自
ら
の
車
両
に
接
近
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
信

一
四
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
二
）

（
二
）　

法
廷
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
最
高
裁
は
五
対
三
に
分
か
れ
た
。
法
廷
意
見

は
タ
フ
ト
が
書
い
た
。

タ
フ
ト
は
、
憲
法
は
、
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い

る
が
、
そ
の
解
任
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
タ

フ
ト
の
文
章
は
非
常
に
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
要
点
の
み
を
紹
介

す
れ
ば
、
憲
法
制
定
会
議
の
記
録
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
沈
黙

は
意
図
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
制
憲

会
議
は
幹
部
職
員
の
解
任
に
つ
い
て
議
論
し
た
が
、
そ
の
結
果
、

行
政
府
の
幹
部
職
員
は
大
統
領
の
固
有
の
権
力
の
延
長
と
し
て
の

存
在
で
あ
る
が
故
に
、
大
統
領
が
幹
部
職
員
を
罷
免
す
る
排
他
的

な
権
力
を
有
す
る
こ
と
を
、
憲
法
は
暗
黙
の
う
ち
に
承
認
し
て
い

る
と
信
じ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
し
た
連
邦
法
が
、
解
任

に
も
上
院
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
と
定
め
て
い
る
こ

と
は
、
行
政
お
よ
び
立
法
部
門
間
の
権
力
分
立
制
に
違
反
す
る
た

め
、
同
法
は
、
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

（
三
）　

反
対
意
見

三
人
の
反
対
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
の
で
、
簡
単
に

紹
介
す
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

マ
イ
ヤ
ー
ズ
（F

rank S
. M

yers

）
は
、
一
九
一
七
年
七
月

二
一
日
に
、
上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に

よ
り
オ
レ
ゴ
ン
州
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
第
一
級
郵
便
局
長
に
四
年
の
任

期
で
任
命
さ
れ
た
。

一
八
七
六
年
連
邦
法
（19 S

tat. 80, 81, c. 179 

（C
om

p. S
t. 

7190

））
は
、
次
の
様
に
規
定
し
て
い
た
。

「
第
一
級
、
第
二
級
及
び
第
三
級
の
郵
便
局
長
は
大
統
領

が
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
、
任
命
し
、
及
び
解
任
さ

れ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
以
前
に
法
に
従
い
解
任
若
し
く
は
停

職
さ
れ
な
い
限
り
、
四
年
間
そ
の
職
に
あ
る
。」

一
九
二
〇
年
一
月
二
〇
日
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統

領
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
た
。
し
か
し
、
上
院
は
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
解

任
に
あ
た
り
、
助
言
と
承
認
の
決
議
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
彼
は
解
任
を
受
け
入
れ
る
の
を
拒
ん
だ
。
同
年
二
月
二
日
、

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
大
統
領
の
代
理
と
し
て
の
郵
政
長
官
に
よ
り
、

郵
便
局
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
二
一
年
四
月
二
一
日
、

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
大
統
領
に
は
自
由
な
解
任
権
は
な
い
と
し
て
、

解
任
さ
れ
て
か
ら
任
期
満
了
ま
で
の
間
の
彼
の
俸
給
八
、八
三
八

ド
ル
七
一
セ
ン
ト
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

一
四
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
三
）

一
二 　

合
衆
国
対
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ

ク
社
事
件

こ
のU

nited S
tates v. G

eneral E
lectric C

o., 272 U
.S

. 
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（1926

）
は
、
企
業
が
特
許
を
取
得
し
た
製
品
を
製
造
す
る

た
め
に
競
合
他
社
へ
、
価
格
拘
束
等
の
条
件
付
き
で
の
ラ
イ
セ
ン

ス
を
付
与
し
た
場
合
の
契
約
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
問
わ
れ

た
際
の
判
断
を
示
し
た
判
例
で
あ
る
。
タ
フ
ト
と
い
う
と
こ
の
判

例
が
思
い
出
さ
れ
る
ほ
ど
に
有
名
な
事
件
で
あ
る
。

合
衆
国
憲
法
は
、
そ
の
条
文
で
明
確
に
特
許
権
の
保
護
を
行
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
条
八
節
八
項
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
事

項
の
一
つ
と
し
て
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
著
作
者
お
よ
び
発
明
者
に
対
し
、
一
定
期
間
そ
の
著
作

お
よ
び
発
明
に
関
す
る
独
占
的
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ

り
、
学
術
お
よ
び
有
益
な
技
芸
の
進
歩
を
促
進
す
る
権
限
。」

こ
れ
に
よ
り
、
合
衆
国
は
特
許
権
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
と

同
時
に
、
特
許
権
は
、
決
し
て
特
許
権
者
に
私
的
利
益
を
与
え
る

制
度
で
は
無
く
、
第
一
の
目
的
は
「
学
術
お
よ
び
有
益
な
技
芸
の

進
歩
を
促
進
す
る
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
も
明
確
に
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
特
許
制
度
は
、
産
業
上
有
益
な
技
術
の
発
明
者
に
対
し
て
、

1　

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
反
対
意
見

ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
議
会
の
権
力
に
は
、
郵
便
局
長
の
職
を
完

全
に
廃
止
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
職

の
給
与
と
職
務
を
設
定
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

に
及
ば
な
い
と
し
、
彼
は
、
議
会
は
ま
た
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
る

条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
問
題
が
無
い
と
し
た
。

2　

マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
事
の
反
対
意
見

マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
事
は
、
同
様
に
制
憲
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の

文
書
の
徹
底
的
な
分
析
に
よ
り
、
彼
は
、
大
統
領
に
す
べ
て
の
任

命
さ
れ
た
官
僚
を
解
雇
す
る
〝
無
限
の
権
力
（illim

itable 
pow

er

）〞
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
す
る
文
言
を
発
見
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

3　

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
の
反
対
意
見

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
は
最
高
裁
判
所
の
権
力
の
根
本
で
あ
る
、

マ
ー
ベ
リ
ー
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
反
対

し
て
い
る
。

「
決
定
の
基
礎
と
し
て
、
大
統
領
は
、
単
独
で
活
動
し
、

上
院
の
同
意
に
よ
り
、
固
定
的
な
任
期
で
任
命
さ
れ
た
下
位

の
文
官
を
罷
免
す
る
権
力
を
持
た
ず
、
本
事
件
は
、
以
前
に

既
に
そ
の
様
に
決
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。」

一
四
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
四
）

独
占
の
企
図
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

全
員
一
致
で
、
政
府
側
の
主
張
を
棄
却
し
た
。
判
決
文
は
タ
フ

ト
が
執
筆
し
て
い
る
。
タ
フ
ト
は
、
ま
ず
、
特
許
実
施
許
諾
契
約

上
の
制
限
条
項
一
般
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
特
許
権
者
は
、
特
許
製
品
の
製
造
・
販
売
に
か
か
わ
る

実
施
許
諾
に
、
い
か
な
る
使
用
料
や
条
件
を
そ
れ
が
特
許
権

に
よ
り
与
え
ら
れ
た
特
許
権
者
の
報
償
を
合
理
的
に
確
保
す

る
範
囲
内
に
あ
れ
ば
課
し
て
も
よ
い
」

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
特
許
権
者
は
、
特
許
製
品
の
製
造
に
従
事
し
つ
つ
、
同

製
品
の
製
造
・
使
用
の
実
施
権
を
、
販
売
の
実
施
権
は
留
保

し
つ
つ
、
他
者
に
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、

特
許
実
施
権
者
は
そ
の
製
品
の
長
所
を
享
受
で
き
る
。
彼
は

そ
の
製
品
を
所
有
し
、
使
用
で
き
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ
の

製
品
を
販
売
す
れ
ば
、
特
許
権
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と

に
な
る
。
彼
は
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
、
侵
害
行
為
を
差
止

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
特
許
権
者
が
一
歩
進
ん
で
そ
の
製

品
の
販
売
権
を
も
与
え
た
場
合
、
特
許
権
者
は
販
売
条
件
や

一
定
期
間
そ
の
独
占
を
認
め
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
、
そ
の
発
明

を
広
く
一
般
に
使
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
一
般
国
民
の
利
益
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
反
ト
ラ
ス

ト
制
度
と
本
質
的
に
は
同
一
の
政
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
企

業
は
、
そ
の
特
許
権
と
い
う
排
他
的
な
権
利
を
、
他
社
と
の
競
争

回
避
の
合
法
的
手
段
と
し
て
利
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
ど

の
よ
う
に
対
処
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
（
Ｇ
Ｅ
）
は
、
タ
ン
グ
ス
テ

ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
を
用
い
て
近
代
的
電
灯
を
作
成
す
る
た
め
の

あ
ら
ゆ
る
面
に
関
す
る
特
許
を
所
有
し
て
い
た
。
Ｇ
Ｅ
社
は
、
白

熱
電
球
の
製
造
・
販
売
の
市
場
シ
ェ
ア
の
六
九
％
を
占
め
て
お
り
、

ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
ハ
ウ
ス
社
（
Ｗ
Ｈ
）
は
一
六
％
を
占
め
て
い
た
。

Ｇ
Ｅ
社
は
、
Ｗ
Ｈ
社
が
Ｇ
Ｅ
社
の
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
価

格
で
販
売
す
る
と
い
う
条
件
の
下
に
、
Ｗ
Ｈ
社
に
対
し
、
電
球
を

製
造
・
販
売
す
る
た
め
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
提
供
し
て
い
た
。

連
邦
政
府
は
、
Ｇ
Ｅ
社
と
Ｗ
Ｈ
社
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
で
起

訴
し
た
。
政
府
側
の
主
張
は
大
き
く
二
つ
あ
る
が
、
憲
法
問
題
と

な
る
の
は
、
Ｇ
Ｅ
社
の
Ｗ
Ｈ
社
に
対
す
る
特
許
権
実
施
許
諾
上
の

販
売
条
件
お
よ
び
価
格
の
制
限
が
電
灯
の
取
引
制
限
お
よ
び
販
先

一
四
六



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
五
）

諾
契
約
の
価
格
拘
束
に
対
し
て
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
適
用
に
な

ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

次
稿
に
お
い
て
詳
し
く
は
紹
介
す
る
憲
法
革
命
の
結
果
、
特
許

実
施
許
諾
契
約
上
の
価
格
拘
束
条
項
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の

適
用
と
い
う
問
題
は
、
よ
り
厳
し
く
審
査
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
こ
の
判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
に

よ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
限
定
さ
れ
て
行
く
。
し
か
し
、
こ
の

判
決
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
の
先
例
性
は
、
司
法
省
反

ト
ラ
ス
ト
部
の
精
力
的
な
廃
棄
提
唱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
辛
く
も

で
は
あ
る
が
、
今
日
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

一
三　

ラ
ム
対
ラ
イ
ス
事
件

こ
れ
ま
で
、
米
国
判
例
で
問
題
と
な
っ
た
人
種
差
別
と
言
え
ば

専
ら
黒
人
差
別
で
、
若
干
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
差
別
事
件
が
あ
っ
た
程

度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
のL

um
 v. R

ice, 275 U
.S

. 
78 

（1927

）
事
件
で
は
、
中
国
人
に
対
す
る
差
別
が
問
題
に
な
っ

た
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

マ
ー
サ
・
ラ
ム
（M

artha L
um

）
は
、
九
歳
の
中
国
系
米
国

価
格
に
制
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、

も
し
そ
の
販
売
条
件
が
、
特
許
権
者
の
独
占
の
金
銭
的
報
償

を
確
保
す
る
た
め
に
正
常
か
つ
合
理
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

な
ら
ば
、
そ
う
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
特
許
権
者
の
排
他

的
権
利
の
価
値
的
要
素
の
ひ
と
つ
は
、
特
許
製
品
の
販
売
価

格
設
定
か
ら
収
益
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
法
外
な
価
格
で
な

い
限
り
、
価
格
が
高
い
ほ
ど
収
益
も
大
き
く
な
る
。
も
し
、

特
許
権
者
が
他
者
に
製
造
・
販
売
の
実
施
権
を
与
え
、
ま
た
、

自
ら
も
同
様
の
権
利
を
留
保
し
て
、
自
己
の
た
め
に
製
造
・

販
売
し
て
い
る
場
合
、
特
許
実
施
権
者
の
特
許
製
品
の
販
売

価
格
は
、
特
許
権
者
自
ら
が
販
売
す
る
同
様
の
製
品
の
販
売

価
格
に
必
ず
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
特
許
権
者
が
自
己
の

実
施
権
者
に
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
全
く
妥
当
で
あ
る
と

考
え
る
。『
貴
社
は
我
が
社
の
特
許
を
利
用
し
て
特
許
製
品

を
製
造
販
売
し
て
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
我
が
社
が

自
ら
製
造
販
売
し
て
得
ら
れ
る
収
益
を
損
わ
な
い
限
り
に
お

い
て
で
あ
る
』
と
」

要
す
る
に
、
タ
フ
ト
は
、
Ｇ
Ｅ
社
の
Ｗ
Ｈ
社
に
対
す
る
価
格
拘

束
を
、
特
許
権
者
の
通
常
で
合
理
的
な
報
償
に
不
可
欠
で
あ
る
と

い
う
論
理
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、
特
許
実
施
許

一
四
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
六
）

フ
ト
が
執
筆
し
た
。
タ
フ
ト
は
、
プ
レ
ッ
シ
ー
事
件
の
先
例
に
忠

実
に
従
い
、
次
の
様
に
論
じ
た
。

「
ほ
と
ん
ど
の
分
離
教
育
は
、
白
人
生
徒
と
黒
人
生
徒
の

そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
を
介
し
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
こ

の
問
題
で
何
ら
か
の
差
異
が
あ
る
と
か
、
何
ら
か
の
違
う
結

果
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈
中
略
〉
問
題
は
白
人
生
徒
や
黄
色
人
種
の
生
徒
の
間
で
も

当
然
、
同
様
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
決
定
は
、

そ
の
公
立
学
校
の
調
節
状
態
に
関
す
る
裁
量
の
範
囲
内
で
あ

り
、
憲
法
第
一
四
修
正
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
無
い
。」

（
三
）　

そ
の
後

こ
の
判
決
が
覆
さ
れ
る
の
は
、
一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
事
件

（B
row

n v. B
oard of E

ducation, 347 U
.S

. 483

）
判
決
ま
で

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
四　

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
対
合
衆
国
事
件

こ
のO

lm
stead v. U

nited S
tates, 277 U

.S
. 438 

（1928

）

事
件
は
、
電
話
の
盗
聴
に
関
す
る
米
国
で
最
初
の
判
例
で
あ
る
。

人
で
あ
る
。
彼
女
の
住
む
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
ボ
リ
バ
ー
ル
学
区
に
は

中
国
系
生
徒
の
た
め
の
学
校
は
な
く
、
し
か
も
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
義

務
教
育
法
（com

pulsory attendance law
s

）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
彼
女
は
通
学
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
同
学
区
の
ロ
ー
ズ
デ
ー
ル
中
等
学
校
（R

osedale 
C
onsolidated H

igh S
chool

）
は
、
一
九
二
四
年
、
彼
女
が
中

国
系
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
入
学
を
拒
否
し
た
。

下
級
裁
判
所
は
、
原
告
で
あ
る
彼
女
の
父
ゴ
ン
・
ラ
ム

（G
ong L

um

）
の
請
求
を
認
め
、
学
校
の
理
事
会
に
対
し
、
彼
女

の
受
け
入
れ
を
強
制
す
る
職
務
執
行
令
状
（w
rit of m

andam
us

）

を
発
行
し
た
。

そ
こ
で
、
今
度
は
学
校
理
事
長
で
あ
る
ラ
イ
ス
（R

ice

）
等
の

理
事
会
メ
ン
バ
ー
が
、
ゴ
ン
・
ラ
ム
を
相
手
取
っ
て
訴
え
を
提
起

し
た
。
州
最
高
裁
判
所
は
、
下
級
審
決
定
を
覆
し
、
マ
ー
サ
・
ラ

ム
を
白
人
校
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
白
人
と
有
色
人
種

の
児
童
を
分
離
し
た
学
校
を
維
持
す
る
こ
と
が
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
憲

法
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ゴ
ン
・
ラ
ム

は
連
邦
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
は
、
全
員
一
致
で
上
告
を
棄
却
し
た
。
判
決
は
タ

一
四
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
七
）

に
計
七
二
人
が
起
訴
さ
れ
た
、
と
い
う
大
規
模
な
事
件
で
あ
っ
た
。

酒
の
輸
送
に
は
海
上
船
舶
を
使
用
し
、
シ
ア
ト
ル
に
は
地
下
倉
庫

を
備
え
、
中
央
事
務
所
に
は
幹
部
の
他
、
簿
記
係
、
セ
ー
ル
ス
マ

ン
及
び
弁
護
士
ま
で
が
常
駐
し
て
い
た
。
記
録
に
依
れ
ば
、
売
り

上
げ
は
悪
い
月
で
も
一
七
万
六
、〇
〇
〇
ド
ル
、
全
体
を
平
均
す

れ
ば
一
年
間
に
約
二
〇
〇
万
ド
ル
に
達
し
て
い
た
。
オ
ル
ム
ス

テ
ッ
ド
は
、
こ
の
事
業
の
総
支
配
人
で
、
利
益
の
五
〇
％
を
受
け

取
っ
て
い
た
。

こ
の
犯
罪
の
証
拠
は
電
話
の
盗
聴
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
。
盗
聴

器
は
事
務
所
の
あ
る
建
物
の
そ
ば
の
道
路
や
建
物
の
基
礎
に
設
置

さ
れ
て
お
り
、
禁
酒
法
事
務
局
が
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
そ
の
他
の
電

話
の
盗
聴
設
備
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
い
か
な
る
法
律
に

も
違
反
し
て
い
な
か
っ
た
。
盗
聴
は
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
続
け
ら

れ
、
そ
の
記
録
は
明
白
に
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
及
び
そ
の
被
傭
者
達

の
犯
行
を
証
明
し
て
い
た
。
会
話
に
関
し
て
速
記
録
が
作
成
さ
れ
、

そ
の
正
確
さ
は
政
府
官
僚
の
証
言
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
は
、
電
話
の
盗
聴
を
証
拠
と
し
て
採
用
す
る

こ
と
は
、
第
四
修
正
及
び
第
五
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、

連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
九
一
四
年
ま
で
、
米
国
の
司
法
制
度
で
は
、
刑
事
裁
判
に
お

け
る
証
拠
の
妥
当
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ

れ
ず
、
証
拠
が
得
ら
れ
れ
ば
、
法
廷
で
そ
れ
が
得
ら
れ
た
プ
ロ
セ

ス
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
先
ず
無
か
っ
た
。
唯
一
の
制
限
要
因
は
、

警
察
官
が
、
証
拠
を
得
る
た
め
に
法
律
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
今
日
、
違
法
な
押
収
と
さ

れ
る
も
の
は
、
当
時
は
普
通
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
変
え
た
の
が
、
一
九
一
四
年
に
連
邦
最
高
裁
判
事
が
全

員
一
致
で
下
し
た
ウ
ィ
ー
ク
ス
（W

eeks v. U
nited S

tates, 232 
U
.S

. 383 

（1914

））
事
件
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
、
連

邦
最
高
裁
は
捜
索
令
状
無
し
に
民
間
住
宅
を
捜
索
し
て
得
ら
れ
た

証
拠
は
、
第
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
。
そ
し
て
、
違
法

に
得
ら
れ
た
証
拠
を
連
邦
裁
判
所
で
証
拠
と
し
て
採
用
し
て
は
な

ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
先
例
が
存
在
す
る
状
況
下
で
電
話
盗
聴
の

証
拠
能
力
性
が
問
題
に
な
っ
た
の
が
本
事
件
で
あ
る
。

（
二
）　

事
件
の
内
容

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
（R

oy O
lm

stead

）
は
、
禁
酒
法
に
違
反

し
、
違
法
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
所
有
し
、
輸
送
し
、
販
売
し
た
か
ど

で
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
こ
の
事
件
で
は
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
の
他

一
四
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
八
）

る
。〈
中
略
〉
第
四
修
正
の
よ
く
知
ら
れ
た
歴
史
的
な
目
的

は
、
一
般
令
状
な
い
し
援
助
令
状
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
政
府
の
武
力
が
、
個
人
の
住
宅
、
身
体
、
書
類

及
び
所
持
品
を
捜
索
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、

そ
の
意
に
反
し
て
押
収
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
。」

こ
う
述
べ
て
、
ウ
ィ
ー
ク
ス
事
件
を
含
む
い
く
つ
か
の
判
例
を

引
用
す
る
。
そ
の
上
で
、
次
の
様
に
結
論
を
下
し
た
。

「
米
国
は
郵
送
さ
れ
た
封
書
の
よ
う
に
は
、
電
報
や
電
話

に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
配
意
し
て
い
な
い
。
修
正
条
項
は
、

今
回
の
行
為
は
禁
止
し
て
い
な
い
。
捜
索
は
全
く
行
わ
れ
て

い
な
い
。
証
拠
は
聴
覚
の
使
用
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
の

み
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
被
告
人
の
住
居
な
い
し
事

務
所
へ
の
侵
入
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
五
〇
年
前
に
電
話
が

発
明
さ
れ
、
そ
し
て
会
話
を
拡
大
す
る
目
的
で
そ
れ
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
は
離
れ
た
場
所
の
人
と
会
話
で
き
る
。

修
正
条
項
の
文
言
を
、
被
告
人
の
家
や
事
務
所
か
ら
到
達

で
き
る
全
世
界
に
つ
な
が
る
電
話
線
を
含
む
よ
う
に
拡
大
解

釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
電
話
の
盗
聴
は
、
彼
の
家
ま
た

は
事
務
所
が
ハ
イ
ウ
ェ
イ
に
沿
っ
て
伸
び
て
い
る
も
の
で
な

い
以
上
、
家
や
事
務
所
の
一
部
で
は
な
い
。」

（
三
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
判
所
の
意
見
は
五
対
四
に
分
か
れ
た
。
タ
フ
ト
が

判
決
を
執
筆
し
た
。
ま
ず
、
次
の
様
に
指
摘
す
る
。

「
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
第
四
修
正
が
ま
ず
侵
害
さ
れ
な

い
限
り
、
第
五
修
正
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。
被
告
人

等
が
電
話
を
通
じ
て
会
話
す
る
よ
う
誘
導
す
る
よ
う
強
制
さ

れ
た
証
拠
は
な
い
。
彼
ら
は
継
続
的
か
つ
自
主
的
に
、
盗
聴

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
我
々
の
検
討
対
象
は
第
四
修
正
に
限
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。」

そ
の
上
で
、
上
述
の
ウ
ィ
ー
ク
ス
事
件
判
例
に
言
及
す
る
。

「
ウ
ィ
ー
ク
ス
事
件
の
顕
著
な
結
論
及
び
そ
れ
か
ら
導
か

れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
第
四
修
正
に
関
す
る
広
範
な
宣
言
で

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
証
拠
を
参
照
し
た
り
、
法
廷
で
証

拠
を
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
も
の
で
は
な

く
、
実
際
に
は
、
官
憲
が
修
正
条
項
を
侵
し
て
証
拠
を
入
手

し
た
場
合
に
、
そ
の
採
用
を
禁
止
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
問
題
の
証
拠
が
適
切
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
得
る
た
め
の
方
法
は
重
要
で
は
な
く
、
多
く
の
証
拠

は
通
常
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
に
適
切
で
あ
る
と
想
定
さ
れ

一
五
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
九
）

て
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
、
第
五
修
正
の
侵
害
と
み

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
う
し
て
、
電
話
線
の
盗
聴
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
あ
る

が
故
に
第
四
修
正
に
違
反
し
、
そ
れ
に
違
反
し
て
得
ら
れ
た
証
拠

の
利
用
は
、
第
五
修
正
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

（
五
）　

そ
の
後

こ
の
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
決
は
、
一
九
六
九
年
に
な
っ
て

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
カ
ッ
ツ
（K

atz v. U
nited 

S
tates, 389 U

.S
. 347

）
事
件
判
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
。

一
五 　

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
対
イ
リ
ノ
イ
州
事

件

英
米
法
の
基
礎
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（com

m
on law

）
と

エ
ク
イ
テ
ィ
（equity

）
と
い
う
二
つ
の
法
準
則
が
あ
る
が
、
こ

のW
isconsin v. Illinois, 278 U

.S
. 367 

（1929

）
事
件
に
お

い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
エ
ク
イ
テ
ィ
権
限
が
問
題
に
な
っ
た
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
本
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

裁
判
所
が
下
し
た
判
決
が
集
積
し
て
で
き
た
判
例
法
体
系
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
大
法
官
（L

ord C
hancellor

）、

す
な
わ
ち
今
日
の
法
務
大
臣
を
頂
点
と
す
る
行
政
機
関
が
行
っ
た

（
四
）　

反
対
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
、
ホ
ー
ム
ズ
、
ス
ト
ー
ン
、

バ
ト
ラ
ー
の
各
判
事
が
反
対
意
見
を
書
い
た
が
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス

判
事
の
反
対
意
見
が
極
め
て
名
高
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
こ
こ
で

は
紹
介
す
る
。

「
修
正
条
項
に
よ
っ
て
保
護
が
保
障
さ
れ
る
範
囲
は
は
る

か
に
広
い
。
我
が
憲
法
の
制
定
者
は
幸
福
の
追
求
に
有
利
な

条
件
を
確
保
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
彼
ら
は
、
人
間
の
精

神
的
性
質
、
そ
の
感
性
、
及
び
そ
の
知
性
の
重
要
性
を
認
識

し
た
。
彼
ら
は
、
苦
痛
や
喜
び
、
そ
し
て
人
生
の
満
足
の
一

部
だ
け
が
物
質
的
な
も
の
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
。
彼
ら
は
、
米
国
人
を
、
そ
の
信
念
、
そ
の
思
想
、
そ
の

感
情
、
そ
し
て
そ
の
感
覚
に
関
し
て
保
護
す
る
よ
う
に
努
め

た
。
彼
ら
は
、
政
府
に
対
し
て
、
一
人
で
い
ら
れ
る
権
利

（the right to be let alone

）
と
い
う
、
文
明
的
な
人
間
に

と
っ
て
最
も
包
括
的
か
つ
最
も
高
く
評
価
さ
れ
る
権
利
を
付

与
し
た
。
ど
ん
な
手
段
を
用
い
て
で
あ
れ
、
個
人
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
対
す
る
政
府
に
よ
る
不
当
な
侵
入
は
、
第
四
修
正

の
違
反
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
様
な

不
当
な
侵
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
事
実
を
刑
事
手
続
に
お
い

一
五
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
〇
）

運
営
が
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
差
異
の
あ
る
両
制
度
で
あ
る
が
、
今
日
で

は
、
通
常
英
米
両
国
と
も
、
両
制
度
を
同
一
の
裁
判
所
が
取
り
扱

う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
訴
訟
手
続
き
に
も
余
り
違
い

は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
英
米
法
の
中
で
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
違
い
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。

憲
法
訴
訟
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
最
大
の
差
異
は
、
エ

ク
イ
テ
ィ
事
件
に
お
い
て
は
、
上
記
2
の
差
止
命
令
や
特
定
履
行

の
命
令
を
下
す
こ
と
が
可
能
な
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
訴

訟
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
争
点
に
な
っ
て
い
る
の
が
自
由
権
の

侵
害
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
と
し
て
そ
の
侵
害
の
違
憲
・
無

効
を
宣
言
し
、
残
る
被
害
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
金
銭
賠
償

を
命
じ
れ
ば
、
問
題
は
解
決
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の

権
利
の
侵
害
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
問
題
を
除
去
す

る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
救
済
法
が
必
要
と
な
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
事

件
に
お
け
る
バ
ス
通
学
命
令
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

本
事
件
に
お
い
て
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
と
し
て
の
連
邦
最

高
裁
判
所
が
、
ど
の
範
囲
で
判
決
を
下
し
う
る
か
を
明
確
に
し
た

点
に
、
歴
史
的
意
義
が
あ
る
。

個
別
的
な
救
済
が
、
雑
多
な
法
準
則
の
集
合
体
と
し
て
集
積
し
た

も
の
で
あ
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
と
の
間
に
は
、
主
に
次
の
よ
う

な
違
い
が
あ
る
。

1　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
契
約
法
、
不
法
行
為
法
、
不
動
産
法

（
物
権
法
）、
刑
事
法
の
分
野
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
の

に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
は
古
来
の
ゲ
ル
マ
ン
法
が
対
応
し

て
い
な
か
っ
た
そ
の
他
の
法
分
野
を
規
律
す
る
法
体
系
で

あ
る
。

2　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
民
事
事
件
の
救
済
と
し
て
は
金
銭
賠

償
を
主
と
す
る
の
に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
で
は
差
止
命
令

（injunction

）、
特
定
履
行
（specifi c perform

ance

）

な
ど
、
機
動
的
、
実
際
的
な
救
済
手
段
を
認
め
る
。

3　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
訴
訟
で
は
陪
審
審
理
が
用
い
ら
れ
る

の
に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
訴
訟
で
は
伝
統
的
に
陪
審
審

理
が
用
い
ら
れ
な
い
。

4　

伝
統
的
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
訴
訟
と
エ
ク
イ
テ
ィ

の
訴
訟
は
別
々
の
裁
判
所
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
厳
格
な
手
続
を
採
用
し
て
き
た
の

に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
訴
訟
で
は
比
較
的
柔
軟
な
手
続

一
五
二



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
一
）

及
び
そ
の
接
続
水
域
に
面
す
る
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ミ
ネ
ソ
タ
、

ミ
シ
ガ
ン
、
オ
ハ
イ
オ
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
諸
州
が
、
イ
リ
ノ
イ
州
及
び
シ
カ
ゴ
衛
生
区
を
相
手
取
っ
て
、

そ
の
取
水
の
差
し
止
め
を
求
め
て
提
起
し
た
の
が
こ
の
訴
訟
で
あ
る
。

他
方
、
そ
の
下
水
路
兼
運
河
は
、
北
米
大
陸
の
大
分
水
嶺
を
超

え
て
最
終
的
に
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
繋
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ミ

シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
の
諸
州
か
ら
シ
カ
ゴ
へ
の
重
要
な
通
商
路
と
し

て
発
展
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
取
水
制
限
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
、
そ
の
運
河
の
水
位
が
下
が
っ
て
船
舶
の
運
航
に
支
障

が
生
じ
、
そ
れ
ら
諸
州
は
大
き
な
経
済
的
打
撃
を
受
け
る
恐
れ
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
ミ
ズ
ー
リ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
テ
ネ
シ
ー
、
ル

イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
及
び
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
の
諸
州
は
、
裁
判

所
の
許
可
に
よ
り
、
イ
リ
ノ
イ
州
側
の
共
同
被
告
と
な
り
、
訴
え

の
却
下
を
申
し
立
て
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
事
件
で
は
、
事
件
名
と
し
て
は
、
二
つ
の
州
名

の
み
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
紛
争
の
当
事
者
と
な
っ
て
い

る
州
の
筆
頭
に
な
っ
て
い
る
州
名
が
上
が
っ
て
い
る
だ
け
で
、
実

際
に
は
合
計
一
三
の
州
が
原
告
な
い
し
被
告
と
し
て
訴
訟
に
参
加

し
て
い
る
と
い
う
巨
大
訴
訟
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
件
は
、
州
と
州
と
の
争
い
な
の
で
、
合
衆
国
憲
法
三
条

（
一
）　

事
件
の
背
景

こ
の
事
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
五
大
湖
の
水
利
で
あ
る
。

イ
リ
ノ
イ
州
及
び
シ
カ
ゴ
衛
生
区

（
26
）

で
は
、
シ
カ
ゴ
市
の
汚

水
・
汚
物
を
、
下
水
路
を
兼
ね
る
運
河
に
排
出
し
て
い
た
が
、
汚

物
の
量
が
増
大
し
、
不
衛
生
に
な
っ
た
事
か
ら
、
五
大
湖
か
ら
取

水
し
て
運
河
に
注
水
し
、
強
制
的
に
押
し
流
す
と
い
う
方
法
を
使

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
許
容
す
る
法
的
根
拠
は
、
河
川

港
湾
法
（R

ivers and H
arbors A

ppropriation A
ct, 30 S

tat. 
1121 

（1899

））
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
一
〇
条
は
、
合

衆
国
の
航
行
可
能
な
水
域
に
関
し
、
連
邦
陸
軍
長
官
（S

ecretary 
of W

ar （
27
）

）
に
、
航
行
可
能
な
水
域
に
架
け
る
橋
の
免
許
や
埠
頭

お
よ
び
海
岸
線
の
保
守
に
関
す
る
広
い
権
限
を
定
め
て
い
た
。
こ

れ
に
基
づ
き
、
連
邦
陸
軍
長
官
が
取
水
許
可
を
与
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
シ
カ
ゴ
市
の
発
展
と
共
に
汚
物
の
量
も
増
大
し
た
こ
と
か

ら
、
衛
生
を
保
つ
た
め
必
然
的
に
そ
の
取
水
量
を
大
幅
に
増
大
し
、

こ
の
時
期
に
は
ミ
シ
ガ
ン
湖
か
ら
、
毎
秒
八
、五
〇
〇
立
方

フ
ィ
ー
ト
の
取
水
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
大
量
の
取
水
に
伴
い
、
五
大
湖
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
河

川
の
水
位
が
最
大
六
イ
ン
チ
も
下
が
り
、
そ
の
水
上
航
行
に
支
障

を
来
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
リ
ノ
イ
州
以
外
の
五
大
湖

一
五
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
二
）

（
三
）　

法
廷
意
見

タ
フ
ト
は
、
ま
ず
原
告
、
被
告
両
者
の
見
解
を
整
理
し
た
。

被
告
諸
州
は
、
本
件
取
水
は
、
州
際
通
商
権
限
に
基
づ
く
連
邦

議
会
の
立
法
の
結
果
で
あ
り
、
侵
害
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

原
告
諸
州
に
損
害
賠
償
が
認
定
さ
れ
な
い
損
害
（dam

num
 

absque injuria

）
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
原
告
諸
州
は
、
第
一
に
、
合
衆
国
憲
法
の
定
め

る
州
際
通
商
権
限
に
基
づ
く
規
制
は
、
そ
の
水
を
、
大
分
水
嶺
を

超
え
て
ミ
シ
シ
ッ
ピ
流
域
に
移
送
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
議
会

が
五
大
湖
の
航
行
能
力
を
侵
害
す
る
権
限
を
定
め
た
も
の
で
は
決

し
て
無
い
こ
と
、
第
二
に
、
水
の
移
送
は
、
あ
る
州
の
港
の
優
先

順
位
を
他
の
港
よ
り
も
上
げ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
憲
法
に
違
反

し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
第
三
に
、
原
告
諸
州
と
そ
の
市
民
に

対
し
、
こ
の
侵
害
は
適
正
手
続
き
保
障
な
し
に
、
そ
の
財
産
権
を

侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
連
邦
構
成
員
と
し
て
の
主
権
を
侵
害
す

る
も
の
で
あ
る
、
と
反
論
し
て
い
る
。

も
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
い
ず
れ
か
が
原
告
諸
州
に
有
利
に
判

定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
判
決
は
彼
ら
の
優
位
に
下
さ
れ
、
取
水
は
制

限
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
高
裁
判
所
の
選
任
し
た
特
別
補
佐
官
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

二
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
第
一
審
裁

判
所
で
あ
る
。

（
二
）　

特
別
補
佐
官
の
活
動

連
邦
最
高
裁
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
等
の
訴
え
に
対
し
、
専

門
家
を
特
別
補
佐
官
（special m

aster

）
と
し
て
選
任
し
、
調

査
に
当
た
ら
せ
た
。
特
別
補
佐
官
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
シ
カ
ゴ
衛

生
区
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
毎
秒
約
八
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
の

取
水
は
、
湖
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
水
路
の
平
均
水
位
低
下
の
原

因
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ミ
シ
ガ
ン
及
び
ヒ
ュ
ー
ロ
ン
湖
で
は

約
六
イ
ン
チ
、
エ
リ
ー
湖
と
オ
ン
タ
リ
オ
で
は
約
五
イ
ン
チ
低
下

し
、
接
続
す
る
河
川
お
よ
び
港
で
も
同
程
度
の
低
下
が
見
ら
れ
た
。

毎
秒
一
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
の
追
加
、
す
な
わ
ち
全
体
で
合

計
毎
秒
一
万
立
方
フ
ィ
ー
ト
の
取
水
は
、
ヒ
ュ
ー
ロ
ン
湖
と
ミ
シ

ガ
ン
湖
で
さ
ら
に
約
一
イ
ン
チ
の
水
位
の
低
下
を
引
き
起
こ
し
、

エ
リ
ー
湖
と
オ
ン
タ
リ
オ
湖
で
は
一
イ
ン
チ
弱
の
、
そ
し
て
接
続

水
路
内
で
も
そ
れ
に
対
応
す
る
水
位
の
低
下
の
原
因
に
な
る
。

し
か
し
、
シ
カ
ゴ
市
及
び
イ
リ
ノ
イ
州
は
特
別
補
佐
官
の
見
解

に
反
対
し
、
問
題
の
解
決
を
遅
ら
せ
た
の
で
、
最
高
裁
は

一
九
二
八
年
四
月
二
三
、
二
四
の
両
日
に
わ
た
っ
て
、
裁
判
官
全

員
出
席
の
上
、
特
別
審
理
を
行
っ
た
。

一
五
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
三
）

人
を
聞
い
て
、
彼
自
身
の
選
択
の
証
人
を
呼
ぶ
よ
う
に
指
示

さ
れ
る
。

以
上
、
命
令
す
る
。」

（
四
）　

そ
の
後

翌
年
に
な
っ
て
、
最
終
的
な
判
決
が
下
さ
れ
た
（W

isconsin 
v. Illinois, 281 U

.S
. 696 

（1930

））。
そ
の
概
略
を
紹
介
す
る

と
、
一
九
三
〇
年
七
月
一
日
か
ら
一
九
三
五
年
一
二
月
三
一
日
ま

で
は
、
年
間
平
均
で
毎
秒
六
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
ま
で
の
取

水
は
認
め
る
。
一
九
三
五
年
一
二
月
三
一
日
か
ら
一
九
三
八
年

一
二
月
三
一
日
ま
で
は
、
毎
秒
五
、〇
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
ま
で

の
取
水
は
認
め
る
。
そ
れ
以
降
は
毎
秒
一
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー

ト
ま
で
の
取
水
し
か
認
め
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
方
に
お
い
て
取

水
制
限
を
徐
々
に
強
化
し
つ
つ
、
一
定
の
過
渡
期
を
認
め
、
そ
の

間
に
シ
カ
ゴ
衛
生
区
に
下
水
処
理
場
の
建
設
を
行
わ
せ
る
。
そ
の

場
合
、
シ
カ
ゴ
衛
生
区
は
、
裁
判
所
書
記
に
、
一
九
三
〇
年
七
月

一
日
を
第
一
回
と
し
て
、
半
年
に
一
回
ず
つ
、
す
な
わ
ち
各
七
月

一
日
と
一
月
一
日
に
、
シ
カ
ゴ
衛
生
区
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
概
説
さ
れ
て
い
た
下
水
処
理
場
及
び
そ
の
設
備
の
建

設
工
事
の
進
捗
状
況
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
も
の
と
し
、

そ
れ
に
は
稼
働
を
開
始
し
た
下
水
処
理
場
の
運
転
状
況
や
効
果
を

「
転
用
は
衛
生
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い

の
余
地
は
な
い
。
取
水
し
た
水
の
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
へ
の
水

路
へ
の
分
水
事
業
や
、
な
い
し
そ
の
水
路
で
の
航
行
に
貢
献

す
る
可
能
性
と
い
う
利
益
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、

本
当
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
及
び
衛
生
区
に
よ
る
シ
カ
ゴ
の
下
水

の
処
分
し
、
向
上
さ
せ
、
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
支

配
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

衛
生
上
の
緊
急
性
に
は
劣
後
す
る
も
の
の
、
電
源
を
開
発

す
る
た
め
に
運
河
の
流
れ
を
利
用
す
る
目
的
は
、
間
違
い
な

く
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
転
用
水
は
発
電

に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
使
用
は
単
に
偶
発
的
で
あ

る
。」

タ
フ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に

連
邦
裁
判
所
が
介
入
す
る
ほ
か
は
な
い
と
し
、
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
前
述
の
目
的
と
そ
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
実
際
的
な
措
置
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
そ

こ
に
専
門
家
の
審
査
が
必
要
と
な
り
、
必
要
な
法
令
の
適
切

な
規
定
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由

か
ら
、
さ
ら
な
る
検
査
の
た
め
の
特
別
補
佐
官
を
任
命
す
る

こ
と
と
す
る
。
彼
は
承
認
さ
れ
、
各
当
事
者
が
提
示
す
る
証

一
五
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
四
）

も
い
く
つ
か
下
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
全
体
と
し
て
の
方
向
性

が
不
明
確
で
あ
る
。

そ
の
原
因
は
、
直
接
に
は
連
邦
最
高
裁
判
所
が
進
歩
派
と
保
守

派
の
微
妙
な
均
衡
の
上
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
デ
ィ
判
事

や
ピ
ト
ニ
ィ
判
事
の
よ
う
な
中
間
派
が
わ
ず
か
に
意
見
を
変
え
る

こ
と
で
、
判
例
が
激
し
く
揺
れ
動
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

よ
り
根
本
的
に
は

（
進
歩
的
判
決
も
）「
そ
の
手
法
は
ホ
ー
ム
ズ
の
消
極
主
義

と
異
な
り
、
む
し
ろ
司
法
が
積
極
的
に
州
法
の
内
容
を
吟
味

し
、
そ
れ
が
好
ま
し
い
と
判
断
す
れ
ば
合
憲
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
結
果
に
お
い
て
は
進
歩
的
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
手
法
は
ペ
カ
ム
判
事
な
ど
の
古
い
世
代
の
そ
れ
と
、

そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
最
高
裁
が
何
を
好
ま

し
い
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
判
決
は
左
右
さ
れ
る
。
保
守
的

に
も
進
歩
的
に
も
結
果
が
揺
れ
る
可
能
性
が
あ
る

（
28
）

。」

つ
ま
り
、
基
本
的
に
司
法
積
極
主
義
を
採
用
し
て
い
る
た
め
に
、

個
々
の
判
事
の
主
観
の
揺
れ
が
、
本
稿
に
紹
介
し
た
判
例
の
揺
れ

を
導
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
わ
ず
か
の
差
異
に
よ
り
判
例
が
揺
れ
動
き
、
迷
走
す

る
現
象
は
、
こ
の
後
い
よ
い
よ
加
速
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
そ

記
載
し
、
ま
た
、
こ
の
判
決
の
申
し
渡
し
か
ら
そ
の
報
告
ま
で
の

期
間
中
に
ミ
シ
ガ
ン
湖
か
ら
取
水
し
た
平
均
水
量
も
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。
原
告
ま
た
は
被
告
は
、
上
述
し
た
報
告
の
提
出
に
か

か
わ
り
な
く
、
こ
の
判
決
に
従
い
、
そ
れ
以
上
の
行
動
ま
た
は
救

済
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
裁
判
所
は
、
上
記
訴
訟
に
関
し
、

何
ら
か
の
命
令
や
指
示
、
な
い
し
本
判
決
の
変
更
ま
た
は
補
足
、

そ
の
他
本
争
訟
の
主
題
と
の
関
係
で
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

あ
ら
ゆ
る
措
置
を
執
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
う
し
て
、
裁
判
所
の
監
視
下
に
、
シ
カ
ゴ
市
は
近
代
的
な
下

水
処
理
場
を
建
設
す
る
こ
と
で
、
こ
の
巨
大
訴
訟
は
決
着
し
た
の

で
あ
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

こ
の
憲
法
判
例
史
的
に
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（R

ochner 
E
ra

）
と
呼
ば
れ
る
時
代
、
社
会
が
激
し
く
変
動
す
る
の
に
対
応

し
て
、
連
邦
議
会
は
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
様
々
な
立
法
を
行
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
多
く
の
場
合
に

ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
社
会
の
変
化
に
抵
抗
す
る
よ

う
な
保
守
的
な
判
決
を
一
般
的
に
は
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本

稿
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
社
会
変
化
を
肯
定
す
る
進
歩
的
な
判
決

一
五
六



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
五
）

巻
二
号
一
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
5
） 

女
性
参
政
権
の
承
認
問
題
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ー
対
ヘ
イ

パ
ー
セ
ッ
ト
事
件
（
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所
│
ウ
ェ
イ
ト

第
七
代
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
九
巻

二
号
一
六
九
頁
以
下
）
参
照
。

（
6
） 

当
時
の
鉄
道
会
社
は
、
競
争
の
な
い
地
域
で
は
運
賃
が
高
く
、

競
争
の
あ
る
地
域
で
は
非
常
に
運
賃
が
低
く
設
定
す
る
な
ど
、
そ

の
権
力
を
濫
用
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
議
会
は
待
遇
に
差
別
を
設

け
る
こ
と
を
禁
じ
、
適
正
な
料
金
を
決
め
る
権
限
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
与

え
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
九
五
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
権
限
は
陸
上

輸
送
委
員
会
に
移
譲
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
廃
止
さ
れ
た
。

参
照
＝
連
邦
官
報
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝https://w

w
w
.

federalregister.gov/agencies/interstate-com
m
erce-

com
m
ission

（
7
） 

二
つ
の
合
衆
国
銀
行
問
題
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
米
国
に
は

中
央
銀
行
制
度
に
対
し
て
、
非
常
に
根
強
い
否
定
的
感
情
が
あ
る

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
マ
カ
ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
（
拙

稿
「
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
│
マ
ー
シ
ャ
ル
第
四
代
長
官

の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
八
巻
三
号
一
三
八
頁
以
下
）
参
照
）。
そ

の
た
め
、
第
二
合
衆
国
銀
行
が
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
潰

さ
れ
た
後
は
、
個
々
の
民
間
銀
行
が
紙
幣
を
発
行
し
て
き
た
。
し

か
し
、
一
九
〇
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
の
米
銀
の
手
形
割
引
拒
否
に

端
を
発
す
る
恐
慌
が
起
き
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
の
決
済
シ
ス
テ

ム
が
混
乱
し
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
連
邦
準
備
制
度
法

の
影
響
を
受
け
る
米
国
民
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
、

次
稿
で
取
り
上
げ
る
憲
法
革
命
に
至
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

合
衆
国
訟
務
長
官
（U

nited S
tates S

olicitor G
eneral

）：

一
八
七
〇
年
（
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
時
代
）
に
創
設
さ
れ
た
官
職
で
、

連
邦
最
高
裁
判
所
で
政
府
が
関
わ
る
訴
訟
を
遂
行
し
、
あ
る
い
は

監
督
す
る
。
す
な
わ
ち
、
訟
務
長
官
は
口
頭
弁
論
を
自
ら
、
あ
る

い
は
副
長
官
等
を
通
じ
て
行
う
と
共
に
、
下
級
審
に
係
属
し
た
事

件
の
ど
れ
を
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と

な
ど
を
任
務
と
す
る
。
今
日
、
連
邦
政
府
が
関
わ
る
訴
訟
は
連
邦

最
高
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
の
三
分
の
二
に
達
し
て
い
る
。

参
照
＝
司
法
省
訟
務
長
官
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝http://w

w
w
.

justice.gov/osg

（
2
） 

ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
（L

ochner v. N
ew

 Y
ork, 198 U

.S
. 45 

（1905

））
判
決
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所
│

ウ
ェ
イ
ト
第
七
代
長
官
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日

本
法
学
七
九
巻
二
号
一
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
） 

南
北
戦
争
に
関
連
し
て
発
生
し
た
憲
法
問
題
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
│
チ
ェ
イ
ス
第
六
代
長
官
の
時

代
│
」
日
本
法
学
七
九
巻
一
号
一
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
4
） 

こ
の
憲
法
改
正
の
原
因
に
な
っ
た
ポ
ロ
ッ
ク
対
農
民
信
託
会

社
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所
│
ウ
ェ
イ

ト
第
七
代
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
九

一
五
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
六
）

の
確
立
│
マ
ー
シ
ャ
ル
第
四
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
八

巻
三
号
一
五
二
頁
以
下
の
「
ウ
ー
ス
タ
ー
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件
」

参
照
。

（
11
） 

合
衆
国
刑
法
の
条
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

5508, R
evised S

tatutes, 19 of the P
enal C

ode 

﹇35 S
tat. 

at L
. 1092, chap. 321, C

om
p. S

tat. 1913, 10183

﹈.

（
12
） 

ワ
シ
ン
ト
ン
州
職
業
紹
介
所
法
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

“A
n A

ct to P
rohibit the C

ollection of F
ees for the 

S
ecuring of E

m
ploym

ent, or F
urnishing Inform

ation 
L
eading T

hereto, and F
ixing a P

enalty for V
iolation 

T
hereof.”

（
13
） 

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（L

ouis D
em

bitz B
randeis

）
は
、
ブ
ラ

ン
ダ
イ
ス
・
ル
ー
ル
な
ど
、
米
国
憲
法
訴
訟
理
論
を
代
表
す
る
重

要
な
判
事
な
の
で
、
簡
単
に
彼
の
略
歴
を
紹
介
す
る
。

彼
は
、
一
八
五
六
年
に
ユ
ダ
ヤ
系
移
民
の
子
と
し
て
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
ル
イ
ス
ビ
ル
で
生
ま
れ
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

に
入
学
し
た
。
一
八
九
〇
年
に
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
（T

he 
R
ight to P

rivacy

）」
と
い
う
論
文
を
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
レ

ビ
ュ
ー
（H

arvard L
aw

 R
eview

）
に
発
表
し
、
今
日
に
お
け
る

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
論
の
基
礎
を
作
り
出
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も

有
名
で
あ
る
。

大
学
卒
業
後
、
ボ
ス
ト
ン
で
彼
が
弁
護
士
と
し
て
活
動
し
た
時

代
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
弁
護
士
と
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
協
力
し
て
鉄

（F
ederal R

eserve A
ct

＝
提
案
者
の
名
に
よ
り
オ
ー
ウ
ェ
ン
・

グ
ラ
ス
法
の
名
で
知
ら
れ
る
）
が
提
案
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て

反
対
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
両
院
の
間
で
妥
協
が
成
立
し
、
ま
ず

下
院
が
一
九
一
三
年
一
二
月
二
二
日
に
賛
成
二
九
八
、
反
対
六
〇
、

棄
権
七
六
で
可
決
し
、
翌
二
三
日
に
上
院
が
賛
成
四
三
、
反
対

二
五
、
棄
権
二
七
で
可
決
し
た
の
で
、
そ
の
日
の
う
ち
に
ウ
ィ
ル

ソ
ン
大
統
領
が
署
名
し
て
、
同
法
が
成
立
し
た
。
連
邦
準
備
制
度

は
、
様
々
な
妥
協
の
産
物
で
、
単
一
の
中
央
銀
行
を
設
立
す
る
の

で
は
な
く
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．に
駐
在
す
る
連
邦
準
備
制
度
理

事
会
と
一
二
地
区
に
分
割
さ
れ
た
連
邦
準
備
銀
行
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
非
中
央
集
権
化
さ
れ
た
中
央
銀
行
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で

あ
る
。

参
照
＝
Ｆ
Ｒ
Ｂ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝http://w

w
w
.federal

reserveeducation.org/about-the-fed/history/

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．法
律
図
書
館
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝

http://w
w
w
.llsdc.org/F

R
A
-L

H

（
8
） 

ア
デ
ア
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所

│
ウ
ェ
イ
ト
第
七
代
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本

法
学
七
九
巻
二
号
一
九
七
頁
参
照
。

（
9
） 

こ
の
法
律
の
原
名
を
次
に
示
す
。

“A
n A

ct to P
rovide a P

enalty for C
oercing or Infl uencing 

or M
aking D

em
ands upon or R

equirem
ents of E

m
ployees, 

S
ervants, L

aborers, and P
ersons S

eeking E
m
ploym

ent”

（
10
） 

涙
の
道
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
米
国
違
憲
立
法
審
査
権

一
五
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
七
）

（
17
） 

一
〇
号
条
約
は
、
一
四
歳
未
満
の
児
童
の
農
業
に
お
け
る
使

用
を
禁
止
す
る
。
軽
易
作
業
の
場
合
、
通
常
よ
り
低
い
最
低
年
齢

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
考
え
を
初
め
て
導
入
し
た
条
約
で

あ
る
。

（
18
） 

一
四
号
条
約
は
、
農
業
的
企
業
に
お
け
る
年
少
者
の
夜
間
使

用
に
つ
い
て
、
そ
の
生
理
的
必
要
に
応
じ
、
一
四
歳
未
満
の
場
合

は
継
続
す
る
一
〇
時
間
以
上
、
一
四
歳
以
上
一
八
歳
未
満
に
つ
い

て
は
九
時
間
以
上
の
休
息
時
間
を
確
保
す
る
よ
う
取
り
締
ま
る
措

置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
こ
の
程
度
の
内
容
で
さ
え
、

勧
告
と
い
う
形
で
し
か
出
せ
な
か
っ
た
点
に
、
当
時
の
世
界
的
状

況
が
偲
ば
れ
る
。

（
19
） 

一
五
号
条
約
は
、
船
舶
に
お
い
て
石
炭
夫
ま
た
は
火
夫
と
し

て
就
業
で
き
る
最
低
年
齢
は
一
八
歳
と
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
る

条
約
で
あ
る
。

（
20
） 

一
連
の
判
決
は
、
選
抜
徴
兵
法
事
件
（S

elective D
raft 

L
aw

 C
ases

）
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
括
し
て
審
理
し
た
が
、

判
決
は
、
そ
の
原
告
が
ど
の
憲
法
条
項
に
依
存
し
て
違
憲
を
主
張

し
た
か
に
応
じ
て
分
け
て
下
さ
れ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
が
い
ず
れ
に
つ

い
て
も
判
決
文
を
執
筆
し
た
。

（
21
） 

民
兵
条
項
と
は
、
連
邦
議
会
に
次
の
権
限
が
あ
る
と
定
め
た

規
定
で
あ
る
。

「
連
邦
の
法
律
を
執
行
し
、
反
乱
を
鎮
圧
し
、
侵
略
を
撃
退
す
る

た
め
に
、
民
兵
団
を
召
集
す
る
規
定
を
設
け
る
権
限
」

（
22
） M

uller v. O
regon, 208 U

.S
. 412 

（1908

）
と
は
、
オ
レ
ゴ

道
の
独
占
や
労
働
者
の
権
利
侵
害
と
戦
い
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
創
設
を
助

け
、
ま
た
Ｆ
Ｔ
Ｃ
に
様
々
な
助
言
を
与
え
た
。

そ
う
し
た
活
動
が
評
価
さ
れ
、
彼
は
一
九
一
六
年
に
、
ウ
ィ
ル

ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
最
初
の
合
衆
国
最
高

裁
判
所
陪
席
判
事
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
文
で
と
り
あ

げ
た
事
件
は
、
彼
の
就
任
後
間
も
な
い
時
期
の
判
決
で
あ
る
。

（
14
） 

こ
の
法
律
は
形
式
上
議
員
提
案
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
の

内
容
は
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
（A

lexander M
cK

elw
ay

）
率
い
る
全

国
児
童
労
働
委
員
会
（the N

ational C
hild L

abor C
om

m
ittee 

（N
C
L
C

））
の
検
討
の
成
果
物
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
成
立
に
当

た
っ
て
は
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
（W

oodrow
 W

ilson

）
大
統
領
の
強
力

な
ロ
ビ
ー
活
動
が
寄
与
し
て
い
た
。

参
照
＝
米
国
国
立
公
文
書
記
録
管
理
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝

http://w
w
w
.ourdocum

ents.gov/doc.php?fl ash=true&
doc=59

（
15
） 

五
号
条
約
は
、
工
業
的
企
業
に
お
け
る
一
四
歳
未
満
の
児
童

の
使
用
を
禁
止
す
る
。
日
本
と
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は
特
殊
国
条
項

が
あ
り
、
日
本
に
つ
い
て
は
尋
常
小
学
校
を
修
了
し
た
一
二
歳
以

上
の
児
童
の
雇
用
を
認
め
て
い
た
。

（
16
） 

六
号
条
約
は
、
一
八
歳
未
満
の
年
少
者
の
工
業
的
企
業
に
お

け
る
夜
一
〇
時
か
ら
朝
五
時
ま
で
の
少
な
く
と
も
一
一
時
間
の
継

続
の
労
働
を
禁
止
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ガ
ラ
ス
工
場
等
に
お
け

る
工
程
の
性
質
上
必
要
な
作
業
に
お
い
て
は
、
一
六
歳
以
上
の
年

少
者
の
夜
間
使
用
を
認
め
る
ほ
か
、
夜
間
の
定
義
に
お
い
て
若
干

の
柔
軟
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
五
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
八
）

二
週
間
で
廃
止
さ
れ
た
。

（
25
） 

一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
は
八
ガ
ロ
ン
で
、
メ
ー
ト
ル
法
で
は
約

三
五
・
二
四
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
。

（
26
） 

シ
カ
ゴ
衛
生
区
（S

anitary D
istrict

）
は
、
一
八
八
九
年
イ

リ
ノ
イ
州
法
＝
衛
生
区
権
限
付
与
法
（S

anitary D
istrict 

E
nabling A

ct

）
に
基
づ
き
、
一
八
九
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
特
別

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
特
別
区
は
、
区
内
全
域

の
資
産
価
値
を
従
価
方
式
で
課
税
評
価
し
た
も
の
を
財
源
と
し
、

受
益
者
負
担
原
則
に
基
づ
き
運
営
さ
れ
る
広
域
行
政
機
関
で
あ
る
。

通
常
、
米
国
の
特
別
区
は
、
利
用
料
収
入
を
財
源
と
す
る
が
、
シ

カ
ゴ
衛
生
区
の
場
合
に
は
、
こ
の
特
別
法
に
よ
り
課
税
権
が
認
め

ら
れ
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
初
一
八
五
平
方
マ

イ
ル
の
面
積
を
管
轄
し
た
。
そ
の
後
の
法
律
で
、
そ
れ
は
シ
カ
ゴ

周
辺
の
都
市
圏
全
体
に
拡
大
し
、
さ
ら
に
イ
リ
ノ
イ
州
の
南
東
の

州
境
か
ら
北
の
ク
ッ
ク
郡
の
北
の
境
界
に
ま
で
伸
び
る
、
お
よ
そ

四
三
八
平
方
マ
イ
ル
の
地
域
に
増
加
し
、
こ
の
訴
訟
の
時
点
で
は

計
五
四
市
町
村
で
構
成
さ
れ
る
組
織
と
な
っ
て
い
た
。
今
日
で
は

M
etropolitan W

ater R
eclam

ation D
istrict of G

reater 
C
hicago 

（M
W

R
D

）
と
改
称
さ
れ
、
一
二
九
地
方
自
治
体

（M
unicipality

）、
三
〇
地
域
（T

ow
nship

）
を
含
む
組
織
と

な
っ
て
い
る
。 

（
27
） S

ecretary of W
ar

：
直
訳
す
れ
ば
戦
争
長
官
で
あ
る
。
米

国
に
は
当
初
、
陸
軍
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
軍
全
体
を
統

括
す
る
役
職
で
、
閣
僚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
九
八
年
に
海

ン
州
の
女
性
の
労
働
時
間
制
限
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で

あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
全
会
一
致
で
オ
レ
ゴ
ン
州
法
を
支
持
し
た
。

こ
の
事
件
で
は
、
弁
護
士
時
代
の
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
作
成
し
た
上

告
書
類
が
、
そ
の
後
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た
も
の
で
、
ブ

ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。

（
23
） 

先
物
契
約
と
は
、
将
来
に
お
け
る
特
定
の
商
品
を
特
定
の
価

格
で
売
買
す
る
事
を
取
り
決
め
た
契
約
の
こ
と
で
あ
る
。
企
業
は
、

穀
物
を
長
期
に
わ
た
り
安
定
し
て
供
給
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
穀
物
価
格
は
季
節
等
に
よ
り
乱
高
下
す
る
。
そ
こ
で
、

決
済
期
日
前
に
反
対
売
買
す
る
こ
と
で
そ
う
し
た
変
動
を
相
殺
し
、

同
一
価
格
で
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
ヘ
ッ
ジ
と

い
う
）。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
先
物
取
引
の
担
保
金
は
少
額

に
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
結
果
、
比
較
的
少
な
い
資
金
で
多

額
の
投
機
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
投
機
家
に
と
っ
て

は
現
物
市
場
な
ど
よ
り
も
利
益
を
得
や
す
い
。
な
お
、
世
界
最
初

の
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
た
穀
物
先
物
市
場
は
大
阪
の
堂
島
の
米
会

所
で
、
享
保
一
五
年
八
月
一
三
日
（
一
七
三
〇
年
九
月
二
四
日
）

に
開
設
さ
れ
た
。

（
24
） 

こ
れ
は
、
先
物
取
引
を
規
制
す
る
合
衆
国
で
二
番
目
の
法
律

で
あ
る
。
最
初
の
も
の
は
一
八
六
四
年
対
金
先
物
取
引
法
（T

he 
A
nti-G

old F
utures A

ct of 1864 

（13 S
tat. 132

））
で
、
こ
れ

は
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
グ
と
呼
ば
れ
た
紙
幣
の
、
市
場
価
格
の
下
落
を

防
ぐ
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
制
定
自
体
が
グ
リ
ー

ン
バ
ッ
グ
の
市
場
価
格
の
暴
落
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
、
わ
ず
か

一
六
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
九
）

軍
長
官
（S

ecretary of the N
avy

）
が
閣
僚
に
加
え
ら
れ
た
こ

と
で
、
陸
軍
に
関
す
る
責
任
の
み
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
わ
が

国
の
よ
う
な
社
会
国
家
と
異
な
り
、
米
国
は
自
由
国
家
（
消
極
国

家
）
で
あ
る
た
め
、
わ
が
国
の
国
土
交
通
省
に
相
当
す
る
国
家
機

関
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
公
共
事
業
を
掌
る
の

は
陸
軍
工
兵
隊
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
土
交
通
省
が
有
す
る
よ

う
な
許
認
可
権
は
、
陸
軍
長
官
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
四
七
年
に
国
家
安
全
保
障
法
（N

ational S
ecurity 

A
ct of 1947

）
が
施
行
さ
れ
、
国
防
長
官
（S
ecretary of 

D
efense

）
が
設
置
さ
れ
て
閣
僚
と
な
っ
た
結
果
、
今
日
で
は
陸
軍

長
官
は
名
称
をS

ecretary of the A
rm

y

に
変
更
さ
れ
、
国
防
長

官
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
28
） 

阿
川
尚
之
『
憲
法
で
読
む
ア
メ
リ
カ
史　

下
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究

所
二
〇
〇
四
年
刊
一
三
四
頁
よ
り
引
用
。

一
六
一
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日
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法
学
第
七
十
九
巻
第
三
号

平
成
二
十
六
年
一
月　
五　
日　
印
刷

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日　
発
行

非
売
品

発
行
者　

日
本
大
学
法
学
研
究
所

編
集
発
行
責
任
者

杉　
　
本　
　
　
　

稔

日
本
大
学
法
学
会

東
京
都
千
代
田
区
猿
楽
町
二
|

一
|

一
四　
Ａ
＆
Ｘ
ビ
ル

印
刷
所　

株

式

会

社

メ

デ

ィ

オ

電
話
〇
三
（
五
二
七
五
）
八
五
三
〇
番

電
話
〇
三
（
三
二
九
六
）
八
〇
八
八
番

　
　

機
関
誌
編
集
委
員
会

委
員
長　
　

松　

嶋　

隆　

弘

副
委
員
長　
　

吉　

原　

達　

也

委　
　

員　
　

秋　

山　

和　

宏

　

〃　
　
　

坂　

井　

吉　

良

　

〃　
　
　

関　
　
　

正　

晴

　

〃　
　
　

高　

橋　

雅　

夫

　

〃　
　
　

長
谷
川　

貞　

之

　

〃　
　
　

藤　

井　

昭　

夫

　

〃　
　
　

藤　

川　

信　

夫

　

〃　
　
　

山　

本　

賢　

二

　

〃　
　
　

湯　

淺　

正　

敏

　

〃　
　
　

吉　

野　
　
　

篤

　

〃　
　
　

石　

川　
　
　

登

　
　

執
筆
者
紹
介　
　

掲
載
順

新　

井　
　
　

勉　
　

日
本
大
学
教
授

吉　

原　

達　

也　
　

日
本
大
学
教
授

藤　

井　

康　

博　
　

静
岡
大
学
准
教
授

甲　

斐　

素　

直　
　

日
本
大
学
教
授
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